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はじめに 

 

平成 27 年 5 月に不正アクセスによる情報流出が発生し、国民の皆様に大変なご迷惑をおかけする事態を招きました。この

ため、お客様の年金支払いに影響が出ることが万一にもないよう、「なりすまし」による被害を防止するための取組を全力で

行いました。本情報流出事案では、情報セキュリティ体制にとどまらず、内部統制システムの有効性の確保、情報公開に関す

る構造的な諸問題が明らかとなり、同年 9 月には厚生労働大臣より業務改善命令が発せられ、同 12 月に業務改善計画を厚生

労働省へ提出しました。平成 28 年度は同計画への 3 年間の集中取組期間の初年度であり、大部分の事項に着手することにな

ることから、同計画を確実に実行、推進し、お客様の信頼回復に全役職員一丸となって取り組むため、「再生元年-自ら考え、

自ら改革する-」ことを目標とし、その実現を図るため、「日本年金機構再生プロジェクトの実行」「情報セキュリティ対策の

強化」「基幹業務の推進」を重点取組課題として、計画的な取組を進めることとしていました。 

 
また、高齢化が進む中、今や年金給付費は 50 兆円を超え、約 4,000 万人の受給権者に対して正確かつ迅速に年金をお支払

いするとともに、約 6,700 万人の被保険者記録を正確に管理していくことが求められています。そのためには、めまぐるしく

進むＩＴ技術を最大限活用し、業務のシステム対応を積極的に進めていく必要があります。平成 28 年度には、システム刷新

の取組の第一弾として、フェーズ１がスタートし、経過管理・電子決裁システム、個人番号管理システムの運用を開始しまし

た。今後、フェーズ２として抜本的なシステム刷新に取り組んでまいります。 
以下、具体的に平成 28 年度の取組を申し上げます。 

まず、再生プロジェクトについては、改革のコンセプトを「自ら考え、自ら改革する」、そして「現場重点主義」と定め、

お客様の信頼と自らの誇りを取り戻すために、約 70 項目にわたる改革に取り組みました。 

 

初年度である平成 28 年度については、まず「形を作る」工程として、各改革施策について着手し、具体化を進めてきたと

ころであり、概ね順調に進捗していると考えています。組織改革については、「お客様との接点である現場を向いた本部づく

り」、「本部の現場力強化」、「経営資源管理機能の統合による組織の一体化及び効率化」、「情報共有体制の更なる強化」を目指
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して取組を行いました。業務改革として、業務効率化・合理化に向けて、「業務の集約」、「業務の効率化」、「お客様チャネル

の拡充」に向けた取組を行い、ルールの設定・徹底については、「指示等の半減、現場負担の軽減」、「業務ルールの設定・徹

底、不統一の排除」をテーマとして取り組みました。人事改革としては、組織一体化及び組織の活性化に向け、「現場重視の

幹部人事」、「管理職の活性化」及び「職員のやりがい」の観点から、広範な改革を行いました。 

情報セキュリティ対策の強化については、「組織面」「システム面」の対策としてＣＳＩＲＴ機能強化や年金個人情報を取扱

う個人情報等専用共有フォルダ設置等の取組を行うとともに、「業務運営面」の対策として情報セキュリティポリシーの改正、

情報セキュリティ研修の強化といった取組を進めました。 

 

基幹業務の推進について、国民年金保険料収納対策としては最終納付率 70％達成を目指しつつ、今中期計画期間中現年度納

付率 60％台半ばを達成することを目指して「納付月数増加」と「未納月数」それぞれの最低基準を設定し、効果的な特別催告

状の送付や強制徴収対象者層の拡大等の取組を行いました。その結果、現年度納付率 65%を達成し、最終納付率も 70%をかな

り上回る実績となり、中期計画の目標を前倒しで達成しました。 

厚生年金保険等の適用促進対策としては平成 27 年度を上回る目標を設定し、過去最高の事業所適用実績を上げることがで

きました。また、既に適用した事業所に対する調査については過去の調査で指摘があった事業所に重点を置き、適正な届出の

促進に向けた取組を行いました。 

年金給付については、引き続きサービススタンダード達成率 90％を維持することができました。また、障害年金をめぐる諸

課題への対応として、新たなガイドラインによる判定を開始するとともに、平成 28 年 10 月に障害年金センターを設置して障

害年金審査業務の集約を開始し、平成 29 年 4 月に全国集約を完了しました。 

年金記録の正確な管理と年金記録問題再発防止の取組について、年金記録の再調査（サンプル調査）結果を踏まえて方針を

検討し、平成 29 年度から調査を実施することとしました。また、引き続き同一人に複数の基礎年金番号が払い出されること

を防止する取組を進めています。 

事務処理の正確性の確保については、取組の結果事務処理誤り全体の発生件数は減少してきており、重点三事案（「事務処

理遅延」「誤送付・誤交付・誤送信」「書類紛失」）についても減少しているものの根絶には至っていないため、引き続き取組
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を進めていきます。 

年金相談について、年金相談職員や上席年金給付専門職の配置による窓口体制強化を進めるとともに、予約による年金相談

を拡充し、サービスの向上と効率化を進めました。また、受給資格期間短縮に向けた予約相談の受付体制整備を行いました。 

引き続き基幹業務の適切な運営に向けて努力してまいります。 

 

平成 29 年度は業務改善計画への 3 年間の集中取組期間の 2 年度目であり、同計画を一層確実に実行、推進することによっ

て、お客様の信頼回復につなげるため、「再生加速‐現場力強化の年‐」を目標とし、その実現を図るとともに、一昨年の不

正アクセスによる情報流出事案を踏まえて実施された政府機関の検査結果、会計検査院の指摘等を踏まえ、情報セキュリティ

対策の徹底等に取り組みます。 

このため、「日本年金機構再生プロジェクトの加速的推進」「情報セキュリティルールの徹底」「基幹業務の更なる推進と制

度改正への確実な対応」を重点取組課題として計画的に取り組むこととしています。 

当機構は公的年金の事業運営を担う公的機関であり、「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画（平成 20 年７月 29

日閣議決定）」に則り、国民の皆様からお預かりした保険料及び税財源に基づいて運営される組織です。このことを前提とし

て基幹業務の着実な実施、事業実績の向上を図るため、事務処理手順の合理化、予算執行の適正化、ＩＴ技術の活用等、不断

の効率化に取り組んでまいります。 

これらの取組により、公的年金制度を執行するという緊張感、責任感、使命感にあふれ、国民の信頼に応えられる組織とし

て当機構を再生するため、不動の決意をもって役職員全員一丸となって努力してまいります。 
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

１．国民年金の適用・収納対策

（１）国民年金の適用促進対策

①確実な適用の実施

住民基本台帳ネットワークシステムに

より把握した２０歳、３４歳及び４４歳到

達者に対する届出勧奨及び届出がない場

合の資格取得等の手続等を確実に実施す

る。

また、被保険者種別変更の届出がない場

合の資格取得等の手続の迅速化を図る。

②関係機関との連携・協力

転職者等の被保険者種別変更の届出に

ついて、事業主説明会等における周知、市

区町村やハローワークとの連携に努め、適

正な届出を促進する。

１．国民年金の適用・収納対策

（１）国民年金の適用促進対策

（第１号被保険者の確実な適用に向けた取組）

○住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）を利用

して把握した全ての 20 歳到達者（125 万人）に対し、加入の届出勧奨を行

うとともに、勧奨を行ってもなお届出がなされない場合には、年金手帳を

送付（51万人）し、第 1 号被保険者として資格取得等の手続を行いました。

この結果、住基ネットにより把握した 20 歳到達者全員の加入手続を行い

ました。

住基ネットにより把握した 34 歳及び 44 歳到達者のうち、基礎年金番号が

付番されていない方及び資格喪失後、一定期間（12 か月）資格取得がなさ

れていない方に対して届出勧奨、届出がない場合の資格取得の手続等を実

施しました。

（市区町村等関係機関との連携・協力）

○転職者等（失業者及び被扶養配偶者を含む）に対しては、被保険者種別変

更の届出を要する事由が発生したときから 2か月後に届出勧奨（初回勧奨）

を行い、自主的な届出を促しました。

届出勧奨を行ってもなお届出がなされない場合には、第１号被保険者とし

て届出によらない種別変更処理などの手続を行いました。

また、自主的な届出を促すため、ハローワークが実施する雇用保険受給者

説明会において、被保険者種別変更の届出勧奨及び失業を理由とする特例

免除制度について周知を行いました。

○市区町村については、機構から市区町村の国民年金担当者に向けた情報誌

「かけはし」（隔月発行）を作成し情報提供を行うとともに、市区町村担当

者事務説明会等において国民年金の資格手続に関する説明を行い、住民へ

の周知を依頼しました。

①住基ネットにより把握した 20

歳、34 歳及び 44 歳到達者に

対する届出勧奨及び届出がな

い場合の手続等について、昨

年度と同様に確実に実施して

います。

②ハローワークとの連携を強化

して、転職者に対し、種別変

更手続の説明及び保険料免除

制度の周知を行うとともに、

届書や申請書の配付を行い、

自主的な届出を促すなど、適

正な届出を促進しています。

また、市町村との連携協力に

ついては、「かけはし」等によ

る情報提供等を行い平成 28

年度計画のとおり、関係機関

との連携・協力を図りました。
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③第３号不整合問題への対応

第３号被保険者の記録不整合問題に関

して、厚生労働省の指示の下に、「公的年

金制度の健全性及び信頼性の確保のため

の厚生年金保険法等の一部を改正する法

律(平成２５年法律第６３号)」に基づき、

時効消滅不整合期間に対する特定期間該

当届の届出勧奨を引き続き行うとともに、

特例追納の勧奨に対する相談、申出に適切

に対応する。

また、平成２６年１２月から始まった被

扶養配偶者非該当届に関する事務を適切

に行うとともに、健康保険組合及び共済組

合から提供される被扶養配偶者情報（過去

分）に基づく、３号不整合記録の確認及び

不整合記録を有する者への種別変更届の

届出勧奨及び特例追納勧奨を行う。

○その他、全額免除申請に係る手続において、納付猶予が承認された方で、

翌年度以降に全額免除の審査を希望する旨の意思表示があった場合には、

現在は改めて全額免除の申請を行う取扱いとなっていますが、この全額免

除の申請書の提出を省略するという手続きの簡素化について検討を行い、

平成 30 年 7 月 1 日から実施する予定をしています。

（第３号不整合問題への対応）

○第３号被保険者記録不整合問題に対処するため、平成 23 年 11 月から第３

号不整合期間を有する者に対するお知らせの送付及び種別変更並びに特定

期間該当届及び特例追納の勧奨を行ってきました。

○平成 26 年度から引き続き、機構ホームページに健全化法の概要や特定期

間該当届の手続方法等を掲載するとともに、制度周知チラシを作成し、年

金事務所及び市区町村の窓口等にチラシを設置し制度周知を図りました。

また、特例追納の施行（平成 27 年 4 月 1 日）以後は、特例追納制度の周

知チラシを作成し、制度周知を図りました。

○平成 26 年 12 月から始まった被扶養配偶者非該当届については、被扶養配

偶者非該当届に基づく種別変更の届出勧奨を行い、届出がなされない場合

には届出によらない種別変更の処理を行っています。

○健康保険組合の被扶養配偶者情報に基づく種別変更並びに特定期間該当届

及び特例追納の勧奨を実施しました。

③第３号被保険者記録不整合問

題への対応については、平成

28年度計画に基づき対応して

います。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

１．国民年金の適用・収納対策

（２）国民年金保険料収納対策

①行動計画の策定

未納者の年金受給権を確保するため、納

付月数の確保を図りつつ、国民年金の納付

率の向上に向けた機構全体及び年金事務

所ごとに平成２８年度行動計画を策定し、

収納対策を効果的・効率的に推進する。

なお、行動計画の策定に当たっては、最

終納付率７０％を達成することを目指し、

機構全体として、

ア 平成２８年度分保険料の現年度納付率

については、行動計画に基づき、効果

的・効率的に推進し、少なくとも前年度

実績から１．０ポイント以上の伸び幅を

確保すること。

イ 平成２７年度分保険料の平成２８年度

末における納付率については、平成２７

年度末から少なくとも４．０ポイント程

度の伸び幅を確保すること。

ウ 平成２６年度分保険料の最終納付率に

ついては、平成２６年度の現年度納付率

から少なくとも７．０ポイント程度の伸

び幅を確保すること。

エ 口座振替実施率については、前年度と

同等以上の水準を確保すること。

オ コンビニエンスストア、インターネッ

トバンキング及びクレジットカードに

よる納付件数の合計数については、前年

度と同等以上の水準を確保することを

１．国民年金の適用・収納対策

（２）国民年金保険料収納対策

（行動計画の策定）

○平成 28年度は国民年金保険料の最終納付率 70％を達成することを目指し

つつ、中期計画期間中に現年度納付率 60％台半ばを目指すため、未納月数

を減らし、納付月数を伸ばすため、機構全体及び各年金事務所において行

動計画を策定しました。

目標の設定に当たっては月数ベースでの目標を掲げ、以下の最低基準を設

定し計画を策定しました。

・納付月数の増加における最低基準

被保険者数の増減を踏まえた上で、納付月数を平成 27年度から 1.0 ポイ

ント以上増加させる。

・未納月数の減少における最低基準

被保険者数の増減を踏まえた上で、未納月数を平成 27 年度から 4.0 ポイ

ント以上減少させる。

（納付率等の状況）

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

平成 26 年度分保険料 63.1% 68.6% 72.2%

平成 27 年度分保険料 63.4% 69.9%

平成 28 年度分保険料 65.0%

○平成 28年度分保険料の現年度納付率については、前年度納付率を 1.7 ポイ

ント上回り、平成 27 年度分保険料の平成 28年度末における納付率は平成

27 年度末から 6.5 ポイント、平成 26 年度分保険料の最終納付率について

は、平成 26 年度の現年度納付率から 9.1 ポイント増加しました。

①平成 28年度分保険料の現年

度納付率については、対前年

比+1.7 ポイントの 65.0%とな

り、中期計画期間中に 60%台

半ばを目指すという目標を前

倒しで達成しました。

平成 27 年度分保険料の平成

28 年度末における納付率につ

いては、対前年比+6.5 ポイン

トとなりました。

平成26年度分保険料の最終納

付率については、平成 26年度

の現年度納付率から+9.1 ポイ

ントとなり、昨年度に引き続

き最終納付率 70%以上を達成

しました。

また、口座振替やコンビニエ

ンスストア等により、納めや

すい環境づくりを推進し、口

座振替実施率は 35.7％（平成

27 年度は 35.1％）、コンビニ

エンスストア、インターネッ

トバンキング及びクレジット

カードによる納付件数の合計

数は 2,064 万件（平成 27年度

は 1,982 万件）となり、いず

れも平成28年度計画に定める

目標を達成しました。
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目標とする。

②目標達成に向けた進捗管理の徹底等

目標達成に向け、厚生労働省と連携を密

にするとともに、未納者の属性ごとにきめ

細かな対策を講じるなど更なる収納対策

の強化を図るため、取組の効果測定結果に

基づく計画を策定し、確実に実施するため

の進捗管理を徹底する。

具体的なＰＤＣＡサイクルについては、

計画に基づき、以下のとおり行う。

ア 本部において、年度目標を設定し、そ

の目標を確実に達成するために年金事

務所で目標を設定するとともに、行動計

画を策定する。

イ 年金事務所は、行動計画に基づき実行

するとともに進捗状況を週次で管理す

る。

ウ 統計及び効果測定により、納付状況や

督励効果等について、早期に詳細な情報を

把握し、これを活用し本部は、年金事務所

の進捗状況、課題等を把握・分析のうえ、

対応策の早期立案に努め、実行する。

③収納対策重点支援年金事務所の指定

納付率及び強制徴収の実施状況を踏ま

え、保険料収納対策の強化が必要な年金事

務所等を指定し、本部の指導・支援の下、

納付率の向上に取り組む。

（現年度納付月数の状況）

（目標達成に向けた進捗管理等）

○上記数値目標の達成に向け、最大限の取組を行う計画とし、収納対策に取

り組みました。また、計画を確実に実施するために、本部においては、収

納対策会議等を開催し、課題を把握・分析のうえ年金事務所に対し必要な

指導・支援を行い、年金事務所においては、週次による進捗管理を徹底し、

遅れがある場合は取組件数等の見直しを行いました。

（収納対策の取組）

○市区町村へ協力要請を行い、所得情報の提供を受け、目標達成のため未納

者の属性に応じた収納対策を実施しました。

（特別催告状の送付）

○特別催告状の送付については、平成 28 年 6 月より週単位で本部より発送が

被保険者数
対前年

増減率
納付月数

対前年

増減率
未納月数

対前年

増減率

平成 27 年度 1,668 万人 － 8,291 万月 － 4,789 万月 －

平成 28 年度 1,575 万人 ▲5.55% 7,835 万月 ▲5.50% 4,211 万月 ▲12.08%

②平成 28年度行動計画に基づ

き、年金事務所は週次による

進捗管理を行うとともに、本

部及び地域部においては、収

納対策会議などを通じた進捗

状況の把握、年金事務所への

指導・支援を着実に実施しま

した。

また、年度途中には年金事務

所の課題等を把握し、計画の

見直しを行い、より成果をあ

げるよう取り組みました。

特別催告状の送付件数は、対

前年度比＋31.5％の 1,089 万

件を送付しました。

③本部の指導・支援により、国

民年金保険料収納対策重点支

援年金事務所に係る取組の進

捗管理及び指導強化を平成28

年度計画のとおり実施しまし
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④市場化テスト受託事業者との連携・強化

市場化テスト受託事業者と本部及び年

金事務所が連携を強化し、納付督励業務に

ついて達成目標の実現に向けた取組を実

施する。

また、市場化テスト受託事業者の取組が

不十分な場合には、督励件数増や接触件数

及び約束件数増のため夜間及び土・日・祝

日の督励強化などの必要な要請・指導を行

うとともに、現状の分析を十分に行い、市

場化テスト受託事業の実績向上に効果的

な督励方法や進捗管理等の検討を行う。

できるようシステム改修を図ったことから、年金事務所はより効率的な督

励が可能となりました。

・特別催告状の取組状況

計画件数 891 万件

実施件数 1,089 万件

実施率 +122.2％

対前年度比 +31.5％（前年度実績 828 万件）

○国民年金保険料納付率及び目標納付率の達成状況を踏まえ、312 か所の年

金事務所のうち 36か所を国民年金保険料収納対策重点支援年金事務所と

して指定しました。

国民年金保険料収納対策重点支援年金事務所について、本部は納付督励や

納付状況の確認を行った上で、取組の進捗管理及び指導を強化しました。

（市場化テスト受託事業者との連携・強化）

○納付督励においては、機構と市場化テスト（※1）受託事業者で役割分担し、

市場化テスト受託事業者は、納付期限までに納付されない全ての者を対象

に年金事務所と連携しつつ、民間のノウハウを生かし効果的・効率的な納

付の勧奨等の取組を実施しました。機構は、度重なる納付督励を行っても

納付いただけない方に対し、特別催告状の送付や強制徴収の取組を行いま

した。

○本部においては、個人情報保護の観点から市場化テスト受託事業者（6事

業者）全てに対して個人情報に係るセキュリティ対策等の状況について、

以下の事項を確認するとともに、立入検査を実施しました。

【確認事項】

・機構から市場化テスト受託事業者に提供する滞納者情報データの授受

や管理方法

・市場化テスト受託事業者のシステムに滞納者情報データを格納した後

のサーバ室への入退室管理やサーバへのアクセスログの有無等

・訪問員が使用する携帯端末の機能及びデータへのアクセス方法

・訪問員等の採用時における守秘義務についての誓約書の提出や個人情

報に対する意識向上のための研修等の実施状況

た。

④本部は、市場化テスト事業の

進捗管理や市場化テスト受託

事業者への助言、提案、指導

を行いました。また、年金事

務所は市場化テスト受託事業

者と月例での打合せ会議等実

施し、助言、提案を行い平成

28年度計画のとおり実施しま

した。

市場化テスト事業における個

人情報保護の観点からシステ

ム面、運営面の対策の強化を

図りました。
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・電子計算組織等の盗難・紛失防止の物理的安全措置の有無

・機構が貸与している可搬型窓口装置の管理状況について

○年金事務所は、地域の特性や滞納者の属性に応じた効果的・効率的な納付

督励が行われるよう、毎月市場化テスト受託事業者と個別の打合せを実施

しました。また、市場化テスト事業の進捗管理を徹底・強化するとともに、

都道府県単位で毎月開催する打合せ会議に出席し、助言、提案、指導を実

施するなど協力、連携を図りました。

○納付率の向上を図るためには、未納者と面談し納付等の約束をすることが

重要であることから、接触件数及び約束件数を増やすため、効果的かつ効

率的な督励手法として夜間及び土・日・祝日等の督励を実施し、年金事務

所との連携強化を図り、現年度及び過年度保険料の収納実績は 1,887 万月

となりました。また、納付対象月数における収納実績の割合は 4.95％とな

り、前年度 4.72%を上回りました。

○市場化テスト受託事業における平成 29 年 10 月の契約更改に向けて、機構

内部で開催されている業務削減会議における提言を参考に効果的・効率的

な事項を検討しました。

【検討事項】

・個人情報のセキュリティ対策

・督励頻度の見直し

・戸別訪問員の必須配置数の見直し

・達成目標の指標を納付月数から納付率へ変更

・増額率・減額率の見直し

≪用語解説≫

（※1）市場化テスト・・・「競争の導入による公共サービスの改革に関する

法律」（平成 18年法律第 51 号）に基づき実施しており、従来、官が行

ってきた事業に民間事業者の参入機会を広げ、民間事業者の創意工夫

やノウハウの活用により、低コストでより良いサービスの提供を目指

す仕組みです。

機構では、この仕組みを利用して国民年金保険料の収納事業のうち、

強制徴収を除く納付督励業務等を包括的に民間委託しています。
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⑤強制徴収の着実な実施

一定の所得があり、保険料免除や若年者

納付猶予、学生納付特例の対象とはならな

い者が、保険料を長期間滞納している場合

には、全員を強制徴収対象者と位置付けた

上で、所得や納付の状況など被保険者の置

かれた実情を踏まえつつ、強制徴収に移行

する。

強制徴収の実施に当たっては、最終催告

状の確実な送付を行い、それでも自主的に

納付しない者について、滞納処分を実施す

る。

特に、平成２８年度においては、控除後

所得３５０万円以上かつ未納月数７月以

上の滞納者に督促を実施する。

また、徴収が困難な事案については、本

部及び年金事務所の連携を密にして、組織

全体で早期に滞納の解消を図り、保険料収

入の確保に努める。

更に、国税庁への強制徴収委任について

は、委任の仕組みを積極的に活用し、厚生

年金保険と合わせて前年度以上の件数を

委任する。

⑥未納者属性に応じた収納対策

年齢や所得、未納月数等、未納者の属性

に応じた収納対策を推進し、納付月数を確

保するための徹底した納付督励を実施す

る。

なお、所得が低い等の事情により、本来

（強制徴収の取組）

○保険料の負担能力がありながら、度重なる納付督励によっても年金制度や

保険料の納付に対する理解が得られない未納者に対しては、強制徴収によ

る厳格な対応を行いました。強制徴収の実施に当たっては、最終催告状の

送付から差押えなどの滞納処分の流れに沿った一連の手続により早期に

完結するよう取組を進めました。

○強制徴収の取組については、最終催告状を送付してもなお自主的に納付し

ない方については、着実に滞納処分を行いました。

平成28年度に送付した最終催告状に係る納付対象月数119万月の内、納付

月数は85万月となり、獲得率は71％となりました。

○督促状送付対象者のうち、控除後所得1,000万円以上かつ滞納月数13月以上

の国税委任要件に該当する2,372件に対し、年金事務所において平成29年3

月末までに完納するよう最優先に取組を進めたことにより、納付や差押え

に至った件数は1,551件、財産調査中などの取組中の件数は786件となりま

した。また、財産調査を実施したが滞納保険料に充足する財産が発見でき

ず、納付について誠実な意思を有すると認められない方について、厚生労

働大臣から財務大臣への滞納処分等の権限の委任（国税委任）を35件実施

しました。

（強制徴収の取組状況）

（免除等申請勧奨の実施）

○年齢、所得、未納月数別の属性別に分類し、効果が高い未納者層や取組を

強化すべき未納者層を見極めて効果的、効率的に取組んでも、なお、免除

等の対象となり得る方で免除等の申請手続きを行っていないために未納と

なっている方に対し、特別催告状に免除制度のチラシを同封するなど、納

付督励と同時に免除制度について案内し、納付の意思がありながら経済的

に納付困難な者には、免除等の申請勧奨を実施しました。

平成 27 年度 平成 28 年度 対前年度比

最終催告状送付 84,801 件 85,342 件 ＋541 件

督促状送付 43,757 件 50,423 件 ＋6,666 件

差押実施 7,310 件 13,962 件 ＋6,652 件

⑤最終催告状送付件数は85,342

件で平成 27 年度 84,801 件と

同等でしたが、督促状送付件

数は 50,423 件（平成 27年度

は 43,757 件）、差押実施件数

は 13,962 件（平成 27 年度は

7,310 件）となり、平成 27 年

度の実績を大きく上回りまし

た。

⑥所得情報を活用した納付督励

及び免除等申請勧奨を平成28

年度計画のとおり実施しまし

た。

国民年金保険料納付猶予制度

の改正による対象者への勧奨
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は保険料免除や若年者納付猶予、学生納付

特例の対象となり得る者であるにもかか

わらず、申請手続を行っていないために未

納状態となっている者について、免除等制

度や追納制度について丁寧に説明した上

で、免除等申請勧奨を行う。

⑦口座振替等の利用促進

保険料の納め忘れを防止するため、２年

前納等の口座振替制度及びクレジットカ

ードによる保険料納付を周知し、その利用

促進を図る。また、保険料を納めやすい環

境作りの一環として、コンビニエンススト

アやインターネットバンキングによる保

険料納付の周知を図る。

また、国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が 30歳未満から 50歳未

満に拡大され、市区町村から提供される所得情報に基づき対象となる方

に対して申請勧奨を実施しました。

【別表 1：国民年金保険料の納付率等の状況】

【別表 2：収納対策のスキーム（概念図）】

（口座振替等の利用促進）

○口座振替及びクレジットカードによる納付を推進するため、資格取得時に

おける口座振替等勧奨、口座振替申出書と返信用封筒を同封したダイレク

トメール等による勧奨、市場化テスト受託事業者による勧奨等により積極

的な取組を実施しました。平成 28年度の口座振替利用率は 35.7％（平成

27 年度は 35.1％）、クレジットカードによる納付の利用率は 2.3％（平成

27 年度は 1.9％）となりました。

○保険料を納付しやすい環境づくりとしてコンビニエンスストアでの納付、

インターネットや携帯電話などによる電子納付、クレジットカードによる

納付方法について、納付書の裏面及び納付書に同封するチラシに説明を記

載することにより周知を図り、その利用促進に努めました。その結果、コ

ンビニエンスストア等での納付件数の合計数は 2,064 万件（平成 27年度は

1,982 万件）となりました。

○2 年前納制度について、平成 26年 4月より口座振替の取扱いが開始され、

制度周知及び勧奨を行い着実に増加しました。また、平成 28 年度において

は、平成 29 年 4 月に取扱いが開始される現金及びクレジットカード納付に

対応するために必要なシステム改修を行い、控除証明書、市区町村向け情

報誌「かけはし」、ホームページによる制度周知を行いました。

〈２年前納の口座振替による利用状況〉

平成 27 年度 21 万件：平成 28 年度 35 万件

の結果、納付猶予承認件数は

前年 397,304 件に対し、

513,750 件となりました。

⑦国民年金保険料の納め忘れの

防止の観点及び納めやすい環

境整備の一環として、2年前

納の口座振替制度の周知及び

現金納付の方へ個別に口座振

替勧奨（年 2 回）を実施する

とともに、「コンビニ窓口納

付」、「ＡＴＭ・インターネッ

ト納付」、「クレジット納付」

を案内する勧奨チラシを納付

書に同封し、納付書裏面にも

納付方法を掲載することで利

用促進を図りました。
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⑧市区町村、各種団体との連携・協力

所得情報の取得や年金制度の周知等に

ついて、市区町村やハローワーク等各種団

体と連携・協力して取組を進める。

⑨後納制度の利用促進

「政府管掌年金事業等の運営の改善の

ための国民年金法等の一部を改正する法

律(平成２６年法律第６４号。以下「事業

運営改善法」という。)」に基づく後納制

度について、市区町村や各種団体と連携・

協力して広報を実施するとともに、制度の

利用促進を図る対策を講じる。

（参考：平成 28 年度現年度保険料に係る納付方法別の納付月数（割合））

（各年度４月末時点 単位：万月）
金融機関窓口以外

金融機

関窓口
計

計 口座振替

クレジッ

トカード

納付

コンビニ

インター

ネットバ

ンキング

等

27年度割合

(納付月数)

82.5%

(6,846)

51.4%

(4,258)

2.9%

(244)

21.2%

(1,760)

7.0%

(584)

17.5%

(1,446)

100%

（8,291）

28年度割合

(納付月数)

84.7%

(6,626）

50.8%

(3,977）

3.2%

(250）

22.7%

(1,776）

8.0%

(623）

15.3%

(1,209）

100%

（7,835）

対前年比 +2.2
ポイント

▲0.6
ポイント

+0.3
ポイント

+1.5
ポイント

+1.0
ポイント

▲2.2
ポイント

-

※各項目で端数処理を行っているため合計数と一致しません。

○未納者の属性に応じた収納対策を実施するために必要となる市区町村から

の所得情報の提供については、市区町村へ協力要請を行いました。この結

果、全国 1,741 市区町村のうち 1,735 市区町村から提供を受け、強制徴収

を含む納付督励や、免除等申請勧奨に活用しました。

○平成28 年度「ねんきん月間」の取組として、大学生等に対する学生納付特

例制度の周知及び市区町村役場及び商業施設等での各種相談会や納付相談

会等により年金相談等を集中的に行い、公的年金制度に対する正しい理解

の促進を図りました。

（後納制度の利用促進）

○5 年後納制度については、平成 27 年 10 月から平成 30 年 9 月までの 3年

間の時限措置として施行され、平成 27年度においては、約 180 万人を対象

に申し込みの勧奨を実施しました。

○平成 28 年度においては、後納保険料の納付が承認されている方のうち、

まだ納付されていない方約７万人に対し、納付推進を目的としたお知らせ

を送付しました。

⑧平成 28年度計画のとおり、所

得情報の提供などの、市区町

村等との連携・協力の取組、

ハローワークでの免除等制度

の周知や申請書の受理、大学

等での学生納付特例制度の周

知、商業施設等での各種相談

会や納付相談会等を実施しま

した。

⑨後納制度の利用促進について

は、平成 28 年度計画のとお

り、市区町村と連携・協力し

て広報を実施するとともに、

後納保険料の納付が承認され

ている方のうち、後納保険料

の納付が可能な期間を有する

方約７万人に対し、納付推進

を目的としたお知らせを送付
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⑩特定付加保険料制度及び特例保険料制

度の利用促進

事業運営改善法に基づく「特定付加保険

料制度」及び「特例保険料制度」について、

対象者への届出勧奨を行い、制度の利用促

進を図る。

○また、受給資格期間の短縮により、平成 29 年 2月末より年金請求書（ター

ンアラウンド方式）を送付していますが、その際に 5 年後納についての周

知も行いました。

○平成 29年度においては、受給資格期間が 10 年に短縮されるため 5 年後納

制度を利用して受給権が得られる方に対し、個別にお知らせを送付するこ

ととしています。

○また、受給資格期間の短縮を踏まえ、改めて周知用ポスターを作成し、市

区町村に対して窓口掲示依頼を実施しました。

〈5 年後納制度の実施状況（平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月まで）〉

・相談件数 7 万件

・後納申込書受付数 9 万件

・利用者総数 9万人

・後納保険料納付月数 74万月（1 人当たり平均 8.2 月）

・後納保険料の納付済み額 113 億円（1人当たり平均 127,888 円）

・老齢基礎年金が裁定された方で、裁定前に後納制度を利用した方 23,280 人

このうち、後納制度を利用したことにより受給資格期間を満たした方 8,262 人

（特定付加保険料及び特例保険料制度の利用促進）

○事業運営改善法に基づく「特定付加保険料制度」及び「特例保険料制度」

について、機構ホームページや年金事務所の窓口等において周知・徹底を

図りました。

・特定付加保険料制度

対象者約 49 万人に対して、約 34 万人の方から届出があり、約 70％と高い

利用率となりました。

・特例保険料制度

提出者 362 人 承認 237 人 不承認 50 人

しました。

また、受給資格期間が 10 年に

短縮されるため 5 年後納制度

を利用して受給権が得られる

方に対し、個別にお知らせを

送付するための準備を進めま

した。

⑩特定付加保険料制度及び特例

保険料制度の利用促進につい

ては、平成 28 年度計画のとお

り、機構ホームページや年金

事務所の窓口等において周

知・徹底を行い、利用促進を

図りました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

２．厚生年金保険・健康保険等の適用・徴

収対策

（１）厚生年金保険・健康保険等の適用促

進対策

厚生年金保険事業の健全で安定した制

度の運営に資するため、以下の取組によ

り、厚生年金保険・健康保険等の適用の適

正化に取り組む。特に、国税源泉徴収義務

者情報があることを確認した適用調査対

象事業所については、優先的に職員による

加入指導等に取り組み、事業実態のある事

業所の適用の適正化に努める。

併せて、ホームページやパンフレット等

による制度周知を行い、適用となるべき事

業所や既適用事業所からの自主的な届出

を促す。

①行動計画の策定

適用促進に当たっては、数値目標や具体

的なスケジュールを定めた平成２８年度

行動計画を機構全体及び年金事務所ごと

に策定し、行動計画に基づき効果的・効率

的に推進する。

②目標達成に向けた進捗管理の徹底等

目標達成に向け、取組の効果測定結果に

基づく計画を策定し、確実に実施するため

２．厚生年金保険・健康保険等の適用・徴収対策

（１）厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策

（行動計画の策定）

○未適用事業所の適用促進に当たっては、機構全体及び年金事務所ごとの行

動計画を策定し、平成 27年度を上回る 9万 3,000 事業所を適用目標として

設定し、適用調査対象事業所への加入指導を行い、適用促進に取り組みま

した。

（目標達成に向けた進捗管理等）

○行動計画に基づく取組の結果、平成 28 年度末の適用事業所数は、前年度よ

り約 2.5 万件多い、18万 2,422 事業所を新たに適用し、210 万 9,345 事業

所（対前年比＋13.5 万件）となり、被保険者数も約 135 万人増加し、3,821

①適用事業所数については、9.3

万事業所の適用目標に対し、

11.5 万事業所を適用し、目標

を大幅に超過達成しました。

この 11.5 万事業所は、前年度

実績の 9.3 万事業所を上回

り、過去最高の水準を更新し

ました。

②目標達成に向け、平成 27 年度

の取組の効果測定結果に基づ

く計画を策定し、確実に実施
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の進捗管理を徹底する。

具体的なＰＤＣＡサイクルについては、

計画に基づき、以下のとおり行う。

ア 本部において、年度目標を設定し、そ

の目標を確実に達成するために年金事

務所で目標を設定するとともに、行動計

画を策定する。

イ 年金事務所は、行動計画に基づき実行

するとともに、毎月開催する適用対策会

議において、加入指導数、適用事業所数、

事業所調査結果等を適切に進捗管理す

る。

ウ 本部は、月次で年金事務所の進捗状況

（加入指導数、適用事業所数、事業所調

査結果等）、課題等を把握・分析する。

更に目標未達年金事務所に対しては、

強化指定年金事務所の指定を行い、本部

が支援を行うとともに、月次、週次によ

る管理をし、早期に対応を定め、実行す

る。

③適用調査対象事業所の適用の促進

加入指導から立入検査に係る手順を定

め、次により効果的に実施する。

ア 適用調査対象事業所の的確な把握

国税源泉徴収義務者情報、法人登記情

報、雇用保険情報については、法人番号

を活用したシステム突合せにより、適用

調査対象事業所の効率的かつ的確な把

握に努める。

万 7,576 人となりました。

また、新たに適用した事業所のうち、職員の加入指導により適用に結び付

いた事業所数は 11万 5,105 事業所となり、目標を上回る実績（対目標比＋

2 万 2,105 事業所）をあげ、265,002 人が加入指導により被保険者となりま

した。

平成 27 年度末 平成 28 年度末

適用事業所数 1,974,655 件 2,109,345 件

被保険者数 36,863,741 人 38,217,576 人

適用調査対象事業所数 647,786 件 513,332 件

新規適用事業所数 157,184 件 182,422 件

このうち、職員の加入指導に

より適用となった事業所数
92,550 件 115,105 件

（適用目標事業所数） （70,000 件） （93,000 件）

職員の加入指導により

資格取得した被保険者数
239,024 人 265,002 人

○行動計画に掲げた目標を達成するため、年金事務所において以下の取組を

行いました。

（事業所の適用促進に関する取組）

○適用調査対象事業所の的確な把握のため、国税源泉徴収義務者情報（※）、

法人登記情報、雇用保険適用事業所情報を活用しました。特に、国税源泉

徴収義務者情報については、稼働している可能性の高い事業所の情報であ

ることから、これらへの対応を優先し取組を行いました。

平成 28 年度においては、年金事務所又は本部から適用調査対象事業所へ調

査票を送付し、従業員の勤務実態等の把握を行い、調査結果の分析に基づ

いた、計画的、戦略的な加入指導を取り組むこととし、まずは事業実態が

確認できた事業所への加入指導に取り組みました。

また、ハローワーク、地方運輸局、地方整備局等からの通報に基づく適用

促進についても取り組みました。

するための進捗管理と PDCA

サイクルを徹底しました。

③平成 27年度から本格的に活

用を開始した国税源泉徴収義

務者情報が極めて有効に機能

し、上記成果に結び付きまし

た。

・国税源泉徴収義務者情報によ

り把握した適用調査対象事業

所数については、平成 27年 9

月時点で 79 万件でしたが、平

成 29年 3月時点で 51 万件に
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イ 職員による適用調査対象事業所の加入

指導及び立入検査の実施

・国税源泉徴収義務者情報により把握し

た適用調査対象事業所に対して、文書

勧奨を実施し、効率的に適用につなげ

る。また、文書勧奨実施後は、優先順

位を付けて、職員による加入指導等の

取組を実施する。

また、ハローワーク、地方運輸局、地

方整備局等から社会保険加入状況等

の情報提供のあった適用調査対象事

業所について、速やかな加入指導を実

施する。

・上記の事業所のうち、加入指導を複数

回実施しても加入の見込みがない事

業所に対しては、最終催告状を送付す

る。また、最終催告状を送付しても加

入に応じない場合は、立入検査を行い

認定による加入手続を実施する。

ウ 外部委託を活用した適用調査対象事業

所の加入勧奨

国税源泉徴収義務者情報にはなく、新

規法人登記情報又は雇用保険情報に

より把握した適用調査対象事業所に

ついて、外部委託を活用することによ

り事業実態の把握と加入勧奨を実施

する。

外部委託による加入勧奨によっても

適用に結び付かない適用調査対象事

業所については、職員による加入指導

等の取組を実施する。

エ 本部は、厚生労働省との連携のもと、

関係機関への協力要請を計画的に実

施する。

（※）国税源泉徴収義務者情報の提供を受けた事業所は、適用促進を行うべ

き事業所が中心ですが、一部には、適用済であった事業所、加入すべき被

保険者が存在しない事業所、他制度加入済み等事業所もあります。

○一方、法人登記情報及び雇用保険適用事業所情報のうち、国税源泉徴収義

務者情報と一致しなかった事業所については、まずは、外部委託による加

入勧奨を利用しつつ、勧奨によっても加入しなかった事業所については、

年金事務所職員による加入指導に効果的に取り組んでいます。

○平成 27年度末時点における適用調査対象事業所と平成 28年度に新たに把

握した適用調査対象事業所の合計76万1,288事業所に対し加入指導を実施

し、平成 28 年度末時点の適用調査対象事業所は 51万 3,332 事業所となり

ました。

適用調査対象事業所数

平成 27 年度末時点 647,786 件
平成 28 年度末時点

513,332 件
平成 28 年度に新たに把握 113,502 件

合計 761,288 件

○年金事務所における適用調査対象事業所への加入指導は、まずは文書又は

電話により行い、次いで来所要請、さらに訪問と段階に応じた有効な手法

により取り組んできました。

文書又は電話により 129 万 4,752 回、来所要請により 15 万 3,754 回、訪問

により 6万 7,155 回と、昨年度実績 113 万 1,194 回を超える 151 万 5,661

回の加入指導を行いました。なお、昨年度整備した加入指導から立入検査

に係る手順に基づいて、効果的に加入指導を実施しました。

○これらの加入指導を複数回丁寧に実施しても加入に応じない事業所に対し

ては、立入検査を実施しました。

・立入検査を実施した件数･･･40 件（平成 27 年度 273 件）

【別表 3：厚生年金保険等の適用促進等に係る平成 28 年度行動計画の取組状況】

【別表 4：厚生年金保険適用関係指標の推移（年度別）】

減少しています。

・これに対する具体的な取組と

して、文書又は電話により129

万 4,752 回、来所要請により

15 万 3,754 回、訪問により 6

万 7,155回と、昨年度実績113

万 1,194 回を超える 151 万

5,661 回の加入指導を行いま

した。



14

④事業主からの適正な届出の促進

ア 平成２４年度から平成２７年度までに

実施した調査の結果を踏まえ、資格取得

届等の届出漏れが多い傾向にある業種

の事業所、短時間就労者・外国人就労者

を多く使用する事業所及び平成２４年

度以降の調査において指摘があった事

業所等に重点を置いた実施計画を立て

指導を実施する。

イ 全喪届受付時に、第三者の確認のない

書類を添付している事業所については、

一定期間経過後に事業実態を把握し、違

法な脱退を防止する。

ウ 事業主から一定期間以上遡及して提出

された資格喪失届や降給による月額変

更届について、添付書類等により、届出

内容の事実関係の確認を徹底する。

エ 事業主に対し、被保険者資格の取得・

喪失又は標準報酬の決定・改定に係る通

知がなされたときは、被保険者へ確実に

通知するよう指導する。

オ 法人番号が未収録となっている適用事

業所への法人番号の届出勧奨を実施す

る。

（既に適用されている事業所に対する取組）

○適用事業所における適正な届出の促進のため、平成 24 年度から 27年度の

4 年間で全ての適用事業所の調査を実施することを基本として取り組んで

きましたが、平成 28年度は、これまでの事業所調査の結果を踏まえ、資格

取得届等の届出漏れが多い傾向にある業種の適用事業所、短時間就労者・

外国人就労者を多く使用する適用事業所及び平成 24 年度以降の調査にお

いて指摘があった適用事業所に重点を置いて事業所調査を実施しました。

○また、事業主からの適正な届出の促進を図るためには、調査事業所数の増

加とより詳細な調査を目的とした総合調査（※2）の実施割合を高める必要

があると考え、調査事業所数目標を 48.5 万事業所（平成 27年度 43.2 万事

業所）とし、調査事業所数に占める総合調査の実施割合の目標を 41.8％（平

成 27年度 35.7％）として取り組みました。

≪用語解説≫

（※2）総合調査・・・被保険者の資格及び報酬等の届出状況、被扶養者の認

定や保険料控除について総合的に確認を行う調査。

○取組の結果、平成 28年度における調査事業所数は、56 万 5,356 事業所と

目標を約 8万件上回りました。

また、総合調査の実施割合については、52.7％と目標を 10.9 ポイント上回

る実績をあげました。

届出誤りを指摘した事業所数は、4万 4,730 件と昨年度より増加しており、

事業主からの適正な届出の促進のための取組が行えたものと考えていま

す。

平成 27 年度 平成 28 年度

調査事業所数 492,001 件 565,356 件

うち、総合調査実施数 210,959 件 297,777 件

総合調査割合 42.9％ 52.7％

指摘事業所数 41,518 件 44,730 件

【別表 5：事業所調査関係内訳（年度別）】

④事業所調査については、目標

とした 48.5 万事業所を上回

る 56.5 万事業所に対して実

施し、総合調査の実施割合の

目標 41.8％についても

52.7％と目標を 10.9 ポイン

ト上回りました。

・調査事業所数や総合調査の実

施割合の増加の結果、届出誤

りを指摘した事業所数は、4

万 4,730 件と昨年度より増加

しており、事業主からの適正

な届出の促進のための取組が

行えたものと考えています。
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⑤短時間労働者に対する厚生年金保険等

の適用拡大への円滑な対応

施行時に短時間労働者に係る資格取得

届が適正に提出されるよう、特定適用事業

所に該当する事業所への事前お知らせを

送付する（平成２８年８月）。

また、施行後に新たに特定適用事業所に

該当する事業所にも事前お知らせを送付

し適正な届出を促す。

○その他の従来からの取組については、平成 28年度は以下のとおり実施しま

した。

ⅰ 全喪届に、解散登記の記載のある法人登記簿謄本又は雇用保険適用事

業所廃止届の写しが添付されていない適用事業所について、事業実態の

確認を行い適正な処理に努めました。

また、被保険者 0 人事業所の実態確認についても、速やかに取り組み

ました。

・全喪調査事業所数･････････････････････17,608 件

・被保険者 0 人事業所の実態確認･････････124,460 件

ⅱ 60 日以上遡及した資格喪失届や、5等級以上降級する月額変更届につ

いては、出勤簿・賃金台帳等の写しを添付させることにより事実関係の

確認を行いました。

・60日以上遡及した資格喪失届の確認･････････16,471 件

・5 等級以上降級する月額変更届の確認････････10,708 件

ⅲ 事業主からの適正な届出の促進や、被保険者への資格得喪等決定事項

の通知の徹底については、事業所調査時の指導や、平成 28年 4月、平

成 29年 1月及び 2月発行の「日本年金機構からのお知らせ」により全

適用事業所に注意喚起を行いました。

（短時間労働者に対する適用拡大への対応）

○公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等

の一部を改正する法律（以下「年金機能強化法」という。）の短時間労働者

適用拡大（平成 28年 10 月施行）

短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大への円滑な施行に備える

ため、制度施行日（10月 1 日）前に、以下の取組を実施しました。

・特定適用事業所になることが確定している適用事業所（法人番号が同一

である適用事業所の被保険者数の総数が常時 500 人を超える月が、直近

1 年間に 6か月ある適用事業所）に対し、特定適用事業所に該当するこ

と及び、短時間労働者の資格取得届を提出していただく旨のお知らせを

送付しました。

・また、特定適用事業所に該当する見込みの適用事業所（直近 11か月間の

うち、法人番号が同一である適用事業所の被保険者数の総数が常時 500

人を超える月が 5 か月ある適用事業所）に対し、お知らせを送付しまし

た。

⑤短時間労働者に対する厚生年

金保険等の適用拡大について

は、平成28年度計画のとおり、

特定適用事業所に該当する事

業所への事前お知らせを送付

し適正な届出を促しました。

また、特定適用事業所に対し

て、電話又は訪問による届出

勧奨や事業所調査を実施し、

平成28年度末時点で特定適用

事業所数は27,106事業所、被

保険者となった短時間労働者

数は294,530人となりました。

（当初の短時間労働者数の見
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⑥厚生年金特例法への対応

ア 年金事務所は、厚生年金特例法の事務

処理マニュアルに従って、特例納付保険

料の納付勧奨等を確実に実施し、進捗管

理の徹底を図り、納付勧奨等が遅れてい

制度施行後については、新たに特定適用事業所に該当する適用事業所及び

該当する見込みの事業所に事前お知らせを送付し適正な資格取得届の提出

を促し、さらに、以下の取組を実施しました。

ⅰ 制度施行当初の平成28年10月13日～11月10日にかけて、全ての特定適

用事業所のうち、短時間労働者の資格取得届の提出がない特定適用事業

所へ電話による届出勧奨を実施しました。

ⅱ 電話勧奨により短時間労働者の雇用ありと回答があったにも関わら

ず、短時間労働者の資格取得届の提出がない特定適用事業所に対して、

電話又は訪問による届出勧奨を12月末まで実施しました。

ⅲ ⅱの届出勧奨を行ってもなお、短時間労働者の資格取得届の提出がな

い特定適用事業所に対して、事業所調査を計画的に実施しています。

こうした取組により、平成 28 年度末時点で特定適用事業所数は 27,106 事

業所、被保険者となった短時間労働者数は 294,530 人となりました。

○公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正

する法律（以下「持続可能性向上法」という。）の短時間労働者適用拡大の

促進（平成 29年 4月施行）

平成 28 年 12 月 26 日公布となった持続可能性向上法については、施行後の

事務処理を円滑かつ着実に実施するため、事務処理要領（マニュアル）等

を作成し、年金事務所等に提供しました。

また、制度の周知として

・500 人以下の企業等を対象とした労使合意に基づく適用拡大については、

事業主あて納入告知書に加入のメリット等を記載した制度改正のお知ら

せ(チラシ)を同封

・機構ホームページに労使合意の方法等に関する事業主向け Q&A 集を掲

載

・地方公共団体について、規模に関わらず短時間労働者の適用拡大の対象

となることから、年金事務所から各地方公共団体へ個別に制度周知を実

施しました。

（厚生年金特例法への対応）

○厚生年金特例法への対応（※3）に関しては、平成 28年度中に国会に対し

て報告を行った件数は、地方年金記録訂正審議会が年金記録の訂正の答申

を行ったもの及び年金事務所において年金記録の訂正が可能と判断した

5,214 件、5.1 億円の特例納付保険料について 2,877 件、2.6 億円の納付実

績となりました。

込みは約25万人）

持続可能性向上法（短時間労

働者適用拡大の促進）につい

ては、事業主向け納入告知書

へのチラシの同封やホームペ

ージ等での制度改正の周知を

実施しました。

⑥厚生年金特例法への対応につ

いては、平成28年度計画のと

おり、特例納付保険料の納付

勧奨の確実な実施及び債権管

理の徹底を図りました。
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る事案については、本部と連携して早期

に改善する。

イ また、厚生年金特例法の納付申出があ

った事案については、事務処理マニュア

ルに従って特例納付保険料の納入告知

を行い、債権管理を徹底する。

≪用語解説≫

（※3）「厚生年金特例法の対応」・・・厚生年金特例法により、申し立て期間

について厚生年金保険料の給与天引きがあったことが認定されたとき

は、年金記録が訂正され、年金額に反映されます。事業主は過去の保

険料を納付する義務を負うことになりますが、納付しない場合は事業

主名等が公表されます。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

２．厚生年金保険・健康保険等の適用・徴

収対策

（２）厚生年金保険・健康保険等の徴収対

策

①行動計画の策定

厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収

対策については、機構全体及び年金事務所

ごとに平成２８年度行動計画を策定し、以

下の取組を効果的・効率的に推進する。

行動計画の策定に当たっては機構全体

として、口座振替実施率及び厚生年金保険

等の収納率が前年度と同等以上の水準を

確保することを目標とする。

また、上記目標の達成に取り組むほか、

収納未済額の圧縮、滞納事業所の減少に着

目して行動計画の取組を推進する。

②目標達成に向けた進捗管理の徹底

目標達成に向け、取組の効果測定結果に

基づく計画を策定し、確実に実施するため

の進捗管理を徹底する。

具体的なＰＤＣＡサイクルについては、

計画に基づき、以下のとおり行う。

ア 本部において、年度目標を設定し、そ

の目標を確実に達成するために年金事

務所で目標を設定するとともに、行動計

画を策定する。

イ 年金事務所は、行動計画に基づき確実

に取り組むとともに、毎月開催する徴収

対策会議等において、収納状況及び口座

２．厚生年金保険・健康保険等の適用・徴収対策

（２）厚生年金保険・健康保険等の徴収対策

（行動計画の策定）

○厚生年金保険部及び事業推進統括部は、平成 28年度行動計画を策定し、行

動計画の数値目標の達成に向けて年金事務所の行動計画の報告を確認、分

析し、年度目標の達成が困難と判断される取組項目を地域部に伝え、課題

の共有を図りました。

（目標達成に向けた進捗管理等）

○地域部は、厚生年金保険部及び事業推進統括部と課題を共有し、目標達成

が困難と判断される年金事務所を強化指定年金事務所として、年度目標達

成のための改善指導を行うとともに、年金事務所で行う徴収対策会議に参

画するなど、目標達成のための支援を行いました。

○年金事務所では、年金事務所長も徴収対策会議に出席し、行動計画の数値

を分析し、不足する取組を所内で共有するなど、目標達成のための取組を

行いました。

○滞納処分のスキル向上を目的として、地域部が主体となり年金事務所の職

員を対象に実務研修を行い、事業推進統括部も講師を派遣するなどの連携

を図りながら年度目標の達成に向けて取組を行いました。

①厚生年金保険料の収納率につ

いては、行動計画を策定し、

進捗管理を徹底することによ

り収納率は98.9％となりまし

た。

・健康保険料の収納率について

も、行動計画を策定し、進捗

管理を徹底することにより収

納率は 98.0％となりました。

②厚生年金保険部及び事業推進

統括部、地域部、年金事務所

が課題を共有し、その課題の

分析を行い、分析結果を踏ま

えた行動をしました。
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振替実施状況等の進捗状況を適切に管

理し、適正な債権管理を行う。

ウ 本部は、月次で年金事務所の進捗状況

（収納状況及び口座振替実施状況等）を

確認の上、適宜ヒアリング等を実施して

課題等を把握・分析し、対応策の早期立

案に努め、年金事務所への指導を実施す

る。

③口座振替の利用促進

口座振替を利用していない適用事業所

については、口座振替による保険料納付の

（収納対策の取組）

○平成 28年度の厚生年金保険料（過年度を含む。以下同じ）については、29

兆 7,992 億円を徴収決定し、29 兆 4,754 億円を収納し、厚生年金保険の保

険料収納率（過年度分含む）は、98.9％となりました。

適用調査対象事業所の適用促進、厚生年金保険料率の上昇等により、保険

料徴収決定額は、年々増加してきましたが、早期の納付督励、滞納処分の

実施等を行ってきた結果、保険料収納額も確実に増加させて保険料収納の

確保を図りました。

厚生年金保険 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

徴収決定済額 26 兆 6,941 億円 28 兆 1,830 億円 29 兆 7,992 億円

収納済額 26 兆 3,196 億円 27 兆 8,362 億円 29 兆 4,754 億円

収納率 98.6％ 98.8％ 98.9％

○また、平成 28 年度の全国健康保険協会管掌健康保険料（過年度を含む。以

下同じ。）については、9兆 3,068 億円を徴収決定し、9兆 1,211 億円を収

納し、全国健康保険協会管掌健康保険の保険料収納率（過年度分含む。）に

ついては、98.0％となりました。

適用調査対象事業所の適用促進、健康保険料率の上昇等により、保険料徴

収決定額は、年々増加してきましたが、厚生年金保険と同様に、早期の納

付督励、滞納処分の実施等を行ってきた結果、保険料収納額も確実に増加

させて保険料収納の確保を図りました。

協会管掌健康保険 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

徴収決定済額 8 兆 6,312 億円 8 兆 9,104 億円 9 兆 3,068 億円

収納済額 8 兆 4,183 億円 8 兆 7,121 億円 9 兆 1,211 億円

収納率 97.5％ 97.8％ 98.0％

○口座振替の利用促進

保険料収納環境を整えるため、口座振替未実施である適用事業所に対して

は、口座振替勧奨のチラシを送付するなどの取組を行いました。

③口座振替実施率については、

厚生年金保険の実施率は、

83.0％、全国健康保険協会管
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利用促進を図るとともに、適用事業所の新

規適用時においては、適用担当課と連携協

力し、原則として口座振替を利用するよう

事業主に勧奨する。

④滞納事業所に対する納付指導及び滞納

処分

ア 滞納事業所に対しては、迅速かつ計画

的に保険料等の納付督励を行い、確実な

徴収に取り組むことにより滞納の長期

化防止を図る。なお、新規滞納事業所に

対しては、初期手順に従い、納付督励、

納付協議及び滞納整理を確実に実施す

る。

イ 滞納事業所から納付が困難である旨の

申出があった場合には納付協議に応じ、

事業所の経営状況や将来の見通しなど

を丁寧に聴き取った上で、法令等に基づ

く緩和措置を踏まえた納付方法等につ

いて、きめ細かな指導を行う。

ウ 繰り返し納付指導したにもかかわら

ず、納付指導に応じない事業所に対して

は、関係法令に基づき滞納処分を迅速か

つ確実に実施する。

⑤徴収が困難である事業所に対する徴収

対策の徹底

徴収が困難である事業所に対しては、本

部及び年金事務所が連携して早期の滞納

解消に向けた滞納整理方針を決定し、滞納

平成 28 年度口座振替実施率は、厚生年金保険が 83.0％、全国健康保険協

会管掌健康保険は 83.2％となりました。

（滞納事業所への取組）

○年金事務所は滞納事業所に対して早期の納付指導を行っています。確実な

初期対応を行い、滞納事業所への納付指導を確実に行ったことから、新た

な滞納事業所を増やすことなく、平成 28 年度の滞納事業所数は 134,940 件

となりました。

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

滞納事業所数 138,162 事業所 135,860 事業所 134,940 事業所

○また、滞納処分のみならず、事業所の事業状況等を十分に聴き取り、計画

的納付による納付指導を行いました。平成28年度の差押事業所数は25,174

件となりました。

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

差押事業所数 25,094 事業所 24,300 事業所 25,174 事業所

○時効中断措置を確実に行い、25,174 件の預金等の差押えを行うなど債権管

理の徹底を図りつつ、滞納処分を確実に行った結果、平成 28年度末の厚生

年金保険料の収納未済額は約 2,952 億円となりました。同様に全国健康保

険協会管掌健康保険料の収納未済額も約 1,693 億円となりました。

収納未済額 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

厚生年金保険 3,422 億円 3,130 億円 2,952 億円

健康保険 1,951 億円 1,793 億円 1,693 億円

○国税庁への滞納処分の権限委任については、委任要件の見直しに伴い国税

委任事務マニュアルを改正し、国税局との連携強化を図るなどして委任促

進に努めた結果、平成 28年度には 18 件を委任し、平成 27 年度よりも 6 件

増加しました。（機構発足以降平成 28 年度末までに 43件を委任）

掌健康保険の実施率は、

83.2％となりました。

④納付指導、滞納処分の実績に

ついては、それぞれを確実に

実施した結果、収納未済額は

平成 27 年度と比べて減少し

ています。

⑤本部及び年金事務所が連携し

滞納事業所に対する滞納整理

方針を決定し滞納解消を図る

など、計画の目的に沿った取

組を行いました。また、滞納
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解消を図る。また、悪質な滞納事業所につ

いては、国税庁と連携協力し、滞納処分等

の権限を国税庁に委任する仕組みを積極

的に活用し、国民年金と合わせて前年度以

上の件数を委任する。

⑥厚生年金基金特例解散に伴う徴収業務

への対応

厚生年金基金特例解散に伴う事業所に

対する徴収金等の徴収業務については、長

期に債権管理を要することから、事務処理

マニュアルに従って、適正な債権管理を徹

底する。

【別表 6：厚生年金保険料等の収納対策に関する指標の推移（年度別）】

（厚生年金基金特例解散に伴う対応）

○厚生年金基金特例解散に伴う徴収金の徴収業務については、徴収業務処理

マニュアルに基づき、未納事業所へ催告状の発送を行うなどの債権管理を

行った結果、納付予定額 173.1 億円に対し、172.5 億円の納付が図られ、

収納率 99.7％となりました。

処分（差押え）実績は 25,174

事業所となり、平成 27 年度実

績を上回りました。

なお、国税委任を 18 件（平

成 27年度 12 件）実施してお

り、平成 28 年度計画を達成

しています。

⑥厚生年金基金特例解散に伴う

徴収金の徴収業務について

は、平成 28 年度計画に基づ

き、年金事務所で納付状況の

確認、未納徴収金等への早期

着手を行いました。

また、本部でも未納徴収金等

の状況を把握し、催告状の発

送を指示するなどの業務マニ

ュアルに即した債権管理の適

正化を行った結果、99.7％の

収納率となりました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

３．年金給付

年金給付については、迅速な支給の決定

を行うとともに、受給者の申請忘れ防止対

策の実施や申請漏れ者に対する勧奨の実

施などの対策を講じる。

また、障害年金における諸課題について

改善を図るための取組を実施する。

①迅速な決定

「サービススタンダード」の達成状況を

適切に把握し、各サービススタンダードの

達成率９０％以上を維持するよう取り組

む。

②年金受給にできる限り結び付けていく

ための取組

・受給者の申請忘れ、申請漏れを防止する

ため、年金支給年齢（６０歳（女性のみ）、

６２歳（男性のみ）又は６５歳）に到達

する直前に、あらかじめ年金加入履歴等

が記載されている年金請求書(ターンア

ラウンド方式)を本人宛に送付する等の

取組を行う。また、６９歳到達時に受給

３．年金給付

（年金の迅速な支給決定に向けた取組）

○年金請求書を受け付けてから年金が裁定され、年金証書が請求者に届くま

での標準的な所要日数をサービススタンダードとして設定して、迅速な決

定、年金の支給に取り組みました。

〈設定したサービススタンダードの内容〉

・老齢基礎・老齢厚生年金、遺族基礎・遺族厚生年金： 2か月以内

・障害基礎年金： 3か月以内

・障害厚生年金： 3か月半以内

○平成28年度のサービススタンダードの達成率は、全ての年金種別について

90％以上を維持しました。

【別表 7：サービススタンダードの達成状況】

（年金受給に結び付けていくための取組）

○老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給資格を満たしている者には、年金加

入記録等をあらかじめ記載した年金請求書（ターンアラウンド方式）を､60

歳(女性)､62歳※(男性)及び65歳到達の3か月前に送付しました。

※昭和30年4月2日から昭和32年4月1日に生まれた男性は62歳

○老齢基礎年金の受給資格を満たした者（60歳到達時には厚生年金保険の期

間が12月未満の者）には、「老齢年金のお知らせ」を､受給資格が確認でき

ない者には、「年金加入期間の確認について（ご案内）」を、60 歳到達の

3か月前に送付しました。

①平成28 年度におけるサービ

ススタンダードの達成率は､

全ての年金種別において90％

以上を維持し、平成28年度計

画の目標を達成しました。

②年金請求の節目となる機会を

とらえてお客様に年金請求書

(ターンアラウンド方式)や

「老齢年金のお知らせ」等を

平成28年度計画のとおり実施

しました。

また、年金制度改正（受給資

格期間の短縮）に伴い、受給

資格期間が 10年以上ある者
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資格期間を満たしながら年金請求を行

っていない方に対して、年金請求を促す

ためのお知らせを送付する。更に、年金

請求書（ターンアラウンド）の未送達者

や、６５歳以降未請求者の対応について

検討し、できることから取組を行う。

・年金制度改正（受給資格期間の短縮）に

伴い、保険料納付済期間、保険料免除期

間及び国民年金任意未加入期間を合わ

せた期間が１０年以上ある方に対して、

事前に年金請求書を送付する。

・過去に発生した申請漏れや支給誤り等の

事案に関し、可能なものについて対象者

を抽出し、適正な受給に結び付けてい

く。

③障害年金をめぐる諸課題への対応

・「精神障害・知的障害に係る等級判定ガ

イドライン」の円滑な実施に努めるな

ど、障害等級の適正な認定を図る。

・専門性の向上を図るための研修を実施す

るとともに専門性を有する職員を順次

障害年金の相談窓口に配置するなど相

談対応の質の向上を図る。

・障害年金業務については、平成２８年度

下期から順次集約していくため、職員の

体制整備、審査事務の統一化など必要な

準備を進める。

○老齢年金の受給資格を満たしていながら年金請求を行っていない者には、

「年金請求を促すためのお知らせ」を、69 歳到達月に送付しました。

〈平成28 年度実績〉

・年金請求書(ターンアラウンド方式) 1,056,614 件

・老齢年金のお知らせ（はがき） 137,621 件

・年金加入期間の確認について（ご案内）（はがき） 112,555 件

・年金請求を促すためのお知らせ（はがき）36,950 件

○平成 29年 8月の施行に向け、受給資格期間が 10年以上ある者に対し、年

金請求書を平成 29年 2月から事前に順次送付しています。なお、国民年金

任意加入未納期間（合算対象期間）を含めてはじめて 10 年以上となる者に

は、平成 29 年 7 月にお知らせ文書を事前送付することとしています。

○平成 27年 5月 25 日現在で、障害認定基準が改正された平成 14年 4月以降

に認定された障害厚生年金 3 級の受給権者のうち、人工透析に至る可能性

がある傷病（腎疾患、糖尿病等）の者について、裁定請求書等に添付され

ていた診断書における人工透析の実施状況及び人工透析を行っている者の

等級を確認し、26名に障害認定の誤りがあることが判明しました。これら

の者には、平成 27年 12 月以降、正しい年金額のお支払いに向けた対応を

し、平成 28 年度末で 26名全てのお客様への対応が完了しました。

（障害年金をめぐる諸課題への対応）

○障害年金に関する事務について、障害年金の申請に対する各事務センター

の決定についての地域差､障害年金の申請に係る窓口対応の不十分さ等に

ついてご指摘をいただいていることから、平成27年度に引き続き、次の取

組を行いました。

・「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン（以

下、「ガイドライン」という。）」による等級の判定を平成28年9月から実

施して、障害等級の適正な認定に努めました。なお、ガイドラインによる

等級の判定の実施時点で既に障害基礎年金等を受給している者に対する再

認定に当たっては、障害の状態が従前と変わらない場合には、当分の間、

経過措置を設けました。

また、障害認定医会議や事務担当者打合せ会を開催して、円滑な実施に努

めました。

に対し事前に年金請求書を送

付しています。

③障害年金をめぐる諸課題に対

応するため、ガイドラインの

実施、障害認定医会議の開催、

研修の強化、「障害年金請求

キット」等の対策を着実に実

施しました。

全国一律の執行体制とするた

めの整備を進め、平成 28年

10月に障害年金センターを開

設し、平成 29 年 4 月には全国

集約を完了しました。
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・年金事務所のお客様相談室の職員を対象に、旧ブロック単位に2回（上期、

下期に各地でそれぞれ1回）の障害年金スキルアップ研修を開催して、障害

年金相談業務の質の向上と全国均一の審査能力の確保及び事務処理誤りの

防止に努めました。

また、事務センター年金給付担当グループの職員を対象に、障害年金事務

研修を2回開催して、障害年金の審査及び認定事務に従事する職員の資質向

上と意識改革を進めました。

・本部及び各事務センターで行ってきた障害年金審査業務について、全国一

体的な執行体制とすることにより審査の適正性の向上及び体制集約による

効率化を図るため、平成28年10月に本部に障害年金センターを設置し、本

部及び一部事務センターにおける当該業務の一部集約を実施しました。そ

の後平成29年1月に集約箇所を拡大し、平成29年4月に全国集約を完了しま

した。

・障害年金の初診日を明らかにすることができない場合の取扱いについて、

年金局からの通知に基づき平成27年10月1日以降に決定するものから適用

し、平成28年度も引き続き運用しました。

・障害年金の申請に係る相談の際に活用する「障害年金請求キット」（請求

書と「障害年金ガイド〈パンフレット〉」等をあらかじめ同封したもの）

及び「障害年金初期対応の手引き」(「障害年金請求キット」を全ての初回

相談者にお渡しすること、年金の決定までの道筋を職員とお客様が共有す

るための文書を交付すること等を規定したもの)の運用を平成 28 年３月

28 日より開始し、平成 28 年度も引き続き実施しました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

４．年金記録の正確な管理と年金記録問題

の再発防止のための対応

年金記録の正確な管理と年金記録の確認

等のため、以下の取組を行う。

（１）年金記録の確認等の対応

①お客様からの年金記録に関する申出へ

の対応

ねんきん定期便及び「ねんきんネット」

での加入状況の確認や年金請求時等を契

機としたお客様からの年金記録に関する

申出等に対して、必要な調査などの対応を

適切に行うほか、引き続き以下の取組を行

うなど、あらゆる機会を通じて年金記録問

題の解決に向けた取組を継続して行って

いく。

・年金請求の手続に来られるお客様に対し

て、相談の際に年金加入記録に「もれや

誤り」がないかどうか必ず確認するとと

もに、空白期間があるお客様については、

自身の記録をもう一度確認するよう促

す。

・電話等で年金記録に関する問い合わせが

あった際には、一般的な説明だけでなく、

年金事務所への来所を促すほか、自宅で

インターネットを利用できる方には「ね

んきんネット」を案内する。

・未統合記録の解明等のため、ねんきん定

期便や年金請求書（ターンアラウンド方

式）に、特に転職が多い方や姓が変わっ

たことがある方などへの注意のお願い

などを記載して、年金記録の「もれや誤

４．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止のための対応

（１）年金記録の確認等の対応

（未統合記録の解消に向けた取組）

○平成 28年度も引き続き、未統合記録の解消を図るため以下の取組を行った

結果、未統合記録は、1,986 万件（平成 28年 3月）から 1,951 万件（平成

29 年 3 月）に減少しました。

【別表 8：未統合記録（5,095 万件）の解明状況】

・ねんきん定期便、年金額改定通知（年金振込通知）書、年金請求書（タ

ーンアラウンド方式）を利用し「もれや誤り」が無いかどうか年金記録

確認の呼びかけを行いました。（「ねんきん定期便」は約 6,380 万人、「年

金額改定通知（年金振込通知）書」は約 3,520 万人にスケジュール通り

送付）

・お客様との相談の際には、年金記録の確認に関する申出があった場合は

もちろん、年金記録に空白期間があった場合も記録確認手順に基づき記

録の確認を行いました。

・コールセンターでは、年金記録の相談があった際は必要に応じ年金事務

所への来所を促すとともに、インターネット環境が整っている方には「ね

んきんネット」を案内しました。

・年金受給資格期間短縮に伴い年金請求書（ターンアラウンド方式）を送

付する際、年金記録の確認を呼びかけるチラシを同封しました。なお、

平成 29 年度送付分についても引き続き実施を予定しています。＜年度計

画（1）②に対応＞

○平成 29年度についても引き続き、お客様からの年金記録に関する申出に対

し、適切に対応するとともに、来訪相談・電話相談をされる方への記録確

認や、ねんきん定期便、年金請求書、年金額改定通知（年金振込通知）書

を利用した記録確認の呼びかけも併せて行います。

①平成 28年度計画のとおり、ね

んきん定期便及びねんきんネ

ットでの加入状況の確認や年

金請求を契機としたお客様か

らの年金記録に関する申出に

対し、年金記録の確認手順に

基づき必要な調査を適切に行

いました。

また、未統合記録の解明のた

め、実施できる機会に記録確

認の呼びかけの取組を行いま

した。

受給資格要件短縮に伴う未統

合記録の確認の呼びかけにつ

いては、年金請求書（ターン

アラウンド方式）が送付され

る方に対し、平成 28年度の送

付分に年金記録の確認を呼び

かけるチラシを同封しまし

た。
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り」が気になる方への確認の呼びかけを

行う。

・年金請求書（ターンアラウンド方式）に

本人の記録確認に併せてご家族（亡くな

られた方も含む）の記録確認を促す文章

を記載し、確認を呼びかける。

②未統合記録の解明に向けた対応

ア 記録確認の取組みのフォローアップ

・過去に年金事務所に記録の相談に来ら

れたが、その時には発見できなかった

方の年金記録の再調査（サンプル調査）

を継続し、その結果を踏まえ今後の方

針を検討する。

・紙台帳とコンピュータ記録の突合せ等

により判明した記録のお知らせ等に未

回答である受給者の方に対して、引き

続きフォローアップを実施する。

イ 受給資格要件短縮に伴う未統合記録の

持ち主への呼びかけ

・受給資格期間の短縮に向けて、過去に

「名寄せ特別便」等を送付し現在も未

回答の方に対し、制度周知と併せ重点

的に記録確認の呼びかけなどを実施す

る。

ウ 記録確認に必要な情報の整理

･記録確認事務に係る参考資料等につい

て、年金事務所等で保有するデータの

再確認など更なる調査を行う。

･記録確認事務に係る研修を行うほか、

職員の知識（ノウハウ）等について他

の職員も共有できる方策を引き続き検

討するなど記録確認に必要な情報の整

理を進める。

エ オンライン記録に結びつかない紙台帳

（約１．２億件）の分析や紙台帳検索シ

（記録確認の取組のフォローアップ）

○記録確認の取組のフォローアップとして、以下の追加的施策について、鋭

意取り組みました。

・年金記録の再調査として、相談記録が「紙保存」のケースでは 3,120 件

をサンプル的に抽出して調査し、相談記録が「電子データ保存」のケー

スでは 1,225 件全件の調査を行いました。その結果、ご本人のものと確

認できた未統合記録が 21件（20 名）判明しました。この調査結果を踏

まえ、費用対効果の高いものとして、旧姓漢字氏名検索と生年月日に幅

を持たせた氏名検索について業務オペレーションを検討し、平成 29年度

から平成 30 年度にかけて、平成 19年から平成 24年までの間の記録照会

申出書等について再調査を実施することとしました。

・紙台帳とコンピュータ記録の突合せ事業の最終フォローとして、訂正通

知の未回答者となっている 6,557 人の方へ訂正通知の再送付を行いまし

た。

その結果、平成 29年 3月末で 3,735 人の方より回答があり、2,068 人の

方の記録を回復しました。引き続き、未回答者より回答があった際には

適切に対応していくこととしています。

（記録確認に必要な情報の整理）

○事務センターにおいて、これまでの参考となる資料以外に、新しい資料が

あるかどうかなどについて意見交換を行いました。結果として、2 カ所の

事務センターより新たな資料等を収集整理することができました。

また、熟練した職員の知識を他の職員も共有できる方策を検討するため事

務センターと意見交換を行いました。

（オンライン記録に結びつかない紙台帳の分析等）

○オンライン記録に紐づかない紙台帳とコンピュータ記録の突合せ事業にお

いて、3,000 件を抽出し、計画通りサンプル調査を実施した結果、新たに

基礎年金番号に結びつく記録はありませんでした。

②平成 28年度計画のとおり、年

金記録の再調査（サンプル調

査）の結果を踏まえて、平成

29 年度から平成 30年度にか

けて、旧姓漢字氏名検索と生

年月日に幅を持たせた氏名検

索での調査を実施することと

しました。

また、紙台帳とコンピュータ

記録の突合せ事業のフォロー

アップとして、訂正通知未回

答者へ訂正通知の再送付を行

いました。

・記録確認事務に係る新たな参

考資料の情報共有ができまし

た。

・オンライン記録に結びつかな

い紙台帳(約 1.2 億件)への対

応については、平成 28 年度計

画のとおり、サンプル調査を
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ステムの改修

･オンライン記録に結びつかなかった約

１．２億件についてサンプル調査を継

続し、その結果を踏まえ今後の方針を

検討する。

･紙台帳検索システムについて、必要な

システム改修を行う。

③年金記録の確認等に関する事務処理体

制等の整備

お客様からの個別の年金記録の確認依

頼に対して、全ての拠点において同じ水準

で記録の調査等の事務処理が行われるよ

う、平成 27 年度に改訂した確認手順の履

行状況を適時点検し、必要に応じて見直し

を行うなど、現場実態を踏まえた業務の標

準化を進める。

また、年金記録の訂正に伴う再裁定や時

効特例給付を処理するための体制を引き

続き確保する。

○なお、紙台帳検索システムについては、事務センターから改善要望のあっ

たシステムの改修を行いました。今後も必要に応じてシステム改修を行っ

ていくこととしています。

（年金記録の確認等に関する事務処理体制等の整備）

○年金事務所、事務センターにおける年金記録の確認業務について以下のと

おり、事務処理体制等の整備に取り組みました。

・紙台帳検索システムにおいては、「画像データの後方一致検索機能（ファ

ーストネーム検索）の追加」及び「画像データの検索結果上限値拡大（300

件から 1,000 件へ）」のシステム改修を行い、より効果的な検索ができる

ようになりました。

・年金請求時等における年金記録の確認手順については、事務所と事務セ

ンターの担う業務の統一化を図ること等を内容とする年金記録の確認手

順書の改訂を行いました。引き続き、改訂版の履行状況を適時点検し、

必要に応じて見直しを行い業務の標準化を進めることとしています。

・年金記録の訂正に伴う再裁定のうち、旧法等の困難事案について支払ま

でに時間を要していたところですが、事務処理に精通した職員を育成す

るとともに、年金記録の訂正に伴う再裁定や時効特例給付のための体制

を確保し、迅速化を図りました。この結果、再裁定・時効特例給付とも

に 3 か月以内に処理を行うことができました。平成 29年度においても、

引き続き迅速な事務処理を行うための体制を確保していくこととしてい

ます。

実施した結果、新たに基礎年

金番号に結びつく記録はあり

ませんでした。今後、ご本人

から申し出があった際に、当

該申出をヒントに現行の記録

確認手順により記録検索を行

い、記録回復に努めていくこ

ととしました。

・なお、紙台帳検索システムに

ついて必要なシステム改修を

実施しました。

③平成 28年度計画のとおり、年

金請求時等における記録の確

認手順の改訂を行い、記録確

認業務の標準化を図りまし

た。

また、再裁定や時効特例給付

の処理体制を確保し迅速化を

図りました。
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未処理件数 平成 28 年 3 月 平成 28 年 6 月 平成 28 年 9 月 平成28年 12月 平成 29 年 3 月

再裁定

0．7 万件 0．6 万件 1．1 万件 0．8 万件 0．6 万件

（2．5 か月） （2．3 か月） （2．5 か月） （2．4 か月） （2．4 か月）

時効特例給付

0．6 万件 0．4 万件 0．8 万件 0．4 万件 0．5 万件

（2．8 か月） （3．5 か月） （2．5 か月） （3．4 か月） （2．3 か月）

※（ ）内は平均処理期間を表します
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

４．年金記録の正確な管理と年金記録問題

の再発防止のための対応

（２）再発防止及び年金記録の正確な管理

の実施

記録問題の再発防止等のため、以下の取

組を行う。

①情報提供とお客様による確認

・引き続き全ての加入者に対してねんきん

定期便を送付し、年金記録の確認を促進

する。

また、年金額改定通知（年金振込通知）

書やねんきん定期便等の個人向け文書

に「ねんきんネット」の案内を掲載して、

「ねんきんネット」の利用を促進する。

②基礎年金番号の適正な付番等

基礎年金番号の重複付番の発生の防止

と既に発生している重複付番の整理を進

める。

ア 重複付番の新規発生の防止

・新たに基礎年金番号の付番を行う場合

には、住民票上の住所を記載してもら

い、本人の住民票コード（※）を確認

の上、確実に収録していくなどの取組

により、重複付番の発生を防止する。

※住民票コードは厳格に一対一で本人

を特定できるため、基礎年金番号での

記録管理に加え住民票コードを活用し

た管理をすることにより、届書の本人

確認や既に住民票コードが収録された

基礎年金番号がないか確認することが

４．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止のための対応

（２）再発防止及び年金記録の正確な管理の実施

（取組状況は、Ⅰ4．(1)に記載）

（基礎年金番号の適正な付番による年金記録の正確な管理）

○年金記録の正確な管理を行うため、これまで資格取得時や年金請求時に氏

名、性別、生年月日及び住所の 4項目を地方公共団体情報システム機構（以

下、「J-LIS」という。）（※4）に提供し、当該 4項目の情報に対応する住民

票コードの提供を受けることで、当該者の基礎年金番号に対応する住民票

コードを特定し収録してきました。

○この過程で、当該住民票コードが既に他の基礎年金番号に対応していない

かの確認を行い、他の基礎年金番号に対応していることが判明した場合は、

その解消を行いました。

【平成 28年度 解消件数】39,261 件

○平成 28年 11 月以降、機構においてマイナンバーの利用が開始されたこと

から、基礎年金番号に対応する住民票コードの情報を J-LIS に提供し、当

該住民票コードに対応する個人番号（マイナンバー）の提供を受けること

で、基礎年金番号に対応するマイナンバーの収録を行いました。

①年金記録の確認のため、ねん

きん定期便や年金額改定通知

（年金振込通知）書ををスケ

ジュール通り送付するととも

に、ねんきんネットの利用促

進を図りました。

②住民票コードを特定すること

により同一人に複数の基礎年

金番号が払い出されることを

防止しました。

また、同一人に複数の基礎年

金番号が払い出されているこ

とが判明した場合もその解消

を進めることができました。
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できる。

・資格取得届に基礎年金番号が未記載の

もので、氏名、性別及び生年月日の３

項目が一致する基礎年金番号が既にあ

る場合は、届出住所と住民票上の住所

を確認した上で、他と区分する基礎年

金番号（仮基礎年金番号）を付番し、

住民票コードの収録を行い、既に取得

済の基礎年金番号の有無について照会

票を複数回送付するなどにより、重複

付番の発生を防止する。

イ 既に発生している重複付番の解消

・氏名、性別、生年月日及び住所等の４

項目が一致するものを定期的に抽出

し重複付番の解消を図る。

・氏名、性別及び生年月日の３項目が一

致するものはお客様に照会票を送付

し、当該回答に基づき、お客様の基礎

年金番号かどうか確認を行い、重複付

番の解消を図る。

③厚生年金基金への情報提供

厚生年金基金（以下「基金」という。）

の記録と国の記録の不一致を防止するた

め、国の保有する基金加入員の記録に係る

情報を、定期的に基金に提供する。

④その他

①～③の他、年金記録問題の再発防止等

のため、以下の取組を進める。

・「法制度の改正に関するフォローと今後

の改正への対応」（Ⅰ－１－（２）－⑨、

⑩、Ⅰ－２－（１）－⑤、Ⅰ－９－（１）

参照）

○このほか既に付番されている基礎年金番号について、氏名、性別、生年月

日及び住所の 4項目又は氏名、性別及び生年月日の 3 項目が一致する基礎

年金番号があるかどうか突合調査を行い、必要に応じご本人に確認するこ

とによって、重複付番が判明した場合はその解消に努めました。

【4 項目が一致し、重複付番を解消した件数】

平成 28 年度 6,588 件

【3 項目が一致し、重複付番を解消した件数】

平成 28 年度 2,030 件

○今後は、機構の情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携が開始さ

れれば個人情報の利用が拡大されることから、平成 29年度においてもさら

に個人番号の収録を進めます。

≪用語解説≫

（※4）地方公共団体情報システム機構・・・地方公共団体情報システム法（平

成 25年法律第 29 号）に基づき設置されている組織で、住民基本台帳

ネットワークシステムの運用等を担っています。

（注）平成 28年度計画策定時には「情報提供等記録開示システム」であった

が、その後名称が変更されました。

（厚生年金基金への情報提供）

○事業主から機構に提供された届出書等の処理により、平成 28年 1月から同

年 12月までに変更された標準報酬月額等の被保険者記録の変動情報につ

いて、6 か月毎の 2回に分け、平成 28年 7 月に 18 基金に、平成 29 年 1 月

に 14基金に情報提供しました。

③平成 28年度計画のとおり、基

金加入員の記録に係る情報を

定期的に基金に提供しまし

た。
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・「文書保存の合理化」（Ⅲ－１－（８）参

照）

・「受付進捗管理システム・お客様対応業

務システムなどの効果的活用」（Ⅰ－５

－②、Ⅰ－７－③参照）

・「受給待機者への対応」（Ⅲ－１－（９）

参照）

・「年金機構のシステム面の再構築」（Ⅱ－

５－（１）参照）
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

５．事務処理の正確性の確保

事務処理誤りの発生は、年金権の侵害に

つながるおそれがあるため、事務処理の正

確性の確保は重要であり、事務処理誤りの

未然防止及び再発防止の観点から、以下の

取組を行う

①業務処理マニュアルに基づく正確な事

務処理の徹底

事務処理に関する業務処理マニュアル

の内容の充実・精緻化に取り組むととも

に、職員への周知徹底により事務処理の標

準化に取り組む。

②事務処理誤り防止の取組

以下の事務処理誤りの発生防止に向け

た各種取組の徹底を継続して実施すると

ともに、立入指導等において把握した発生

原因や拠点における再発の防止に向けた

取組を分析し事務処理誤り発生防止のた

めの施策を実施する。

ア 事務処理遅延、書類の紛失、誤送付・

誤送信・誤交付については、その根絶

を期すため、届書等の受付から未完結

届書等の確認、決裁までの一連の処理

が確実に実施されているか点検を行う

とともに取組が不十分な場合は指導を

行い、取組の徹底を図る。

・事務処理遅延・誤送付等防止チェック

シートにより、事務処理遅延・誤送付

等防止の取組が形骸化しないよう確

認を徹底する。

５．事務処理の正確性の確保

（業務処理マニュアルの改正）

○全国各拠点における業務処理の標準化を図るため、随時、業務処理マニュ

アルの改正を行いました。

〈改正内容〉

・平成 28年度に業務処理マニュアルに反映・周知させた指示等件数 91 件

・平成 28年度に業務処理マニュアルに反映・周知させた疑義照会件数 14件

（事務処理誤り防止の取組）

○平成 26年 9月に「事務処理誤り等に関する緊急再発防止策」を策定し指示

を行うとともに、理事長から全職員に向けて緊急メッセージを発出しまし

た。事務処理誤りのうち、特に事務処理遅延、書類の紛失、誤送付・誤送

信・誤交付の根絶を図るため、以下の取組の徹底を図りました。

〈従来から継続して取り組んだ主なもの〉

・受付進捗管理システムによる書類の状況管理及び 6 色ボックスによる書類

管理の徹底、未完結リストを活用した書類の状況確認や指導、書類の廃棄

方法の徹底を図りました。また、監査において各種対策の実施状況につい

て、確認の強化を図りました。

・事務処理誤りの発生状況を、引き続き人事評価に反映させました。

・事務処理遅延等の発生防止策の取組状況について、毎月、拠点長自らチェ

ックを行い「事務処理遅延・書類紛失・誤送付等防止チェックシート」に

より報告を求めるとともに、取組が不十分である場合は改善報告書を提出

させ、取組の徹底を図りました。

・委託業者において事務処理誤りが発生した場合、当該委託業者に再発防止

策の策定・報告を義務付け、機構においてその内容を確認し、必要な指導

を行いました。

①業務の合理化・効率化・標準

化については、指示 91件、疑

義照会 14件をマニュアルに

反映させマニュアル内容の充

実・精緻化を進めました。

②事務処理誤りの発生件数は、

平成 25 年度 2,197 件、平成

26 年度 1,608 件、平成 27 年

度1,513件、平成28年度1,103

件（平成 29 年 3 月末時点）と

着実に減少し、事務処理誤り

の防止に向けた各種施策の効

果が順次、顕現しているもの

と考えます。

一方、重点三事案（「事務処理

遅延」、「書類の紛失」、「誤送

付・誤送信・誤交付」）のうち

「事務処理遅延」については

取組の効果が現れてきて、受

付進捗管理システム及び 6 色

ボックスの徹底により著しく

減少しました。

しかしながら、「書類の紛失」
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・受付進捗管理システムへの登録者の専

任化、届書の担当者間の引継の明確

化、不備届書の返戻ルール化、届書等

の処理状態を明確にする６色ボック

スの設置などにより、受付から処理が

完結するまでの事務処理フローの標

準化を徹底する。

・受付進捗管理システムにより、届書の

処理期限の遵守、未完結となっている

届書の点検を確実に実施する。また、

一定期間経過した未処理届書につい

ては、本部への報告により未処理届書

を把握して指導を徹底する。

・送付物の封入・封緘時には、封入者・

封緘者がダブルチェックを行い押印

するとともに、封緘者は封緘作業用チ

ェックリストにより、送付物の確認を

徹底する。

イ 事務処理誤り総合再発防止策に基づ

き、システム改善や現場における勉強

会等のほか、過去に発生した事務処理

誤りの発生件数の多いものを類型化

し、リスクアセスメント調査による分

析結果を踏まえ、組織横断的な事務処

理誤りの再発防止に取り組む。

ウ 受付進捗管理システムの運用状況及び

管理職員による未処理届書の定期的な

確認状況については、機構本部による

内部監査等により確認を行う。

〈平成 28年度に新たに取り組んだ主なもの〉

・「事務処理遅延・書類紛失・誤送付等防止チェックシート」の改善

職員一人ひとりがチェックシートの各項目の内容を理解し業務に取り組め

るよう、機構 LAN アンケート機能を活用し、全職員に対し理解度チェック

方式による「事務処理誤り再発防止取組チェック」を実施し、拠点長がそ

の結果を確認するように改善を図りました。

・事務処理誤り事例の定期的な周知（上記にあわせて実施）

事務処理誤りの発生を、より身近な問題として捉えさせることを目的とし、

直近に発生した事象の中から事務処理誤りの発生原因・ポイント・対策に

ついて、「リスク対策通信」として全拠点へ周知しました。

・重点取組拠点の指定と状況管理

平成 27年度以降に複数回事務処理遅延等が発生した拠点から重点取組拠

点（18拠点）を指定して本部から訪問指導を実施、指定後 3か月間、拠点

が策定した再発防止策の進捗管理を行いました。

その結果、重点取組拠点において新たに発生した事務処理遅延等は 1件に

減少しました。（指定前は 18拠点で平成 27年度以降 62 件発生）

【具体的な取組内容】

ⅰ）重点取組拠点の指定（指定期間は取組開始後 3 ヶ月）

平成 27年度以降に複数回事務処理遅延等が発生した拠点から重点

取組拠点を指定。

ⅱ）PDCA シートの策定（拠点）

重点取組拠点において、「未処理処理遅延・書類紛失」「誤送付」「誤

交付」に対する発生原因の把握（リスク把握）及び再発防止策を拠

点内で協議のうえ策定し、PDCA シートを作成のうえ本部（リスク統

括部）へ報告。

ⅲ）拠点訪問

拠点を訪問し、PDCA シートの内容を確認のうえ必要に応じて具体的

対策への助言・指導を実施。

ⅳ）PDCA シートの提出

拠点における再発防止策の 1ヶ月ごとの実施状況について、PDCA シ

ートにより本部（リスク統括部）へ報告。

ⅴ）進捗の管理

拠点から提出される PDCA シートの確認、本部（リスク統括部）によ

る拠点訪問、地域部（事業推進役）との連携により、取組状況の進

捗管理を行う。

と「誤送付・誤送信・誤交付」

については減少しているもの

の、未だ改善を要すると認識

しています。

「書類の紛失」については、

環境整備（キレイ化）・書類管

理の徹底等の施策を強化し、

「誤送付・誤送信・誤交付」

については、送付物の集約・

委託業者の管理の強化を図り

ます。
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ⅵ）改善指導等

取組の改善が必要と認められる拠点に対しては、随時、改善指導を

実施。改善指導を行った拠点に対して、後日、抜き打ちにより立入

を行い、改善状況の確認を行う。

ⅶ）地域部との連携

管轄地域部（事業推進役）に対して、対象拠点で策定した再発防止

策及び実施状況等の情報提供を適宜行う。

・研修等の実施

当該役職において果たすべき役割について認識の共有を図るため、下記研

修への講師派遣を行いました。

また、事務処理遅延等の複数回発生拠点において、対象拠点内全職員を対

象に、再発防止策に対する「フォローアップ研修」を実施しました。

（実施状況）

ⅰ）採用 10 年目研修 9回実施

ⅱ）副拠点長研修 9回実施

ⅲ）フォローアップ研修 14拠点実施

○事務処理誤り全体の発生件数は対前年同期比で減少しています。

【事務処理誤りの発生状況】(平成 28 年 3月末時点）

発生年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

（判明年月）
（22 年 1月～

28 年 3 月）

（22 年 4月～

28 年 3 月）

（23 年 4月～

28 年 3 月）

（24 年 4月～

28 年 3 月）

（25 年 4月～

28 年 3 月）

（26 年 4月～

28 年 3 月）

（27 年 4月～

28 年 3 月）

件数 682 2,570 2,339 2,380 2,164 1,614 1,238 -

（平成 29年 3月末時点）

発生年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

（判明年月）
（22 年 1月～

29 年 3 月）

（22 年 4月～

29 年 3 月）

（23 年 4月～

29 年 3 月）

（24 年 4月～

29 年 3 月）

（25 年 4月～

29 年 3 月）

（26 年 4月～

29 年 3 月）

（27 年 4月～

29 年 3 月）

（28 年 4月～

29 年 3 月）

件数 709 2,647 2,385 2,405 2,197 1,608 1,513 1,103

※市区町村及び委託業者等が発生させたものを含む

※事件・事故を除く

※件数は今後変動することがあります

○重点三事案のうち、「事務処理遅延」の発生は大幅に減少しました。

しかしながら、「書類の紛失」及び「誤送付・誤送信・誤交付」は減少して

平成 26年 9 月

緊急再発防止策の実施
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いるものの一定数の事務処理誤りがみられることから、引き続き、これま

での取組を徹底することで発生防止に努めます。特に、委託業者による事

務処理誤りの発生を防止する観点から、次の取組を進めていきます。

・過去に委託業者が発生させた誤送付等の誤り事例集を日本年金機構が作

成し、委託業者へ周知

・委託業者に対して、作業場所（事務センター）に立入調査のうえ、実際

の業務処理手順について確認

・封入封かん作業の機械化を導入

【重点三事案の発生状況】
(平成 29 年 3月までの累計)

※件数は今後変動することがあります

【委託業者による重点三事案の発生状況】
(平成 29 年 3月までの累計)

事務処理遅延 書類紛失 誤送付・誤送信・誤交付 計

平成26年度 7 1 55 63

平成27年度 1 6 85 92

平成28年度 1 0 94 95

※件数は今後変動することがあります。

○年金事務所、事務センターに対する無予告一般監査（業務検査）の結果、

受付進捗管理システムへの登録遅延及び返戻・照会中届書の不適切な登録

等の不備を一部の拠点において検出しましたが、不備事項については、検

出があった全ての拠点において改善が完了しました。その改善状況につい

ては、次回の監査で確認することとしています。

事務処理遅延 書類紛失 誤送付・誤送信・誤交付 計

平成 26 年度 198 63 198 459

(機構職員) 187 57 141 385

(委託業者等) 7 1 55 63

(市区町村) 4 5 2 11

平成 27 年度 46 57 207 310

(機構職員) 39 44 121 204

(委託業者等) 1 6 85 92

(市区町村) 6 7 1 14

平成 28 年度 10 52 173 235

(機構職員) 4 42 78 124

(委託業者等) 1 0 94 95

(市区町村) 5 10 1 16
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価 

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項 

６．年金相談、情報提供等  

（１）年金相談  

平成２８年度は、「公的年金制度の財政

基盤及び最低保障機能の強化等のための

国民年金法等の一部を改正する法律（平成

２４年法律第６２号。以下「年金機能強化

法」という。）に基づく受給資格要件短縮」

及び「年金生活者支援給付金の支給に関す

る法律（平成２４年法律第１０２号。以下

「年金生活者支援給付金法」という。）に

基づく年金生活者支援給付金」に係る対応

等に伴い、年金事務所の相談件数、コール

センターのコール件数が増大するものと

考えられるが、以下のような取組を効率的

に進め、年金事務所の待ち時間の増大やコ

ールセンターの応答率の低下の防止に努

める。  

・相談対応の充実のため、年金相談の予約

制を拡充する。  

・年金相談マニュアルの充実を図り、相談

担当者の応対レベルの統一に努めると

ともに、円滑かつ効率的な相談体制を構

築する。  

・相談担当者の業務スキルの向上を図るた

め、相談研修並びに現場でのＯＪＴを引

き続き推進するとともに、必要な改善を

図る。 

 

 

①年金事務所での相談  

ア 年金事務所窓口での待ち時間につい

 

 

６．年金相談、情報提供等  

 

（予約による年金相談の拡充）＜年度計画（1）①アに対応＞ 

○年金相談における予約相談の拡充を全国の年金事務所で実施するための

「年金相談における予約相談の拡充（基本計画）」を策定し、予約相談実施

要領を制定しました。 

これに基づき、平成 28年 10 月から全ての年金事務所において、全日・全

時間帯で予約相談を実施することとし、相談の事前準備や内容に応じた担

当者の配置を行うことで、サービスの向上と効率化を進めました。 

なお、全国の予約率は、平成 29 年 3 月末で 26.5％（実施前 7.2％）となっ

ています。 

既に予約率が 60％に達する年金事務所では、予約相談が定着し、待ち時間

の解消はもとより、事前準備を行うことで、お客様のニーズを踏まえた年

金相談につながっていることから、引き続きホームページや、市区町村広

報を活用して、予約相談を広く周知し、予約相談の定着を図っていくこと

としています。 

 

○受給資格期間短縮に係る対応 

受給資格期間短縮に係るお客様の相談は、予約相談を利用して相談してい

ただくこととしていることから、受給資格期間短縮用の予約相談対応ブー

スの増設対応を行うとともに、コールセンターの予約受付を開始するなど、

予約相談の受付体制を整備しました。 

予約相談は、お待ちいただかずに年金相談を受けられることから、お客様

の負担軽減につながっています。 

なお、受給資格期間短縮の相談にお越しになったお客様が、予約相談をご

利用された割合は、平成 29 年 3月末時点で、56.8％となっており、これを

年金事務所別で見た場合、36 拠点で予約相談の利用割合が 80％を超えてい

ます。 

 

○年金事務所窓口における待ち時間は、予約相談を開始したこともあり、平

均待ち時間１時間以上の事務所は発生せず、30 分以上 1時間未満の事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①平成 28年 9月に「年金相談に

おける予約相談の拡充（基本
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て、通常期で３０分、混雑期において

も１時間を超えないよう以下の対策を

引き続き講じる。  

（ア）相談窓口体制の強化のため、スキル

を持った正規職員、無期化職員を中心

とする体制の整備を進める。  

（イ）平成２８年１０月を目途に全国的に

年金相談の予約を受け付けることと

し、予約制の拡充によって相談窓口を

原則として予約制となるよう効率的

に体制の整備を進める。予約制の拡充

に当たり、平成２８年度上期より、関

係機関（市区町村等）やホームページ、

機構からの送付物等を活用し、年金相

談の予約制の周知を図る。  

（ウ）「来訪相談窓口管理運営マニュアル」

に基づく窓口仕分け（老齢、障害、遺

族、諸変更等）を行い、相談の効率化

を図る。  

（エ）年金事務所の業務改善、効率化対策

の先進事例について引き続き全国展

開を図る。  

（オ）特に待ち時間の長い年金事務所につ

いて、ブースの増や相談要員の確保等

の個別対策を講じる。  

 

イ 年金事務所等における待ち時間の短縮

や平日昼間に相談できない方への相談

時間を確保するため、年金相談につい

て以下の取組を引き続き実施する。  

（ア）昼休み時間帯における年金相談の実施 

（イ）毎週月曜日における年金相談の受付

時間の延長  

（ウ）毎月第２土曜日における年金相談の

実施  

 

数は、年間を通じて平成 26 年度は延べ 61 か所、平成 27 年度は延べ 29 か

所だったものが、平成 28 年度は延べ 9か所となりました。 

 

【別表 9：年金事務所一般年金相談窓口の月別状況】 

 

（年金相談体制等の整備）＜年度計画（1）①アに対応＞ 

○年金相談体制の確立に向けた基本方針の見直しを行い、今後の年金相談体

制の在り方を年金事務所に示しました。 

 

○年金窓口体制の強化のため、年金相談職員を創設し、329 名を配置しまし

た。 

 

○年金窓口体制を強化するため、上席年金給付専門職を 74名を配置し（拠点

配置 53 名）エリア内の研修・OJT を担わせることとしました。また、年金

給付専門職を 179 名配置し（拠点配置 160 名）受給資格期間短縮を始めと

する複雑化する年金相談の対応をさせることとしました。 

 

○年金相談マニュアルの整備、活用と併せ、機構内報を活用し、各拠点の好

取組事例を展開することで、統一的かつ効率的な相談体制の構築を図りま

した。 

 

 

 

 

 

（年金事務所における待ち時間の短縮）＜年度計画（1）①イに対応＞ 

○年金事務所における待ち時間の短縮や平日の昼間に相談できない方への年

金相談対応として以下の取組を引き続き実施しました。 

・昼休み時間帯における年金相談を全ての年金事務所で実施 

・毎週月曜日の年金相談受付時間の延長を全ての年金事務所で実施 

・毎月第 2土曜日の年金相談を全ての年金事務所で実施 

・平成 29年 5月からは、毎週月曜日の相談時間延長と、毎月第 2土曜日の

窓口開所の際に全ての年金事務所で予約相談を行うこととしています。 

 

（出張による年金相談）＜年度計画（1）①ウに対応＞ 

○年金事務所の配置状況や地域のニーズを考慮し、年金事務所が近隣にない

計画）」を策定するとともに、

「予約相談実施要領」を制定

し、これに基づき、平成 28 年

10月から全ての年金事務所で

予約相談を実施することとし

ました。特に、受給資格期間

短縮に係るお客様の相談は予

約相談を利用いただくことと

し、そのための受付体制の拡

充を図りました。 

 また、予約相談を活用いただ

いたお客様に対して実施した

アンケート結果では、93.1％

のお客様から満足・ほぼ満足

との回答をいただきました。

また、職員に対して行った、

意識調査結果においても肯定

的と回答した結果が91.5％と

なっており、予約相談に対し

ては、お客様はもちろん、職

員からも高い評価を得る結果

となりました。 

・また、年金相談体制の確立に

向けた基本方針の見直しを行

い、今後の年金相談体制の在

り方を年金事務所に示した上

で、相談体制の改善を図りま

した。 

・相談窓口の体制強化のため、

無期化職員を年金相談職員に

配置しました。 

・また、上席年金給付専門職・

年金給付専門職を配置するこ

とで相談体制の強化を着実に

進めました。 

・これらの取組の結果、年金事
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ウ 年金事務所の配置や地域ニーズを踏ま

えながら、市区町村の庁舎内や商工会

議所等において、社会保険労務士会等

と連携・協力した出張相談を実施する。

また、常設の出張相談所を設置・活用

し、混雑が著しい都市部や遠隔地にお

ける相談の充実を図る。  

 

エ 年金事務所への、制度の仕組み等の一

般的な電話相談について、「自動音声応

答システム（ＩＶＲ）」によるコールセ

ンターへの転送を実施しているが、電

話がつながりにくいとの苦情が依然と

してあることから、平成２７年度に引

き続き改善を図る。  

 

オ お客様が年金相談をしやすい環境の効

率的な整備の一環として、「テレビ電

話」による年金相談の平成２９年度下

期からの試行に向けて、遠隔地の市町

村役場等と調整を行うとともに、お客

様のニーズに応じた効果的・効率的な

実施方法を検討するなど、必要な準備

に取り組む。 

 

②年金相談センターでの相談  

年金相談センター（常設型出張相談所を

含む。）の運営を全国社会保険労務士会連

合会に委託する等、社会保険労務士等の協

力を得て、効果的な業務実施を図る。また、

市区町村等関係団体の協力の下、年金相談

センターの周知広報などの利用促進に取

り組む。  

 

 

地区に職員や委託社会保険労務士を派遣し、出張相談を実施しました。 

出張相談の際に予約制を取り入れる年金事務所も増加しており、引き続き

効率的な出張年金相談を展開していきます。 

 

（年金事務所における電話相談対応）＜年度計画（1）①エに対応＞ 

○電話がつながりにくい年金事務所については、年金相談以外の電話も多い

ため、回線数の増設などの対応を行いました。また、これまでの年金事務

所から「ねんきんダイヤル」への転送に加え、年金事務所、事務センター

に入る国民年金被保険者の方からの照会を、平成 29 年 1月からは順次「ね

んきん加入者ダイヤル」に転送を開始しました。 

 

（テレビ電話相談）＜年度計画（1）①オに対応＞ 

○出張年金相談は、業務量や年金事務所全体の体制面などから、年々縮小せ

ざるを得ない状況となっています。 

予約相談と併せ、平成 29年度に予定している「テレビ電話」による年金相

談の試行実施に向けて、市町村アンケートを実施するなど必要な準備を進

めました。 

 

[出張相談実施状況] 
 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

実施回数 7,059 回 6,976 回 6,991 回 6,746 回 6,557 回 

相談者数 123,765 人 103,080 人 100,127 人 85,216 人 81,469 人 

 

 

 

（年金相談センターでの相談） 

○全国 78 か所の年金相談センター(常設型出張相談所を含む。以下同じ) に

おける年金相談業務を、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」とい

う。)へ委託して実施しました。委託業務の実施に当たり、年金相談センタ

ーと年金事務所及び地域部、連合会と本部とで定例会を開催し、情報交換

を行うなどの協力連携を推進し、以下の取組を行いました。 

・年金相談センター職員向け研修教材の提供 

・連合会主催の研修への講師派遣 

・都道府県社会保険労務士会と連携し、市区町村等へ案内チラシを配布し年

金相談センターの利用促進を実施 

 

務所窓口での待ち時間は、平

均待ち時間が 1時間以上とな

った事務所は発生せず、30 分

以上 1時間未満の事務所数

は、延べ 9か所（平成 27年度

29 か所）となり、前年度と比

べて改善しました。 

・このほか、年金事務所におけ

る待ち時間の短縮や平日の昼

間に相談できない者への年金

相談対応として、平成 28年度

計画に基づく各種取組を実施

するとともに、年金事務所の

配置状況や地域のニーズを考

慮し、年金事務所が近隣にな

い地区に職員や委託社会保険

労務士を派遣し、出張相談を

実施しました。 

・また、電話がつながりにくい

年金事務所については、回線

数の増設などの対応のほか、

必要な改善を実施しました。 

 

 

 

②平成 28年度計画に基づき、年

金相談センターの運営を全国

社会保険労務士会連合会に委

託するとともに、年金相談セ

ンター及び連合会との定例会

を通じた情報交換の実施等の

協力連携を推進することで、

年金相談センターの効果的な

業務実施を図りました。 
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③コールセンターでの相談  

ア 「ねんきんダイヤル」の応答率の向上

を図るため、混雑予測、混雑時におけ

る混雑していない日への架電案内ガイ

ダンス、各種通知書の改善、発送の分

散化、ホームページへのＱ＆Ａの掲載

等により入電数の減少を図る。  

イ お客様満足度調査を実施し、応答品質

の向上を図る。 

○また、長野県上田市及び長崎県長崎市の年金相談センターについて、それ

ぞれ平成 29 年 4 月及び 6月の開所に向けた設置準備を行いました。 

 

（コールセンターでの相談の充実） 

○お客様からの相談対応の充実を図るため、引き続き、年金事務所から「ね

んきんダイヤル」に電話の転送を行いました。 

また、以下の取組を行いました。 

・入電数を減少させるため、機構ホームページの掲載内容の見直しや Q&A

の掲載、また通知書等の見直しを実施 

・電話が繋がらないことによるお客様からのかけ直し（入電数の増）を抑

制するため、ナビダイヤルのガイダンスの見直し（比較的入電の少ない

時間帯をご案内） 

・入電数の平準化を図るため、通知書の分散発送を実施しました。 

 

○併せて、コールセンターにおいても以下の取組を行い、応答率の維持に努

めました。 

・扶養親族等申告書や源泉徴収票など時期にあった Q&A を作成し、オペレ

ーターのスキルを形成 

・統合通知書や扶養親族等申告書、源泉徴収票の発送時期等の繁忙時期に

おけるオペレーターの増席対応 

 

○平成 28年 10 月からの予約相談の拡充に伴い、「ねんきんダイヤル」におい

て予約の受付を開始しました。 

 

○平成 28年度の応答率は、扶養親族等申告書の発送時期の前倒しや記載内容

の変更により想定外の入電数となったことが影響し、平成 26 年度よりは低

い水準ですが、平成 27年度よりは上昇し、中期計画で求められている 70%

以上を達成しました。引き続き更なる向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③コールセンターでの相談につ

いては、相談対応の充実を図

るため、平成 28年度計画に基

づく取組を行った結果、その

応答率は、平成 26 年度よりは

低い水準ですが、平成 27年度

よりは上昇し、中期計画で求

められている水準を達成しま

した。 

・また、コールセンターでの応

答品質の向上を図るため、お

客様満足度調査を平成 29年 1

月に実施しました。 
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【コールセンター等における応答率推移】 

 
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

ねんきんダイヤル 83.7% 77.9% 81.6% 

ねんきん定期便・ねんきんネッ

ト等専用ダイヤル 
85.1% 59.1% 88.9% 

ねんきん加入

者ダイヤル 

市区町村対応 - 94.2% 95.6% 

被保険者対応 - - 91.3% 

 

 

（応答品質向上の取組） 

○コールセンターにおける応答品質向上のため、平成 29年 1月にお客様満足

度調査を行いました。 

お客様満足度調査の結果は、「満足」「ほぼ満足」「普通」「やや不満」「不満」

の 5段階で回答いただいており、「満足」「ほぼ満足」の合計が 83.1%（前

年度 83.3%）、一方「やや不満」「不満」の合計が 2.7%（前年度 2.1%）と

なっており、概ね満足をいただいている状況です。 

今後、当該調査結果を踏まえ、今後、それぞれのオペレーターにフィード

バックし、応対スキルの向上を図ることとしています。 

 

（マルチランゲージサービス導入に向けた検討） 

○外国人のお客様への対応を求める声もあることから、マルチランゲージサ

ービス（通訳サービス）の検討を開始しました。 
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

６．年金相談、情報提供等

（２）分かりやすい情報提供の推進

公的年金事業に関するお客様の理解と

信頼を確保するため、分かりやすく効果的

な情報提供を行う。

①ホームページの活用

お客様が分かりやすく利用しやすいホ

ームページとするため、安全性に十分配慮

したうえで、次のような改善・充実に取り

組む。

・お客様が必要な情報を容易に最短でアク

セスできるよう、レイアウトや色彩など

を工夫して、利便性の向上を図る。

・ホームページにかかる「お客さまからの

ご意見・ご要望」やアクセス件数の分析

等により、お客様のニーズを把握し、改

善・充実に努める。

６．年金相談、情報提供等

（２）分かりやすい情報提供の推進

（ホームページの活用）

○お客様が分かりやすく利用しやすいホームページとするために、以下のよ

うな改善・充実に取り組みました。

・制度改正事項（受給資格期間短縮等）や事業主向け情報等、時節に応じ

たテーマをトップページ「今月のご案内」にバナーとして掲載するなど、

お客様に分かりやすい案内ができるよう工夫しました。

・熊本地方を震源とする地震により被害を受けられた方々にご利用いただ

けるよう、地震発生直後に専用バナーを設置し、被災者専用ダイヤルの

ご案内、国民年金保険料免除制度、厚生年金保険料納付期限の延長や納

付猶予制度、年金受給者の方々が必要とされる情報等について適時発信

しました。

・障害がある方がホームページで必要な情報をスムーズにご利用いただけ

るよう、ホームページのバリアフリー化の観点から改善を図ることとし

ており、平成 28 年度においては、障害がある方又は障害がある方と身近

に接している方からご意見をいただき、一部改善しました。今後、いた

だいたご意見のうち可能なものから順次改善していきます。

・ホームページに係る「お客様からのご意見・ご要望」では、スキャナに

より作成した PDF 資料の改善要望が多く、順次、見やすい電子化 PDF へ

の更新を行いました。

【別表 10：「機構ホームページ等改善の意見をいただく会」開催結果（報告）】

○ホームページへの総アクセス数は 1億 4,219 万件となり、平成 27年度に比

べ 8.4％の増となりました。また、訪問者数は延べ約 4,332 万人（同 7.3％

増）となりました。

①ホームページの活用について

は、平成 28 年度計画に基づ

き、お客様が分かりやすく利

用しやすいホームページとす

るため、安全性に十分配慮し

たうえで、改善や充実に取り

組みました。障害がある方が

支障なくご利用いただけるよ

うバリアフリーの観点からの

改善に着手しました。
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②「ねんきんネット」サービスの提供

・事業運営改善法等の年金制度改正に対応

した正確な年金記録等を情報提供でき

るよう、「ねんきんネット」の機能改善

を図る。

・年金事務所に来訪されたお客様等に対し

て、ユーザＩＤ取得申込の画面へリンク

する二次元バーコードを印刷したリー

フレットをお渡しすることにより、スマ

ートフォンによるユーザＩＤ取得の増

加につなげる。

・「年金の日」賛同団体等との協働イベン

トなど、様々な機会を通じて「ねんきん

ネット」の広報を行い、「ねんきんネッ

ト」の利用促進を図る。

（「ねんきんネット」サービスの提供）

○「ねんきんネット」については、分かりやすい情報提供を推進するため、

①内容の充実、②ユーザビリティの向上、③利用拡大に向けた広報活動、

④将来に向けた検討、⑤セキュリティの向上を行いました。

〈内容の充実〉

年金制度改正等に対応した正確な年金記録を情報提供できるよう以下の

機能改善を行いました。

ⅰ）平成 29年 1月 4日リリース 年金加入記録の表示の改善

これまで「月」単位で表示していた厚生年金保険の資格取得・喪失を

「月日」で表示する。

ⅱ）平成 28 年 10 月 11 日リリース 事業運営改善法（納付猶予制度の対象

の拡大）への対応

対象年齢が 50 歳未満に拡大されたことに伴い、これまでは「学特等」

として表示していた学生納付特例期間と納付猶予期間を、それぞれ「学

特」と「猶予」を区別して表示する。

ⅲ）平成 28年 5月 17 日リリース 「特定期間」への対応

特定期間（3号不整合期間）を有している方にも年金見込額試算を表示

する。

ⅳ）平成28年4月4日リリース 事業運営改善法（付加保険料を遡及して納

付）への対応

特定付加保険料の納付が可能な期間の表示を追加。

〈ユーザビリティの向上〉

見やすく、分かりやすくするため、新規登録方法や主なサービス内容等

の表示をコンパクトにまとめるなど、「ねんきんネット」ホームページをリ

ニューアルしました。

〈利用拡大に向けた広報活動〉

・「ねんきんネット」PRマスコットとして、「ねんきん太郎」を作成し、興

味を喚起するための昔ばなし風アニメーション動画を掲載しました。（動

画の再生回数：約 33,000 回、対前年度比：約 4,000 回増、平成 29 年 3

月末時点）

・「年金の日」の周知に合せて、「ねんきんネット」についても、年金事務

所において周知用ポスターの掲示やリーフレットの配布等の周知を行い

ました。

②「ねんきんネット」サービス

の提供については、平成 28 年

度計画に基づき、機能改善や

周知を図った結果、累計ユー

ザ ID取得件数は平成 28年度

末で約 457 万人、対前年度比

9.4％増となりました。

マイナポータルとの連携強化

を図ることで、ユーザビリテ

ィの拡充、各種お知らせ等に

よる業務の効率化及びセキュ

リティ強化を同時に達成する

ための検討を進めました。
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③ねんきん定期便による情報提供

ねんきん定期便について、年金加入期

間、標準報酬月額、標準賞与額、保険料納

付状況、年金見込額等、確認していただき

たいポイントを分かりやすく表示し、はが

きでお送りする。なお、節目年齢（３５歳、

４５歳、５９歳）の方には、封書形式で全

加入期間の標準報酬月額・標準賞与額、保

険料納付状況等を通知する。

〈将来に向けた検討〉

・「ねんきんネット」で共済組合等の期間の年金情報を確認できるようにシ

ステム開発の検討を進めました。

・「ねんきんネット」に「国民年金保険料控除証明書」や「公的年金等の源

泉徴収票」などの再交付・再発行の手続きを可能とする機能を平成 30年

度から追加するために、システム開発の調達準備を進めました。また、

事業所向けの情報提供サービスの実施に向けた検討を進めました。

〈セキュリティの向上〉

・「ねんきんネット」とマイナポータルとのシングルサインオンについて、

システム開発の検討を進めました。

・「ねんきんネット」におけるデータの保有方法、管理方法について、更な

る安全性の見直しを進めました。

○以上の取組の結果、「ねんきんネット」のユーザ ID の取得件数等は以下の

とおりとなりました。

・平成 28年度末時点の累計ユーザ ID 取得件数：約 457 万件

（対前年度比：約 39 万件増）

・平成 28年度末時点の累計ログイン数：3,232 万件）

（対前年度比：約 735 万件増）

・平成 28 年度末「ねんきんネット」導入済市区町村数：1,083 市区町村

（対前年度比：9 市町村増）

（ねんきん定期便による情報提供）

○「ねんきん定期便」については、全ての被保険者の方を対象に、35歳、45

歳、59 歳以外の方には、はがき形式で直近 1年間の年金記録に関する情報

提供を、35 歳、45歳、59 歳の方には、封書形式で全期間の年金記録に関

する情報提供を行い、年金記録の確認の呼びかけを行いました。

（平成 28 年 4 月から平成 29年 3月末までに、約 6,380 万人に送付）

③「ねんきん定期便」による情

報提供については、平成 28 年

度計画のとおり実施し、年金

記録の確認の呼びかけを行い

ました。
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④年金関係の各種情報提供

年金額改定通知（振込通知）書やねんき

ん定期便等の個人向け文書送付の機会を

活用し、お客様に応じた、また、時節を捉

えた必要な年金関係の各種情報を提供で

きるよう、限られた紙面の中で検討を行

う。

（各種機会をとらえた情報提供）

○各種機会をとらえて年金に関する以下のお知らせを行い周知しました。

〈ねんきん定期便を活用したお知らせ〉

・「ねんきんネット」の利用促進

・59歳の方を対象に 60歳からの老齢年金の繰上げ請求に関する案内

〈年金額改定通知（振込通知）書〉

・「ねんきんネット」の利用促進

・不審な電話・手紙等や違法な貸金業者への注意喚起

〈ターンアラウンド年金請求書を活用したお知らせ〉

・「ねんきんネット」の利用促進

・年金記録の再確認のお願い

・「予約相談」の利用促進

④年金関係の各種情報提供につ

いては、平成 28年度計画のと

おり、お客様に応じ、機会や

時節を捉えて実施しました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

６．年金相談、情報提供等

（３）公的年金制度に対する理解の促進

年金制度に対する理解をより深め、制度

加入や保険料納付に結びつけるため、様々

な機会を捉え、地域、企業、教育の場等に

おいて、制度の周知、情報提供活動を展開

する「地域年金展開事業」を推進する。ま

た、広報については、政府広報の積極的な

活用を図るとともに、公的年金制度に対す

る理解を促進する地域に根ざした活動を

充実する。

①地域活動の展開

地域、企業、教育の場等において、地域

に根ざした活動（年金セミナーや公的年金

制度説明会等の開催）を推進し、公的年金

制度の内容やメリット、各種手続につい

て、正しく分かりやすい情報提供を行う。

（年金セミナー等による公的年金制度の周知活動）

○全国の年金事務所において、自治体や地域の教育機関（大学、高校、専門

学校等）に出向き、目的や対象に応じた公的年金制度の周知活動（年金セ

ミナーや年金制度説明会、出張相談会等）を行いました。平成 28 年度の実

績は以下のとおりです。

・年金セミナーの回数：3,467 回（平成 27 年度：3,311 回）

・制度説明会等：2,785 回（平成 27 年度：3,382 回）

○セミナー実施後の受講者アンケートにおいて、セミナーを通じて「年金制

度の理解が進んだ」、「年金の大切さを感じた」等の回答が 159,833 件寄せ

られました。

○新たな取組事項として、特別支援学校におけるセミナー取組の共有、セミ

ナーに使用する教材、カリキュラムの見直しに向けて同様のセミナーを行

っている組織に対するインタビュー、有識者への協力要請を実施し、平成

29 年度に引き続き検討を進めてまいります。

①地域活動の展開については、

平成 28 年度計画のとおり、高

校や大学等の教育機関に向け

た年金セミナーや制度説明会

等を実施し、制度の周知やメ

リットなどの情報提供を行い

ました。
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②年金委員の活用

年金委員の活動をより活発なものとす

るため、研修会の開催、年金委員ホームペ

ージの改善による情報発信などを通じて

年金委員のスキルアップを図り、各年金委

員が適用事業所の事業主、被保険者及び地

域住民に対して公的年金制度に関する情

報提供を行えるようにする。

③関係団体との連携

社会保険労務士会、年金受給者協会、教

育関連団体、市区町村等と連携を密にし、

年金啓発、周知に関して意見交換を行うと

ともに、地域年金展開事業を促進するた

め、「地域年金事業運営調整会議」を全都

道府県において適宜開催する。

④「ねんきん月間」及び「年金の日」の実施

「ねんきん月間」及び「年金の日」につ

いては、平成２７年度の実施結果を踏まえ

実施方法を検討し、年金制度の周知・啓発

の活動を促進する。

（年金委員の活用）

○年金委員に対して、地域部や年金事務所単位で、年金委員研修会を 1,148

回実施しました。（平成 27 年度：1,130 回）また、各地域から選出された

年金委員（地域型・職域型各 2名）に参集していただき、機構本部主催に

よる全国年金委員研修会を実施しました。（平成 28 年 10 月）

○年金委員の活動内容を示した「年金委員（地域型）活動の手引き」につい

て、法改正等を盛り込んだ改訂版を発行しました。（平成 28年 4月）

○年金委員活動に積極的で、特に顕著な功績が認められた年金委員に対して、

厚生労働大臣表彰（平成 25 年度より創設）、日本年金機構理事長表彰、理

事表彰を選定し、ねんきん月間中に各地で開催される年金委員研修会を通

じて、全国で表彰式を実施しました。（平成 28年 11 月～12 月）

（関係団体との連携）

○地域年金展開事業を推進するために、自治体や各都道府県における関係団

体（社会保険労務士会、教育委員会、受給者協会等）と連携した地域年金

事業運営調整会議を、平成 28年度は全都道府県で開催し、合計で 73回実

施しました。（平成 27 年度：78 回）

○運営調整会議では、委員の方からは地域年金展開事業の推進に関するご意

見を頂き、機構からは年金セミナー実施に向けた協力をお願いするなど、

連携を密にすることができました。

（ねんきん月間及び年金の日）

○「ねんきん月間」及び「年金の日」の実施に合わせ、全国の年金事務所に

おいて、自治体や地域の教育機関（大学、高校、専門学校等）に出向き、

対象者に応じた公的年金制度の周知活動（年金セミナーや年金制度説明会、

出張相談会等）を行いました。平成 28年度の主な実績は以下のとおりです。

・大学や高校等の教育機関：1,126 回（平成 27年度：1,193 回）

○「年金の日」の取組のうち、「わたしと年金」エッセイについては、1,341

人（平成 27 年度：1,424 人）からの応募があり、11 月 28 日（月）に厚生

労働大臣賞、日本年金機構理事長賞、優秀賞の優秀作品について表彰（於：

厚生労働省）しました。また、平成 26年度より、厚生労働省、文部科学省、

②年金委員の活用については、

年金委員に対する本部による

研修会の実施や、法改正等を

盛り込んだ「活動の手引き」

を改訂するなど、平成 28年度

計画のとおり、委員のスキル

アップ・地域住民への情報提

供の促進に努めました。

また、活発に年金委員活動を

実施している委員に対し厚生

労働大臣表彰等を選定し表彰

を実施しています。

③地域年金事業運営調整会議に

ついては、全都道府県におい

て平成 28年度計画のとおり

開催しました。委員の方から

は、今後の地域年金展開事業

を促進するためのご意見・ご

指導をいただき、機構からは

年金セミナー実施に向けた協

力依頼をするなど、連携を密

にすることができました。

④「ねんきん月間」及び「年金

の日」の実施に合わせ、年金

セミナーや年金制度説明会、

出張相談会等を実施し、公的

年金制度の周知・啓発を行い

ました。

また、「年金の日」の取組とし

て、年金エッセイの厚生労働

大臣賞等の表彰を行いまし

た。
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全国高等学校長協会、全国都道府県教育委員会連合会の 4 組織から年金エ

ッセイ事業実施に対するご理解を得ることができ、平成 28 年度においても

後援名義をいただくことができました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

７．お客様サービスの向上

①お客様へのお約束

お客様に対するサービスを向上させる

ための具体的な目標として策定した「お客

様へのお約束１０か条」の実現に努める。

また、その達成状況等については、年次報

告書（アニュアルレポート）において、分

かりやすく情報提供する。

②ＣＳ（お客様満足）推進の取組

障害を理由とする差別の解消の推進に

関する対応要領に基づき、障害のあるお客

様に対する「サービス推進の手引き」の対

応ページの充実を図るとともにＣＳ研修

体系に基づく研修を充実強化し、全職員に

対してＣＳの意識を醸成させる。

③お客様の声の収集

・各年金事務所に「ご意見箱」を設置し、

お客様の声の収集に努める。

・ホームページ上に「日本年金機構へのご

意見、ご要望」のコーナーを設け、お客

様の声の収集に努める。

・複数か所の年金事務所において「年金事

７．お客様サービスの向上

（お客様へのお約束）

○各年金事務所のサービスリーダーである拠点長が、事務所内のサービス実

施状況を四半期に一度チェックして改善に努めました。各地域部による年

金事務所への年間 2回の無予告によるサービス状況のチェックを実施しま

した。また、アニュアルレポートに「お客様へのお約束 10か条」の達成状

況等を掲載しました。

（CS推進の取組）

○CS（お客様満足）推進を目的とし、以下のとおり本部が研修を実施しまし

た。

・副拠点長への CS研修、障害者対応研修

平成 28 年 4 月施行の障害者差別解消法への対応のため、職員向けのお客様

対応の手引を改訂、対応について内部周知しました。また年金事務所の副

拠点長に対し、CSへの取組、障害のあるお客様に対する対応方法等の研修

を地域集合研修として実施しました。（上期・下期各 1 回）

・新入構員への CS研修、障害者対応研修

新入構員を対象に、CS概念や障害をお持ちのお客様対応方法等の研修を実

施しました。（平成 28年 4 月）

（お客様の声の収集）

○各年金事務所に「ご意見箱」を設置し、記載スペースと椅子を設置する等

の環境整備を促進し、お客様の声の収集に努めました。

○ホームページ上に「日本年金機構へのご意見・ご要望」のコーナーを設け、

お客様の声の収集に努めました。

○年金事務所お客様サービスモニター会議の開催

①お客様へのお約束の実施状況

を確認するために、サービス

リーダーによる事務所内チェ

ックを実施し改善に努めると

ともに、各地域部による無予

告のサービス状況のチェック

を実施して、「お客様へのお約

束 10か条」の達成に努めまし

た。

②CS（お客様満足）推進を目的

とした研修を実施し、職員の

意識醸成を図りました。

③平成 28年度計画に基づき、お

客様のご意見等を収集して業

務改善への反映を図るため、

ご意見等をいただいた48件に

ついてサービス改善・業務改

善を実施しました。
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務所お客様サービスモニター会議」を実

施し、年金事務所をご利用いただいてい

るお客様から直接ご意見等をお聴きし、

お客様の声の収集に努める。

・現場で受け付けたお客様の声（苦情を含

む）について、現場から本部に報告する

仕組みを徹底し、本部で情報を集約す

る。

本部で集約したお客様の声のうち、制度

改正に関するものは厚生労働省に情報

提供するとともに、サービス改善・業務

改善に関するものは、必要に応じ改善に

つなげる。

「お客様対応業務システム」を活用し、

お客様の声等の管理・分析を継続して実

施する。

また、現場での利便性を高めるため、平

成２９年度以降の改修・開発に向けて更

に検討を行う。

・年金事務所等に関する「お客様の声に基

づく対応事例」及び「お客様の声に基づ

く改善事例」については、引き続き定期

的にホームページに掲載する。

④各種調査の実施

・お客様へのサービスに対する評価や満足

度を把握するため、「お客様満足度アン

ケート調査」等を実施し、その結果をサ

ービス向上の取組に活用する。

・なお、覆面調査については、従来の接遇

を中心とした調査内容の他に、職員の説

明スキル等の調査を行い、お客様サービ

ス向上に活用する。

年金事務所をご利用いただいているお客様から、サービス改善に関するご

意見・ご要望を直接お聞きし、現場主導のサービス改善を図るため全国 15

か所の年金事務所で実施しました（平成 29年 2月～3 月）。

○本部で集約したお客様の声から、制度改正に関するものは厚生労働省に週

１回情報提供し、サービス改善・業務改善に関するものは改善に取り組み

ました。

〈機構全体のご意見・ご要望からのサービス・業務改善を実施した具体例〉

平成 28年度改善状況：改善実施 48 件（平成 27年度改善実施 28 件）

（具体例）

・ホームページへの掲載

「未支給年金を受け取れる遺族」の範囲について、3 親等内の親等図を

掲載。

「国民年金被保険者資格取得届」の記入例を掲載。

・文書関係

「遺族年金ガイド」及び「国民年金死亡一時金請求書」へ請求可能期間

は、原則、死亡日の翌日から 2年以内となる旨の注意喚起を追記。

○年金事務所等に関する「お客様の声に基づく対応事例」は引き続きホーム

ページに掲載し、情報提供しました。

また、「お客様の声に基づく改善事例」については、四半期ごとに改善を

行った具体的な事例をホームページに掲載しました。

（各種調査の実施）

○全国の年金事務所及び街角の年金相談センターを対象に「お客様満足度ア

ンケート」を平成 29年 1月及び平成 29年 2月～平成 29年 3月の年 2回実

施しました。「来訪された際の全体の満足度」のアンケート結果は、「満足」

「ほぼ満足」「普通」「やや不満」「不満」の５段階で回答いただいており、

「満足」「ほぼ満足」の合計が 91.6％（前年度 86.6％）、一方「やや不満」

「不満」の合計が 1.0％（前年度 2.5％）となっており、概ね満足をいただ

いている状況です。

④各種調査の実施については、

平成 29 年 1 月及び平成 29 年

2月～平成 29年 3月に実施し

ました。

覆面調査については、「障害年

金」の請求及び「受給資格期

間の短縮」を題材に、職員の

説明スキル等に関する調査を

実施し、その結果を踏まえ、
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⑤分かりやすいお客様向け文書の作成

・一般の方及び文書デザイナーが参画する

「お客様向け文書モニター会議」を毎月

開催するなど、より分かりやすい文書と

なるよう、お客様向け文書の作成・改善

に努める。

・また、特にお客様にお届けする文書の目

的・内容がお客様に理解していただける

表現となっているか検証し改善を図る

とともに、より詳細な情報をお届けする

ため、ホームページ等に誘導し確認でき

るよう検討する。

⑥開かれた組織運営

機構の事業内容や業務の実施方法等に

ついて、保険料拠出者やお客様の意見を反

映させ、その改善を図るため、理事長の諮

問機関として運営評議会を開催するとと

[お客様満足度アンケート結果]

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満

平成 28 年度 64.9％ 26.7％ 7.4％ 0.7％ 0.3％

平成 27 年度 56.8％ 29.8％ 10.9％ 1.7％ 0.8％

調査方法：窓口に来訪されたお客様にアンケートを配布し、1 回目は年金

事務所等に設置した回収箱、2回目は郵送にて回収

調査対象件数：150,042 件

回答件数 ：74,217 件（回答率：49.5％）

○覆面調査については、「障害年金」の請求及び「受給資格期間の短縮」を題

材に、職員の説明スキル等に関する調査を実施しました。（平成 29年 3月）

（分かりやすい文書の作成）

○お客様向け文書モニター会議の開催

・平成 28 年度は 11回開催し、19 件のお客様向け文書を審査し、より分か

りやすい文書に改善しました。（平成 27年度: 11 回開催、17 件審査）

・また、従来の文書に加えて、スマートフォンのアプリやホームページも

対象として実施しました。平成 29年度においては、それら多様な媒体に

対する助言をいただける文書デザイナーに参画していただき、モニター

会議を開催することを予定しています。

○お客様向け文書審査チームの開催

平成 28 年度は 34 回開催し、94 件のお客様向け文書について審査し、より

分かりやすい文書に改善しました。（平成 27年度：43回開催、124 件審査）

また、「公的年金等の源泉徴収票」や「年金振込通知書」などの通知書の見

方をホームページに掲載し、文書の内容がお客様に理解していただけるよ

う取り組みました。

（運営評議会）

○事業主、被保険者及び年金受給者などのご意見を機構の業務に反映させる

ことを目的として、運営評議会を 4回開催しました。運営評議会において

は、平成 29 年 2 月 6 日に機構の課題についての提言が取りまとめられ、

これを受け、機構として取り組むべき課題への対応を進めました。

【別表 11：提言（運営評議会）】

さらなるお客様サービスの向

上に努めてまいります。

⑤平成 28 年度計画に基づき、

文書デザイナーが参画する外

部のモニターによるお客様向

け文書モニター会議を開催す

るとともに、本部職員による

「お客様向け文書審査チー

ム」を開催して、お客様向け

文書の改善を図りました。

⑥保険料拠出者やお客様の意見

を反映し、開かれた組織運営

とするため、運営評議会を開

催しています。平成 29 年 2

月6 日に機構の課題について
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もに、運営評議会の意見を積極的に業務運

営に反映する。

運営評議会の提言が取りまと

められ、これを受け、機構と

して取り組むべき課題への対

応を進めました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

８．ＩＣＴ化の推進

年金記録の正確性を確保し、お客様の利

便性の向上と事務の効率化を図るため、Ｉ

ＣＴ（情報通信技術）を活用した以下の取

組を推進する。

ＩＣＴを活用した年金記録の正確性の

確保については、下記のほか、Ⅰ－４－

（２）を参照。

（１）電子（媒体）申請の推進

政府が策定した「世界最先端ＩＴ国家創

造宣言工程表」に基づき、電子申請の広

報・普及啓発を積極的に実施し、利用率の

向上を図るとともに事務処理の効率化の

ため、事業主を対象にＣＳＶファイル方式

による届出の促進を図る。

また、国民年金適用関係届書の電子媒体

化に協力していただける市区町村の拡大

を引き続き実施し、社会保障・税番号制度

（マイナンバー）の導入に備え、対象届書

の拡大及び処理結果一覧表の電子媒体化

に向けた準備作業を実施する。

８．ＩＣＴ化の推進

（電子（媒体）申請の推進）

○電子申請の利用促進に向け、以下のとおり取り組みました。

・電子申請未実施事業所に対し、訪問等により利用勧奨を行いました。特

に大規模事業所を中心として、利用勧奨を行いました。

・電子申請の利用勧奨用リーフレットを作成し、算定基礎届事務説明会や

事業所調査の機会に配付し利用勧奨を行いました。

・国民年金関係報告書の電子媒体化については、市区町村に対し、電子媒

体化の協力要請を平成 28年 8 月及び平成 29年 3月に実施しました。

〈利用勧奨結果〉

勧奨を実施した事業所数（訪問・電話等）12,503 事業所

（そのうち被保険者 1,000 名以上の大規模事業所が 1,437 事業所）に勧

奨を行いました。

○電子（媒体）申請の利用勧奨を行った結果、21手続きに係る電子申請利用

率（電子媒体を含む）は、紙媒体の利用率が低下し、その分電子申請利用

率が着実に増加し、平成 27 年度の利用率から 1.7％増加し 62.5％となりま

した。また、被保険者 1,000 人以上の大規模事業所に勧奨を行い、89 事業

所が電子申請の利用を開始しました。

○国民年金関係報告書の電子媒体化について、年金局からの協力依頼通知の

他、機構からも協力要請を行った結果、電子媒体化が始まった当時予定し

ていた 699 市町村中 445 市町村が利用開始しました。（平成 28 年度は 33

市町村増）

（１）電子（媒体）申請の推進

について、平成 28 年度計画に

基づき利用勧奨を実施し届出

の促進を図りました。
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（２）「ねんきんネット」を活用した年金

記録の正確性確保・お客様の利便の向

上・業務の効率化の取組

・個々の国民年金加入者等に対して、国民

年金保険料の納付及び免除等の案内を

「ねんきんネット」のお知らせ機能を活

用して通知等をすることで、お客様の利

便性の向上を図る。

・パソコンをお持ちでない方向けに、市区

町村でも「ねんきんネット」による年金

記録の交付業務を行っており、「ねんき

んネット」導入市区町村数の拡大を推進

する。

・「ねんきんネット」の機能拡充として、

平成３０年度より、各種通知書等の再交

付・再発行手続の機能や事業所用の情報

閲覧機能を追加するため、必要な準備に

取り組む。

（３）社会保障・税番号制度（マイナンバ

ー）の活用

社会保障・税番号制度（マイナンバー）

の導入に備え、情報提供ネットワークシス

テムを活用した所得情報、住民票情報など

の取得による添付書類の省略や、情報提供

等記録開示システム（マイナポータル）を

通じた年金受給情報や資格記録情報など

のお客様の年金に関する情報の提供によ

る利便の向上に向けて、システム開発や事

務処理方法について着実に準備を進める。

なお、市町村全体（1,741 市町村）では、741 市町村が電子媒体を利用し

ています。

（「ねんきんネット」を活用した取組）

○不正アクセス事案に伴い、情報セキュリティ対策を進めている間は、「ねん

きんネット」のお知らせメール機能を停止しておりますが、再開後はすぐ

にお知らせメールによる通知等の実施ができるよう準備を進めました。

○平成 28年度末の「ねんきんネット」の導入は平成 27年度末から 9市町村

増え、累計 1,083 市区町村となりました。

○平成 30年 4月から、ねんきんネットで、各種通知書等の再交付・再発行手

続が行えるようシステム開発の調達準備を進めました。

（マイナンバーの活用）

○平成 28年 11 月に機構の個人番号（マイナンバー）利用の延期を解除する

政令が公布されたことから、平成 29 年 1 月からマイナンバーの利用を開始

するとともに、平成 29年 1 月に制定した特定個人情報保護管理事務取扱要

領等のマイナンバー利用ルールの徹底に努めました。また、機構の情報提

供ネットワークシステムを通じた情報連携については、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第

第 27号。以下「番号法」という。）附則第 3条の 2第 2 項の規定により延

期されており、実施時期は未定となっていますが、情報連携の延期解除の

政令が公布された際に、情報連携を早期に開始できるよう、準備を進めま

した。

○情報提供等記録表示システム（マイナポータル）については、年金の受給

情報や資格記録情報の提供及び被保険者へのお知らせの実施に向けた準備

（２）メール機能の再開後は、

お知らせメールによる通知等

の実施に向けて取り組んでい

きます。

・市区町村への「ねんきんネッ

ト」導入、「ねんきんネット」

の機能拡充については、平成

28年度計画のとおり進めまし

た。

（３）マイナンバーの利用延期

を解除する政令が公布され、

平成29年1月からマイナンバ

ーの利用を開始しました。情

報連携及びマイナポータルで

の情報提供等について関係機

関と調整を行い、平成 30年 3

月までを開発期間として、シ

ステム開発に着手しました。

住民票上の住所の管理につい

ては、平成 30年 3月から、住

民票上の住所と居所の住所の

両方を管理できるようにする
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を進めました。

○直近の住民票上の住所を把握・管理し、業務で活用できるようにするため、

被保険者及び受給者等の住民票上の住所を定期的に住民基本台帳ネットワ

ークシステムから機構が保有するマイナンバーを基に取得できるよう

J-LIS と調整を行うとともに、取得した住民票上の住所を被保険者資格取

得届処理時に使用できるようシステム開発に着手しました。

とともに、J-LIS に被保険者

等のマイナンバーを提供し、

同機構から当該マイナンバー

に対応する者の住民票情報の

更新情報を取得することで住

民票上の住所情報等を更新す

ることができるようシステム

開発に着手しました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

９．年金制度改正等への対応

（１）年金制度改正への対応

平成２８年度以降に施行が予定されて

いる年金機能強化法（短時間労働者適用拡

大、受給資格期間の短縮）、年金生活者支

援給付金法について、以下の対応を行う。

①機構のオペレーションの確立

・年金制度改正に対応するため、効率的か

つ正確な事務処理方法・システムを構築

する。

・事前に年金事務所等に対し事務処理の概

要及び各種マニュアルを提供し、意見照

会を行ったうえ、事務説明会を開催す

る。

②制度改正の周知

厚生労働省と連携し、制度改正の趣旨、

内容、手続等についてお客様・事業主への

広報を実施する。

〔年金機能強化法（短時間労働者適用拡大）〕

・定時決定時に配付するリーフレットに制

９．年金制度改正等への対応

（１）年金制度改正への対応

（年金機能強化法の短時間労働者適用拡大（平成 28 年 10 月施行分））

○法律の趣旨に基づき制度を適正に、また事務処理を円滑かつ着実に実施す

るため、事務処理要領（マニュアル）等を作成し、年金事務所等の担当者

に対して事務説明会を開催しました。

○制度改正の周知として

・事業主あて納入告知書に制度改正のお知らせ(チラシ)を同封

・定時決定時に配付するリーフレットに制度改正のお知らせを掲載

・機構ホームページに事務の取扱いに関する事業主向け Q&A 集を掲載

・算定基礎届事務説明会において、制度改正について事業主へ説明

・事業主が同一である事業所の被保険者の総数が 501 人以上である月が、

①平成 28年度計画に基づき、年

金機能強化法（短時間労働者

適用拡大、受給資格期間の短

縮）に係る機構のオペレーシ

ョンについては、システム開

発、事務処理要領（マニュア

ル）の作成、事務説明会など

所要の準備を整え、制度改正

の円滑かつ着実な実施を図り

ました。

平成 28年度中に公布となっ

た持続可能性向上法（短時間

労働者適用拡大の促進）につ

いても、事務処理要領（マニ

ュアル）の作成など所要の準

備を整え、制度改正の円滑か

つ着実な実施を図りました。

②年金事務所と市区町村、社会

保険労務士会等と連携し適切

に制度改正の周知を図りまし

た。また、受給資格期間の短

縮の対象者に対しては、年金

請求書（ターンアラウンド方
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度改正のお知らせを掲載する。

・特定適用事業所へ事前のお知らせ（特定

適用事業所に該当していることのお知

らせ）及び資格取得届（短時間労働者）

を送付する。

〔年金機能強化法（受給資格期間の短縮）〕

・ホームページ、市区町村の国民年金担当

者に向けた情報誌「かけはし」を活用し

た一般周知を行う。

・保険料納付済期間等を合わせた期間が１

０年～２５年ある方に年金請求書（ター

ンアラウンド方式）の事前送付を行う。

〔年金生活者支援給付金法〕

・ホームページ、市区町村の国民年金担当

者に向けた情報誌「かけはし」を活用し

た一般周知を行う。

・市区町村から提供された所得の額が一定

の基準を下回り、支援給付金の対象者と

特定できた方には、給付金請求書（ター

ンアラウンド方式）の事前送付を行う。

・市区町村から所得情報の提供がなかった

方には、「一定の所得以下の場合は支援

給付金を受けることができる」旨のお知

らせを送付する。

直近 1年の間に 6 か月以上ある事業所に対し、特定適用事業所に該当す

る旨を事前にお知らせ及び資格取得届も送付

・被保険者 501 人以上の地方公共団体について、短時間労働者の適用拡大

の対象となることから、年金事務所から各地方公共団体へ個別に制度周

知

を実施しました。

○こうした取組により、平成 28 年度末時点で特定適用事業所数は 27,106 事

業所、被保険者となった短時間労働者数は 294,530 人となりました。

（年金機能強化法の受給資格期間の短縮（平成 29年 8 月施行））

○平成29年 8月から受給資格期間が25年から10年に短縮されるようになっ

たことに伴い以下の取組を行いました。

・年金請求書（ターンアラウンド方式）を事前に送付するために、対象者

（73.5 万人）を特定。

・対象のお客様からの相談・年金請求が年金事務所の窓口に一時期に集中

することによる窓口の混雑を避け、お客様にご不便をかけないように、

年金請求書（ターンアラウンド方式）を 5 回に分けて送付するスケジュ

ールを設定。

・対象となるお客様の相談等の増加に対応するため、事務所ごとの予想来

訪数に基づき、既存のブースや予備ブースに加え、臨時相談ブースを約

200 増設するとともに、お客様の相談待ち時間をなくし丁寧な相談を行

うため、予約相談を活用することとしその準備を整える。

・年金請求書の審査等の事務処理を円滑かつ着実に実施するため、10か所

の事務センターに事務を集約し事務処理体制を整備。

・生活保護受給中の方からの相談や年金請求に対応するため、厚生労働省

と連携しケースワーカーによる支援や市区町村との協力体制を整備。

・在宅の身寄りのなく事務所への来訪が困難な方等からの相談に対応する

ため、社会保険労務士会の協力を得て相談に対応する体制を整備。

・施行後の事務処理を円滑かつ着実に実施するため、事務処理要領（マニ

ュアル）等を作成し、年金事務所及び事務センターの担当者に対して各

種研修会を開催。

・年金加入期間が 10 年未満の方であっても、合算対象期間等により受給資

格期間を満たすことがあり得ることから、お知らせを送付することを検

討。

式）を順次送付し、併せて予

約相談のリーフレットを同封

しその周知を図りました。
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○年金事務所や関係団体の協力の下に、

・機構ホームページ、インターネット広告（Yahoo）、市町村広報誌「かけ

はし」において制度改正に係る周知

・事業主向け納入告知書に同封するチラシに制度改正の内容を掲載

・年金事務所等にポスター及びリーフレット（年金ニュース）配布

・年金請求書（ターンアラウンド方式）に予約相談のリーフレットを同封

等の制度改正や相談等についての周知

を実施しました。

○年金加入期間が 10 年以上の対象者 73.5 万人の方に、平成 29 年 2 月末より

年金請求書（ターンアラウンド方式）の事前送付をスケジュールに基づき

順次開始し、3月より年金事務所等において年金請求書の受付を開始しま

した。

（年金生活者支援給付金法）

○年金生活者支援給付金法については、平成 29年 4 月の施行に向けた準備を

行いましたが、消費税改正法により施行延期となりました。年金生活者支

援給付金法の施行に向け、所得情報の把握方法の検討等、引き続き所要の

準備を進めています。

（事業運営改善法の納付猶予制度対象者の拡大（平成 28 年 7 月施行））

○国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が 30歳未満から 50 歳未満に拡大

されたことについて、納付書同封チラシ、機構ホームページ及び市区町村

の国民年金担当者に向けた情報誌「かけはし」に掲載するなど、制度周知

に努めるとともに、市区町村から提供される所得情報に基づき平成 28 年

10 月には、対象となる方 15 万人に対して、免除・納付猶予申請勧奨（タ

ーンアラウンド）を実施しました。11月以降に対象となった方についても

同様の勧奨を継続して実施しました。その結果、納付猶予承認者数が平成

27 年度末と平成 28年度末で比較して 11.6 万人増加しました。

（持続可能性向上法の短時間労働者適用拡大の促進（平成 29 年 4 月施行分））

○平成 28年 12 月 26 日公布となった持続可能性向上法については、施行後

の事務処理を円滑かつ着実に実施するため、事務処理要領（マニュアル）

等を作成し、年金事務所等に提供しました。
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③必要な人員の確保

年金機能強化法及び年金生活者支援給

付金法の施行に伴う業務の増加に対応す

るため、年金事務所、事務センター及び本

部に置ける事務処理等を円滑かつ着実に

実施するための体制を整備する。

（２）社会保障・税番号制度（マイナンバ

ー）への対応

①個人番号への対応

社会保障・税番号制度（マイナンバー）

に関し、「個人情報の保護に関する法律及

び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の一

部を改正する法律（平成２７年法律第６５

号）」が平成２７年９月に公布され、個人

番号の利用開始が延期となっている。この

○制度の周知として

・500 人以下の企業等を対象とした労使合意に基づく適用拡大については、

事業主あて納入告知書に加入のメリット等を記載した制度改正のお知ら

せ(チラシ)を同封

・機構ホームページに労使合意の方法等に関する事業主向け Q＆A集を掲載

・地方公共団体について、規模に関わらず短時間労働者の適用拡大の対象

となることから、年金事務所から各地方公共団体へ個別に制度周知

を実施しました。

（制度改正に向けた体制整備）

○年金機能強化法（受給資格期間の短縮）の施行に伴う業務の増加について

は、「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画（平成 20年７月 29

日閣議決定。以下、「基本計画」という。）」策定時に想定されていなかった

新たな業務ですが、業務が円滑かつ適切に遂行されるよう、必要な人員を

確保しました。なお、年金生活者支援給付金法の施行予定が延期されたた

め、これに対応する体制整備は改めて行う予定です。

・年金機能強化法の受給資格期間の短縮に備えるため、年金事務所や事務

センターに年金業務に精通した職員を配置するとともに、業務の増加に

対応するため、事務担当職員を約 800 名増員しました。

・対象となるお客様の相談等の増加に対応するため、事務所ごとの予想来

訪数に基づき、既存のブースや予備ブースに加え、臨時相談ブースを約

200 増設するとともに、お客様の相談待ち時間をなくし丁寧な相談を行

うため、予約相談を活用することとしその準備を整えました。

・年金請求書の審査等の事務処理を円滑かつ着実に実施するため 10 か所の

事務センターに事務を集約し事務処理体制を整備しました。

（２）社会保障・税番号制度（マイナンバー）への対応

（マイナンバーの利用開始に向けた取組）

○マイナンバーの利用開始に向けて業務改善計画に基づく情報セキュリティ

対策を実施し、平成 28年夏から秋にかけて、当該対策の内容について厚生

労働省、個人情報保護委員会等の確認を受け、平成 28年 11 月にマイナン

バーの利用延期を解除する政令が公布されました。

○マイナンバーによる年金の相談・照会業務の開始に向け、新たに特定個人

情報保護管理事務取扱要領を制定し、業務処理要領等のマニュアルの改訂

整備を行うとともに、当該要領等の内容について、非正規職員を含む全て

③制度改正を円滑かつ着実に実

施するため、事務所の相談担

当者や事務センターの担当者

等を確保しました。

①基礎年金番号に対応するマイ

ナンバーを収録し、平成 29 年

1 月からマイナンバーによる

年金の相談・照会業務を開始

する等、順次マイナンバー利

用を進めています。
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法律が定められた経緯等を踏まえつつ、早

期に個人番号の利用を開始できるよう、業

務改善計画等に基づき情報セキュリティ

対策等を着実に実施する。

また、社会保障・税番号制度（マイナン

バー）の導入を円滑かつ着実に実施できる

よう個人番号と基礎年金番号の紐付け、個

人番号による年金相談・照会業務等につい

て、業務処理要領等のマニュアルの改訂整

備及び周知等を行うとともに、個人番号に

よる各種届出、情報提供ネットワークシス

テムを通じた情報連携についての事務処

理の整備を行う。

なお、制度導入時には住民票コードを基

に個人番号と基礎年金番号を紐付けるこ

とから、制度導入までの間は、平成２８年

度においても、現況届等を活用した住民票

コードの収録率向上のための取組を実施

する。

②法人番号への対応

法人番号に関しては、未収録事業所への

届出勧奨を進め、厚生年金保険への適用促

進業務における適用調査対象事業所の把

握をより効率的かつ正確に実施できるよ

うに活用するとともに、短時間労働者への

適用拡大における特定適用事業所を把握

し適用勧奨を行う。

の職員に対して研修を実施しました。

○これらの準備を経て、平成 29 年 1 月からマイナンバーによる年金の相談・

照会業務を開始しました。

○マイナンバーに関する周知・広報については、機構のホームページや市区

町村の国民年金担当者に向けた情報誌「かけはし」、事業主に向けた「日本

年金機構からのお知らせ」を活用して、機構のマイナンバーの利用開始等

についての周知・広報を行いました。

○マイナンバーによる各種届出については、平成 30 年 3月から実施する予定

としており、必要な準備を進めました。なお、情報提供ネットワークシス

テムを通じた情報連携については、番号法附則第 3 条の 2 第 2 項の規定に

より、実施時期は未定となっています。

（マイナンバーの収録に向けた取組）

○現在、機構の内部事務処理は、基礎年金番号で行っており、マイナンバー

による年金相談や届出等に対応するためには、基礎年金番号とマイナンバ

ーを紐付ける必要があることから、番号法第 14条第 2 項の規定に基づき、

J-LIS からマイナンバーの提供を受けることで、基礎年金番号に対応する

マイナンバーの収録を行いました。

○また、年金の不正受給を防止する観点から、平成 29年 2月から年金の現況

届にマイナンバーの記載を求め、マイナンバーの収録を進めました。

（法人番号の収録に向けた取組）

○法人番号に関しては、短時間労働者への適用拡大における特定事業所（法

人番号が同一である事業所の被保険者数の総数が常時 500 人を超える事業

所）を把握するため、収録作業を進めてきたところであり、法人番号未把

握事業所への文書での届出勧奨や算定基礎届提出に併せて事業主に法人番

号の確認を行いました。

これらの取組により、事業所情報と法人番号の紐付けについては、平成 28

年度末までに、法人及び国・地方公共団体の厚生年金保険適用事業所 199

万事業所のうち、197 万事業所について紐付けしました。

なお、法人番号収録済の 197 万事業所における法人番号数は 193 万件にな

ります。

②法人番号の収録作業を進め、

厚生年金保険の適用促進に活

用しました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

１．効率的な業務運営体制

①業務の合理化・効率化・標準化

ア 常に業務手順の点検等を行い、マニュ

アル（業務処理要領）の充実・精緻化、

その周知の徹底及び組織的な点検強化

等によって、業務の合理化・効率化を

図るとともに、業務の標準化を進める。

特に、事務センター・年金事務所の

事務の簡素化及びシステム化について

は、以下の取組を進める。

・年金給付の請求書等の本部進達につい

て、平成２８年１０月を目途に年金事務

所と事務センターの役割分担を整理し

たうえで、事務センター経由事務を廃止

する。

・年金事務所における国民年金及び厚生年

金保険の徴収業務の事蹟管理をデータ

化し、一元的な徴収事蹟管理システムを

構築するための検討を行う。

１．効率的な業務運営体制

（統一業務マニュアルの作成）

○業務処理マニュアルの更なる合理化・効率化・標準化を進めるため、理事

長直轄の再生プロジェクト推進室内に設置したマニュアル一元化プロジェ

クトチーム（PT）において、業務処理手順とオンライン入力手順をまとめ

るマニュアル一元化作業及び業務の標準化作業を行い、325 種類の届書単

位の構成とし、平成 29年 3 月に業務手順等を標準化した業務処理マニュア

ル（以下「統一業務マニュアル」という。）を完成させました。

○業務手順の地域差、不統一を排除するため、現場職員への意見照会を計 5

回実施し、意見照会結果について法令上問題がないことを確認した上で標

準化できるものは統一業務マニュアルへ取り込み、お客様の対応に差異が

ある業務処理手順 35 種類については、速やかにルール徹底を図ることとし

ました。

（統一業務マニュアルの制定等については、Ⅲ1．（5）②に記載）

（業務支援ツールの見直し）

○業務支援ツール（※5）については、これまで現場等において独自に作成・

利用することとしていましたが、業務に必要な業務支援ツールについては、

本部で作成し一括して管理することとしました。このため、現場等で独自

に作成・使用していた業務支援ツールの実態調査を実施し、標準化が必要

な業務支援ツールの選定と再作成を行いました。業務支援ツールの実態調

査は平成 27 年度から開始し、平成 28 年 10 月までに 75本を再作成し、そ

の後もツール選定と再作成を進めました。

・本部で再作成した業務支援ツール 191 本

・年金事務所・事務センターで利用するもの 61 本

○業務支援ツールの運用にあたり、各拠点において業務支援ツールを独自に

作成することを禁止するなど、ツールの使用・管理等を定めた運用方針を

平成 28 年 10 月に策定し、拠点へ周知を行い、当該運用方針に基づいた「業

①業務処理マニュアルの構成を

見直し、325 種類の届書単位

での構成とするとともに業務

手順等を標準化した統一業務

マニュアルの作成を行いまし

た。

・マニュアルの一元化について

は、平成 28 年 11 月に実施し

た職員意識調査においても、

肯定的意見が 89.3%となって

おり、現場職員の期待が高い

施策となっています。

・また、業務支援ツールについ

て、本部で作成・管理するこ

ととし、現場で独自に作成・

使用していたツールを廃止

し、標準化を図りました。

・年金事務所と事務センターの

役割分担の整理を行い、本部

における処理が必要な届書に

ついて、事務センター経由を

廃止し、本部への直送としま

した。

・また、徴収事蹟管理システム

の構築に向け、年金事務所の

意見等を聴取し、現場の実態

に応じたシステム構築に向け

検討を進めました。
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イ 外部有識者を含めた業務削減会議を設

置してその事務局を経営企画部とし、

業務担当部署ではなく、会議側が主導

して見直し案を提案しながら業務全般

について、お客様へのサービスや利便

性への影響も考慮しながら、その必要

性や効果検証を行うとともに、新規業

務開始時のスクラップアンドビルドを

併せて検討し、業務の効率化を推進す

る。

務支援ツール運用要領」を策定し、平成 29年 4月に拠点へ周知を行い運用

開始することとしました。

≪用語解説≫

（※5）「業務支援ツール」・・・基幹業務を効率的に実施するため、表計算ソ

フト・データベースソフト等のマクロ機能等を活用し作成したツール

（年金事務所と事務センターの役割分担の見直し）

○年金事務所、事務センター及び本部における年金給付関係届書の事務フロ

ーを整理し、本部と事務センターのそれぞれで実施していた年金額の改定

を伴う諸変更届等の審査事務については本部にて行うなど事務の効率化を

図りました。また、年金額の改定を伴う諸変更届等について、平成 28 年

10 月の障害年金センターの設置及び平成 29年 1月の中央年金センターの

設置に合わせ、年金事務所で受付をした後に事務センターを経由せず本部

への直送としました。

（徴収事蹟管理システムの構築に向けた検討）

○紙媒体で管理している滞納処分票（滞納事業所との折衝記録等）について、

事務の効率化、進捗管理の適正化を図るため、年金事務所の意見・要望を

聴取し、年金事務所における厚生年金保険の徴収事蹟のデータ化及び徴収

事蹟管理システムの構築を行うための検討を進めました。

（業務削減会議での業務見直しに係る検討）

○外部有識者を含めた業務削減会議を 9回開催し、お客様へのサービスや利

便性への影響を考慮した上で、事業規模が大きく早急に見直しが必要と考

えられる業務の見直し案を会議に諮り、審議結果を踏まえた改善を行いま

した。

〈審議内容／5項目〉

ⅰお客様への発送物の廃止・縮小・統合等

ⅱねんきんネットの利用促進及びねんきん定期便の効率化

ⅲ国民年金保険料収納対策の委託方法等の見直し

ⅳ厚生年金保険適用調査対象事業所への適用勧奨業務に係る委託方法の

見直し

ⅴコールセンターの委託方法の見直し

○業務削減会議を設置し、外部

有識者を含めた全 9回の会議

において、業務効率化の取組

を推進しました。初年度は、

発送物の見直しなど業務の効

率化を主体として取り組みま

したが、今後、拠点プロジェ

クトチームからの提案を施策

化するとともに、再生プロジ

ェクトにおける体制面の見直

し等、より構造的な問題の検

討を進めていきます。
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ウ 平成２９年１月から社会保険オンライ

ンシステム刷新（フェーズ１）が順次

稼働することに伴い、電子決裁・経過

管理業務に係るマニュアル作成、各拠

点の職員に対する研修の実施、各事務

センター執務室のレイアウト変更等の

環境整備を着実に行うとともに、円滑

な業務・システム運用を確実に実施す

る。

○業務削減会議に諮った 5 項目（20億円の経費削減の提案）のうち、ⅰ～ⅲ

については審議結果を踏まえた見直しにより業務の効率化を推進するとと

もに経費（7.5 億円）を削減しました。ⅳ、ⅴについては引き続き審議結

果に基づく適切な工程管理を行い見直しにつなげます。

○各拠点に設置した再生プロジェクト推進チームの取組の一環として、機構

全体の業務削減につなげる効率化効果の早期発現が期待できる具体策の検

討・提案を求めたところ、約 900 件（同種の提案をまとめると約 500 件）

の提案がありました。この提案の内容を分析・判定し、今後の実現に向け

た取組方針を業務削減会議に報告するとともに、早急に実現が可能な提案

については取組に着手し、業務の効率化を推進しました。

○今後、業務効率化に重点をおいて、事務センターの役割の見直し、発送物

の見直し及び外部委託の拡大等の取組を推進します。また、再生プロジェ

クトで実現する効率化の施策についてその効果を検証し、会議に報告し、

ご意見をいただくこととしています。

（文書の適正管理）

○社会保険庁時代の文書のうち、行政文書については、年金局と移管に向け

て調整を行っており、平成 29年 1月に行政文書移管目録及び箱数の再確認

を実施しました。なお、行政文書以外の法人文書については、法人文書保

存期間等の検討の中で整理することとしています。

（フェーズ１稼働に向けた取組）

○平成 29年 1月からの社会保険オンラインシステム刷新（フェーズ 1）（※6）

については、紙の届書を画像化し、事務センター業務のペーパーレス化を

目的として、「経過管理・電子決裁システム」の厚生年金保険関係 5届書（月

額変更届、賞与支払届、賞与支払届総括表、算定基礎届、算定基礎届総括

表）を稼働しました。稼働にあたっては、電子決裁・経過管理業務の業務

処理マニュアル及び統計・業務分析システムのマニュアルを各拠点職員か

らの意見・要望を反映して作成しました。

○また、当該マニュアル及び実機を活用して、平成 28年 10 月から 11 月にか

けて各拠点職員に対する集合研修を実施するとともに、各拠点においても、

平成 28 年 12 月に集合研修の受講者が講師となり研修を実施（参加者合計

約 4,500 名）しました。

○文書の適正管理については引

き続き精力的に検討を進めて

いきます。

○社会保険オンラインシステム

刷新（フェーズ 1）の稼働に

向けて、マニュアルの作成、

拠点の職員に対する研修の実

施、機器導入に係る事務セン

ター執務室のレイアウト変更

など、平成 28 年度計画どおり

実施しました。
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エ 平成２８年１月から外部委託を実施し

ている市区町村からの電話照会対応に

加え、平成２９年１月からは国民年金

被保険者からの電話照会対応業務につ

いても、外部委託を実施する。

②業務改善の推進

ア お客様や年金事務所等第一線の職員か

らの業務改善要望や提案、現場におけ

る創意工夫などの収集を行い、これら

を踏まえ、システムを含む業務改善に

取り組む。

イ 業務の効率化・改善について、業務改

善工程表及びシステム再構築工程表に

基づく各種取組を適切に進捗管理し、

着実に実施する。

≪用語解説≫

（※6）社会保険オンラインシステム刷新（フェーズ 1）・・・年金制度改正

等の内容如何にかかわらず必要と考えられる経過管理・電子決裁、

統計・業務分析等の制度共通の事務処理機能。（平成 29年 1月から

順次稼働）

○機器導入に係る各事務センター執務室のレイアウト変更等の環境整備につ

いては、平成 28 年 9 月から 11月にかけて順次実施しました。

（システムの設計・開発については、Ⅱ5.①に記載）

（電話照会対応の外部委託化）

○平成 29年 1月からは「ねんきん加入者ダイヤル」において、市区町村から

の電話照会対応に加え、国民年金被保険者からの電話照会対応業務を外部

委託化しました。

○また、年金事務所、事務センターに入る国民年金被保険者の方からの照会

を、平成 29 年 1 月からは順次「ねんきん加入者ダイヤル」に転送を開始し

ました。

（業務改善に向けた取組）

○業務改善について、以下の取組を行いました。

・職員提案による改善

・継続的に取り組んでいる業務改善の取組（業務改善工程表）

・拠点の再生プロジェクト推進チームからの業務削減提案の実現

○職員提案による改善

業務改善の具体的な提案を募集する「職員提案制度」を活用して、職員か

ら投稿された提案について評価を行い、平成 28年度受付 84件のうち 19 件

を採用しました。

〈主な採用案件〉

・各種委任状の記載内容を統一化しました。

・各種届書の記入例を充実しました。

○平成 28年度計画のとおり、

「ねんきん加入者ダイヤル」

において、国民年金被保険者

からの電話照会対応業務を外

部委託化しました。

②平成 28年度計画のとおり、お

客様や年金事務所職員からの

業務改善要望・提案などを収

集し、業務改善工程表で適切

に進捗管理を行いつつ、業務

の見直しを順次実施しまし

た。
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③事務センターにおける業務の標準化・効

率化

都道府県事務センターにおいて集約実

施している業務処理について、業務の正確

性の向上や効率化の推進を図るとともに、

年金事務所との役割分担を踏まえつつ、標

準化と効率化を進める。

○継続的に取り組んでいる業務改善の取組（業務改善工程表）

業務の効率化・改善については、従来から継続して取り組んでいる業務改

善工程表の改善事項 23件中 7 件について完了しました。

〈完了した主な取組〉

・二以上事業所勤務被保険者の記録管理、保険料計算のシステム化

・強制徴収関係業務の効率化

○拠点の再生プロジェクト推進チームからの業務削減提案の実現

（取組状況については、Ⅱ１.①イ参照）

○今後は、上記の業務改善に向けた取組を新たな業務改善工程表として一元

管理し、業務効率化、業務改善を推進することとしています。

（事務センター業務の標準化・効率化）

○事務センターにおける業務の標準化と一層の効率化を図るための基本方

針として、平成 26年 7月にとりまとめた「事務センター業務の標準化」に

基づき、以下の取組を実施しました。

・平成 27 年 10 月で原則廃止とした事務センター業務の一部を年金事務所

で行う「弾力的運用」について、特例的に実施する場合の申請手続等、

ルールの再徹底を行いました。

・届書等の処理業務について、年金事務所から事務センターへの一層の集

約化を図るため、届書等の直接郵送を促進させるよう、事業所、社会保

険労務士及び市区町村に対する直接郵送の協力依頼等の取組を行いまし

た。

〈事務センターへの直接郵送率全国平均〉（電子申請含む）

健康保険・厚生年金関係届書 73.9％（対前年比＋12.6％）

国民年金関係届書 75.6％（対前年比+ 3.5％）

※上記の平成 28年度直接郵送率は、平成 28 年 4月～平成 29 年 3 月の直接

郵送率。

○事務センターにおける業務処理の標準化、効率的な業務運営等の課題の解

消に向けて、本部内に PTを設置し、広域事務センターが非対人業務に専念

できる体制を整備するため、事務工程や事務処理、年金事務所と事務セン

③事務センター業務の標準化・

効率化に向けた基本方針に基

づき、健康保険・厚生年金関

係届書の直接郵送を促進する

取組等を進めました。その結

果、直接郵送率については、

平成 26 年 12 月 15 日品管指

2014-138届書等の事務センタ

ーへの直接郵送の促進（その

4）において 70％と設定して

いた目標を達成しました。

・また、事務センターにおける

諸課題の解消に向けて、事務

センター・年金事務所の意見

等を聴取し、事務センターに

おける業務の標準化・効率化

に係る検討を行いました。
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④ブロック本部の本部への統合

ブロック本部を本部へ統合するととも

に、年金事務所、事務センターに対し適時

適切な指導・支援を行う。

⑤年金事務所の適正配置

年金事務所については、地域等のニーズ

を踏まえつつ、全体予算の状況も考慮の

上、効率的かつ効果的な再配置の実施を検

討する。

ターの役割分担など、事務センターにおける業務の標準化・効率化に向け

て検討を行いました。

（ブロック本部の本部への統合）

○ブロック本部の本部への統合については、平成 29 年 3月をもって完了しま

した。（詳細はⅢ1.(2)に記載）

（年金事務所の適正配置）

○年金事務所の適正配置に向けて、本部内に「お客様チャネルのあり方検討

PT」を設置し、お客様との接点である年金事務所、街角の年金相談センタ

ー等の事業指数や相談件数等を踏まえ、年金事務所の適正配置に係る検討

を進めています。

○なお、厚生年金保険の適用・徴収業務の機能集約として、平成 28年 10 月

に 2 か所（新宿、大手前）、平成 29年 2月に 2 か所（大曽根、広島東）の

合計 4か所でモデル事業を実施しました（詳細はⅢ1. (2)に記載）。

④組織一体化のため、人事・労

務関係業務、経理関係業務、

現場管理・支援関係業務を本

部へ集約し、本部の現場力強

化を図るとともに、業務量調

査結果も踏まえ、現場への人

員シフトを実施しました。

⑤地域等のニーズや現場実態、

PT での検討内容を踏まえつ

つ、年金事務所の適正配置に

係る検討を進めました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

２．運営経費の抑制等

①人員体制及び人件費

機構の人件費について、社会保障・税一

体改革の一環として実施される年金制度

改正の施行事務及び年金保険料の徴収体

制強化等のための特別対策など、基本計画

策定時には想定されていなかった新たな

状況への的確な対応に係る経費を確保し

つつ、国家公務員の給与水準の動向や社会

一般の情勢も踏まえ、不断の合理化・効率

化を進める。

②一般管理費及び業務経費

一般管理費（人件費を除く。）及び業務

経費について、執行状況を分析しコストの

可視化を進めるとともに、コスト意識の徹

底に努め、一層効率的な予算執行を進め

２．運営経費の抑制等

（人員体制及び人件費）

○機構の人員体制については、基本計画に基づき、正規職員・准職員は業務

の効率化等により定員を削減する一方、特定業務契約職員等は基本計画策

定時には想定されていなかった新たな取組に必要な人員を確保し、適切に

対応しました。

また、平成 28 年人事院勧告により、国家公務員の一般職の給与に関する法

律の一部改正が行われたことに伴い、基本給の改正等を行いました。

日本年金機構の定員推移

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

正規職員・准職員 15,910 人 15,796 人 13,890 人 13,112 人 11,952 人

特定業務契約職

員・アシスタン

ト契約職員

10,301 人 9,871 人 9,173 人 8,862 人 9,835 人

合 計 26,211 人 25,667 人 23,063 人 21,974 人 21,787 人

（改正内容）

平成 28年人事院勧告に基づき改定を行った国家公務員の給与水準を踏ま

えた改正

実施項目 実施内容 実施時期

基本給月額の引上げ 平均 0.2% 平成 29 年 1月実施

勤勉手当の支給月数の引上げ （職員）0.1 月、（役員）0.1 月 平成 28 年 12 月実施

（一般管理費及び業務経費）

〈中期目標期間における削減目標〉

○削減目標の実現に向けて順調に執行の効率化を進めた結果、一般管理費（人

件費、介護保険料徴収等に係る義務的な経費及び特殊要因により増減する

経費を除く。）においては、平成 28年度は、平成 25 年度比で 9％程度に相

当する額（消費税増分を除く）以上の削減を行い、また、業務経費（受給

者に送付する源泉徴収票送付等に係る義務的な経費、特殊要因及び年金記

①機構の人員体制について、基

本計画に基づき、業務の効率

化等により定員を削減し、効

率化を図りました。

また、人件費については、人

事院勧告に基づき、国家公務

員の給与水準の動向を踏まえ

た給与改定等を実施しまし

た。

②中期目標期間における削減目

標については、一般管理費及

び業務経費それぞれ削減目標

を達成しました。
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る。 録問題対策経費により増減する経費を除く。）においては、平成 28 年度は、

平成 25 年度比で 3％程度に相当する額以上の削減を行い、それぞれの削減

目標を達成しました。

平成 25 年度実績 平成 28 年度予算

・一般管理費 129.8 億円 92.8 億円

＜平成 30年度までに 15%削減＞ (▲28.5%)

平成 25 年度実績 平成 28 年度予算

・業務経費 967.5 億円 913.1 億円

＜平成 30年度までに 5%削減＞ (▲5.6%)

※（ ）は 平成 25年度比の削減割合

※一般管理費は「人件費、介護保険料徴収等に係る義務的な経費及び特殊

要因により増減する経費」を除く。

※業務経費は「受給者に送付する源泉徴収票送付等に係る義務的な経費、

特殊要因及び年金記録問題対策経費により増減する経費」を除く。

〈削減目標の実現に向けた取組〉（効率的な予算執行）

○効率的な予算執行を進めるため、平成 27年度と同様、複数年契約の実施、

事務処理機器の本部での一括調達、借上げ施設の借料の引下げや入札によ

るコストの削減といった取組を行いました。

○職員にコスト意識を持たせる取組として、年金事務所毎の光熱水費等の使

用量、使用料金及びコピー機の月別使用枚数、支払額を機構ＬＡＮで共有

し閲覧できるコスト可視化の取組を実施するとともに、研修などの場にお

いても、コスト意識の必要性について周知を図りました。

○一般管理費（人件費除く）については、予算額（131.3 億円）に対して 14.5

億円を削減しました。そのうち、複数年契約の実施等による効率的な予算

執行を行ったことによるものは 11.8 億円でした。

○業務経費については、予算額（1,580.0 億円）に対して 125.4 億円を削減

しました。そのうち、複数年契約の実施、事務処理機器の本部での一括調

達、借上げ施設の契約更新時の借料の引下げ等による効率的な予算執行を

行ったことによるものは 50.3 億円でした。



68

③保有財産の見直し

会計検査院の指摘を踏まえ、８宿舎等に

ついて、制度整備の状況を踏まえ、国庫納

付を行う。また、その他の財産についても、

必要な見直しを行っていく。

（保有財産の見直し）

○平成 28年 12 月 27 日に施行された日本年金機構法の改正により、国庫納付

に係る規定が整備されたことを踏まえ、8 宿舎等については、平成 29 年 1

月 13 日に国庫納付を完了しました（今後、国において売却手続を進めるこ

ととしています。）。

○その他の財産の見直しについては、「日本年金機構の資産管理の在り方に関

する会議」を平成 29 年 2月に立ち上げ、外部有識者の意見を聴きながら検

討を進めており、平成 29年夏を目処に方針を決定することとしておりま

す。

③8 宿舎等については、平成 28

年度計画のとおり、国庫納付

を完了しました。

また、その他の財産の見直し

については、「日本年金機構の

資産管理の在り方に関する会

議」を立ち上げ、検討を進め

ているところであり、平成 28

年度は 2 回開催しました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

３．外部委託の推進

・業務の外部委託を促進する。特に、本部

の非現業業務について、民間企業等の動

向も踏まえ、外部委託の拡大を検討し、

事務の効率化・コスト削減を図る。当面

の課題として、本部の給与事務及び契約

後支払事務について、平成２９年度から

の外部委託化を検討する。

・業務の外部委託にあたっては、以下によ

り委託した業務の品質の維持・向上を図

る。

①委託事業者の適切な選定

機構の業務運営に適切な委託事業者の

選定のため、委託先事業者の入札参加資格

等、常に改善・検討を実施する。また、業

務の性格に応じ、総合評価落札方式や企画

競争を活用するとともに、提案依頼書の作

成・提示や標準チェックリストに基づく事

前審査を行い、委託業者を適切に選定す

る。また、報告書等の事後チェック等を通

じて委託契約の適正化を図る。

○業務の外部委託を推進し、平成 28 年度においては、新たに「国民年金に関

する被保険者からの電話照会対応業務」等を外部委託化しました。

○本部の非現業業務について外部委託化の検討を進め、平成 29年 2月より給

与事務について前倒しで外部委託化を実施しました。

また、契約後の支払事務（旅費関係）については、外部委託化の基本方針

を策定しました。

さらに、経理関係業務全体の効率化・コスト削減を図るため、外部委託化

の調査を実施する検討を進めました。

（委託事業者の適切な選定）

○委託事業者の選定に当たっては、入札参加希望者に入札実施前までに提出

させる運用仕様書及び確認書類等について、外部委託実施要領に定めた 2

種類の委託事業者選定審査チェックリストを使用して業務履行能力及び委

託事業者に求めている管理体制等を事前審査しています。

平成 28 年度は、入札実施前までに提出させる情報セキュリティの管理体制

に関する書類を追加したことに合わせて、チェックリストの内容を見直し

事前審査を強化しました。（追加した提出書類については、Ⅲ4.④に記載）

○入札方式は、基本的に一般競争入札（最低価格落札方式）で行い、業務の

性格に応じて総合評価落札方式で行っていますが、事務センター業務等の

重要な基幹業務の外部委託については、平成 27 年度から更に技術点を重視

した加算式の総合評価落札方式を導入しています。

平成 28 年度は加算式の総合評価落札方式を活用して 11件の契約を締結し

ました。

○平成 28年度の外部委託業務の契約件数は 318 件で、委託業務件数は 117 件

でした。（※7）（平成 27年度の外部委託業務の契約件数 345 件、委託業務

件数 120 件。）

○業務の外部委託の推進に当た

り、平成 28 年度において、新

たな外部委託を実施していま

す。

○平成29年2月より給与事務に

ついて前倒しで外部委託化を

実施し、契約後の支払事務（旅

費の審査業務）の外部委託化

の基本方針策定、経理関係業

務全体の外部委託化の検討を

進めました。

①委託事業者の選定は、委託事

業者選定の各審査チェックリ

ストに基づき適切に選定して

います。

平成 28 年度においては、審査

チェックリストの内容を見直

すことで更に審査を強化しま

した。
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②委託業務の管理・監視

委託業者任せにならないように、また委

託業務実態を十分に把握し、委託業務に係

るリスク管理が的確に行えるように、定期

報告の検証、定期的な会議へのモニタリン

グや立入検査、ＳＬＡ指標の検証等を実施

し委託業務の管理・監視を的確に実行す

る。

また、業務の性格に応じ、業務実績・効

果の向上につながるインセンティブが働

くよう、求めるＳＬＡを上回る委託業者と

優先的に次期契約に向けた交渉を行う「Ｓ

ＬＡを活用した契約更新制度」等を積極的

に活用する。

≪用語解説≫

（※7）「契約件数」・・・委託する業務の契約締結の件数。

「委託業務件数」・・・委託する業務の件数。１つの業務が地域や数

量によって複数の契約に分かれている場合において１業務件数とし

たもの。

（委託業務の管理・監視）

○個人情報等の管理を徹底するために、平成 28年度においては、外部委託実

施要領の改正を行い以下の内容について委託業務の管理を強化しました。

・全ての委託事業者に対し、業務委託員と交わした守秘義務契約書の写しを

日本年金機構に提出させることを義務付けました。また、守秘義務契約書

には日本年金機構法の罰則規定の対象となる旨を記載させました。

・個人情報等を取り扱う電子計算組織についてインターネットから物理的又

は論理的に隔離することを明記しました。

・個人情報等を記録した媒体について使用状況等が確認できる管理台帳の作

成を義務付けました。

・個人情報等の返却・廃棄等に関する報告書に、具体的な消去等の方法の記

載を求め個人情報等の管理を強化しました。

○委託事業者の監視を的確に実施するために、毎月、自主点検報告書を提出

させるとともに、定期的に作業場所での立入検査を実施し契約の履行状況

を確認しています。平成 28 年度は、個人情報等に関する立入検査について

検査方法を見直して検査内容に対する証跡を原則徴取することとしまし

た。また、実施時期に関しては業務開始後 3か月以内及び 1年経過ごとに

実施するこれまでの運用に加えて、新規の委託事業者及び 1年以上契約が

ない委託事業者に対しては業務開始後 1か月以内に実施することとしまし

た。

（立入検査の実施結果は、Ⅲ4. ④に記載）

○サービス品質を確保するため、求めるべきサービス品質を仕様書に記載し、

サービス品質に関する合意（サービスレベルアグリーメント。以下「SLA」

という。）を締結しています。

○SLA を上回った優良委託事業者と優先交渉を行う「SLA の契約更新制度」（※

8）を採用した契約を 25件締結しました。また、平成 28 年度に新たに SLA

契約更新制度を適用し締結した随意契約は 9件でした。

②委託業者の管理・監視につい

ては、個人情報保護の観点か

ら外部委託実施要領の改正を

行い、契約の見直しを進める

とともに、履行状況の監視の

ための体制を強化しました。

また、業務品質確保のため、

SLA の締結や、 SLA を活用し

た契約更新制度を推進するな

ど、引き続きサービス品質の

維持・向上に努めています。
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③複数年契約の活用

複数年契約が可能な業務の洗い出しを、

事業担当部等と実施し、結果、複数年契約

が可能な委託業務は積極的に複数年契約

を活用し、調達事務の効率化及び事業の品

質向上を図る。

≪用語解説≫

（※8）「SLA の契約更新制度」・・・達成すべきサービス水準を超える等、

更新条件を達成した委託事業者に次期の優先交渉権を与え、随意

契約の交渉及び契約を締結する制度。

（複数年契約の活用）

○委託事業者の業務ノウハウの蓄積及び業務委託員の質的向上等の観点か

ら、引き続き複数年契約を推進し、平成 28年度においては、153 件（外部

委託契約件数の 318 件中 153 件：48％、前年度 345 件中 128 件：37%）の契

約を締結しました。

③複数年契約の活用について、
効率化の観点から積極的に複
数年契約を行いました。



72

平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

４．契約の競争性・透明性の確保等

以下の取組により、契約の競争性・透明

性の確保、コスト削減及び調達手続の適正

化に努める。

①調達手続の適正化

調達における事業者との接触及び情報

収集・情報提供に係る適正な取扱いの徹底

に努める。

②契約の競争性・透明性の確保

調達における競争性・透明性の確保を図

るため、価格を重視した競争入札に付すこ

とを徹底し、契約予定価格が少額のもの、

複数年継続しての契約を前提とした更新

契約、事務室等の賃貸借、ビルの指定清掃

業者等との契約を除き、競争性のある契約

（一般競争入札、総合評価落札方式による

競争入札、企画競争、公募によるもの。）

の件数（不落随契となったものを含む。）

の占める割合を８０％以上の水準とする

ことを目指す。なお、平成２７年度から実

施している予定価格・落札率の公表及び入

札参加基準の見直し等は、継続して実施す

る。

４．契約の競争性・透明性の確保等

（調達手続きの適正化）

○「調達に係る情報収集・情報提供実施要領」に基づく適正な取扱いについ

て、平成 28年 4月 1日に要領の一部改正を行い、守秘義務の範囲及び守秘

期間を明確化しました。また、本部の調達事務を担当する職員を対象に実

施した調達事務研修を活用し、調達における事業者との接触及び情報収

集・情報提供に係る適正な取扱いの徹底に努めました。

○また、当該要領の遵守状況について、担当職員を対象に自己点検の実施と

上長による実施結果の確認・改善指導を行うなど適正な取扱いの徹底に努

めました。

（契約の競争性・透明性の確保）

○組織改編による地域経理関係業務の統合に伴い、これまで各地域部毎に行

ってきた調達手続きを本部で統一的に行うため、諸規程等の改正を行い、

契約の競争性・透明性の更なる確保を図ることとしました。

○新たに「年金事務所及び事務センターにおける契約事務取扱要領」を制定

し、拠点における契約手続きに関する留意事項及び、拠点長の責務を明確

にし、各拠点で行う調達手続きについても、より一層の適正化に取り組み

ました。

○契約予定価格が少額のもの、複数年継続しての契約を前提とした更新契約、

事務室等の賃貸借、ビルの指定清掃業者等との契約を除いた契約 1,252 件

のうち、競争性のある契約（一般競争入札、総合評価落札方式による競争

入札、企画競争、公募によるもの。）1,052 件（不落随契となったもの 131

件を含む。）の占める割合は、84.0％でした。

①調達手続きの適正化について

は、調達に関する事業者との

接触や情報収集・情報提供に

係る適正な取扱いの徹底に努

め、また、諸規程の制定及び

改正を行い、更なる契約の競

争性・透明性の確保に取り組

みました。

②調達における競争性・透明性

の確保を図るため、平成28 年

度においては、競争入札に企

画競争、公募及び不落随契を

加えた競争性のある契約の占

める割合が 84.0％と 80％を

上回り、平成 28 年度計画を

達成しています。
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③調達委員会による事前審査等

・調達委員会の審査を経た調達計画に基づ

き年間の調達計画額を定めるとともに、

当該計画額の１０％以上を削減するこ

とを目指す。

・調達委員会等を定期的に開催し、年間を

通じた調達の進行管理や一定額以上の

調達案件の事前審査等を行い、調達の適

正化、透明性の確保及び調達コストの削

減に努める。

④複数年契約等合理的な契約形態の活用

複数年契約等合理的な契約形態を活用

するとともに、業務の性質に応じ、業務品

質の維持・向上を図る観点から総合評価落

札方式を活用し、業務の円滑な遂行と調達

コストの削減に努める。

（調達委員会による事前審査等）

○年度当初に年間調達計画額を定めて、調達実績の状況を定期的に把握し、

調達委員会において報告 ・審査するなど進捗管理を行いました。一定額以

上の調達案件については、調達委員会等において、契約方式の妥当性、数

量、コスト削減の余地はないかなどについて審査を行ったほか、少額の随

意契約の場合も入札に準じてホームページに見積公告を掲載するなど、調

達業務における競争性・透明性の確保及びコスト削減に努め 、年間調達計

画額（1,068 億円）からの削減額は 116.4 億円、削減率は 10.9％となりま

した。

（複数年契約の活用）

○複数年契約を積極的に活用し、物品製造、建物賃貸借及び業務委託、シス

テム関係の保守業務等において、平成 28 年度に新たに 953 件の複数年契約

を締結しました。また、平成 28年度実績の調達計画額に対する削減額のう

ち、複数年契約による削減額は 76.7 億円、削減率では 9.9％となっていま

す。

③調達委員会等において、契約

方式の妥当性などの調達の適

正化、透明化の確保とコスト

削減に努めたほか、年間調達

計画額からの削減額は 116.4

億円、削減率は 10.9％ と、

目標の 10％を上回り、平成 28

年度計画を達成しています

④複数年契約を積極的に活用

し、調達コストの削減に努め

ました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

５．社会保険オンラインシステムの運用・

開発、見直し

社会保険オンラインシステムにおける

ＩＴガバナンス体制を確立し、社会保険オ

ンラインシステムの計画的な見直し及び

現行システムの適切かつ確実な運用、制度

改正や業務改善に対応した開発のため、以

下の取組を行う。

（１）社会保険オンラインシステムの見直し

「公的年金業務の業務・システム最適化

計画（平成２６年６月厚生労働省改定）」

の基本的な理念に沿って、社会保険オン

ラインシステムの見直しに取り組む。

①フェーズ１への対応

平成２９年１月からの順次稼働（フェー

ズ１）に向け、経過管理・電子決裁、統計・

業務分析等、制度共通の事務処理機能の構

築に、適切かつ確実に取り組む。

併せて、社会保障・税番号制度（マイナ

ンバー）に関して、「個人情報の保護に関

する法律及び行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部を改正する法律」（平成２７

年９月）が定められた経緯等を踏まえつ

つ、個人番号の利用開始に向けたシステム

開発に、適切に取り組む。

５．社会保険オンラインシステムの運用・開発、見直し

（１）社会保険オンラインシステムの見直し

（フェーズ１への対応）

○社会保険オンラインシステム刷新（フェーズ 1）における「経過管理・電

子決裁システム」においては、当初、平成 29 年 1月からマイナンバー利用

を含め、厚生年金保険、国民年金の適用関係届書を稼働対象として平成 26

年 10 月から設計・開発に着手しましたが、マイナンバー利用開始延期に伴

い、マイナンバーを使用する届書の稼働時期の見直しを行い、平成 28 年度

は、当初計画の中でも届出数も多い厚生年金保険関係の 5 届書（紙届書の

賞与支払届、賞与支払届総括表、算定基礎届、算定基礎届総括表、月額変

更届）について当初計画通りに稼動することとして、プログラム開発、テ

スト工程を実施し、平成 29 年 1月から稼働を開始しました。また、マイナ

ンバーを使用する届書に係るシステム開発については、平成 29年度以降に

稼働時期を見直した上で開発に着手しました。なお、開発にあたっては、

各拠点からの意見等も踏まえ、機能の充実を図ることとしています。

○また、「統計・業務分析システム」は、平成 28年 10 月末までに設計開発工

程を完了し、平成 29 年 1月からは、経過管理システムとの連携により、厚

生年金保険関係 5 届書に関する拠点毎の処理の進捗状況を集計する統計機

能の稼働を開始しました。なお、個人番号の利用が可能となったことで、

平成29年1月から個人番号収録実績を集計する統計機能も稼働を開始しま

した。

①経過管理・電子決裁システム

についてプログラム開発、テ

スト工程を予定通り実施し、

平成29年1月から稼働を開始

しました。

また、対象届書の拡大につい

ても、今後のスケジュールを

設定した上で、そのスケジュ

ールに基づきシステム開発に

着手しました。

統計・業務分析システムの開

発は、10 月末までに予定通り

完了し、平成 29年 1月から稼

働を開始しました。

機構における個人番号の利用

が平成 28年 11 月の政令公布

により可能となったことか

ら、個人番号の収録を行い、

29年 1月から個人番号管理シ
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②フェーズ２への対応

社会保険オンラインシステム刷新（フェ

ーズ２）に向け、

・制度単位から被保険者単位のデータベー

スに見直し

・手作業処理のシステム化等適用、徴収業

務等の見直し

・適用、徴収業務等の見直しを踏まえた統

計・業務分析機能の強化を行うためのシ

ステム開発に向けた準備に取り組む。

○個人番号の利用開始については、当初、個人番号管理システムの平成 28年

1 月稼働を予定し、設計・開発を進めていましたが、マイナンバーの利用

開始延期に伴い、稼働時期延期への対応を行いました。業務改善計画等に

基づく情報セキュリティ対策を実施した上で、平成 28年 11 月に個人番号

の利用開始を可能とする政令が公布されたことから、利用開始に向けての

作業を再開し、個人番号の収録を行い、平成 29年 1 月よりサービスを開始

しました。

また、情報提供ネットワークを活用した情報連携については、必要とされ

るシステム開発に取り組みました。

（フェーズ 2 への対応）

○社会保険オンラインシステム刷新（フェーズ 2）では、以下のⅰ～ⅵを実

現することを基本コンセプトとしています。

ⅰシステムのオープン化による複数ベンダの調達参画

ⅱ個人別へのデータベース体系の見直しによるデータ管理の簡素化

ⅲ全国一元管理による基幹業務の構築

ⅳ事務のシステム化の拡大

ⅴ審査・決裁事務等のペーパーレス化

ⅵ事業運営状況把握の迅速化・効率化（統計業務）

○フェーズ 2 の調達に向けて、基本コンセプトの実現のための施策の検討・

整理を進めるとともに、システム機能の充足性の確保を図るため、現行シ

ステムの機能調査及び分析を行い、基本設計の見直しに係る要件仕様の作

成を行いました。

○また、フェーズ 2の開発については、開発規模が膨大で、かつ難易度が高

いことから、開発着手に先立ちシステムスキルの向上を目的としてシステ

ム支援業者を活用した職員へのスキル育成事業を行いました。

○なお、平成 29 年 2 月に情報提供依頼（RFI）を実施し、フェーズ 2 に係る

システム開発を確実に実現するための課題や問題点等について事業者と対

話による意見交換を行い、厚生労働省と緊密に連携を図りながら今後のス

ケジュールを含めた方針の検討を進めました。

ステムの稼働を開始しまし

た。

また、情報提供ネットワーク

システムを活用した情報連携

については、関係省庁等の調

整やシステムの設計・開発に

着手しました。

②刷新の基本コンセプトを実現

するための施策の検討・整理

を進めました。

・フェーズ 2 の調達に向けシス

テム機能の充足性を確保した

要件仕様を作成しました。

・フェーズ 2 に係るシステム開

発を確実に実現するための課

題や問題点等について、厚生

労働省と緊密に連携を図りな

がら今後のスケジュールを含

めた方針の検討を行い、外部

有識者等による意見を踏まえ

た調達の準備を進めました。
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（２）社会保険オンラインシステムの運

用・開発

①現行システムの適切かつ確実な運用

社会保険オンラインシステムにおける

大規模かつ大量の処理を適切かつ確実に

行うため、運用手順やチェック体制を適時

点検し、必要に応じて見直しを行い、シス

テム事故及びシステム障害の極小化や再

発防止に取り組む。

②現行システムの制度改正等への対応

制度改正等に伴い必要となるシステム

開発に、適切かつ確実に取り組む。

③現行システムの業務改善への対応

システム再構築工程表に基づく各種シ

ステム開発に、適切かつ確実に取り組む。

（２）社会保険オンラインシステムの運用・開発

（現行システムへの対応）

〇適切な運用保守・管理により年金事務所の開所日（平日、毎月第 2土曜日、

延べ 255 日）中の社会保険オンラインシステムの停止はなく、年金の支払

をはじめ、年金事務所での年金相談や届書の処理業務などのお客様サービ

スを実施することができました。また、システム事故及びシステム障害の

極小化を図るため、各種通知書送付前の事前検証の徹底やシステム開発に

必要な職員のスキル育成研修を実施しました。

※平成 28年度においては、情報セキュリティ対策を主な観点として、運用手

順やチェック体制の点検を実施し、情報セキュリティ対策に関する事項に

ついて見直しを行うとともに、マシン室前に警備員を常駐させ入退室管理

の体制整備を図り、システムの安全性確保に努めました。

○現行システムにおけるシステム開発については、各法律事項の施行や業務

改善による効率化など、29 件の開発に取り組みました。

〈主なシステム開発〉

・制度改正案件・・・「社会保障・税番号制度導入への対応」、「税制改正に

係る対応」など

・業務改善案件・・・「2 年前納の納付方法の拡大」など

（２）現行システムの運用を引

き続き着実に実施するとと

もに、システム事故及びシ

ステム障害の極小化のため

にも、システム開発に必要

な職員の IT スキル向上に

向けた研修や、各担当部署

における人員体制の強化に

ついての検討等を実施しま

す。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性

の確保その他業務運営に関する重要事

項

国民の信頼に応えられる組織として機

構を再生するため、組織面、人事面及び業

務面のすべてにおいて抜本的改革に取り

組むことで、組織の一体化、ガバナンスの

強化、リーダーシップの確立及びルールの

徹底を図り、ガバナンス・組織風土を含む

内部統制システムの有効性を確保する。ま

た、これらの改革の実効性を確保するた

め、改革の実施状況について、現場意見を

吸い上げ、施策へ反映させる。

①組織改革

縦割りを排除し、本部と現場が一体とな

り、人材を糾合し、現場実態を踏まえた

適切な意思決定システムを確立すると

ともに、お客様のニーズを捉えた機能集

約等を図ることで、効率的・機能的な執

行機関として再構築する。

②人事改革

職員が希望とやりがいを持って、モチベ

ーションを高く保ち、組織一体となって

業務に取り組める人事を実現する。

お客様のために努力する職員を高く評

価し、リーダーシップや専門性の高い職

員を養成することで、国民の年金を確実

に守る人材を育成する。

③業務改革

業務効率化・合理化（人員配置の適正化）

と、現場実態を踏まえたルール設定・遵

守の仕組みの確立により、お客様対応に

注力できる体制を構築する。

１．内部統制システムの有効性確保

○平成27年5月に発生した不正アクセスによる情報流出事案により明らかと

なった、組織としての一体感の不足、ガバナンスの脆弱さ、リーダーシッ

プの不足、ルールの不徹底といった構造的な問題の抜本的な解決に向けて、

内部統制システムの有効性の確保、情報開示の抜本的な見直し及び情報セ

キュリティ対策の強化を柱とした「業務改善計画」を平成 27 年 12 月に策

定し、平成 28年度からの 3 年間を集中取組期間として、計画の実行を推進

しています。

○同計画のうち、情報セキュリティ対策の強化を除く改革については、「自ら

考え、自ら改革する」及び「現場重点主義」をコンセプトとした「日本年

金機構再生プロジェクト」を策定し、4つの柱、すなわち組織改革、業務

改革、人事改革、情報開示・共有の促進について、71項目に及ぶ改革事項

を打ち出し、工程表を作成したうえで、取組を推進してきました。その結

果、集中取組期間の初年度にあたる平成 28年度においては、71項目の改

革事項のうち 66 項目について実施済み又は一部着手となり、残りの 5項目

についても検討を開始しています。

○再生プロジェクトの取組状況については、社会保障審議会年金事業管理部

会へ随時報告するとともに、原則毎月開催する再生本部及び理事会並びに

外部有識者を構成員とした再生本部アドバイザリーボードや運営評議会に

も報告しました。

○また、職員には定期的に事務連絡や社内報を通じ取組状況を周知するとと

もに、拠点訪問や職員意識調査などの機会を通じて現場意見や現場実態を

適宜把握し、役職員一体となって改革を推進しています。

○上記の業務改善計画に基づく取組に加え、リスク・コンプライアンスの確

保や適正な監査の実施など、内部統制システムの構築に向けた取組につい

ては、「内部統制システム構築の基本方針」（業務方法書第 16条）に基づき、

理事会の統括の下、適正な実施に努めています。

○再生プロジェクトについて

は、工程表に沿って遅滞なく、

一部の項目は前倒ししながら

着実に実行しています。その

取組状況については、機構内

外に適時適切に報告しまし

た。

現場意見や現場実態を適宜把

握し、役職員一体となった改

革を推進しています。

○上記を含む内部統制システム

構築に向けた取組について

は、理事会の統括の下で適正

な実施に努めています。
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１．内部統制システムの有効性確保

コンプライアンス確保やリスクの未

然・再発防止を重視した内部監査機能を含

む内部統制の仕組みが有効に機能するよ

う、以下の取組を行う。

（１）内部統制システム構築の適正な運用

内部統制の仕組みについては、引き続

き、「内部統制システム構築の基本方針」

（業務方法書第１６条）に基づき、理事会

の統括の下で、機構の業務の適正を確保

し、継続的にその改善を図る。

（２）組織改革

組織一体化のために、本部、ブロック本

部、年金事務所及び事務センターの在り方

に関し、以下の取組を行う。

①本部・ブロック本部

ア 常勤役員会による効率的かつ安定的な

業務運営の実現

効率的かつ安定的な業務運営に資す

るため、平成２８年１月より本部に設置

した常勤役員会において、経営上重要な

案件内容及び意思決定過程の共有を図

り、また、組織内の縦割排除、組織経営

に関しての合意の迅速化、役員間の情報

共有及び厚生労働省との連携を強化す

る。

イ 本部組織の再編・効率化、ブロック本

部の本部への統合

（ア）本部組織の再編・効率化

・本部の制度別縦割り組織を改編し、平

成２８年４月に事業企画部門と事業

推進部門の横断的な組織として再編

する。

・事業推進部門に設置する地域部におい

て、年金事務所等の現場管理、指導、

【再生プロジェクトの確実な実行】

組織改革及び業務改革の具体的な取組状況は以下のとおりです。

（人事改革の取組状況はⅢ２.①及び②、情報開示・共有の促進の取組状況は

Ⅲ３.に記載）

【１．組織改革】

○組織改革については、「お客様との接点である現場を向いた本部づくり」、

「本部の現場力強化」、「経営資源管理機能の統合による組織の一体化及び

効率化」、「情報共有体制の更なる強化」を目指し、以下の取組を実施しま

した。

（常勤役員会の設置）＜年度計画（２）①アに対応＞

○平成 28年 1月より設置した「常勤役員会」を原則毎週実施し、機構の重要

事項の決定について、役員間の情報共有を進めるとともに、合議による体

制を確立しました。

（本部組織の再編・効率化）＜年度計画（２）①イに対応＞

○お客様との接点である現場を中心にした組織一体化を図り、お客様を向い

た組織となるため、「現場を向いた本部づくり」及びそのための「本部の現

場力強化」策として、以下の取組を進めました。

・本部の制度別縦割り組織を改めるため、平成 28年 4 月の組織再編により、

事業企画部門と事業推進部門の横断的体制を確立しました。

・平成 28年 4月に、事業推進部門内に、拠点に対する業務全体を統括する事

業推進統括部を設置するとともに、15地域部を地域別に設置することによ

り、横断的かつ一元的に年金事務所等を管理する体制を確立しました。

・地域部内に本部と現場間の情報共有のキーマンとして事業推進役（地域マ

ネージャー）を 15名配置することにより、ルールの徹底、本部情報の伝達

及び現場情報の吸収等を図る体制を構築しました。

・平成 29 年 3 月に、地域部の現場管理・支援機能を東京に移転するに当たり、

拠点からの照会対応に従来以上に迅速に対応するため、本部照会担当窓口

の明確化や地域部と本部関係部署間の連携強化のための連絡調整会議を設

置する等、体制の確立を図りました。

（ブロック本部の本部への統合）＜年度計画１（２）①イ（イ）に対応＞

○経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）管理機能の統合による組織の一体化

及び効率化を図るため、地方分散型組織であったブロック本部を本部に統

【１．組織改革】

・常勤役員会を設置し、審議す

べき事項を具体化するととも

に、会議における議論の内容

及び協議結果を管理していく

運用を確立することにより、

経営上重要な案件内容等の共

有、組織経営に関する合意の

迅速化を図ってきています。

・機構内部における役割分担を

整理するため、関係部署との

調整を重ね、制度別縦割り組

織を改めるとともに、15地域

部の設置及び 15 名の事業推

進役（地域マネージャー）の

配置により、横断的かつ一元

的な年金事務所等の管理体制

及び本部と現場間の情報共有

体制を確立しました。

・地域部の現場管理・支援機能

を東京に移転するに当たり、

拠点からの照会対応に従来以

上に迅速に対応する体制の確

立を図りました。

・地域代表年金事務所の設置に

あたっては、地方厚生局や国

税局等の関係機関と事前調整

を図るとともに、必要な調達

を進めたことにより、特に大

きな混乱もなく、本部組織の

再編・効率化が図られていま
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評価及び全体情報共有等を横断的か

つ一元的に管理する。

・お客様チャネルを一元的に企画・管理

する部署を平成２８年４月に設置し、

お客様サービスの充実を図る。

・本部の現業部門を核として事務センタ

ーを含めた年金給付業務の統合を平

成２８年度下期より順次行うことで、

組織のスリム化と業務効率化を実現

する。

（イ）ブロック本部の本部への統合

・組織の一体化、意思決定・情報共有ル

ートの短縮、人員集約及び効率化を図

り、また、ブロック本部の人材を糾合、

再配置し、本部の人材の強化を図ると

ともに、現場力を強化するため、ブロ

ック本部の本部への統合を機能別か

つ段階的に進める。人事・労務業務は

平成２８年４月を目途に、調達業務等

は同年１０月を目途に統合し、最終的

には平成２９年４月までに完全統合

を目指す。

・ブロック本部の現場管理・支援機能は、

本部の事業推進部門に統合する。

②年金事務所

ア フルスペック体制の見直し

年金事務所の地域性や業務の専門性

を踏まえ、年金事務所のフルスペック体

制を見直し、徴収・適用対策の機能を集

約するため、平成２８年１０月を目途に

モデル事業を実施する。

イ お客様対応チャネルの拡充

お客様とのアクセスポイントを整

備・拡大し、年金相談の充実を図るため、

市区町村と十分な連携を取り、年金事務

所分室の増設や出張相談窓口の拡充な

合しました。具体的には、平成 28年 4月に人事・労務関係業務、同年 10

月に経理関係業務を集約し、平成 29 年 4 月に現場管理・支援関係業務を統

合しました。

○ブロック本部の統合及び業務量調査の実施結果を踏まえ、ブロック本部の

人員を現場重点に振り分け、本部スリム化と合わせて 568 人の定員を年金

事務所及び事務センターへシフトし、現場体制を強化しました。

す。

・ブロック本部については、組

織一体化のため、人事・労務

関係業務、経理関係業務、現

場管理・支援関係業務を本部

へ集約し、本部の現場力強化

を図るとともに、業務量調査

結果も踏まえ、現場への人員

シフトを実施しました。

・このうち、現場管理・支援関

係業務の統合については、残

務整理を除き、予定の 1か月

前には前倒しで実施しまし

た。

・ブロック本部の本部への統合

について、平成 28年 11 月に

実施した職員意識調査におい

ては、肯定的意見が 60.6%で

したが、業務別に段階的に統

合することにより、特に大き

な混乱もなく、ブロック本部

の統合が完了しています。

・一連の組織改革の取組は、お

客様との接点である現場を組

織全体で支え、拠点が基幹業

務に専念できる組織体制を確

立し、お客様を向いた効率

的・機能的な執行機関となる

ことを目的に進め、平成 28 年

度は計画通りに取組を実施し

ました。今後、これまで再編

してきた組織が十分にその目

的・機能を果たすよう、現場

実態や職員の声をフォローア

ップし、必要な対応を進めて

まいります。
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どの検討を進める。

③事務センター

・事務センターの広域集約化については、

事務の効率化・合理化及び標準化の観点

から、より一層、統合・集約を促進する。

事務センター数については、平成２７年

度末現在の３９拠点を、平成２８年度中

に２９拠点に集約する。

・本部及び各事務センターで行っている障

害年金業務及び記録審査業務について

は、平成２９年度の業務集約に向け、紙

台帳の調整など必要な準備を進める。

（３）コンプライアンス確保とリスク管理

の取組

①職員の意識改革等

不祥事の防止・コンプライアンス確保の

ため、コンプライアンス自己点検、コン

プライアンス意識調査を継続的に実施

するとともに、各種研修内容を充実さ

せ、発生したコンプライアンス問題事案

の背景や原因を分析した情報提供を行

うことにより、その教訓を活かした再発

防止策を具体的に徹底することで、職員

個々に求められる役割・行動を常に認識

させ、円滑に業務を遂行できる職場風土

の醸成に向けた意識改革を継続的かつ

徹底的に取り組む。

②リスクアセスメント調査

顕在化したリスクに対する再発防止策

を講ずるとともに、その再発防止策の効

果の検証及び必要な改善措置等を行う。

また、個人情報保護への対応を強化した

上で、情報セキュリティリスク、システ

ムリスク、事務リスク及び災害その他リ

スクについてリスクアセスメント調査

【２．業務改革（業務効率化・合理化）】

業務改革のうち、業務効率化・合理化については、「業務の集約」、「業務の

効率化」、「お客様チャネルの拡充」をテーマとし、以下の取組を実施しまし

た。

（「業務の効率化」については、Ⅱ１.①ア及びイ、Ⅱ３.も参照）

（障害年金センター・中央年金センターの設置）＜年度計画（２）③に対応

＞

○本部及び各事務センターで行ってきた障害年金審査業務について、全国一

体的な執行体制とすることにより認定の地域差の解消と審査の適正化及び

体制集約による効率化を図るため、平成 28年 10 月に本部に障害年金セン

ターを設置し、本部及び一部事務センターにおける当該業務の一部集約を

実施しました。その後平成 29年 1月に集約箇所を拡大し、同年 4月に全国

集約を完了しました。

○機構本部における年金給付関係業務、記録関係業務及び事務センター等に

おける記録関係業務を集約することにより効率的・効果的に業務を実施す

るため、平成 29 年 1 月に中央年金センターを設置しました。

○また、年金事務所等で行っていた官公署等からの照会（年金受給状況）に

係る情報提供事務について事務の効率化及び処理の標準化を図るため、定

例的な照会に対する調査・回答については、平成 29 年 4月に中央年金セン

ターへ集約しました。

（年金事務所の機能集約（フルスペック体制の見直し））＜年度計画（２）②

アに対応＞

○厚生年金保険の適用・徴収業務の機能集約として、平成 28 年 10 月に 2か

所（新宿、大手前）、平成 29年 2月に 2 か所（大曽根、広島東）の合計 4

か所でモデル事業を実施しました。

○機能集約を実施した拠点においては、適用促進に係る事業実績の向上とノ

ウハウの維持・共有・人材育成を図るため、新たに「厚生年金適用促進課」

を設置し、また、困難事案（長期滞納事業所、大口滞納事業所）に対し集

中的に滞納処分等を実施する「厚生年金特別徴収対策課」を新たに設置し

ました。

【２．業務改革（業務効率化・

合理化）】

・障害年金センター及び中央年

金センターの設置・集約につ

いては、特段の混乱なく完了

しました。

・本部における年金給付関係業

務、記録関係業務及び事務セ

ンター等における記録関係業

務の集約については、中央年

金センターの設置により予定

を前倒して実施しました。

・年金事務所の機能集約につい

ては、機能集約を実施した拠

点において、厚生年金保険の

適用・徴収対策について専任

化し、集中的な事務処理によ

る効率化を実現することで、

一定の集約効果を確認するこ

とができました。

・年金事務所の機能集約につい

ては、平成 28年 11 月に実施

した職員意識調査において

も、肯定的意見が 82.4%とな

っており、現場職員の期待が

高い施策となっています。

・お客様対応チャネルの拡充に

ついては、PT における検討結

果も踏まえ、マルチランゲー

ジサービスの導入やテレビ電

話相談の試行実施の準備、年

金事務所の適正配置に向けた

検討等を着実に進めるととも

に、市区町村との連携強化の

ために担当グループを新設す
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を実施し、把握したリスクについて必要

な改善措置等を行う。

③非常時対策

地震等の災害時を想定した防災対策と

して、拠点ごとに作成している緊急時対

応マニュアルの定期的なメンテナンス

を行い非常時に備える。また、防災訓練

を実施するとともに、防災に関する研修

及び情報提供を行い、事業継続への対応

力を高める。併せて、社会保険オンライ

ンシステムのバックアップ環境の整備

等を検討する。

（４）人員配置の適正化

拠点の人員配置状況や職種（正規・非正

規）ごとの業務量調査を実施し、平成２８

年度下期から順次定員配付を開始するな

ど、適正人員の配置及び業務内容の明確化

に取り組む。

（５）ルールの徹底

ルールを確実に徹底させるため、以下の

取組を行う。

①「指示・依頼」発出件数の削減

「指示・依頼」の発出件数を平成２６年

比で「５割」削減し、現場の負担感の軽

減を図るため、以下の取組を進める。

・平成２７年度に策定した新たな「指示・

依頼」発出ルールに基づき、ルールを徹

底すべき重要な指示に限定して「指示・

依頼」を発出する。

・本部の事業推進部門内の事業推進統括部

が、新たな発出ルールに基づく「指示・

依頼」発出の妥当性及びルール徹底の実

効性確保の観点からのチェックを担当

し、不要・不急の「指示・依頼」の発出

○この結果、平成 28 年 10 月にモデル事業を実施した 2拠点において、対策

系の業務である事業所への加入指導や差押え・捜索等の集約後 6か月間の

件数が、いずれも集約前 6 か月間の件数を上回っており、最終的に適用事

業所数の増加や収納率の向上に結び付く結果となっています。

※集約実施前後（28 年度上期・下期）の対比

【新宿】 （28 年度上期） （28年度下期）

ⅰ適用対策 来所要請 383 件 ⇒ 1,099 件（ ＋716 件）

訪問実施 981 件 ⇒ 2,510 件（＋1,529 件）

ⅱ徴収対策 差押 375 件 ⇒ 471 件（ ＋96件）

捜索 6 件 ⇒ 11件（ ＋5 件）

【大手前】 （28 年度上期） （28年度下期）

ⅰ適用対策 来所要請 44件 ⇒ 387 件（ ＋343 件）

訪問実施 150 件 ⇒ 427 件（ ＋277 件）

ⅱ徴収対策 差押 202 件 ⇒ 290 件（ ＋88件）

捜索 1 件 ⇒ 7件（ ＋6 件）

（お客様対応チャネルの拡充）＜年度計画（２）②イに対応＞

○本部内に「お客様チャネルのあり方検討 PT」を設置し、お客様の利便性向

上並びに経営資源の有効活用及び経営体質の強化を図ることを目的に、お

客様の特性やライフサイクルに沿ったチャネル戦略の検討を進めました。

○年金相談の充実を図るため、外国人からの脱退一時金等に係る照会に対応

できるよう、コールセンター等にマルチランゲージサービスを導入する検

討を進めました。

○出張年金相談は、業務量や年金事務所全体の体制面などから、年々縮小せ

ざるを得ない状況となっています。

予約相談と併せ、平成 29 年度に予定している「テレビ電話」による年金相

談の試行実施に向けて、市町村アンケートを実施するなど必要な準備を進

めました。

○平成 30年 4月から、ねんきんネットで、各種通知書等の再交付・再発行手

続が行えるようシステム開発の調達準備を進めました。

るなどの施策化も実行しまし

た。

・平成 28年 9月に「年金相談に

おける予約相談の拡充（基本

計画）」を策定するとともに、

「予約相談実施要領」を制定

し、これに基づき、平成 28 年

10月から全ての年金事務所で

予約相談を実施することとし

ました。特に、受給資格期間

短縮に係るお客様の相談は予

約相談を利用いただくことと

し、そのための受付体制の拡

充を図りました。

また、予約相談を活用いただ

いたお客様に対して実施した

アンケート結果では、93.1％

のお客様から満足・ほぼ満足

との回答をいただきました。

また、職員に対して行った、

意識調査結果についても肯定

的と回答した結果が91.5％と

なっており、予約相談に対し

ては、お客様はもちろん、職

員からも高い評価を得る結果

となりました。

・事務センターの広域集約化に

ついては、平成 28 年度計画の

とおり集約を実施しました。

・人員配置の適正化については、

業務量調査を実施し、適正人

員の算出と業務区分の明確化

を行った後、人員の再配置を

行いました。特に年金事務所

に関しては、当初予定を半年

前倒しし、再配置を行いまし
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を防止する。

②マニュアルの一元化

本部内に年金制度・年金業務に精通した

職員を配置した「マニュアル一元化プロ

ジェクトチーム（ＰＴ）」を平成２８年

４月に設置し、複数に分かれたマニュア

ルの統合及び業務の標準化を推進し、平

成２９年３月末までに統一マニュアル

を策定する。あわせて、統一マニュアル

策定後のメンテナンス手法及び責任体

制の明確化について検討を進め、体制を

確立する。

③ルール徹底を行う責任部署の明確化

現場に対するルール徹底の責任部署及

び責任者を明確化し、「指示・依頼」の

伝達結果を把握することで、状況に応じ

た指導を実施する。

また、平成２８年４月より拠点に伝達担

当者を設置し、「指示・依頼」の伝達を

確実に行うとともに、職員のスキルチェ

ックを実施し、その徹底を図る。

（６）適正な監査の実施

・内部監査を担う人材の継続的で適切な育

成及び研修、実務経験の活用及び専門性

の強化による実効性ある監査の充実を

図る。

・監査結果を積極的に機構の管理体制の構

築及びその改善に反映させる。

（７）組織風土改革の推進

自ら考え、自ら実行し、公的年金制度を

執行するという緊張感、責任感及び使命感

にあふれ、職員が一丸となって国民の信頼

に応えられる組織の実現を目指すため、業

務改善計画を確実に実行していく。

○市区町村との連携をより一層強化するため、平成 29年 4月の組織再編にお

いて事業推進統括部に「市区町村連携グループ」を新設し、市区町村向け

研修や情報提供等の積極的な実施体制を確立しました。

○お客様とのアクセスポイントを整備するため、拠点の設置状況、事業指数

及び相談件数等の現状把握を行い、お客様窓口（分室）の増設も含め、年

金事務所の適正配置に向けた検討を進めました。

（予約による年金相談の拡充）＜年度計画（２）②イに対応＞

○年金相談における予約相談の拡充を全国の年金事務所で実施するための

「年金相談における予約相談の拡充（基本計画）」を策定し、予約相談実施

要領を制定しました。

これに基づき、平成 28年 10 月から全ての年金事務所において、全日・全

時間帯の予約相談を実施し、相談の事前準備や内容に応じた担当者の配置

を行うことで、サービスの向上と効率化を進めました。

なお、全国の予約率は、平成 29 年 3 月末で 26.5％（実施前 7.2％）となっ

ています。

既に予約率が 60％に達する年金事務所では、予約相談が定着し、待ち時間

の解消はもとより、事前準備を行うことで、お客様のニーズを踏まえた年

金相談につながっていることから、引き続きホームページや、市区町村広

報を活用して、予約相談を広く周知し、予約相談の定着を図っていくこと

としています。

（事務センターの広域集約）＜年度計画（２）③に対応＞

○組織のスリム化と事務処理の一層の効率化及び標準化を進めるため、広域

集約化を以下のとおり実施し、全国 39拠点から 29 拠点に集約しました。

〈平成 28年 10 月〉

・大阪広域事務センターに和歌山事務センターを集約

・東京事務センターと山梨事務センターを集約し、東京広域事務センターを

設置。

・埼玉事務センターと長野事務センターを集約し、埼玉広域事務センターを

設置。

・広島事務センターと山口事務センターを集約し、広島広域事務センターを

設置。

た。

・また、人員の再配置にあたっ

ては、ブロック本部の統合及

び本部のスリム化により現場

への人員シフトを行っていま

す。今後、数年間かけて、定

員の拠点間格差を是正してい

くことにより、更なる人員配

置の適正化を図ることとして

います。
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（８）文書の適正管理

文書の適正管理のため下記の対応を行

う。

①文書保存期間の見直し

お客様からの申請書類等で重要な文書

として指定したものは永年保存とし、永

年保存以外の文書については、適正な期

間の設定を行う。

②効率的な文書保管のための電子データ化

永年保存すべき文書や新規文書につき、

効率的な文書保管のため、他官庁の先行

事例も参考にして、電子データ化を引き

続き検討する。

③行政文書の移管等

厚生労働省へ登録した行政文書目録に

基づき、同省と調整の上、移管を進める。

④社会保険庁時代の文書の法人文書ファ

イル管理簿への登録

社会保険庁時代の文書のうち、行政文書

移管以外の法人文書について法人文書

ファイル管理簿への登録に向け必要な

整理を行う。

（９）お客様の住所の適切な把握

社会保障・税番号制度（マイナンバー）

の導入に併せて、住民基本台帳ネットワー

クシステムを通じて住民票上の住所を取

得する仕組み等についてシステム開発を

行う。

〈平成 29年 1月〉

・仙台広域事務センターに福島事務センターを集約

・愛知事務センター、岐阜事務センター及び三重事務センターを集約し、名

古屋広域事務センターを設置。

・香川事務センター、徳島事務センター、高知事務センター及び愛媛事務セ

ンターを集約し、高松広域事務センターを設置。

（事務センターにおける業務の標準化・効率化については、Ⅱ1.③に記載）

（人員配置の適正化）＜年度計画（４）に対応＞

○業務量調査に係る実施計画書を策定の上、事務センターについては平成 28

年 3 月から、年金事務所については同年 6 月から、それぞれ業務量調査を

行いました。

○この結果、都市部とその他地域における業務量の格差が生じていることか

ら、平成 29 年度より数年間かけて、職種ごとの定員の拠点間格差を是正し

ていくこととしています。

○また、拠点の人員不足を解消するため、ブロック本部の統合及び本部のス

リム化を実施することにより、正規職員で 312 名、非正規職員で 256 名、

合計 568 名を年金事務所及び事務センターに人員をシフトしています。

【３．業務改革（ルールの設定・徹底）】

業務改革のうち、ルールの設定・徹底については、「指示等の半減、現場負

担の軽減」、「業務ルールの設定・徹底、不統一の排除」をテーマとし、以下

の取組を実施しました。

（「指示・依頼」発出件数の削減）＜年度計画（５）①に対応＞

○平成 28年 4月に「指示・依頼」の発出ルールを業務ルールに徹底すべき重

要なものを「指示」、それ以外を「事務連絡」とするとともに、「指示」等

の発出権限の見直しを行った結果、平成26年比で5割削減を達成しました。

・指 示：平成 26 年月平均 350 件発出、平成 28年月平均発出 60 件

▲83％削減

・事務連絡：平成 26 年月平均 224 件発出、平成 28年月平均発出 134 件

▲40％削減

・合 計：平成 26 年月平均 574 件発出、平成 28年月平均発出 194 件

【３．業務改革(ルールの設定・徹底】

・「指示・依頼」については、平

成 28年度計画に基づく取組

を実施し、平成 26 年比で発出

件数を 5 割削減する目標を達

成しました。

・マニュアル一元化作業及び業

務の標準化作業を行い、325

種類の届書単位での構成とし

た統一業務マニュアルの作成

を行いました。

・マニュアルの一元化について

は、平成 28 年 11 月に実施し

た職員意識調査においても、

肯定的意見が 89.3%となって
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▲66％削減

○本部の事業推進部門内に審査担当部署として、「品質管理室」を設置し、発

出の妥当性、ルール徹底の実効性確保の観点から審査を実施し、不要・不

急の「指示」「事務連絡」の発出の防止に努めました。

（マニュアルの一元化（統一業務マニュアルの作成））＜年度計画（５）②に

対応＞

○理事長直轄の再生プロジェクト推進室内に設置したマニュアル一元化プロ

ジェクトチーム（PT）において、業務処理手順とオンライン入力手順をま

とめるマニュアル一元化作業及び業務の標準化作業を行い、325 種類の届

書単位での構成とし、平成 29年 3月末までに統一業務マニュアルを完成さ

せました。

※業務標準化の具体的な取組と結果

・地域差実態調査及び統一業務マニュアル（案）の意見照会で報告された

意見のうち、約 1,000 件の独自手順の検証・評価を行った結果、法令上

の問題はないが、お客様の対応に差異がある業務処理手順が 35種類あ

り、このうち、21種類を標準化し、統一業務マニュアルへ反映、12 種類

を標準化しない手順として廃止（残り 2種類については、平成 29 年 7 月

に統一業務マニュアルへ反映予定）

・機構発足後に発出した約 16,000 件の「指示・依頼」等文書を総点検しマ

ニュアルへの反映漏れがある 63 件を選定し、統一業務マニュアルへ反映

・国からの通知約 1,500 件を総点検し、マニュアルへの記載が有用な 731

件を選定し、統一業務マニュアルへ反映

・疑義照会回答票約 1,300 件を総点検し、マニュアルへの記載が有用な 24

件を選定し、統一業務マニュアルへ反映

○業務手順の地域差、不統一を排除するため、現場職員への意見照会を計 5

回実施し、意見照会結果について法令上問題がないことを確認した上で標

準化できるものは統一業務マニュアルへ取込み、特にお客様の対応に差異

がある業務処理手順 35種類については、テレビ会議システムを活用し、全

ての年金事務所、事務センターに対し、業務手順の内容を説明した上で速

やかにルール徹底を図ることとしました。

○業務支援ツールについては、これまで現場等において独自に作成・利用す

おり、現場職員の期待が高い

施策となっています。

・また、業務支援ツールついて、

本部で作成・管理することと

し、現場で独自に作成・使用

していたツールを廃止し、標

準化を図りました。

・業務処理の地域差実態調査や

統一業務マニュアル（案）の

現場への意見照会によって、

各拠点における独自手順を調

査し、標準化できるものは統

一業務マニュアルに取込むこ

とによって地域差の解消を図

りました。

・業務に必要な国の通知、疑義

照会回答を選定し、マニュア

ル記載漏れの指示・依頼とと

もに統一業務マニュアルに取

込むことによって、マニュア

ルの品質向上を図りました。

・ルール徹底を行う責任部署の

明確化については、各拠点に

伝達担当者を設置して指示文

書の伝達を確実に行い、指示

内容が正しく理解されたかど

うか確認するため理解度チェ

ックを実施するなど、現場に

対し確実にルール徹底を行う

仕組みを定着させました。
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ることとしていましたが、情報セキュリティ対策の一環として構築した年

金個人情報等専用共有フォルダの運用に合わせて、業務に必要な業務支援

ツールについては、本部で作成し一括して管理することとしました。この

ため、現場等で独自に作成・使用していた業務支援ツールの実態調査を実

施し、標準化が必要な業務支援ツールの選定と再作成を行いました。

・本部で再作成した業務支援ツール 191 本

・うち、年金事務所・事務センターで利用するもの 61 本

○業務支援ツールの運用にあたり、平成 28年 10 月に使用・管理等を定めた

運用方針を策定し拠点へ周知を行い、当該運用方針に基づいた「業務支援

ツール運用要領」を策定し、平成 29 年 4 月に拠点へ周知を行い運用開始す

ることとしました。

○平成 29年 4月に全国統一の業務処理マニュアルとして制定を行い、統一マ

ニュアルの運用を開始することとしました。

○統一業務マニュアルの確実なメンテナンスの管理及びその責任体制を明確

化するため、平成 29 年 4月に「品質管理室」を事業推進部門から統括管理

部門に移管し、「業務品質管理部」として体制の確立を図りました。今後、

統一業務マニュアルの利用環境の改善のため、当該マニュアルの電子情報

化を検討することとしています。

（ルール徹底を行う責任部署の明確化）＜年度計画（５）③に対応＞

○重要なルールとして徹底すべき指示文書を確実に伝達するための仕組みと

して、年金事務所、事務センターの各課室及び各グループに伝達担当者を

設置し、「指示」の発出の都度、伝達担当者から職員に業務ルールの内容を

伝達し、伝達が完了した後、伝達結果をルール徹底責任部署である地域部

に報告を行うルールを策定しました。

○事業推進役（地域マネージャー）等を通じて聴取した現場からの意見を踏

まえ、平成 28年 9 月に「指示等実施要領」を見直し、伝達担当者が「指示」

の内容を確認する時間を確保するため、「指示」の発出について週 3 回（業

務時間中発出可）であったものを毎日（午前中のみ発出可）とするととも

に、伝達担当者の複数人設置を可能とする等、伝達担当者の負担軽減を図

りました。
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○現場にルール徹底を行う責任部署を地域部と定め、事業推進役（地域マネ

ージャー）が「指示」の伝達結果を把握し、伝達ができない拠点があれば

随時指導を実施しました。

○業務ルールを徹底すべき重要な「指示」文書の内容が理解されているか確

認することを目的に、指示文書毎に理解度チェックを計 26回実施（平均正

答率 89.1％）するとともに、実施結果を地域部に情報提供を行い、地域部

から、正答率が低い拠点に対し指導を実施しました。

（理解度チェックの実施回数：国民年金業務 8 回、厚生年金保険業務 10回、

年金給付業務 8回）

○ルール徹底を確実に実施するため、また、ルールとして徹底すべき指示や

その他の連絡について確認漏れが発生しないよう、機構 LAN 掲示板におい

て「指示」「事務連絡」文書の掲載画面を区分し、現場職員が容易に「指示」

と「事務連絡」文書を確認できる環境を整え、確認作業の負担の軽減を図

りました。

【４．組織風土改革の取組】＜年度計画（７）に対応＞

○組織としての一体感の不足、ガバナンスの脆弱さ、リーダーシップの不足、

ルールの不徹底といった旧社会保険庁時代から指摘されてきた組織上の構

造的な問題点が必ずしも整理されていない中で業務の大幅な改善が必要と

評価され、業務改善命令が発出されました。このため、業務改善命令で指

摘された課題を解決するため、職員全員から改革案を募集し、それに基づ

き業務改善計画・再生プロジェクトを策定し、その取組を推進しています。

この取組に当たっては、「自ら考え、自ら改革する」をコンセプトとして、

現場意見や現場実態を適宜把握（※）しながら改革の具体化・施策化を順

次進めるなど、職員自ら組織上の問題の解決（組織風土改革）に取り組ん

でいます。

※【例】・統一業務マニュアル案に関する職員への意見募集の実施（計５回）

・機構全体の業務削減につなげる効率化効果の早期発現が期待でき

る具体策の提案の募集及び発表会の実施

・職員意識調査の実施

○また、全拠点に「再生プロジェクト推進チーム」を設置し、改革を更に推

進していくための拠点独自の取組を企画・実行する等、職員が改革に参加

する機会を充実させるとともに、役員及び本部職員が拠点を訪問し、改革

【４．組織風土改革の取組】

・業務改善計画・再生プロジェ

クトについて、「自ら考え、自

ら改革する」をコンセプトと

して、「再生プロジェクト推進

チーム」における活動等を通

じ、職員自ら組織上の問題の

解決（組織風土改革）に取り

組んでいます。
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に取り組む趣旨・目的の説明及び意見交換を実施する等、全職員一体とな

って改革を推進する風土の醸成を進めています。

○引き続き、組織風土の分析に取り組み、職員意識調査の結果も踏まえ、真

摯に対応していくこととしています。

【コンプライアンス確保】

（コンプライアンス意識の向上）

○リスク・コンプライアンス研修の強化

・リスク管理意識やコンプライアンス意識を職場内に浸透させるため、関係

部署との連携、外部講師の活用等により効果的で多様な研修の実施に取り

組みました。

・コンプライアンス部及びリスク統括部職員が、職員のコンプライアンス意

識を高め、「自ら考え、自ら改革する」取組につなげることを目的とした、

講義形式とコンプライアンス問題事案を題材としたワーク形式（再発防止

のための取組や意識啓発のためのディスカッション）による研修を実施し

ました。

【参考】平成 28 年度に実施した主な研修

≪各種研修≫

ⅰ）人材開発部主催の研修（「リスク・コンプライアンス」について講義）

・新任所長研修、管理者研修、人材育成研修、新入構員研修

・各地域部単位で開催する所長会議等を活用した管理職研修

ⅱ）本部管理職研修（外部講師による研修）

・テーマ「サイバー空間を取り巻く情勢について」

・テーマ「ハラスメント等防止研修」

ⅲ）コンプライアンス部及びリスク統括部主催の研修

・本部における研修

コンプライアンス部及びリスク統括部の職員が、各部室にて実施する

リスク管理・コンプライアンス職場内研修に講師として参加。（実施部室

25 部室、受講者数のべ 1,373 名（アンケートの回答者のうち、「コンプ

ライアンスの意義や重要性の理解が深まった」との肯定的回答が 97％）

・年金事務所における研修

リスク統括部が選定した年金事務所に、コンプライアンス部・リスク

統括部の職員が訪問し、ワーク形式を取り入れた研修を実施。（実施拠点

14 拠点、受講者数のべ 683 名（アンケートの回答者のうち、「コンプラ

【コンプライアンス確保】

・平成 28年度計画のとおり、役

職員の意識改革のための各種

研修、コンプライアンス意識

調査、自己チェック、などの

取組を行いました。

しかしながら、未だにコンプ

ライアンス問題事案が発生し

ていることから、平成 29年度

においても、全役職員にリス

ク管理意識とコンプライアン

ス意識を浸透・定着させる取

組を徹底していくとともに、

コンプライアンス問題事案に

関しては、制裁処分を含め厳

しく対処してまいります。
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イアンスの意義や重要性の理解が深まった」との肯定的回答が 95％）

≪LAN システム等を活用した情報発信≫

ⅰ）全役職員あてにリスク管理やコンプライアンスに関する情報（コンプラ

イアンス・ミニ講座）を配信

ⅱ）全役職員向け機構内報の誌面において、リスク管理やコンプライアンス

に関する記事（リスク・コンプライアンス講座）を掲載

ⅲ）各拠点のコンプライアンス責任者等あてにリスク管理やコンプライアン

スに関する管理職向けの情報（リスコン通信）を配信

≪職場内研修の資料提供≫

・各拠点において円滑に職場内での研修が実施できるよう、本部において

作成した各種研修資料を LAN 掲示板に掲載。これらを利用して、各拠点

において研修を実施

○コンプライアンス意識調査の実施

・役職員のコンプライアンス意識の現状等を把握し、研修等今後のコンプラ

イアンス確保への取組の推進に役立てることを目的として、昨年に引き続

き、10 月に全役職員を対象に実施しました。

○コンプライアンス自己点検の実施

・職員のコンプライアンス意識の自己確認を促すことを目的とし、効果的か

つ効率的に実施するために、昨年に引き続き「個人情報保護セルフチェッ

ク」及び「情報セキュリティ自己点検」を合同で実施しました。拠点長が

職員の点検結果を確認することで問題点を把握し、改善させる契機とする

ため、適宜、点検項目を見直すとともに、テスト項目を設ける等、自己点

検の実施が形骸化しないよう、取り組みました。

（職員の制裁処分について）

○制裁処分の状況

・コンプライアンス上、問題の疑いがある事案について事実確認の調査を行

い、平成 28 年度は 22 件について制裁処分を行いました。

・制裁処分を行った場合、職員制裁規程に基づき、減給以上は即時、戒告は

半期毎にプレスリリースするとともに、年 2回、全拠点に対し、制裁処分

の情報提供及び同様事案発生防止に係る注意喚起を発信しました。また、

研修資料等に反映するなど、再発防止に努めました。
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【制裁処分の内訳】

・不適正事務処理等 15 件

・ハラスメント等 1 件

・個人情報関係（業務目的外閲覧を含む） 2 件

・その他 4 件

【リスク管理の取組】

（リスク管理体制の確立）

○各種リスクを統合的に管理するため、平成 28年 4 月に「リスク統括部」

を設置しました。

（リスクアセスメント）

○リスク管理の取組については、それぞれリスクの種類（情報セキュリティ

リスク・システムリスク・事務リスク・災害その他リスク）ごとに想定さ

れるリスクの評価・分析（リスクアセスメント）を実施しました。その結

果に基づき、対策の強化を図ることとしています。

ⅰ）情報セキュリティリスク

情報セキュリティリスクについては、外部の専門家を活用し、機構の実

情に沿ったリスク評価のフレームワークを作成し、機構 LAN システム、

年金個人情報等専用共有フォルダ、ねんきんネット及び機構ホームペー

ジに対するリスク評価・分析等を実施（平成 28年 11 月～3 月）すると

ともに、次年度以降の取組の基礎資料を策定しました。

ⅱ）システムリスク

平成 27 年度の調査内容と同様に前年度のシステム開発案件の各工程（企

画→開発→運用維持）において想定されるリスクを洗い出し、システム

事故が発生する原因や影響度等を分析しました。

調査では、｢職員のスキル不足｣等の前年度に類似した結果であったこと

から、引き続き、｢スキルアップに向けた研修｣をはじめとして、具体的

な対処方法を提示し、システム事故の発生防止の強化を図ります。

ⅲ）事務リスク

事務処理誤り三大事案の根絶に向け、平成 27年度に立入指導を実施した

各拠点の事務処理誤りの原因や問題点の洗い出し・分析を行い、新たに

事務処理誤り防止の対応策を策定し、取組の強化を図りました。

・これまで管理者に対してのみ実施していた事務処理誤り防止チェック

【リスク管理の取組】

・リスク全体を総括する部署と

して「リスク統括部」を設置

し、各種リスクを管理する責

任体制を強化しました。

・リスク管理の取組としては、

それぞれのリスクに対しリス

クアセスメントを実施し、そ

の結果を踏まえ必要な対策を

実施しました。なお、情報セ

キュリティリスクについて

は、外部の専門家による評

価・分析を実施しました。

・平成 28年 4月に発生した熊

本地震にあたっては、被災者

に対して相談対応や周知広報

など必要な支援措置を遅滞な

く実施しました。

・年金の暫定支払環境について

は、組織再編を踏まえた整備

を実施し、リスク管理委員会

に諮るとともに、年金局をは

じめとした各関係機関との訓

練を実施しました。
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を毎月、全職員を対象に機構 LAN アンケート機能を活用した理解度チ

ェックに改善。

・実際に発生した事務処理誤り事例を基に、毎月、発生原因・ポイント・

対応策等をまとめた「リスク対策通信」を発行。

ⅳ）災害その他リスク

今年度に発生した地震等の対応において把握できたリスク等を踏まえ、

各拠点における「災害への備えの状況」及び「災害発生時の対応の理解」

について、調査を実施しました。（平成 29年 1 月～2 月）

その結果、災害への備えの措置（備蓄品の補充等）に拠点間で差異が見

られたことから、災害対応要領に明確に基準等を示し、災害対応の標準

化を更に図っていきます。

・災害への備えの状況：13 項目を調査（災害用備品の補充、什器等の転

倒防止等）

・災害発生時の対応の理解：6項目を調査（帰宅指示、出勤見合わせ、

拠点閉鎖の手順等）

（非常時対策）

○熊本地震への対応

平成 28年 4月 14 日に発生した熊本地震の対応として、以下の取組を実施

しました。

・災害対策本部の設置

本部に理事長を本部長とする災害対策本部を設置するとともに、九州地

域第一部内に現地対策本部を設置して職員の派遣をはじめとした業務支

援を実施しました。

【災害対策本部の取組】

平成 28 年 4 月 15 日から 4 月 28 日までの間、毎朝災害対策本部を開催し

現地災害対策本部と情報共有するなど、合計 23回開催しました。

・被災者に対する支援措置の実施状況

被災者専用フリーダイヤル（平成 28 年 4 月 21 日～6 月 20 日）を開設、

特別行政相談所（ワンストップサービス）に職員を派遣して対面相談を

行う等、各種相談に対応する体制を整備しました。

また、避難者の方に知っていただきたい情報（特例措置の内容や Q&A 等）

について、機構 HPに専用コーナーを設けるとともに、政府広報や地元の

FM 放送局を活用した広報を展開しました。

・特例措置等の実施状況

各制度において特例措置等を実施しました。
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＜国民年金関係＞

・保険料の免除（住宅、家財、その他財産についておおむね 2分の 1

以上の損害を受けた場合、ご本人からの申請に基づき保険料を全額

又は一部免除）

・納付督励業務及び強制徴収業務の中止

・口座振替者等への対応

＜厚生年金保険関係＞

・保険料納付期限の延長

・保険料の納付猶予

・納付督励業務及び強制徴収業務の中止

・適用促進業務及び事業所調査業務の中止

・標準報酬月額の特別保険者算定（定時決定の取扱に係る特例措置）

＜年金給付関係＞

・国民年金・厚生年金保険の現況届、生計維持確認届及び障害状態確

認届の提出期限の延長

・障害基礎年金等の支給停止の解除（住宅、家財、その他財産につい

ておおむね２分の１以上の損害を受けた場合、ご本人からの申請に

基づき支給停止解除）

・返納金債権の督促及び新規発生分の納入告知事務の中止

○地震等の防災対策として、全拠点の 98％（前年比＋2ポイント）に当たる

344 拠点において実地訓練等を取り入れた防災訓練を実施しました。訓練

は、関係機関にも協力を要請して避難誘導等の実地訓練や応急救護の訓練

等を実施し、災害発生時の初動対応等の手順を確認しました。

また、安否確認システムの通信テストを年 2回（8月、11月）、電話が不通

となった場合に活用する MCA 無線機の通信テストを各設置拠点において年

4 回（5 月、6月、10 月、11 月）実施するなど、緊急時の速やかな状況把

握等について実地訓練等を行いました。

○防災対応力の強化を目的として、機構内報「きずな」において、「災害に対

する日頃からの備え」や「防災訓練の好取組事例」を掲載しました。

○社会保険オンラインシステムのバックアップ環境の整備等の一環として、

遠隔地において年金の暫定支払いを行うことができる体制と設備を整備し

ており、平成 27 年度に続き各種訓練を実施しました。
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【適正な監査の実施】

（効率的な監査体制の構築）

○機構における業務ルールの徹底やコンプライアンス遵守において、内部監

査の役割は重要であり、監査の効率性を高める目的で、平成 28年 7月 1日

に監査体制を見直し、一般監査担当グループを検査担当と監査担当に機能

を区分けしたグループとしたことに加え、情報セキュリティ監査及びシス

テム監査のための監査グループを新設しました。この取組により、グルー

プ単位の専門性を高め、より効果的な監査を実施することで監査の果たす

役割は大きくなっています。

（監査機能の強化）

①検査機能の強化

・拠点におけるルール徹底に向けた監査の実施

業務検査において、拠点のルール準拠性を確認し事務管理レベルを 5段

階で評価することで、監査結果による改善の継続性を測ることに加え、

低レベルの拠点に対してはフォローアップ監査を行う体制としたこと

で、拠点でのルール徹底の改善に向けた取組を強化しました。

また、平成 28年 8月 1 日に、改善取組に係るプロセスを明確に定めた「内

部監査結果対応要領」を策定し、監査結果による改善の取組を強化しま

した。

・拠点の一般監査（業務検査）結果

事務センター及び年金事務所に対する一般監査（業務検査）は、検査的

手法による拠点の実態把握を的確に行うため無予告による監査を実施し

ました。（年金事務所は、平成 27 年度から実施。）平成 28 年度は、事務

センター39 拠点及び年金事務所 312 拠点を実施し、ルール不適合や帳簿

記載等の不備を事務センター201 件、年金事務所 3,759 件（前年比▲54

件）検出しましたが、これらの不備事項については、改善が完了したこ

とを確認しました。また、監査結果を人事評価や拠点の業務評価等へ反

映させています。

②監査機能の強化

発生原因を特定する目的でフォローアップ監査を実施し、拠点で発生し

た不備検出事項については対象部署への改善提言はもとより、監査報告

会等で本部主管部署に対する取扱いに係る改善提言を行い、所管部から

【適正な監査の実施】

・適正な監査の実施については、

監査体制の再編により、監査

の効率化と充実を図りまし

た。今年度実施した検査機能

と監査機能の役割の明確化に

より、それぞれの目的に応じ

た監査が行われたと考えてい

ます。あわせて、監査結果に

よる評価制度の確立や監査報

告会等の充実により、内部統

制の有効性確保の面におい

て、監査の果たす役割が増し

ています。

・また、監査報告会においては、

適宜速やかに理事長に対して

監査報告を行い、本部主管部

署へ実効性のある改善提言等

を 29件実施し、23件が反映

されました。
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の不備事項に関する指示文書による注意喚起やマニュアルの改訂につな

げています。適正な管理・取扱いを定めることで不適切な取扱いによる

事故の未然防止に努めています。

・特別監査の実施

内部通報による不適切な事務処理事案等について、問題が発生した拠点

に対し発生状況を調査する目的で、検査的手法による特別監査を速やか

に実施しました。事務センターは 2拠点、年金事務所では 9拠点を実施

しました。

③本部及び地域部等に対する監査の強化

本部各部及び各業務に内在するリスクを考慮し、よりリスクの高いと考

えられる業務に対して監査を実施し、問題点の改善に向け、助言・提言

を行いました。

・会計業務監査

予算要求から支払までの会計業務のうち主として調達、支払プロセスに

ついて、本部 24 部室及び 9 地域部に対し実施しました。

監査の結果、被監査部署に 125 件の不備事項の改善を求めました。

・本部各部室（現業部署）に対する無予告監査

本部現業部署における届書等の処理・管理状況及び情報機器及び電子媒

体の管理状況が適正であるか検証しました。監査の結果、16 件の不備を

発見し、速やかに是正するよう指導しました。

・自主点検に係る監査

本部各部室に対し自主点検の点検項目に係る管理業務について、適正な

管理状況であるか検証しました。監査の結果、187 件の不備事項を発見

し、速やかに是正するよう指導しました。

・本部及び事務センターの外部委託業務に係る監査

本部の外部委託業務について、契約部署が実施した定例検査が適切に行

われているか検証しました。監査の結果、90 件の不備事項を発見し、速

やかに是正するよう指導しました。また、広域事務センター職員による

受託事業者の管理状況及び受託事業者の業務実施状況が適正であるか検

証しました。監査の結果 35 件の不備事項を発見し改善を求めました。

（人材育成及び専門性の強化）

○内部監査を担う人材を育成するため、新規配属者に対する新任研修や実務

経験を活用した OJT 研修を実施することにより、監査対応職員のスキルア

ップに努めました。このほか一部の職員については、外部団体が主催する
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内部監査、情報システム監査、情報セキュリティ講座等に積極的に参加し、

監査専門資格を取得させる等、専門性の強化を図りました。

（監査報告会の充実）

○前年度に引き続き、理事長に対して行う監査報告を定期的に実施する目的

で、月例で監査報告会を開催し、監査結果を説明するとともに問題点を共

有しました。(12 回実施)また、報告会を開催する毎に、改善に向けた提言

を本部関係部門に行い、改善取組の状況を適宜報告しました。

○また、一般監査（業務検査）において事務管理レベルの評価が低い拠点に

対して実施したフォローアップ監査時の確認で、取組が不十分であった拠

点における改善取組内容の報告を、拠点長が監査報告会で直接発表する等

としたことで、評価が低い拠点の解消につなげています。

（「(8)文書の適正管理」に係る取組状況については、Ⅱ1.①に記載）

（「(9)お客様の住所の適切な把握」に係る取組状況については、Ⅰ8.(3)に記

載）
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性

の確保その他業務運営に関する重要事

項

２．人事及び人材の育成

希望とやりがいを持って、モチベーショ

ンを高く保ち、組織一体となって業務に取

り組める人事を実現するとともに、お客様

のために努力する職員を高く評価し、リー

ダーシップや専門性の高い職員を養成す

ることで、国民の年金を確実に守る人材を

育成する。

①戦略的な人事施策

従来の人事方針に基づき、引き続き全国

異動の促進を図り、制度改正を含む基幹業

務の着実な実施、体制確保に向けた適材適

所の人員配置を行うことに加え、以下の取

組を行う。

ア 組織一体化に向けた人事

・本部・現場の人材を活用して、現場主

義、組織の一体化に向けて人事制度を

見直す。

・ブロック本部長に委任している一般職

の人事権を本部一元化する。

・現場相互間の異動に加え、本部・現場

間異動を更に促進する。

・組織の見直しに合わせ、国民接点重視

の観点から、年金事務所長、事務セン

ター長等の役職（ポスト）と資格（グ

レード）の関係の見直しを行う。

イ 明確なキャリアパスの提示

・役員を展望しうるキャリアパスと、若

手職員や中堅職員の人材育成や適性

【戦略的な人事施策】

○組織の一体化及び活性化に向け、「現場重視の幹部人事」、「管理職の活性化」

及び「職員のやりがい」の観点から、広範な人事改革を行いました。

（現場重視の幹部人事）

○人事権の本部一元化

組織の一体化に向け、従来、本部が管理職の人事を行い、ブロック本部が

一般職の人事を行っていた体制を改め、平成 28年 4 月組織再編により、ブ

ロック本部を廃止するとともに、平成 28 年 1 月以降順次ブロック本部の人

事担当者を本部に異動させ、人事権の本部一元化を実現しました。

○本部と現場の資格関係の見直し

現行の役職（ポスト）と資格（グレード）の関係について、お客様接点重

視の観点から、本部と拠点との資格関係を見直し、拠点に G級ポストを振

り替えるとともに、M 級ポストについても大幅な見直しを行いました。

（機構の資格）

G…ゼネラルマネージャー職群

M…マネージャー職群

C・S…一般職群

①人事権の一元化に伴い、「顔の

見える人事」を実現するため、

人事部職員による異動対象者

全員への個別面談を実施し、

本部一元化による現場の不安

払拭を行うとともに、現場の

若手職員を発掘し本部への異

動・登用を進めました。

・人事施策については、お客様

のことを第一に考え、質の高

いサービスを提供できる人材

の育成・強化を図るため、現

場重視の幹部人事、管理職の

活性化を行いました。

・また、キャリアパスの提示、

専門職の設置、課長代理・主

任の設置、能力・実績本位の

人材登用、女性職員の管理職

登用、有期雇用職員の無期雇

用への転換など、職員のやり

がいの観点から人事施策を推
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を踏まえたキャリアパスを合わせて

提示する。

・外部機関との人事交流、厚生労働省と

の人事交流を含む人材育成プランを

提示する。

・システム部門や複雑な年金制度の相談

等の業務に専門コースを設ける等、キ

ャリアパスの複線化・多様化を図る。

・組織の活性化を図るため、役職定年制

度を導入し、平成２８年度より段階的

に実施する。また、早期退職制度の導

入についても検討する。

ウ 非正規職員の活性化

・スキルのある優秀な職員の安定的確保

を図るため、有期雇用職員から正規職

員への登用を進めるとともに、無期化

された職員を地域限定職と位置付け、

専門的業務を担う部署への配置を検

討・実施する。

エ 女性の活躍推進

・一般事業主行動計画に基づき、女性管

理職の育成及び登用を進める。

・女性の活躍推進のためのサポートチー

ムを平成２８年４月に設置する。

オ その他

・幹部登用試験を引き続き実施する等、

能力・実績本位の人事配置を行う。

・業務運営の体制確保及び組織の活性化

を図るため、引き続き優秀な人材を採

用する。

（機構と国の級の対応）

機構の級 S1 S2 C1 C2 M1 M2 M3 G1 G2 G3

国の級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

○拠点の職責手当の見直し

拠点長の職責手当については、上下限の幅を拡大し、同一の役職（ポスト）

であっても職務の困難度や特殊性に応じたものとし、拠点長が目指すべき

目標を明確にしました。

○主要幹部の所長への異動

本部・拠点間の主要幹部の異動の拡大を図りました。

（管理職の活性化）

○管理職の若手登用

年功序列を排した能力・実績本位の人材登用を行うため、選抜試験の選定

条件に C１級を追加することにより管理職の若手登用を促進しました。

○役職定年制度の運用開始

管理職に登用後、定年まで管理職であり続けるという従来の制度を改め、

役職定年制度を導入し、運用を開始しました。平成 28年度には、まず、63

人の役職定年を実施しました。

○360 度アセスメントの導入

360 度アセスメントを実施し、管理職のマネジメントスキルの向上を図り

ました。

（職員のやりがい）

○キャリアパスの提示

職員一人ひとりが自身の将来像を描けるよう、機構職員のキャリア形成の

全体像を職員に周知し、その中でゼネラリストとスペシャリスト別のキャ

リアパスも提示し、職員の意識高揚を図りました。

○専門職の設置

・上席年金給付専門職及び年金給付専門職の設置

年金給付における事務処理誤りを防止する体制を構築するとともに、専門

進しました。

・その結果、平成 28 年 11 月に

行った職員に対する意識調査

のうち、「キャリアパターンの

提示や「年金給付専門職」「シ

ステム専門職」の設置などに

より自分の今後のキャリア・

進むべき道が明確になってい

くと思うか」との質問に対し

て 8 割以上から肯定的な回答

が寄せられたことから、現場

重視の人事体制への変更によ

り、人事施策の変化の実感を

与えつつあると考えます。
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②人事評価制度の見直し

成果とプロセスのバランスのとれた評

価への見直しを行うとともに、人事評価の

性の高い知識と経験を有する職員を計画的に育成するため「上席年金給付

専門職」及び「年金給付専門職」を設置しました。

平成 29 年 4 月現在、「上席年金給付専門職」74 人を任用するとともに、専

門職登用試験を実施し、同年 4月に「年金給付専門職」179 人を登用しま

した。

・上席システム専門職及びシステム専門職の設置

プロジェクトの遂行及び情報セキュリティ対策等の IT関係業務を円滑に

実施するとともに、高度な専門性を発揮する人材を育成するため、「上席シ

ステム専門職」及び「システム専門職」を設置しました。平成 29年 4月現

在、「上席システム専門職」7 人を任用するとともに、同年 4月に「システ

ム専門職」33人を任用しました。

○課長代理・主任の設置

管理職がマネジメントに専念できるよう、また C クラスが等級ごとの役割

を認識し、能力が発揮できるよう、ライン型の業務体制の構築を進めまし

た。具体的には、Cクラスのうちから次期管理職としての人材育成を行う

ため、課長代理及び主任を設置しました。なお、課長代理については、平

成 29年 4月に年金センター、事務センター及び年金事務所のうち規模の大

きな課室・グループに 186 人を任用しました。

○全国異動の状況

全国拠点網維持のため引き続き拠点相互間の全国異動を行うとともに、組

織一体化の観点から本部・拠点間の人事異動を促進しました。

区 分
全国異動の経験者

平成 28 年 10 月 (参考：平成 27 年 10 月)

全国異動 8,411 人（76.3%） 7,509 人（67.9%）

本部・拠点間異動 1,901 人（17.2%） 1,649 人（14.9%）

※1 （ ）は、正規職員総数に対する割合。

※2 平成 29 年 4 月時点における全国異動の経験者は 8,629 人（79.0%）、本部・

拠点間異動の経験者は 2,279 人（20.9%）に拡大している。

○人事評価制度の見直し

・従来の能力評価と実績評価を一体化し、総合的な評価を実施することとし

ました。

・能力評価項目に組織再生にとって必要な視点や「悪い知らせを報告しない」

②人事評価においては、成果と

プロセスのバランスが取れた

評価への見直しを行いまし

た。
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公平性・公正性・納得性を高め、厳正で明

確な人事評価制度の運用を図る。

・能力評価と実績評価の一体化により、総

合的な評価を実施するとともに、評価項

目、評価分布、賞与配分などの見直しを

行う。

・管理職の適格性の指標として３６０度ア

セスメントを平成２８年度より実施す

る。

・意欲・実績ともに低い職員を対象に能力

改善プログラムの実施や改善が見られ

ない場合の降格制度を厳正に運用する。

・評価スキル向上のための評価者研修等を

継続して実施する。

ことに対する減点評価を導入し、個人目標には成果だけではなくプロセス

も評価する仕組みを取り入れる等、評価項目の見直しを行いました。

・意欲や能力の高い職員には処遇を厚くし、意欲・実績ともに低い職員には

厳しい処遇となるよう、メリハリのある、働く意欲に結びつく人事評価制

度とすることを目的とし、管理職、一般職ごとに期待される役割や在級期

間の位置づけを勘案し、メリハリのついた評価分布としました。

評語 管理職 一般職（C級） 一般職（S級） 参考：見直し前

S 5% 5% 5% 5%

A 30% 30% 30% 25%

B 50%以内 55%以内 60%以内 60%以内

C・D 15%以上 10%以上 5%以上 10%以上

・意欲や能力の高い職員と意欲・実績ともに低い職員の賞与差が明確につく

よう、S・D評価対比で管理職約 1.5 倍、一般職約 1.3 倍の賞与支給月数を

設定しました。

・働かず、一定の資格に安住し、向上意欲の乏しい職員について、能力改善

プログラムを実施するとともに、降格制度の厳正な運用を図りました。

○評価者研修等

・評価者に対しての研修

人事評価の公平性・公正性・納得性を高め、評価スキルの向上を図るため、

人事評価の目的の再確認、評価内容の変更点、目標設定や面談の実施方法

等を内容とした評価者研修を実施しました。

ⅰ上期は本部のグループ長及び年金事務所・事務センターの拠点長に対

して、評価者研修を実施。

ⅱ下期は年金事務所・事務センターの副拠点長に対して、評価者研修を

実施。

ⅲ上記のほか、平成 28年度に新たに課室長に登用された者に対し、評価

者研修を実施。

・被評価者に対しての研修

人事評価制度の理解と定着を図るため、階層別研修を利用した被評価者研

修を実施しました。

ⅰ新入構員研修（241 名受講）

ⅱ正規職員登用者研修（59 名受講）

ⅲセルフマネジメント研修（87 名受講）

・また、公平性、公正性、納得

性を高め、評価スキルの向上

を図る観点から評価者研修

を、評価制度の理解と定着の

観点から被評価者研修を実施

しました。

・働く人を評価し、働かない人

を評価しない信賞必罰の人事

評価制度へ見直しを行った結

果、平成 28 年 11 月に行った

職員に対する意識調査のう

ち、「成果とプロセス」や「組

織貢献」などの新たな評価項

目や信賞必罰などの人事評価

により、職員の努力や頑張り

が評価されるようになってい

くと思うか」との質問に対し、

8 割以上から肯定的な回答が

寄せられたことから、人事施

策の変化の実感を与えつつあ

ると考えます。
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③人材の育成

「求められる職員像及び管理職像」にか

なう職員の育成を目指し、集合研修、ＯＪ

○能力改善プログラムの実施

同一等級で通算 4 回以上 C 評価以下が続いている者等、低評価が継続して

いる職員 87 名に対して、研修、指導、経過観察を含む「能力改善プログラ

ム」を実施。当該プログラム実施した結果、期末に本人の能力や行動の改

善状況に応じた人事評価を行うこととしています。

○新入構員現場研修の実施

多くの業務を経験させることで能力開発を行い、多種多様な業務に対する

考え方や自己の業務適性を理解させて、成長促進を図ることを目的として、

採用初年度に主要 4業務（厚生年金適用、厚生年金徴収、国民年金、年金

相談・給付）を 4 か月間の実習により経験させる新入構員現場研修を実施

しました。また、新入構員にアンケートを実施し、次年度以降の研修の見

直しに向けた検討材料として活用しました。

○女性の活躍推進

・女性が活躍できる職場として推進していくために、平成 28 年度末の目標と

して設定した管理職に占める女性の割合 13.5%の達成を目指し、女性職員

の管理職登用を積極的に推進しました。その結果、平成 29 年 4 月時点では、

管理職に占める女性の割合は 14.1%（410 名/2,898 名）となっています。

・女性活躍推進チームの設置

平成 28 年度より人材開発部に女性活躍推進チームを置き、女性職員を対象

とした研修や面談の実施した他、機構内報「きらり」の創刊及び「きずな」

でのメッセージの発信を行い、女性職員のサポートを行いました。

○非正規職員の活性化

スキルのある優秀な職員の安定的確保のため、有期雇用職員から正規職員

への登用を進めるとともに、有期雇用職員の無期転換を拡大しました。

その中で、安定した年金相談体制を確立するため、年金事務所の年金相談

窓口に、新たな無期転換職員として「年金相談職員」を設置し、平成 29年

4 月時点において 329 人配置しました。

（人材の育成）

○本部、ブロック本部が実施していた研修の統合

日本年金機構における人材育成を本部主導で統一的に実施するため、これ

までブロック本部ごとに実施していた研修を統合し、研修体系の見直しを

③本部・ブロック本部で実施し

ていた研修を統合すること

で、本部主導の全国統一の研
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Ｔを含む職場内研修、通信研修の従来の内

部研修に加えて、職員の能力向上、モチベ

ーションに繋がる研修制度を導入する。

・職員のキャリアパスに合わせ職員が希望

とやりがいを持って能力開発に努める

ような研修や、リーダーシップや専門性

の高い職員を養成するための多様な研

修制度（外部機関、学校、企業による研

修（通学・合宿））、海外の外部機関での

勤務を検討する。

・ブロック本部が実施していた業務別研修

を本部で吸収し、業務の標準化や事務処

理誤りの防止に向けた研修を実施する。

・管理職への若手登用の促進のため、管理

職育成プログラムを導入

行うとともに、職員のキャリアパスに合わせた研修、リーダーシップ、専

門性の高い職員を養成するための多様な研修を追加して実施しました。

○新入構員の育成強化

新入構員に対して、多くの業務を早期に経験させることで能力開発を行い、

成長を促進するため、新入構員現場研修を新設しました。

○非正規職員の研修の充実

本部で主催する研修のうち、地域ごとに実施する業務別研修については、

非正規職員の受講を可能とした他、採用時の職場内研修の充実を図るため、

音声入り教材を作成し、段階的に現場へ提供しました。

○外部機関を活用した研修の実施

若手職員の育成や経営幹部養成のため、外部機関（大学、民間の研修機関）

を活用した研修を実施しました。

○研修講師の育成

研修講師のスキル向上に資するため、人材育成推進者や上席年金給付専門

職に対して講師養成研修を実施しました。

○情報セキュリティ研修の強化

「平成 28 年日本年金機構情報セキュリティ推進計画」に基づき、情報セキ

ュリティ対策に係る職場内研修、講師養成研修、幹部職員研修等を実施す

るとともに、全職員を対象とした理解度テストを行うなど、情報セキュリ

ティに対する職員教育の強化を行いました。

○内部資格試験の実施

業務知識向上を図り、自ら学ぶ職員を育成するため、内部認定試験（年金

実務 2級及び年金実務 1級）を実施しました。

（受験者 1,762 名／1,332 名）

○効果測定の実施

集合研修において研修回顧や理解度テストを実施し、職員の知識向上・改

善に努めました。

修実施の仕組みを作ることが

できました。また、キャリア

パスに合わせた多様な研修を

実施することで、職員の能力

開発に努めました。

・平成 28 年度研修計画に基づく

研修に加え、新たな取組とし

て音声入り教材を作成するこ

とで非正規職員の研修の充実

を図ったほか、情報セキュリ

ティ研修においては講師養成

研修を行い、講師スキルの向

上に努めました。

・なお、平成 28 年 11 月に行っ

た職員に対する意識調査のう

ち、「研修制度の充実（キャリ

アパスに応じた研修、民間企

業への出向等）や管理職への

若手登用の促進などの取組に

より、人材育成が強化される

ことで、お客様サービスの向

上につながっていくと思う

か」との質問に対し、9割近

くから肯定的な回答が寄せら

れました。
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④働きやすい職場環境の確立

職員が健康で仕事と生活を両立できる

働きやすい職場環境を確立するため、以下

に取り組む。

ア 時間外勤務を縮減するとともに適正な

勤務時間管理を徹底する。

イ 職員の安全の確保、健康の保持増進を

より一層図るため、過重労働者に対す

る健康障害防止及びメンタルヘルス不

調予防に関する対策を推進する。

ウ ワークライフバランスを推進するた

め、第３期一般事業主行動計画を踏ま

え諸施策を確実に実施する。

（働きやすい職場環境の確立）

○36協定の遵守をはじめとした勤務管理に関する指示文書を発出するなど、

適正な勤務時間管理の徹底及び時間外勤務の縮減に取り組みました。

・出退勤時間の確実な管理の徹底

・長時間労働を行っている職員について、勤務時間の抑制を図るよう所属

長への指導

・ノー残業デーの徹底と年末年始における縮減強化週間の実施

・管理職の人事評価に部下職員の時間外勤務縮減に係る項目を追加

○なお、36 協定の内容については職員の健康管理に配慮し、本部の一ヵ月の

特別延長条項の上限時間を 90時間から 80 時間に変更しました（平成 29年

4 月 1日より発効）。

○メンタル不調者に対するラインケアの充実を図るため、管理者向けのメン

タルヘルス研修を本部及び各地域部において実施しました。

○職員が自らのストレス状況を把握し、適切なセルフケアを行うためのスト

レスチェックを全職員を対象に行い、高ストレス者のうち希望者について

産業医との面談を実施しました。（面談者数 120 件（平成 29 年 3 月末現在））

○健康保険組合と連携して巡回健康診断のオプション検査及び人間ドックの

費用補助、インフルエンザ予防接種の費用補助を実施しました。また、本

部、事務センター及び被保険者数 60名以上の年金事務所で巡回による歯科

検診を実施しました。（歯科検診受診件数、165 拠点、11,359 人（平成 29

年 3 月末現在））

○ハラスメント防止に関する意識等を高めるために、下記のとおり研修を実

施しました。

ⅰ）人材開発部主催の研修（「ハラスメント」について講義）

・人材育成者研修

・正規登用者研修

ⅱ）本部管理職研修（参事役以上の役職員）

・テーマ 「職場におけるマタハラ・パタハラの防止について」

「長時間労働管理について」

④政府の推進する働き方改革に

対応するため、時間外勤務縮

減をはじめとした労働環境の

改善に取り組み、下期におい

て 1.7 時間の縮減を図りまし

た。メンタルヘルスやハラス

メント等に関する研修を行う

とともにストレスチェックを

実施するなどにより、職員の

安全確保、健康の保持増進に

努めました。

・また、全拠点での職場内研修

を実施し、服務規律や休暇制

度の理解に努めました。
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⑤健全な労使関係の維持

民間労働法制下における健全で安定し

た労使関係を引き続き維持する。

○日本年金機構セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程について、

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを追加し、併せ

てハラスメント等への対応を一元的に行うように、日本年金機構ハラスメ

ント等の防止に関する規程へ改正しました。

○次世代育成支援対策推進法により策定した「第 3期一般事業主行動計画（計

画期間：平成 27 年 4 月から平成 30年 3月）」に基づき、職員が安心して仕

事と家庭の両立ができる職場を目指し、全ての拠点において労務研修を実

施し、育児休業等の取得促進に資するよう各種休暇制度の周知を行いまし

た。

〈第 3期計画期間中に育児休業を取得した職員の状況〉

育児休業を取得

した男性職員数

平成 27 年度 平成 28 年度 計

22 人 19 人 41 人

出産した

女性職員数(A)

育児休業を取得

した女性職員数(B)

取得率

(B)／(A)×100

平成 27 年度 229 人 219 人 95.63％

平成 28 年度 203 人 197 人 97.04％

計 432 人 416 人 96.30％

（出産した女性職員数（A）に、年度末に産後休暇中の職員は含まず）

※第 3期計画期間は平成 27 年度から 29年度の 3年間

（健全な労使関係の維持）

○機構の全国的な労働組合組織である 2つの労働組合と締結している「労使

間の取扱いに関する基本協約」（労働協約）に基づき、職員の労働条件に関

し団体交渉を実施するなど、適切な労組対応を行っています。

⑤労使関係については、労使間

のルール（労働協約）に基づ

き団体交渉を行うなど、健全

で安定した労使関係を維持し

ています。

（参考）第 3期一般事業主行動計画の目標

○計画期間中に、育児休業の取得状況を次の水準以上にする。

男性・・・計画期間中に取得者 20 名以上

女性・・・計画期間中の取得率を 90％以上
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性

の確保その他業務運営に関する重要事

項

３．情報公開の推進

透明性を確保し、お客様に安心いただけ

る組織作りのため、情報開示体制を見直す

とともに、組織内及び厚生労働省との間の

情報共有を強化する。

また、業務運営の状況や目標の達成状

況、組織や役員に関する情報を、お客様の

視点に立ち、分かりやすい形で広く適切に

公開するとともに、法令に基づく情報公開

に適切に対応する。

①情報公開の推進

業務運営の状況や目標の達成状況、組織

や役員に関する情報を、お客様の視点に立

ち、分かりやすい形で広く適切に公開する

とともに、法令に基づく情報公開に適切に

対応するため、以下の取組を行う。

ア 事務処理誤り等の公表

情報ルートの縦割りを排除するため、

平成２８年１月に設置した情報開示担

当理事の下、情報を一元的にモニタリ

ングする専門部署を本部に設置し、情

報の把握・調査・情報開示に至るまで

の一連の対応を統括することで、責任

体制の明確化を図る。

a)モニタリング及び監査機能の活用に

よる問題案件の事象の洗い出し

・情報開示の担当部署は平成２８年４月

に設置する。

・届書等の受付進捗管理システム、お客

様対応業務システムなどの各種情報

３．情報公開の推進

（適切な情報公開）

○情報公開に適切に対応するため、責任体制の明確化や情報開示ルールの整

備等の取組を行い、適時適切に事務処理誤り等の公表を実施しました。

（情報公開の体制整備）

○一元的に情報公開を実施するため、平成 28 年１月から情報開示担当理事

を設置するとともに、同年 4 月に情報の把握・調査・情報開示に至るまで

の一連の対応を統括する担当部署として、「リスク統括部」を設置し、情

報公開に係る責任体制を整備しました。

（情報開示ルールの整備）

○事業運営に関する情報が適切に機構内に共有され、かつ適切に開示される

よう、平成 28年 5月に情報の把握・調査・開示に至るまでの一連の対応を

促進するため等のルールを定めた「日本年金機構情報開示規程」を整備す

るとともに、その周知を図りました。

○当該規程において、役職員は情報を適時適切に伝達・報告する責務を有す

る旨を明確化し、指示等により周知を図りました。

（詳細は、Ⅲ２．②に記載）

①情報開示に至るまでの一連の

対応を統括する組織体制を構

築するとともに情報開示規程

を整備しました。

・また、情報開示規程に基づき、

事務処理誤り等の公表を適時

適切に実施しました。

・各種情報のモニタリングにつ

いても問題点の早期把握、早

期対応を実施するとともに、

再発防止策を徹底して取り組

みました。

・さらに、モニタリング会議を

開催し、対象拠点への必要な

対策を実施しました。
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等について、平成２８年度よりモニタ

リング及び分析を行い、問題点を早期

に把握する。

・モニタリングによる分析結果に基づい

て、監査機能を活用し、事象の洗出し

を行い、実態の早期把握及び解決を図

る。

・また、モニタリングによる分析結果ま

たは監査結果等に基づく事務処理誤

りの再発防止策を策定する担当部署

を設置し、再発防止に徹底的に取り組

む。

・更に、モニタリングが効率的かつ効果

的に行えるようシステム化に向けた

検討を行う。

b)情報開示ルールの見直し・規定化

・国民の信頼を確保するため、お客様の

権利に影響する事件・事故・事務処理

誤り及び機構の不祥事に関する情報

開示の促進に向けた核となるルール

として、「情報開示促進規程」を平成

２８年４月までに定め、案件把握から

開示までの手続等を適切に運用する。

・「情報開示促進規程」に基づき、隠ぺ

いを防止する観点から、起きたことよ

りも報告しないことを厳しく評価し、

職員の意識改革に取り組む。

・事務処理誤りの月次・年次・個別公表

については、「情報開示促進規程」等

に基づき、適切に実施する。

イ 年次報告書（アニュアルレポート）の

作成・発行

日本年金機構がこれまで取り組んでき

た課題への対応状況や業務運営、組織

及び報酬をはじめとする役員に関する

（各種情報のモニタリングと発生事案への対応）

○各拠点長からの日次の業務報告をはじめ、受付進捗管理システムやお客様

対応業務システムによる事務処理誤り報告・お客様から寄せられた情報等

を常にモニタリングし、関係部署への情報共有及び対応協議を実施しまし

た。また、これらの情報を基に実施した監査の結果を踏まえて再発防止策

を講じるなど、問題事案の早期把握及び解決に取り組みました。

○さらに、リスクへの早期対応を目的に、監査結果、事務処理誤り、お客様

の声及びその他の各種情報を基に、モニタリング会議を開催し、対象拠点

への監査や人事部及び労務管理部によるヒアリング等を実施しました。

（年次報告書（アニュアルレポート）の作成・発行）

○日本年金機構のこれまで取り組んできた課題への対応状況や業務運営、組

織及び報酬をはじめとする役員に関する情報等について周知するため、ア

ニュアルレポート（年次報告書）を平成 29 年 3月に作成し、公表しまし

た。

○作成に当たっては、単年度の業務実績だけではなく、機構にとっての重点

課題を挙げ、これまで取り組んできた課題への対応状況を掲載しました。

○また、特集記事として、再生プロジェクト及び情報セキュリティ対策につ

いて取り上げ、再生プロジェクトを実施することにより、どのようにサー

ビス向上につながっていくのか、また、国民の重要な個人情報を守るため

の取組状況も掲載し、公表しました。

（ホームページ等による公表）

○業務運営に関する以下の情報を公表しました。

・日本年金機構法に基づき公表が義務付けられている全ての情報をホーム

ページに掲載しました。

・事業に関するお知らせや人事異動、職員の制裁といった事業運営に関す

る事項について、適宜適切にプレスリリースを行うとともに、ホームペ

ージに掲載しました。

・契約に関する情報についても、業務運営の透明性を確保する観点から適

切に公開しました。

○アニュアルレポートについて

は、機構にとっての重点課題

を挙げて、これまでの課題に

対する対応状況を掲載・公表

しました。

○公表が必要な事項について、

諸規程や事業計画に基づき、

随時、適切な情報公開を行っ

ています。
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情報等についての年次報告書(アニュ

アルレポート)を作成し、公表する。

ウ その他業務運営に関する情報の公表

業務方法書等の諸規程、役職員に関す

る情報、事業計画、その他日本年金機

構法に基づき公表が義務付けられてい

る情報について、ホームページへの掲

載等により広く適切に公表する。また、

業務運営の透明性を確保するため、契

約に関する情報等についても、適切に

公開する。

②情報共有の促進

組織一体化のため、本部内や本部と現場

間の情報共有を促進する。また、厚生労働

省との情報共有体制を強化し、連携・相互

理解を促進する。

ア 組織一体化のための情報共有の促進

a)本部と現場の情報共有

理念・方針が現場の隅々まで浸透する

ことで、役職員一体となって業務に取

り組む体制を構築し、組織としての一

体感を醸成する。

・平成２８年４月に設置する地域部の地

域マネージャーを、情報共有のキーマ

ンとし、本部情報の伝達、現場からの

情報の吸収に責任を持たせる。

・お客様からの照会対応を円滑に行える

よう、平成２８年１月から実施してい

る報道発表事項、マスコミ等に取り上

げられた事項の原則即日現場への連

絡を引き続き徹底し、情報共有の促進

を図る。

・理念や方針が現場に正確かつ確実に伝

（地域マネージャー(事業推進役)の任命）

○情報共有のキーマンとして、各地域部 1 名ずつ計 15名の地域マネージャー

(事業推進役)を任命しました。

○地域マネージャーは、現場で遵守すべきルールの徹底や本部情報の伝達を

行うとともに、現場の声や実情を直接的に把握し、職員の問題意識を本部

と現場が共有することを目的に活動を行いました。

○特に、情報セキュリティ対策や特定個人情報の取扱いに係るルール徹底に

ついて有効に機能しました。

〈地域マネージャーの活動実績〉

・15 名の地域マネージャーにより、延べ約 2,200 拠点を訪問（月平均約 12

拠点／人）。

・活動結果については、「事業推進役報告会（8 回開催）」において、理事

長以下役員や関係部長等へ直接報告を行いました。

・活動において現場から吸い上げられた意見要望約 800 件のうち、重複事

項等を除いた 134 件については、本部担当部署において対応方針等を策

定し、現場へフィードバックを行いました。

（報道発表事項等の現場への即日連絡）

○機構より報道発表した事項や新聞報道された記事等について、概要、事実

関係、お客様や報道機関から照会があった場合の統一的な対応を資料にま

とめ、年金事務所等に周知しました。これにより本部と現場の情報共有の

促進を図りました。（平成 28年度：24事案）

（ＴＶ会議システムの導入）

○本部・現場間の情報共有を促進するとともに、機構全体のコミュニケーシ

ョンを活性化し、本部と現場の距離をなくすことで組織としての一体感を

確保するため、双方向のコミュニケーションツールの一つとして、平成 29

年 3 月、全ての拠点にＴＶ会議システムを導入しました。

○また、ＴＶ会議システムを有効に活用するため、機構内部の会議体や研修

等の洗い出しを行うとともに、他社での導入事例等を調査することにより、

具体的な活用シーンを想定したＴＶ会議システムの実施手順書を策定しま

した。

②地域マネージャーにより現場

の声が、理事長をはじめとす

る経営者へ直接届けられるこ

ととなり、業務改善等の迅速

化につながりました。また、

現場が守るべきルールの徹底

や本部からの指示・情報伝達

を確実に周知・徹底させると

ともに、ルールや実施上の問

題点を吸収し本部担当部署へ

展開するなど、本部と現場の

情報共有のキーマンとしての

役割を果たし、現場の評価も

高く、組織的に貢献していま

す。

・公表案件や報道内容を現場と

情報共有することにより、報

道内容等に係るお客様からの

照会対応が円滑に行えるよう

取り組みました。

・全拠点に TV 会議システムを導

入するとともに、運用方針を

整理し、平成 29年 4月の運用
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わるよう、平成２９年度からのＴＶ会

議システムの導入に向けて、機能の整

理などの準備を行う。

b)現場からの日次での業務報告の実施

・お客様対応の状況など現場で起きてい

る主要な事柄を本部が迅速に把握す

るため、平成２８年４月より、日次で

の業務報告を拠点長に義務付ける。

c)本部内の情報共有

・本部経営企画部が本部内の情報共有の

責任部として責務を果たすとともに、

本部各部は主要課題についての対処

状況について、常勤役員会に報告し、

情報共有を図る。

イ 厚生労働省との情報共有の強化

・組織的に継続して取り組むべき課題の

進捗管理表を引き続き作成し、年金局

と共有するとともに、年金局と機構の

定例連絡会議で報告する。

・年金局と機構との連携、相互理解を促

進するため、年金局職員と機構職員の

相互の人事交流を拡大する。

（日次報告の導入）

○平成 28年 4月から機構 LAN のアンケート機能を活用し、以下の事項につい

て、日次での報告を開始しました。

【点検事項】

①現金残高照合表（保険料等収納簿）の整合性

②事件・事故・事務処理誤りの判明状況

③お客様からの苦情・トラブルの有無

④文書等保管庫及び機械室の施錠

※上記 4項目以外に「記載欄（本部に伝えたい事項等を自由記載）」を設定。

○上記のうち、「事件・事故・事務処理誤り」や「苦情・トラブル」、その他

特記すべき事象が報告された場合は、あらためて地域部や拠点長を通じて

詳細（原因、発生規模、影響度等）な報告を求め、状況を把握したうえで

関係部署へ情報提供を行うとともに、本部と現場が一体となり課題解消へ

向けた取り組みを行いました。

（本部内の情報共有）

○組織一体化の観点から平成 28 年 1 月より経営企画部を事務局とする「常勤

役員会」を設置し、組織横断的な議論を行うことにより、経営上重要な案

件及び意思決定過程の共有を図るとともに、本部内各部室が理事長・副理

事長と協議する際に経営企画部職員が陪席する仕組みを導入し、情報共有

の強化を図りました。

○会計検査院から組織内の情報共有体制について指摘を受けました。会計検

査院から「専用ＰＣのハードディスクに保存されている年金個人情報の有

無等」について報告を求められたことに対し、「年金個人情報については、

28 年 8 月から同年 9 月までの間に、専用フォルダに移し替えるなどしたう

えで全て削除した」と報告を行った事案についてです。本事案は、担当責

任者において適時適切に状況を役員に報告せず、情報共有が行われなかっ

たものであり、対策として、会計検査院に係る応査体制の指揮命令系統の

経営企画部への一元化、専門職員配置等を行いました。このような事態を

招いたことを重く受け止め、引き続き、一層の情報共有体制の強化に取り

組んで参ります。

（年金局と機構の定期連絡会議開催及び年金局職員との人事交流）

○組織的に継続して取り組むべき課題の共有を図るため、年金局と機構の定

例連絡会議を原則として隔週で開催（対面又は電話会議）し、進捗状況や

開始に向けて必要な準備を進

めました。

・現場における日々の状況を素

早く把握するとともに、関係

部署への対応調整や情報共有

の迅速化を図ることにより、

課題の解消へ向け本部と現場

が一体となって取り組む体制

が強化されました。

○組織的に継続して取り組むべ

き課題を毎週年金局と共有す
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問題点を報告する取組を継続して行いました。

また、年金局と機構との連携、相互理解を促進するため、年金局職員と機

構職員の相互の人事交流を拡大しました。

る等の取組を継続していま

す。また、年金局との相互人

事交流についても拡大しまし

た。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性

の確保その他業務運営に関する重要事

項

４．個人情報の保護に関する事項

お客様の年金を最優先に守る観点から、

情報セキュリティに係る組織面、技術面及

び業務運営面を全般的に見直し、インター

ネットからの攻撃をはじめとする情報セ

キュリティ上の脅威に対して強固な情報

システムを構築するとともに、実効性のあ

る対応体制を構築することにより、お客様

の重要な個人情報（年金個人情報）の保護

を確実に行う。

①組織の一体性の確保

・平成 27年 10 月 1 日に設置した情報セキ

ュリティ対策を一元的に管理するため

の「日本年金機構情報管理対策本部」、

その下の実施組織である情報管理対策

室及び情報セキュリティインシデント

への即応性を向上するための機構ＣＳ

ＩＲＴを十分に機能させることにより、

情報セキュリティ対策に必要な体制を

確保する。

・情報セキュリティ対策を強化するため、

その助言等を行う高度な専門的知識・経

験を有する者（又は機関）を設置する。

４．個人情報の保護に関する事項

情報セキュリティ対策の強化に当たっては、厚生労働大臣の業務改善命令

（平成 27年９月）を踏まえ策定した「業務改善計画」（同年 12月）に沿って、

組織面・技術面・業務運営面の取組を進めており、平成 28年度については、

組織面では CSIRT 機能強化、最高情報セキュリティアドバイザーの設置、技

術面では年金個人情報等専用共有フォルダの設置、業務運営面では情報セキ

ュリティポリシーの改正、情報セキュリティ研修の強化といった取組を進め

ました。

（組織体制の強化）

○平成 27年 10 月 1日に設置した情報管理対策本部においては、主に業務改

善計画等に係る機構の情報セキュリティの方針決定や進捗確認等を行って

きたほか、外部の機関による監査等で明らかになった課題に対し、集中的

（上期後半は毎日、下期においては週 1回開催）に対応策をまとめ、その

進捗管理を行ってきました。その結果、外部の機関による監査等では、特

段問題となるような事態は見受けられなかったとの評価を得ました。

○理事長直轄の推進部署として情報管理対策本部の所掌事務を担当する情報

管理対策室（平成 27 年 10 月設置）においては、平成 28 年 7 月 19 日に、

業務改善計画の工程を推進する責任者として次長を 1 名増員するととも

に、情報セキュリティ対策に関する関係部署への指示及び総合調整等を実

施するため、セキュリティ対策推進グループを新設する等、体制強化を図

ってきました。

○平成 28年 4月から、最高情報セキュリティアドバイザーを設置し、情報セ

キュリティ対策の推進に係る CISO 等への助言、教育計画の立案・教育実施

への助言等を受けました。

機構 CSIRT の機能を強化するため、関係部署からの支援体制を確保しつつ、

情報セキュリティの専門家の立場から支援を行う情報セキュリティ対策支

援業者との委託契約を行い、専門技術的な見地からの支援を受けました。

①平成 28年度計画のとおり情

報セキュリティのための体制

強化等を実施しました。

・情報管理対策本部においては、

情報セキュリティの方針決定

や進捗確認等を一元的に実施

し、情報セキュリティ対策の

司令塔としての機能を果たし

ました。

・最高情報セキュリティアドバ

イザーを設置し、専門的・技

術的な知見に基づく助言を受

けることにより、情報セキュ

リティ対策の強化を図りまし

た。

・情報セキュリティに係る外部

の専門家の活用を図り、機構

CSIRT の体制及び機能の強化

を図りました。
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②システム上の対策

・基幹システムは、引き続きインターネッ

トから遮断するとともに、年金個人情報

を管理・運用する領域として、年金個人

情報専用の共有フォルダを設置する。

・機構ＬＡＮシステムは、インターネット

環境から切り離したシステムとし、イン

トラネットメール、グループウェア及び

マニュアル等を有するが、年金個人情報

を保有しない。

・インターネット環境は、基幹システム及

び機構ＬＡＮシステムから切り離し、多

重の防御対策を講じた安全性の高いシ

ステムを構築する。

・「ねんきんネット」については、情報セ

キュリティの強化を図るため、多重の防

御対策の整備を進める。

・個人情報保護のため、生体情報認証によ

る厳格なアクセス制御、アクセス内容の

監視、個人情報に関わる業務を委託する

場合における厳格な委託先の選定と業

務の監督等を適切に行う。

○平成 28年 8月 26 日に、機構と厚労省の役職員を構成メンバーとする「情

報セキュリティ対策連絡会議」及び「情報セキュリティ対策連絡会議ワー

キンググループ」（週次で開催）を設置し、厚労省との連携を強化しました。

（年金個人情報等専用共有フォルダの設置）

○インターネット環境及び機構 LAN システムから遮断した基幹システムの領

域に、窓口装置（WM）からのみアクセスを可能とし、年金個人情報をはじ

めとする基幹業務を実施する上で必要となる情報を取り扱う「年金個人情

報等専用共有フォルダ」（以下「専用共有フォルダ」という。）を設置し、

平成 28 年 10 月 3 日から運用を開始しました。また、「運用要領」を策定し、

取り扱う情報の属性に応じて、使用するフォルダ及び当該フォルダを使用

する者を明確にするとともに、具体的な使用方法及び管理方法を定めまし

た。

○専用共有フォルダのある領域から記録媒体に情報を書き出す場合には、全

て暗号化措置を講じてきたほか、専用共有フォルダの安全性を高めるため、

基幹システムへのアクセスと同様に、平成 29 年 1月 4 日から生体認証によ

りアクセス可能な者を識別する仕組みを導入しました。

○今後、専用共有フォルダへ年金個人情報等を格納する場合は、自動的に暗

号化を行う仕組みの導入や未知のウイルス検知機能を追加した検疫 PC の

設置による入口対策の強化を行うこととしています。

（機構 LAN システムのセキュリティの強化）

○機構 LAN システムについては、インターネット環境及び基幹システムから

切り離したシステムとし、機構 LAN システムの共有フォルダでは、基幹業

務以外の企画業務及び管理業務を実施する上で必要となる情報のみを取り

扱うこととしました。また、「運用要領」を策定し、取り扱う情報の属性に

応じて、使用するフォルダ及び当該フォルダを使用する者を明確にすると

ともに、具体的な使用方法及び管理方法を定めました。

○さらに、窓口装置（WM）から機構 LAN システムへのアクセスは業務上必要

な機能に限定するため、窓口装置（WM）で機構 LAN システムのイントラネ

ットメールを利用する際に、ファイルを添付した送受信はできないように

制御すること、また窓口装置（WM）から機構 LAN 掲示板にファイルをアッ

プロードできないよう制御することなどの機能制限を行いました。

②平成 28年度計画のとおり各

種対策を実施しました。

・基幹システムは、引き続きイ

ンターネットから遮断すると

ともに、年金個人情報を管

理・運用する領域として、年

金個人情報専用の共有フォル

ダを設置しました。

・機構 LAN システムはインター

ネット環境から切り離したシ

ステムとし、年金個人情報を

保有しないようデータ分離を

徹底しました。

・インターネット環境は、基幹

システム及び機構 LAN システ

ムから切り離し、多重の防御

策を講じたシステムの検証を

開始しました。

・「ねんきんネット」等につい

て、多重の防御対策の整備が

図られていることを確認しま

した。

・年金個人情報等専用共有フォ

ルダの安全性を高めるために

生体認証によるアクセス制御

を実施しました。

・年金個人情報等専用共有フォ

ルダと機構 LAN システムにつ

いて、外部の専門家による監

査やリスク評価等において、

特段問題となるような事態は
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（インターネット環境への対応）

○事案発生以降、インターネットを使えない状況にあるため、今後、安全性

の確認や業務範囲の検証等を行った上で、基幹システム及び機構 LAN シス

テムから分離した新たなインターネット環境を構築し、その環境の中で

WEB 閲覧やインターネットメールを活用した業務を行うこととしていま

す。

○平成 28年 3月末に Web 閲覧のための最小限の環境を構築し、まずは機構本

部内の 5 部署に専用端末を設置して運用検証を開始するとともに、平成 29

年 1 月には地方拠点 3 か所に専用端末を追加設置し、運用検証の範囲を拡

大しました。これにより、機構においてインターネット環境を利用して実

施する業務を特定するとともに、当該業務に必要な機能及びその規模など

を検証しました。

○当該運用検証の結果を踏まえ、今後、段階的に運用検証の範囲の拡大と必

要な見直しを行いながら、これまで実施してきた情報セキュリティ対策に

加えて、標的型攻撃に備えた多重防御による情報セキュリティ対策を実施

した上で、インターネットを安定的に利用できる環境を構築することとし

ています。

○今後、職員等によるインターネット環境の利用が適切に行えるよう運用管

理規程や運用手順書等のルールを定めるとともに、全職員に対して研修や

訓練を実施することによりルールを徹底していくこととしています。

（「ねんきんネット」のセキュリティの強化）

○インターネットへの接続を要する「ねんきんネット」について、外部の専

門家による脆弱性診断等を実施し、インターネット経由の攻撃に対する多

重の防御対策が講じられているのかの点検を行いました。今後も、定期的

かつ継続的に脆弱性診断等を実施することとしています。

（認証の厳格化等）

○専用共有フォルダの安全性を高めるため、基幹システムへのアクセスに導

入している生体認証を平成29年1月4日から専用共有フォルダにも導入す

ることによりアクセス制限を厳格にしました。（上記②参照）

見受けられませんでした。
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③業務運営上の対策

・情報セキュリティポリシー及び情報セキ

ュリティインシデント発生時に迅速か

つ的確に対処するため、具体的な手順に

ついて、実効性のある内容に改正する。

・役職員に対する情報セキュリティ対策及

び個人情報保護の重要性及びその役割

に応じた責務を果たすため、情報セキュ

リティ研修及び個人情報保護に対する

研修を定期的・継続的に実施し、情報セ

キュリティ研修の成果については、模擬

訓練により検証する。

・各拠点で発生した個人情報漏えい事案の

背景や原因を分析した情報提供を行う

ことにより、その教訓を活かした再発防

止策を具体的に徹底する。

○また、外部委託先における個人情報の適切な取扱いについて徹底・強化を

図りました。（下記④参照）

（情報セキュリティポリシーの機動的な改正）

○日本年金機構情報セキュリティポリシー（以下「機構ポリシー」という。）

及び各種手順書等については、平成 28 年 8 月に改正された「政府機関等の

情報セキュリティ対策のための統一基準群」（以下「政府統一基準群」とい

う。）及び同年 10 月に改正された「厚生労働省情報セキュリティポリシー」

に準拠しつつ、機構の実情に照らし、適用の必要性等を検証の上、同年 11

月から順次、改正を実施しました。

○情報セキュリティインシデント対処手順書については、インシデント発生

時の対処実施判断フローに、これまでのウイルス検知事象を踏まえたフロ

ーを追加するとともに、情報セキュリティインシデントの例をわかり易い

表現に見直しを行い、具体化及び実効性の向上に努めました。

（書類等の適切な管理）

○要機密情報である書類等の保管方法について、業務終了後は施錠可能なキ

ャビネットに保管するなど、情報取扱手順書等に定められたルールが適切

に守られるよう、チェックリストを作成し、拠点長にその確認状況を報告

させるとともに、監査部が行う無予告監査においてその状況を確認してき

ました。

○また、特定個人情報の取扱いに関しては、「特定個人情報保護管理事務取扱

要領」を定めた上で、文書の保管状況を記載する管理簿等を作成し、その

保管や廃棄が確実に行われていることを、担当者以外にも管理者がチェッ

クをするなどの取扱いといたしました。

（情報セキュリティ研修の強化）

○情報セキュリティ関係諸規程及び情報セキュリティの重要性を理解させる

とともに、情報セキュリティ水準の適切な維持を図るため、各拠点におい

て、全役職員（2 回目からは派遣職員を含む）を対象とした情報セキュリ

ティ研修を計 3回（平成 28 年 4～7月、9 月、平成 29年 2月）実施しまし

た。

○研修内容を統一するため、平成 28 年 8 月 4 日に教育実施計画を改正し、受

③機構ポリシーについては、政

府統一基準群及び厚生労働省

情報セキュリティポリシーに

準拠し、速やかに改正を行い

ました。

・全職員に対する 3回にわたる

情報セキュリティ研修と、研

修後の理解度テスト、自己点

検等の実施により、役職員に

対する情報セキュリティ対策

の重要性及びその役割に応じ

た責務の周知徹底を図りまし

た。

・役職員の情報セキュリティに

対する意識向上を図るため、

インターネット環境利用予定

者を対象に標的型メール攻撃

訓練を実施しました。
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講対象者別に研修にかける時間、重点項目、講義内容、使用する教材、担

当する講師、実施方法等を明確化しました。

○情報セキュリティ対策に関する研修教材については、照会が多い事項や自

己点検・理解度テストの結果等を反映し、平成 28年 9 月 6 日に各拠点に

周知しました。

○未受講者へのフォローアップについては、復職等により受講可能となった

場合は、速やかに研修を実施するよう指示するとともに、未受講者がいな

いことを確認しました。

○さらに、サイバーセキュリティ月間（平成 29年 2月 1 日～3月 18 日）で

は、全職員に対して標的型攻撃を念頭に置いた不審メールへの対応等に係

る注意喚起を行いました。

○平成 28年 7月に情報セキュリティ理解度テストを実施し、理解度テストの

正答状況を第 2回情報セキュリティ研修に反映させました。また、同年 8

月から、実効性の高い点検を実施できるよう、情報セキュリティに関して

毎月内容が変わるテスト形式の設問を取り入れる自己点検を実施していま

す。

○平成 29年度においては、情報セキュリティ研修及び個人情報保護に関する

研修を定期的・継続的に実施するとともに、研修の成果を理解度テスト等

により検証することとしています。

（機構 CSIRT 機能の強化）

○機構 CSIRT に属する職員のインシデント対応能力向上のための研修等とし

て、情報管理対策室職員が、平成 28 年 10 月には独立行政法人情報処理推

進機構（IPA）協賛の情報セキュリティワークショップに、同年 12 月には

情報通信研究機構（NICT）が主催する「実践的サイバー防御演習（CYDER）」

に参加し実践的知識を得るとともに、最新の情報を得るため、積極的に外

部の研修会に参加しました。

○機構内での取組として、機構 CSIRT 職員に対して、情報セキュリティイン

シデント対応の取組をリードできる人員の養成を目的とした「CSIRT 研修」

（全 4回）を実施しました。
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④外部委託先における個人情報の管理

ア 個人情報に関わる業務を外部委託する

場合においては、事業者に個人情報の管

理体制を証明する書類の提出を求め、入

札に参加する要件の有無を判定する。

イ 業務開始前、業務開始後及び業務終了

後の各段階において、以下のような取組

を行うことにより、外部委託事業者にお

ける個人情報の管理を徹底し、強化を図

る。

・業務開始前に、委託事業者と従業員と

の間で守秘義務契約の締結を行い、そ

の写しの提出を求める。

・業務開始後に、定期及び随時の立入検

査を行うとともに、自主点検のチェッ

クリストの報告を求める。

・業務終了後に、個人情報に係るデータ

○情報セキュリティインシデント対処訓練として、平成 28 年 7 月 13 日に

厚生労働省と合同で訓練を実施し、エスカレーションの手続に問題がない

か等を検証しました。

また、役職員に対する標的型メール攻撃訓練を平成 29年１月 10日に実施

し、その結果の検証を行い、注意喚起等のフォローアップを行いました。

（個人情報保護対策の強化）

○本部監査部内に氏名索引処理業務の点検専門チームを設置し、平成 28 年 7

月 20 日から一般監査と同時期に点検を実施しました。

○個人番号利用の開始に伴い、新たに特定個人情報保護管理事務取扱要領を

定め、特定個人情報取扱者及び個人番号取扱区域の指定、特定個人情報の

送付、持出については、送付簿や持出簿により管理することとし、特定個

人情報の紛失、漏えい防止を図りました。

また、住基ネットへの照会処理を行った際には、処理結果リスト等に基づ

き管理者が照会目的を確認することとしました。

（入札参加条件の厳格化）

○入札参加の際に事前に情報セキュリティの管理体制に関する書類を提出さ

せていますが、平成 28年度は、以下に関する書類を更に追加して提出させ、

情報セキュリティに関する委託要件を厳格にしました。あわせて、委託業

者選定審査チェックリストにも同様の項目を追加し、事前審査を強化しま

した。

・インターネットとの隔離状況

・ウイルス対策ソフトの導入証明及びウイルススキャンの実施体制

・セキュリティパッチの適用体制

・通信ネットワーク構築時における通信経路の閉域化又は専用線使用の

証明

（業務開始前の管理）

○委託開始前に、委託事業者は全ての業務委託員との間で、日本年金機構法

の罰則が適用される旨を明記した守秘義務契約の締結を行い、その写しを

提出させることを義務化しました。

④委託事業者における個人情報

等の保護・管理については、

情報セキュリティに関する契

約条項を強化することと併せ

て立入検査調書の検査項目を

見直し、検査においては具体

的な証跡を確認することで委

託先での個人情報等の管理体

制の監督をさらに強化しまし

た。
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の消去・廃棄の確認ができるものを求

める。

⑤監査によるチェック

ア 外部監査

・情報セキュリティ対策の主として技術

面の対応についての妥当性等を確

認・評価する外部監査を実施する。

イ 内部監査

・本部監査部に情報セキュリティの専門

チームを設置し、無予告監査を行うこ

とにより、情報セキュリティ対策の実

施状況に係る内部監査を強化する。

・新セキュリティポリシーに係る準拠性

のシステム監査を実施する。

（業務履行中の管理）

○委託事業者が行う自主点検については、報告書の様式を見直し個人情報の

取扱いに係る教育訓練の研修実施日や研修内容を具体的に記載させ個人情

報等保護や法令遵守等に関する点検の実効性の強化を図りました。

個人情報等に関する立入検査においては、検査項目ごとの具体的な根拠を

確認するため原則証跡を徴取することとし、検査の実効性の強化を図りま

した。平成 28年度実施対象の 232 件について、全て立入検査を実施しまし

た。

（業務終了後の管理）

○契約終了時における個人情報等の返却・廃棄等の確認にあたっては、具体

的な消去又は廃棄方法を記載した個人情報等の返却・廃棄に関する報告書

を提出させ、消去又は廃棄方法に問題が無いか確認しました。

平成 28 年度対象の 275 件について、全て適正に消去・廃棄していることを

確認しました。

（個人番号の取扱いに関する管理）

○個人番号利用の開始に伴い、特定個人情報取扱者及び個人番号取扱い区域

を指定させ、その内容を業務開始前までに報告することを義務化しました。

また、個人番号を取り扱う業務を行う全ての委託事業者に対して個人番号

利用に関する研修を指示し、対象となる全ての業務委託員に対する研修が

実施されたことを確認しました。

（外部監査の強化）

○平成 28年 7月から独立した外部の専門家による保証型監査を導入し、情報

セキュリティ監査を実施しました。その結果、情報セキュリティ対策の主

として技術面の対応についての妥当性が適切であるとの評価を受けまし

た。

（内部監査の強化）

○情報セキュリティ監査、システム監査の強化

・情報セキュリティ監査体制の強化と専門性向上の取組

平成 28 年 4 月から、監査部本部監査グループ内に情報セキュリティ監査

チームを配置し、7月からは情報セキュリティ監査及びシステム監査に特

化した専門グループを立ち上げました。

・情報セキュリティ対策の強化に対する監査

⑤情報セキュリティ対策の主と

して技術面の対応についての

妥当性等を確認・評価する外

部監査を実施しました。

・本部監査部に設置した情報セ

キュリティ監査及びシステム

監査の専門チームが情報セキ

ュリティ対策の実施状況を確

認・評価しました。

・本部監査部による無予告の一

般監査（業務検査）・監査の中

で、本部各部室及び各拠点に
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・個人情報の保護・管理に関する各種施

策について、内部監査等により実施状

況を適宜把握し、改善に係る取組が有

効に機能しているかを検証し、問題点

を把握するとともに必要に応じて改

善提言を行う。

外部機関の検査等における情報セキュリティ対策の指摘事項について、本

部及び拠点におけるルールの順守状況を確認するため、平成 28年 8月か

ら 9 月に集中して無予告特別監査を行いました。

・情報セキュリティポリシーの準拠性監査として、諸規程等が機構ポリシー

に準拠しているかを検証しました。監査の結果、不備事項はありませんで

した。

・情報セキュリティに係る教育・訓練の実施状況について確認し、その有効

性を検証しました。監査の結果、不備事項はありませんでした。

・システム監査については、システム面の安全性の監査として、「機構 LAN

システム」、「窓口装置(WM)」、「年⾦個人情報等専用共有フォルダ」等の情

報セキュリティ対策（技術面）が「業務改善計画」に記載されている整備

計画通り実施されているか等について検証しました。監査の結果、不備事

項はありませんでした。

おける情報セキュリティ対策

の実施状況及び個人情報の保

護・管理に関する実施状況を

適宜把握し、改善に係る取組

が有効に機能しているか検証

し、問題点を把握するととも

に必要に応じて改善提言を行

いました。

・マイナンバーを取り扱う個人

番号管理システム等に係るシ

ステム監査を実施しました。

・外部委託先における個人情報

の保護・管理に関する実施状

況に係るシステム監査を実施

しました。

・システム開発・運用・保守に

係る外部委託先への監督・検

査の実施状況、及び重要性の

高いシステムに関して外部委

託先における個人情報の保

護・管理に関する実施状況に

ついてシステム監査を実施し

ました。
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平成２８年度計画 平成２８年度計画に対する取組状況 自己評価

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画

１．予算については、別紙１のとおり。

２．収支計画については、別紙２のとおり。

３．資金計画については、別紙３のとおり。

（予算執行等の実績）

○平成 28年度の予算及び収支計画に対しての予算執行等の実績は、以下のと

おりです。

なお、年金生活者支援給付金支給準備事務費については、年金生活者支援

給付金法の施行が延期されたことにより年金生活者支援給付金支給準備事

務取扱交付金を受け入れていないため、予算の執行はありませんでした。

区分 予算額 決算額

業務経費 1,580.0 億円 1,454.6 億円

保険事業経費 742.4 億円 699.6 億円

国民年金の適用関係業務 100.4 億円 102.4 億円

国民年金の収納関係業務 282.3 億円 254.6 億円

厚生年金保険・健康保険・

船員保険の適用関係業務
244.8 億円 219.9 億円

厚生年金保険・健康保険・

船員保険の徴収関係業務
31.1 億円 30.7 億円

年金給付関係業務 83.6 億円 92.0 億円

オンラインシステム経費 419.8 億円 383.0 億円

年金相談等経費 417.8 億円 372.0 億円

一般管理費 1,132.1 億円 1,121.0 億円

年金生活者支援給付金支給準備事務費 24.1 億円 －

計 2,736.1 億円 2,575.6 億円

※金額については、端数整理のため合計が一致しない場合がある。

○中期計画、年度計画に沿った

予算等を作成しました。

また、予算執行については、

入札によって調達コストを低

減したことなどにより、予算

全体(年金生活者支援給付金

支給準備事務費を除く。)で

136.4 億円を削減しました。

監査法人による監査報告にお

いて、日本年金機構の財政状

態、運営状況、キャッシュ・

フローの状況及び行政サービ

ス実施コストの状況をすべて

の重要な点において適正に表

示しているものと認められて

います。



 

別紙１ 
 

平成２８年度予算 
 

（単位：百万円） 
区  別 金  額 

収入 
 運営費交付金 

運営費交付金 
  事業運営費交付金 
 年金生活者支援給付金支給準備事務取扱交付金 
 その他の収入 
   

計 

 
270,870 
112,874 
157,996 

2,408 
333 

 
273,610 

支出 
 業務経費 
  保険事業経費 
  オンラインシステム経費 
    年金相談等事業経費 
 一般管理費 
 年金生活者支援給付金支給準備事務費 
  
 計 

 
157,996 
74,238 
41,981 
41,777 

113,207 
2,408 
 

273,610 
（注記）金額欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別紙２ 
 

平成２８年度収支計画 
 

      （単位：百万円） 

（注記１）金額欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
（注記２）当法人における退職手当については、その全額について、運営費交

付金を財源とするものと想定している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区  別 金  額 
費用の部 
 経常費用 
  業務経費 
   保険事業経費 
   オンラインシステム経費 
   年金相談等事業経費 

一般管理費 
人件費 

      その他一般管理費 
  年金生活者支援給付金支給準備事務費 

273,610 
273,610 
157,996 
74,238 
41,981 
41,777 

113,207 
100,080 

13,127 
2,408 

収益の部 
経常収益 
運営費交付金収益 

運営費交付金収益 
事業運営費交付金収益 

  年金生活者支援給付金支給準備事務取扱交付金収益 
その他の収入 

純利益（△純損失） 
総利益（△総損失） 

273,610 
273,610 
270,870 
112,874 
157,996 

2,408 
333 

0 
0 
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別紙３ 
 

平成２８年度資金計画 
 

（単位：百万円） 
区  別 金  額 

資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 計 

 
273,610 

0 
0 

  273,610 
資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 
  事業運営費交付金による収入 
  年金生活者支援給付金支給準備事務取扱交付金による収入 
  その他の収入 

投資活動による収入 
財務活動による収入 
計 

 
273,610 
112,874 
157,996 

2,408 
333 

0 
0 

273,610 
（注記）金額欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

118



資料名称 ページ

【別表　１】 国民年金保険料の納付率等の状況 1

【別表　２】 収納対策のスキーム（概念図） 2

【別表　３】 厚生年金保険等の適用促進等に係る平成28年度行動計画の取組状況 3

【別表　４】 厚生年金保険適用関係指標の推移（年度別） 4

【別表　５】 事業所調査関係内訳（年度別） 5

【別表　６】 厚生年金保険料等の収納対策に関する指標の推移（年度別） 6

【別表　７】 サービススタンダードの達成状況 8

【別表　８】 未統合記録（5,095万件）の解明状況 9

【別表　９】 年金事務所一般年金相談窓口の月別状況 10

【別表　１０】 「機構ホームページ等改善の意見をいただく会」開催結果（報告） 11

【別表　１１】 提言（運営評議会） 16

＜参考資料1＞ 日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（H29.4.1現在） 17

＜参考資料2＞ 日本年金機構再生プロジェクト工程表 38

＜参考資料3＞ 中期計画（定量的目標）に対する進捗状況 46

＜参考資料4＞ 機構の意思決定等の仕組み 47

＜参考資料5＞ 日本年金機構における届書受付件数及び郵便物発送件数（概数） 56

＜参考資料6＞ 平成28年度　年金事務所・年金相談センターお客様満足度調査（ＣＳ調査） 58

＜参考資料7＞ 平成28年度予算の執行（決算）状況【総括表】 62

＜参考資料8＞ 平成28事業年度　財務諸表等 71

平成２8年度業務実績報告書＜別表＞目次



 

国民年金保険料の納付率等の状況
【別表1】

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

1,938 万人 1,904 万人 1,864 万人 1,805 万人

( -2.4% ) ( -1.7% ) ( -2.1% ) ( -3.1% )

9,893 万月 9,407 万月 9,010 万月 8,817 万月

( -4.7% ) ( -4.9% ) ( -4.2% ) ( -2.1% )

551 万人 568 万人 587 万人 606 万人

( +3.1% ) ( +3.1% ) ( +3.3% ) ( +3.2% )

 29.0%  30.4%  32.0%  34.1% 

( +1.6% ) ( +1.4% ) ( +1.6% ) ( +2.1% )

最終催告送付 最終催告送付 最終催告送付 最終催告送付 最終催告送付 最終催告送付

24,232 件 30,045 件 68,974 件 78,030 件

督促状送付 督促状送付 督促状送付 督促状送付 督促状送付

10,583 件 17,615 件 34,046 件 46,274 件

差押実施 差押実施 差押実施 差押実施 差押実施

3,379 件 5,012 件 6,208 件 10,476 件

66.8% 65.3% 64.5% 65.1% 72.2%

( +4.8% ) ( +5.3% ) ( +5.2% ) ( +6.4% ) ( +9.1% )

63.2% 62.2% 62.6% 63.5% 69.9%

( +3.3% ) ( +2.9% ) ( +3.9% ) ( +4.5% ) ( +6.5% )

59.3% 58.6% 59.0% 60.9% 65.0%

( -0.7% ) ( -0.7% ) ( +0.3% ) ( +1.9% ) (+1.7%)

36.0% 35.6% 35.3% 35.6% 35.7%

( -0.3% ) ( -0.4% ) ( -0.3% ) ( +0.3% ) (+0.6%)

1.2% 1.4% 1.5% 1.8%

( +0.2% ) ( +0.2% ) ( +0.1% ) ( +0.2% )

1,308万件 1,382万件 1,482万件 1,615万件
( +6.7% ) ( +5.7% ) ( +7.2% ) ( +9.0% )

( +0.1% )

1.8%

( +0.1% )

1,835万件
( +13.6% )

67.2%

( +6.3% )

63.1%

( +2.2% )

35.7%

46,586 件

14,999 件

67.8%

( +8.8% )

( -3.5% )

( -2.4% )

( -0.6% )

 35.1% 

( +1.0% )

クレジット利用率
（対前年度比）

1,982万件

1.9%

( +0.1% )

強制徴収の着実な実施

最終納付率
（現年度からの伸び幅）

過年度１年目
（現年度からの伸び幅）

現年度納付率
（対前年度比）

口座振替利用率
（対前年度比）

事項

第１号被保険者数※1
（対前年度比）

納付月数
（対前年度比）

全額免除者数
（対前年度比）

全額免除率
（対前年度比）

※1　第1号被保険者数には任意加入被保険者を含む。

2,064万件
( +8.0% ) ( +4.1% )

マルチペイメント利用状況
（ｺﾝﾋﾞﾆ、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ、
　　 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ﾍﾟｲｼﾞｰ）

( +0.0% )

最終催告送付

84,801 件

1,742 万人

8,607 万月

602 万人 576 万人

( -4.3% )

 35.0% 

8,291 万月

( -3.7% )

65,654 件

平成２７年度

1,668 万人

( -4.3% )

2.3%

( +0.4% )

目標:70.1%
(7.0%程度
の伸び幅確
保)

目標:67.4%
(4.0％程度
の伸び幅確
保)

目標:64.4%

目標:35.1%
（27年度と
同等以上の
水準を確
保）

平成２８年度

1,575 万人

( -5.5% )

7,835　万月

( -5.5% )

583 万人

( +1.2% )

 37.5% 

( +2.5% )

85,342　件

督促状送付

50,423　件

( +0.3% )

35.1%

( -0.6% )

70.1%

( +9.2% )

68.6%

( +5.5% )

63.4%

差押実施

13,962　件

督促状送付

43,757 件

差押実施

7,310 件

1



納めやすい環境づくりの整備

○ 口座振替の推進
・口座振替割引制度の導入

（H17.4～）

・任意加入者の口座振替の原則化
（H20.4～）

（口座振替率）

26年度末 27年度末 28年度末
36％ → 3５％ → 36％

407万人 383万人 355万人

○ 口座振替による２年前納制度の導入
（利用状況） （H26.4～）
26年度 27年度 28年度

29万件 → 21万件 → 35万件

○ クレジットカード納付の導入
（利用状況） （H20.2～）
26年度 27年度 28年度
146万件 →  151万件 →  159万件

○ コンビニ納付の導入 （H16.2～）
（利用状況）

26年度 27年度 28年度
1,550万件 → 1,518万件 →  1,589万件

○ インターネット納付の導入
（利用状況） （H16.4～）
26年度 27年度 28年度

139万件(※) → 313万件(※) → 316万(※)
※ゆうちょ銀行(郵便局)におけるマルチペイメント処理

への切り替え分を含む。

○ 税申告時の社会保険料控除証明書の
添付義務化 （H17.11～）

強
制
徴
収
対
象

納
付
督
励
対
象

免
除
等
対
象

免除や学生納付特例（学生の間の保険料納付を猶予し、後で納付できる仕組）を周知・勧奨し、

年金受給権の確保と年金額の増額を図る。

○ ハローワークとの連携による失業者への免除制度の周知（H16.10～）

○ 若年者納付猶予制度の導入（H17.4～）・納付猶予対象者の拡大（H28.7～）
○ 免除基準の緩和・免除の遡及承認（H17.4～）

○ 免除の遡及期間の見直し（H26.4～）

○ 申請免除の簡素化（①継続意思確認H17.7～②申請免除手続きの簡素化H21.10～
③所得に係る税未申告者の申請手続きの簡素化Ｈ26.10～）

○ 学生納付特例の申請手続の簡素化（H20.4～）

○ 免除委託制度開始（H28.4～）

免除等の周知・勧奨

納付督励の実施

文 書
H26年度 4,546万件
H27年度 3,810万件
H28年度 4,242万件

電 話
H26年度 4,262万件
H27年度 2,129万件
H28年度 3,846万件

戸別訪問（面談）
H26年度 795万件
H27年度 381万件
H28年度 673万件

強制徴収の実施 ⇒ 不公平感の解消と波及効果

市
町
村
か
ら
の
所
得
情
報
（
平
成
29
年
3
月
現
在
、
全
市
町
村
の
99
％
よ
り
提
供
）

・最終催告状、督促状、財産差押の件数は当該年度に着手した件数

・質の向上
・効率化

年金(社会保険)事務所単位での行動計画の策定・進捗管理（H16.10～）

未

納

者

度
重
な
る
督
励

に
も
応
じ
な
い

収納対策のスキーム（概念図）

○市場化テストによる外部委託（H17.10～）
（実施対象事務所数） （督励件数）
H21年度 312か所 H21年度 2,431万件
H22年度 312か所 H22年度 3,436万件
H23年度 312か所 H23年度 5,227万件
H24年度 312か所 H24年度 6,500万件
H25年度 312か所 H25年度 6,254万件
H26年度 312か所 H26年度 6,131万件
H27年度 312か所 H27年度 3,076万件
H28年度 312か所 H28年度 5,566万件

２６年度 ２７年度 ２８年度

最終催告状 65,654件 84,801件 85,342件

督   促   状 46,586件 43,757件 50,423件

財 産 差 押 14,999件 7,310件 13,962件

○国税庁への強制徴収委任
［基準］所得1000万円以上かつ滞納月数13月以上（H27.10～）
［実績］Ｈ27年度 22件 → H2８年度 35件

【別表２】

普及・啓発活動等
○年金制度の安心感、有利性をわかりやすく伝え国民の不安の払拭 ○学生等に対し年金制度の意義等に関する理解の促進 ○ねんきん定期便等、きめ細かい情報・サービスの提供
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【別表３】

　　適用となった被保険者数 人

　加入指導実施回数 1,515,661 回 1,131,194 回

　内訳 （１）電話・文書による加入指導 　内訳 （１） 1,294,752 回 　内訳 （１） 938,661 回

（２）来所要請による加入指導 （２） 153,754 回 （２） 121,620 回

（３）戸別訪問による加入指導 （３） 67,155 回 （３） 70,913 回

　事業所調査実施件数 485,001 事業所 事業所 116.6 ％

人

件

265,002

9,007 　　　　　　　　　13,170人

・平成27年度実績は、
　　　　　　　 　492,001事業所

・平成27年度実績は、273件40

・平成27年度実績は、

４

　事業所調査により、
　　適用となった被保険者数

事
業
所
調
査

565,356

３

２

適
　
　
用
　
　
促
　
　
進

１

93,000

　立入検査実施件数

　職員の加入指導により、

　　適用に結び付いた事業所数
事業所 ・27年度実績は、92,550事業所

　　　　　　　　　239,024人

115,105 事業所 123.8 ％

厚生年金保険等の適用促進等に係る平成２８年度行動計画の取組状況

年 間 目 標 値 実 績 達 成 率
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ／Ａ）

項　　　　　　　目 備　　　考
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項番 単位 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度
27年度と28年
度との比較

1 事業所 67,300 69,719 74,677 91,457 113,430 157,184 182,422 116.1%

2 事業所 54,629 56,845 49,974 31,309 40,391 41,173 39,957 97.0%

3 事業所 1,748,578 1,745,027 1,758,192 1,800,619 1,867,185 1,974,655 2,109,345 106.8%

4 事業所 107,935 246,165 387,840 357,303 245,335 647,786 513,332 79.2%

5 人 5,971,161 6,064,813 6,298,001 6,535,050 6,697,394 6,913,401 7,476,219 108.1%

6 人 5,808,127 6,019,435 6,124,748 6,053,223 6,031,851 6,038,882 6,148,007 101.8%

7 人 34,411,013 34,514,836 34,717,319 35,272,821 35,985,388 36,863,741 38,217,576 103.7%

8 事業所 146,698 396,884 207,365 110,079 0 167,989 99,045 59.0%

9 事業所 34,252 57,453 113,112 65,163 490,619 1,131,194 1,515,661 134.0%

10 事業所 4,808 6,685 8,322 19,099 39,704 92,550 115,105 124.4%

適用調査対象事業所数（年度末現在）

被保険者数（資格取得分）

被保険者数（資格喪失分）

【別表４】

指標名

新規適用事業所数

全喪事業所数

適用事業所数（年度末現在）

○ 厚生年金保険適用関係指標の推移（年度別）

被保険者数（年度末現在）

外部委託による加入勧奨事業所数

適用対策を講じた結果、適用した事業所数

　

職員による加入指導事業所数（文書・電
話・来所要請・訪問指導ののべ事業所数）
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項番 単位 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度
27年度と28年
度との比較

1 事業所 157,477 437,325 491,188 463,075 474,098 492,001 565,356 114.9%

2 事業所 32,030 80,003 94,561 98,106 185,856 210,959 297,777 141.2%

3 総合調査実施割合（②／①） - 20.3% 18.3% 19.3% 21.2% 39.2% 42.9% 52.7% 122.8%

4 事業所 1,483 1,508 1,343 1,071 496 385 489 127.0%

5 事業所 970 703 671 482 242 168 169 100.6%

6 事業所 679 251 164 91 60 70 120 171.4%

事業所調査
のきっかけ
となった
情報提供数

被保険者からの情報提供

地方運輸局等からの情報提供

都道府県労働局からの情報提供

①のうち、総合調査事業所数　②

【別表５】

○ 事業所調査関係内訳（年度別）

指標名

事業所調査実施事業所数　①

5



【別表６】

厚生年金保険料等の収納対策に関する指標の推移（年度別）

単位 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

厚生年金保険 億円 232,430 239,581 246,116 254,629 266,941 281,830 297,992

協会管掌健康保険 億円 74,985 76,722 81,192 82,950 86,312 89,104 93,068

船員保険 億円 387 378 374 366 372 370 373

厚生年金保険 億円 227,253 234,699 241,549 250,472 263,196 278,362 294,754

協会管掌健康保険 億円 72,243 74,074 78,653 80,606 84,183 87,121 91,211

船員保険 億円 344 341 340 337 345 348 355

厚生年金保険 億円 407 380 362 369 323 338 285

協会管掌健康保険 億円 201 191 188 199 178 189 163

船員保険 億円 5 4 4 1 3 3 2

厚生年金保険 億円 4,770 4,502 4,205 3,788 3,422 3,130 2,952

協会管掌健康保険 億円 2,541 2,457 2,351 2,145 1,951 1,793 1,693

船員保険 億円 38 33 30 29 23 18 16

厚生年金保険 ％ 97.8 98.0 98.1 98.4 98.6 98.8 98.9

協会管掌健康保険 ％ 96.3 96.5 96.9 97.2 97.5 97.8 98.0

船員保険 ％ 88.9 90.1 91.0 92.0 92.9 94.1 95.2

事業所 162,461 162,735 154,013 141,284 138,162 135,860 134,940

事業所 13,707 17,798 22,556 24,626 25,094 24,300 25,174

厚生年金保険 ％ 81.6 82.7 83.0 83.3 83.1 83.2% 83.0%

協会管掌健康保険 ％ 82.1 82.9 83.2 83.2 83.4 83.5% 83.2%

船員保険 ％ 68.4 68.9 68.7 69.3 70.6 71.3% 72.0%

（注１）協会管掌健康保険とは、全国健康保険協会が運営している主に中小企業の従業員を対象とした健康保険のことです。同健康保険の保険料については、
　　年金保険料と併せて、機構が一括して徴収を行っています。
（注２）滞納事業所数は、延滞金のみ滞納している事業所数を除いた事業所数を計上しています。

滞納事業所数

差押え事業所数

口座振替実施率

指標名

保険料決定額
（過年度分を含む）①

保険料収納額
（過年度分を含む）②

不納欠損額③

収納未済額
①－②－③

保険料収納率
②/①
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【別表６】

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

98.5 98.7 98.7 98.4 98.0 97.8 98.0 98.1

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

97.9 98.0 97.8 97.2 96.5 96.3 96.5 96.9

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

系列1 97.8 98.0 98.1 98.4 98.6 98.8 98.9

97.2

97.4

97.6

97.8

98.0

98.2

98.4

98.6

98.8

99.0
厚生年金保険収納率の推移

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

系列1 96.3 96.5 96.9 97.2 97.5 97.8 98.0

95.0

95.5

96.0

96.5

97.0

97.5

98.0

98.5
健康保険収納率の推移
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 サービススタンダードの達成状況

平均所要
日数

達成率
平均所要

日数
達成率

平均所要
日数

達成率
平均所要
日数

達成率
平均所要

日数
達成率

平均所要
日数

達成率
平均所要

日数
達成率

平均所要
日数

達成率
平均所要
日数

達成率
平均所要
日数

達成率

21 41.2 91.1% 37.7 50.0% 45.1 86.3% 39.3 45.0% 48.7 80.5% 43.8 40.4% 54.5 73.9% 38.5 52.2% 70.2 88.8% 158.1 10.0%

22 39.5 90.1% 34.8 57.7% 40.5 89.5% 35.6 54.6% 43.7 85.4% 47.9 41.9% 50.6 77.4% 40.1 49.9% 60.1 87.7% 173.2 7.7%

23 32.5 98.0% 25.7 89.4% 33.8 97.5% 27.4 83.1% 35.6 93.8% 27.7 81.4% 42.0 88.3% 27.3 85.5% 51.6 94.6% 114.1 45.2%

24 33.3 97.8% 25.4 94.3% 34.5 97.5% 26.3 91.5% 36.4 94.2% 26.9 88.2% 40.7 91.2% 26.0 94.2% 53.4 95.5% 103.9 59.3%

25 33.3 97.1% 25.1 96.5% 35.0 96.8% 25.6 95.6% 34.8 94.9% 28.8 85.7% 41.0 90.7% 26.5 94.5% 55.7 90.4% 76.8 93.2%

26 32.5 97.7% 25.0 97.2% 33.7 97.4% 25.2 97.3% 32.9 96.7% 25.6 93.2% 38.8 92.1% 25.5 97.2% 53.3 94.5% 89.3 84.8%

27 34.5 96.3% 26.1 91.6% 36.8 94.1% 26.3 91.8% 34.8 96.3% 27.0 90.5% 40.2 90.1% 25.9 95.0% 52.5 95.6% 82.0 90.1%

28 34.0 96.6% 22.2 95.5% 35.5 95.9% 25.0 95.1% 35.9 95.8% 25.8 92.9% 40.4 91.1% 26.2 91.7% 50.3 96.2% 89.0 91.7%

障害基礎年金 障害厚生年金

加入状況の再確認を要する場
合（２カ月以内）

加入状況の再確認を要しな
い場合（１カ月以内）

加入状況の再確認を要する
場合（２カ月以内）

加入状況の再確認を要しな
い場合（１カ月以内）

加入状況の再確認を要する
場合（２カ月以内）

加入状況の再確認を要しな
い場合（１カ月以内）

加入状況の再確認を要する
場合（２カ月以内）年度

老齢基礎年金 老齢厚生年金 遺族基礎年金 遺族厚生年金

(注１）サービススタンダードとは、請求書を受け付けてから年金証書が届くまでの所要日数の目標を定めたものであり、上記数値は、請求者に対する不備返戻、医師照会、実地調査及び市町村からの
       回付に要した日数を除く所要日数によるものである。

(注２）達成率は、各月の裁定件数（分母）に対するサービススタンダードを達成した件数（分子）である。

(注３）日本年金機構中期計画において、「各サービススタンダードの達成率を９０％以上とすることを目指す。」とされている。

３カ月半以内
加入状況の再確認を要しな
い場合（１カ月以内）

３カ月以内
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（１）基礎年金番号に統合済みの記録

１，８９７万件

（１）現在調査中の記録 ０．４万件
（ご本人からの回答に基づき記録を調査中）

（２）名寄せ特別便等の対象となったが、未回答等の
ため持ち主が判明していない記録 ７６９万件

（３）持ち主の手がかりがいまだ得られていない記録

８８５万件

（２）死亡者に関連する記録及び年金受給に

結び付かない記録 １，２４８万件

・ご本人から未回答のもの ２７６万件

・「自分のものではない」と回答のあったもの １７５万件

・お知らせ便の未到達のもの ４６万件

・その他（注1） ２７２万件

① 死亡者に関連する記録 ７０６万件

② 年金受給に結び付かない記録 ５４２万件

～想定される例～
・死亡していると考えられるもの
・国外に転居していると考えられるもの

・届出誤り（誤った氏名・生年月日）により収録されたもの

・事情により別の氏名や別の生年月日で届出したもの

未統合記録（５，０９５万件）の解明状況

※端数処理の関係上、各項目の合計と未統合記録との間に差が生じる場合がある。

＜平成２９年３月時点＞

Ⅰ

〈解明された

記録〉

３，１４５万件

Ⅱ

〈解明作業中

又はなお解明

を要する記録〉

１，９５１万件

（４） （１）～（３）の記録と同一人と思われる記録（注2） ２９７万件

人数ベース １，４６９万人

受給者 ８６４万人

被保険者等 ６０５万人

（注1）「その他」は、「「訂正がある」との回答だったが、調査の結果ご本人のものではなかったもの」、「基礎年金番号のある記録と名寄せされたが、その記録が対象記録と期間重複があり

特別便の対象からはずれたもの」、「黄色便の送付対象として氏名等の補正を行ったが、基礎年金番号のある記録と名寄せされず、黄色便が送付されなかったもの」等

（注2）（４）は、（１）～（３）の記録と氏名、生年月日、性別の3項目が一致した記録

9

afosq
テキストボックス
【別表８】



【別表11】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計 平均

１ヶ月の待ち時間の平均が
１時間以上の年金事務所数

（312年金事務所・13時時点）
0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 2ヶ所 0ヶ所

１ヶ月の待ち時間の平均が
 30分以上1時間未満の年金事務所数

（312年金事務所・13時時点）
28ヶ所 8ヶ所 3ヶ所 0ヶ所 1ヶ所 4ヶ所 15ヶ所 1ヶ所 0ヶ所 36ヶ所 28ヶ所 19ヶ所 143ヶ所 12ヶ所

相談件数 510,044 506,197 516,739 475,528 505,088 448,959 555,510 493,356 427,941 535,195 558,695 579,396 6,112,648 509,387

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計 平均

１ヶ月の待ち時間の平均が
１時間以上の年金事務所数

（312年金事務所・13時時点）
0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所

１ヶ月の待ち時間の平均が
 30分以上1時間未満の年金事務所数

（312年金事務所・13時時点）
15ヶ所 4ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 2ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 11ヶ所 2ヶ所 5ヶ所 39ヶ所 3ヶ所

相談件数 523,342 467,490 434,768 443,155 425,580 410,040 473,555 423,705 397,233 463,822 466,269 512,660 5,441,619 453,468

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計 平均

１ヶ月の待ち時間の平均が
１時間以上の年金事務所数

（312年金事務所・13時時点）
1ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 1ヶ所 0ヶ所

１ヶ月の待ち時間の平均が
 30分以上1時間未満の年金事務所数

（312年金事務所・13時時点）
11ヶ所 3ヶ所 1ヶ所 0ヶ所 3ヶ所 2ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 0ヶ所 19ヶ所 17ヶ所 3ヶ所 61ヶ所 5ヶ所

相談件数 488,463 441,726 484,518 456,457 428,806 450,770 497,388 416,060 415,035 503,895 537,759 575,733 5,696,610 474,718

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計 平均

１ヶ月の待ち時間の平均が
１時間以上の年金事務所数

（312年金事務所・13時時点）
0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所

１ヶ月の待ち時間の平均が
 30分以上1時間未満の年金事務所数

（312年金事務所・13時時点）
4ヶ所 5ヶ所 2ヶ所 0ヶ所 2ヶ所 7ヶ所 4ヶ所 0ヶ所 1ヶ所 2ヶ所 2ヶ所 0ヶ所 29ヶ所 2ヶ所

相談件数 471,694 400,689 507,293 440,777 423,648 413,249 463,391 432,419 420,782 461,912 540,150 551,572 5,527,576 460,631

不正アクセス事案に係る
相談件数（再掲）

― ― 32,471 10,836 2,215 1,976 456 179 44 41 23 26 48,267 4,827

不正アクセス事案を除いた相談件数 471,694 400,689 474,822 429,941 421,433 411,273 462,935 432,240 420,738 461,871 540,127 551,546 5,479,309 456,609

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計 平均

１ヶ月の待ち時間の平均が
１時間以上の年金事務所数

（312年金事務所・13時時点）
0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所

１ヶ月の待ち時間の平均が
 30分以上1時間未満の年金事務所数

（312年金事務所・13時時点）
2ヶ所 3ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 0ヶ所 2ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 9ヶ所 1ヶ所

相談件数 407,674 374,706 418,120 355,209 402,015 392,065 387,112 368,332 376,668 417,907 464,419 533,613 4,897,840 408,153

平成
２８年度

平成
２５年度

項　　　　　目

平成
２６年度

項　　　　　目

平成
２７年度

項　　　　　目

項　　　　　目

年金事務所一般年金相談窓口の月別状況

項　　　　　目

平成
２４年度
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「機構ホームページ等改善の意見をいただく会」開催結果（報告） 
 
＜目的＞ 

日本年金機構ホームページ等について、障害がある方が必要な情報をスムーズにご利用いただけるよう改善を図るため、平成

29 年 3 月 24 日、日本年金機構において、障害がある方又は障害がある方と身近に接している方々に出席いただき、「機構ホーム

ページ等改善の意見をいただく会」を開催。（障害者団体（６団体）に出席をいただき公開で実施。なお、都合により当日出席さ

れなかった２団体については個別に対応） 

 

＜提示した改善案等＞ 

 ○ ホームページのトップに「障害のある方」向けのバナーを新設し、そのバナーの中で障害のある方に必要な情報を発信 

 ○ ホームページに「障害年金ガイド」の点字データを新たに掲載 

 ○ 視覚障害がある方への「ねんきん定期便」・「年金額改定通知書」等の改善 

 

＜主な意見と今後の対応＞ 

 いただいた意見は「別紙」のとおり。 

今後、ホームページについては、期間をかけずに対応するものと検討及び準備期間を要するものに分けて対応 

 ○ 期間をかけずに（数ヶ月内に）対応するもの 

  ・ 文書やＦＡＸによる年金相談も可能であることのわかりやすい周知 

・ 「障害のある方」向けのバナーの新設及びそのバナーの中で障害のある方に必要な情報を発信 等 

 ○ 費用（予算）や検討期間、準備期間が必要なもの 

  ・ ホームページのスマートフォン化 

  ・ コントラストや色彩の変更 等 

 ○ 「ねんきん定期便」及び「年金額改定通知書」の改善については、希望者に対する点字対応、「ねんきんネット」を活用した

音声読み上げ機能の改善、「電子版ねんきん定期便」及び「電子版年金額改定通知書」（いずれも「ねんきんネット」上で確認）

における文字拡大機能の追加 

 

 

【別表１０】 
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「意見をいただく会」でのご意見・ご要望事項及び対応（案） 

  

 

○ 期間をかけずに（数ヶ月内に）対応するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 費用（予算）や検討期間、準備期間等が必要なもの 

 ご意見・ご要望事項 対応（案） 

⑤ ホームページの情報をパソコンだけではなく、スマー

トフォンでも見えやすく情報が得られるように対応し

てほしい。 

ホームページのスマートフォン化は開発費用が必要であり、財源確保の上、対応

します。 

 ご意見・ご要望事項 対応（案） 

① 文書やＦＡＸによる相談も可能であることを周知して

ほしい。 

ホームページ（「全国の相談・手続き窓口」ページ）に「耳が不自由などの理由

で電話での相談が困難な方へ」のコンテンツを新設し、分かりやすい場所で「文

書での年金相談」「ファクシミリによる年金相談」をご案内することとしました。

（３月２７日 掲載済） 

② 障害基礎年金の制度説明は「20歳以降に障害がある方」

についての説明が主であるが、「先天性の病気などによ

り 20歳前から障害がある方」についても制度説明やＱ

＆Ａをもっと掲載してほしい。 

「先天性の病気などにより 20 歳前から障害がある方」についての制度説明の記

事やＱ＆Ａを拡充しました。（４月２６日 掲載済み） 

③ 必要な情報がホームページの深いところに入りすぎて

いて見つけにくい。 

「障害のある方」向け専用バナーの中でわかりやすくご覧いただけるよう整理し

ます。（７月中メド） 

④ トップページに様々な情報がありすぎて分かりづら

い。もう少しバナーの整理をしてシンプルにしてほし

い。 

トップページの関連記事を１つのバナーに集約する等、可能な範囲でシンプルな

画面構成に整理します。（７月中メド） 

「別 紙」 

Ⅰ ホームページ関係 
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⑥ ホームページの色彩（オレンジ色）が明るすぎて眩し

く感じる。コントラストや色彩を工夫してほしい。 

大規模なデザインリニューアルが必要であり、予算及び開発期間が必要なことか

ら、次期ホームページリニューアル（平成３１年１０月）時に向け検討します。 

⑦ 「手話・字幕付き動画」について、①コンパクトな構

成にすること、②時間表示を入れること、③手話通訳

者の服装をグレー色ではなく黒色か紺色にすること、

④字幕について、背景は黒色に文字は白色または黄色

にすること。 

「手話・字幕付き動画」の次回作成時（平成２９年１０月中をメド）に、ご意見・

ご要望内容を取り込みます。 

なお、「②時間表示を入れること。」については、４月７日に対応しました。 

⑧ ＰＤＦデータでは音声データの読み上げや点字ディス

プレイへの変換ができないため、テキストデータ化し

た資料を掲載してほしい。 

不正アクセスによる情報流出事案により、平成２７年６月から平成２８年１１月

までの間は印刷された資料をスキャナーで読み込ませ、そのデータをホームペー

ジに掲載していました（音声データの読み上げ等対応不可）。現在、当該データに

ついてはテキスト情報が残るようパソコン上で形式変換したＰＤＦに順次貼り換

えています。テキストデータ化については、現在ホームページに格納しているＰ

ＤＦ資料が膨大であり、優先順位を付けた対応を検討します（システム的検証や

費用対効果の検証が必要）。 

⑨ 障害年金の請求に必要な添付書類などは一表にして分

かりやすいところに配置してほしい。 

必要な添付書類について、どのような掲載がお客様にとって分かりやすいかを検

討し、既存ページのリンク先の確認や配置の整理ができ次第実施します。 

⑩ 大人向けニュースをわかりやすく再編集した「こども

ニュース」のように、発達障害のある方にとっても分

かりやすい制度説明をお願いしたい。 

現在でも図解やマンガで分かりやすく解説した「いっしょに検証！公的年金」（厚

生労働省ＨＰからリンク）を掲載していますが、ご意見趣旨を踏まえ、厚生労働

省と連携をして検討します。 

⑪ 裁定請求をする際に、フローチャートのような形で手

続きの流れがチェックできるよう構成をお願いした

い。 

フローチャートのような図式を加えることも含め、どのような掲載がお客様にと

って分かりやすいかを検討し、実施します。 
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○ その他 

 ご意見・ご要望事項 対応（案） 

⑫ 点字データについては、自動翻訳ソフト任せで作成する

のではなく人の目で確認した校正後のものを掲載して

いただきたい。 

従来から点字データについては点訳者による対応を行っており、ご意見を踏ま

え、今後も同様の対応を継続します。 

⑬ 文字にルビを付けたり、新しい言葉や難解な言葉の置き

換え、映像に内容をかみ砕いた要約字幕を付けるなど、

アクセシビリティに十分配慮していただきたい。 

新しい言葉や難解の言葉（法律用語等）の置き換えや手話動画へのルビ付け等、 

今後もアクセシビリティに配慮した分かりやすい言葉での掲載に努めます。 

 

⑭ 専門的な用語が多すぎて理解しづらい。分かりやすい言

葉で案内をしていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ご意見・ご要望事項 対応（案） 

⑮ 点字、音声、拡大文字での提供を求めたい。 

点字については、先例（東京都主税局：納税通知について希望者に点字で

通知）を参考に検討いただきたい。音声コードは実際に使っている人が少

ないので、音声コードだけでの通知については再考願いたい。弱視の方の

ほとんどが点字ではなく拡大文字等で情報にアクセスするので、その点を

考慮していただいた上でねんきんネットで取り組まれてはどうか。 

希望者に対する点字対応、「ねんきんネット」を活用した音声

読み上げ機能の改善、「電子版ねんきん定期便」及び「電子版

年金額改定通知書」（いずれも「ねんきんネット」上で確認）

における文字拡大機能の追加等の検討を行います。 

Ⅱ 視覚障害のある方への「ねんきん定期便」・「年金額改定通知書」の改善関係 
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 ご意見・ご要望事項 対応（案） 

⑯ 障害基礎年金受給決定時に国民年金保険料の法定免除の手続き案内をして

ほしい。 

年金証書の送付時に同封のパンフレットでご案内をしていま

す。さらにホームページの障害基礎年金の掲載場所において、

ご案内を実施していきます。 

⑰ 聴覚に障害があり、電話での年金相談ができない場合、メールにより年金

相談が受けられるようにしてほしい。 

メールによる年金相談については、なりすまし等セキュリテ

ィ対策に問題があると認識していますが、聴覚等に障害があ

る方への「ねんきんネット」を活用した年金相談の実現可能

性について検討を行います。 

⑱ 聴覚障害により電話ができない人には「電話リレーサービス」（中継者（専

門の第三者）を介して情報を得ることができるシステム）を活用できるよ

うにしてほしい。 

代理人からの電話による年金相談については、個人情報を回

答することができないため、「ねんきんネット」を活用した年

金相談の実現可能性について検討を行います。 

⑲ 聴覚障害者については、手話通訳者を介して電話年金相談ができるように

してほしい。 

Ⅲ その他のご意見・ご要望事項 
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平成２９年２月６日 

日本年金機構 

  理事長 水島 藤一郎 殿 

日本年金機構運営評議会   

座長 菊池 馨実 

提 言 

 

 日本年金機構（以下「機構」という。）は、平成２７年１２月に業務改善計画を策定し、

再生プロジェクト及び情報セキュリティ対策の強化に取り組んでいるところであるが、機構

が、国民から信頼され、評価される組織となるためには、厚生労働省とも連携し、多岐に渡

る業務改善計画を確実に実行することに併せ、基幹業務の更なる推進や制度改正への確実な対

応を行うことが肝要である。 

 こうしたことを踏まえ、私たち運営評議会として下記について提言する。 

 

記 

 

１．組織改革、人事改革、業務改革及び情報開示・共有の促進を柱とする「日本年金機構再

生プロジェクト」について、国民接点である現場の声を十分尊重した上で確実に実行する

とともに、不断のフォローアップにより随時見直し・軌道修正を検討する等、現場・本部

が一体となったプロジェクトの推進に努めること。 

  その際、効率化・合理化の観点から組織を集約していく中でも正確かつ円滑に基幹業務

に対応できるよう取り組むこと。また、改革に伴う職員のワーク・ライフ・バランスへの

影響にも配慮しつつ、職員一人ひとりが「自ら考え、自ら改革する」意識を持ってより積

極的に改革に取り組める体制を整備すること。 

 

２．情報セキュリティについて、職員一人ひとりのセキュリティ意識を醸成・定着させ、よ

り高いレベルのセキュリティ体制を確立すること。また、インターネット環境の構築と、

それに向けたハード面、運用面のセキュリティに関する環境整備、ルールの徹底を図るこ

と。特に、機構においてマイナンバーを利用するに当たっては、より一層体制を引き締め、

対応すること。 

 

３．国民年金保険料の納付率向上、厚生年金保険の適用促進等の基幹業務の更なる推進を図

ること。また、短時間労働者の適用拡大、受給資格期間の短縮等の制度改正に対して、業

務の効率化・合理化を図った上で適切な人事配置を行い、厚生労働省と緊密に連携し必要

な人員等を確保しながら、不断の努力により確実に対応すること。 

  さらに、事務処理誤り、コンプライアンス問題事案の防止のため、緊張感を持って業務

を遂行し、綱紀粛正を徹底すること。   

なお、年金制度・事務処理に対する正確性の徹底を図るため、適用事業所の事業主等へ

の広報について、年金委員制度の活用等により充実を図るとともに、市区町村や社会保険

労務士会をはじめとする関係機関・団体との連携・協力体制の構築に努めること。                   

以上 
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

１．組織改革

○縦割り排除（本部改革）

1
常勤役員会
の設置

経営上重要な案件内容及び意思
決定過程の共有を図り、また、組織
内の縦割り排除、組織経営に関し
ての合意の迅速化、役員間の情報
共有を強化し、効率的かつ安定的
な業務運営に資することを目的に
設置

・「日本年金機構常勤役員会規程」を制定・施行
（H28.1）
※H28.1.4より、原則として毎週１回開催中
・会議の議題や運営方法等の見直しを随時実施

・会議の議題や運営方法等について
継続的に見直し
・会議での議論において継続課題と
なったもののフォローアップ

・27年度14回、28年度50
回開催し、組織横断的な
議論を実施

2

縦割りから横
断的組織へ
の再編（事業
企画部門と
事業推進部
門の分離）

本部の制度別縦割り組織を改め、
年金事務所等の横断的かつ一元
管理を行うための業務運営体制を
確立

・H28.4組織再編により、事業企画部門と事業推進
部門の体制確立
・年金給付業務について、H29.1組織再編により、事
業推進部門（年金給付）を設置

・役割分担に偏りがないか、本部と拠
点との間に支障が生じていないか、
フォローアップ（必要に応じて、体制や
所掌等を見直し）

・H28.4組織再編により、
事業企画部門と事業推進
部門の体制確立
・年金給付業務について、
H29.1組織再編により、事
業推進部門（年金給付）を
設置

3
現場管理統
括部署の設
置

「地域部」を地域別に15部設置する
とともに、地域マネージャー15名を
配置し、本部情報の伝達、現場か
らの情報の吸収等を図ることで、年
金事務所等の管理、指導、評価及
び全体共有等を横断的かつ一元
的に管理

・H28.4組織再編により、15地域部設置及び同部内
に地域マネージャーを1名ずつ配置
・地域部長会議の定期開催
・事業推進役報告会の定期開催
・地域マネージャーの負担軽減のため、サポート体
制を検討し、特定業務契約職員を配置（平成29年4
月）

・地域部及び地域マネージャーが円
滑に活動が実施できるようフォロー
アップ

・地域マネージャーによる
ルールの徹底及び情報セ
キュリティ対策を実施
・事業推進役報告会を定
期的（月１回程度）に実施
し、現場意見等に対する
対応策を事務連絡として
周知

4

組織のスリ
ム化・効率化
（現業部門の
分離）

― ― ―

本部組織
の再編・
効率化

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

常勤役員
会の設置

※ ２．業務改革①の「事務センターの業務集約」を参照 
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

１．組織改革

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

○組織一体化（ブロック本部のあり方の見直し）　　　※Ｈ28.4.1付で本部とブロック本部を統合（組織規程を改正）

5
人事・労務関
係業務の統
合

・H28.4組織再編により、人事・労務関係業務を本部
に統合

・人事部門と拠点との連携に支障が
生じていないかフォローアップ
・人事部による全拠点ヒアリングが定
期的に行われ、拠点の現況把握が適
切になされているか等を聴取

※「人事権の本部一元化」
を参照

6
経理関係業
務の統合

・経理業務統合後の組織体制案の策定
・統合に伴う効率的・効果的な調達事務の見直し
・統合に関する職員周知の実施
・地域部経理担当職員の本部（東京）異動
・統合に関する関係諸規程の改正
・H28.10組織再編により、経理業務を本部に統合

・統合後、経理業務に支障が生じてい
ないかフォローアップ

・地域部ごとに分散されて
いた経理機能を整理統合
し、業務の集約化及び効
率化を図り、余剰となった
人員を拠点に配付

・現場管理・支援業務統合後の組織体制案の検討
・事業推進セクション（本部地域部・事務センター統
括部、地域代表年金事務所等）の役割の整理
・旧ブロック本部が保有する文書等の移管方法に関
する関係部署との調整
・組織改編に伴う移転計画（移転時期を含む）に関
する職員周知の実施

・現場管理・支援関係業務の統合に伴う組織体制・
役割の整理及び職員周知
・地域部及び地域代表年金事務所に対して、平成
29年4月以降の役割についての説明会を実施（Ｈ
29.1）
・地域部移転にかかる諸手続の調整及び周知
・厚生局等関係機関との調整及び周知
・H29.3現場管理・支援職員の本部（東京）への異動
（職員の一部）
・H29.4現場管理・支援職員の本部（東京）への異動
※地域部完全統合（組織改編）

・地域部ごとに分散されて
いた現場管理・支援機能
を整理統合し、業務の集
約化及び効率化を図り、
余剰となった人員を拠点
に配付

本部・ブ
ロック本
部の統合

・組織の一体化、意思決定・情報共
有ルートの短縮、人員集約及び効
率化を目的に、地域分散型機能を
もつブロック本部を本部に統合

・ブロック本部の人事・調達等の管
理業務及び現場管理・支援機能を
本部に統合することで、ブロック本
部の人材を糾合・再配置し、本部
の人材の強化を図るとともに、現場
力を強化

現場管理・支
援関係業務
の統合

・地域部移転諸手続きのフォローアッ
プ
・現場管理・支援関係業務の統合に
関する諸規程の改正
・統合後、現場支援業務に支障が生じ
ていないかフォローアップ
・地域部と地域代表年金事務所にヒア
リングを実施し、適宜サポートを実施

7
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

２．業務改革①

○業務改革のための業務集約

8 モデル事務所
の設置

9 フルスペック
体制の見直し

年金事
務所の
業務集
約

事業実績の向上及び業務の効率
化を図るため、年金事務所の地域
性や業務の専門性を踏まえ、年金
事務所のフルスペック体制を見直
し、年金事務所の適用・徴収対策
の機能を集約

・年金事務所の機能集約に関する実施計画を策定
し、職員周知（H28.3） ⇒ モデル事務所として4事務
所を選定（新宿、大曽根、大手前、広島東）
・モデル実施の集約範囲及び時期について職員周
知（H28.5）
・関係団体との調整（協会けんぽ、社会保険協会連
合会、社会保険委員会連合会、社労士会連合会）
（H28.5～6）
・事業所等への周知広報（H28.6～）
・年金事務所の機能集約にかかる実施手順書を策
定し、職員周知（H28.8)
・H28.10実施拠点への説明会を実施(H28.8～)
・諸規程の改正(H28.9)
・新宿及び大手前において、厚生年金保険の適用・
徴収業務の集約のモデル実施を開始(28.10～）
・H29.2実施拠点への説明会を実施（H28.12）
・平成29年度実施計画の策定及び職員周知
（H28.12）
・H28.10実施拠点の取組状況のフォローアップ
（H29.1)
・拠点報告会の実施（H29.1）
・大曽根及び広島東において、厚生年金保険の適
用・徴収業務の集約のモデル実施を開始(H29.2～）

・関係団体との調整（協会けんぽ、社
会保険協会連合会、社会保険委員会
連合会、社労士会連合会）（H29.4～
5）

・県代表事務所における専門部署の
設置等（H30年度）

・モデル実施拠点における好取組事
例を反映した機能集約の基本方針を
整理

・課題や問題点等について、把握・分
析することにより、必要な対策を検討

・基幹年金事務所（集約拠
点）　4ヶ所、特定年金事務所
8ヶ所設置済

・適用・徴収対策の担当を専
任化することにより、加入指
導や滞納処分を集中的に取
組む体制を確立

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

２．業務改革①

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

11
12

中央年金セン
ターの設置
（本部現業部
門の再編及び
記録業務の一
部集約）

・本部現業部門の再編に伴うセンター設置場所等
の事前周知（H28.3）
・中央年金センター設立準備グループを新設
（H28.7)
・本部現業部門の再編にかかる検討状況（事務連
絡）の発出（H28.9）
・中央年金センターの体制等の基本方針（指示）の
発出（H28.12）
・中央年金センターの設置、運用開始（H29.1）
・官公署等に対する情報提供事務の集約、運用開
始（H29.4）

・中央年金センター設置後における事
務処理方法の見直し（H29.4～)
・業務量調査の実施

・H29.1　中央年金センター設
置
・H29.4より、官公署等からの
情報提供事務を高松拠点に
集約

障害年金セン
ターの設置

・全国集約に向けた実施方針及びスケジュール案
を策定し周知（H28.3）
・障害年金センター設置場所等の事前周知（H28.3）
・障害年金センター設立準備グループを新設
（H28.7)
・周知広報（H28.7～)
・市区町村における事務処理の変更点を整理し、職
員周知（H28.9)
・諸規程の改正(H28.9)
・障害年金センターの設置（H28.10～）
・H28.10集約（本部障害年金業務部、東京、長野、
山梨、和歌山、山口）
・H29.1集約（福島、岐阜、三重、香川、愛媛、徳島、
高知）
・H29.4全国一括集約の実施

・業務量調査の実施 ・H28.10　障害年金センター
設置（段階的集約開始）

・H29.4 全国一括集約

事務セ
ンターの
業務集
約

事務センター
の広域集約化
の促進

・全国40事務センター（Ｈ27.12末時
点）については、地域単位で同種
同様の事務処理を行っており、事
務の効率化・合理化及び標準化の
観点から事務センターの統合・集
約をより一層促進

・本部現業部門の再編及び事務セ
ンターの記録業務の一部を集約
し、組織のスリム化及び業務の効
率化を図る。

・とりわけ本部及び40事務センター
で行っている障害年金業務につい
ては、障害認定事務の統一や業務
の効率化等を進めるため、早期に
業務集約

・事務センターを最終的に39ヶ所から8ヶ所程度へ集約
する方針を決定
・H28年度事務センターの広域集約実施計画を職員に周
知（39ヶ所 → 29ヶ所）（H28.1）
・H28年度実施計画に基づき、組織設置日及び組織名
称等を決定し、職員周知（H28.6）
・関係団体等への周知広報(H28.6～)
・諸規程の改正(H28.9)
・H28.10集約（埼玉＋長野、東京＋山梨、大阪広域＋和
歌山、広島＋山口）
・H29.1集約（仙台広域＋福島、愛知＋岐阜＋三重、香
川＋愛媛＋徳島＋高知）
・H29年度事務センターの広域集約実施計画を職員に周
知（29ヶ所 → 18ヶ所）（H29.2）

・厚年、国年業務にかかる業務の効
率化
（事務処理工程の見直し・電話照会対
応・返戻業務）
・年金給付業務にかかる業務の効率
化（年金事務所との役割分担の見直
し）
・8ヶ所程度集約への全体計画の作成

10

13

・事務センター拠点数の推移
（H28.4現在39ヶ所⇒H29.4現
在29ヶ所）

4
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

２．業務改革①

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

○業務の改廃・外部委託化・システム化

15
非現業業務の
外部委託化

事務の効率化・コスト削減を図るた
め、民間企業等の動向も踏まえつ
つ、本部の非現業業務について外
部委託の拡大を検討

・給与関係事務にかかる情報提供依頼に基づく業
者ヒアリングの実施
・旅費関係事務にかかる情報提供依頼に基づく業
者ヒアリングの実施
・外部委託方針の決定
・給与関係事務にかかる調達（H28.11）
・給与関係事務にかかる外部委託の実施（H29.2
～）

・経理関係業務を対象にした民間事
業者による外部委託可能性調査を実
施(H29.7～）
・本部における旅費のチケット手配
サービスのモデル実施

・本部における給与関係事務
の外部委託を実施

業務削
減会議
の設置・

運営

【業務削減会議での提案数】
　５項目
・発送物の見直し
・ねんきん定期便
・国年保険料の収納対策
・外部委託（厚年）
・コールセンター

【経費の削減見込み額】
　提案に対し、取組結果の報
告があった３項目の削減見込
み額は、７．５億円（平年度化
した見込み額）
※外部委託（厚年）、コールセ
ンターは引き続き検討。

業務削減会議
の設置

機構の本部、年金事務所及び事務
センターの業務内容について、そ
の必要性や効果検証を行うため、
外部有識者を含めた業務削減会議
を設置し、業務の効率化・合理化に
向けた方策を検討

・第1回（H28.4.19）：当面の議題選定等
・第2回（H28.5.17)、第3回（H28.6.21)：お客様への発
送物（通知書、パンフレット等）の見直し等
・再生プロジェクト推進室に業務改革第３グループ
を新設（H28.7）、事務局の体制を強化
・第4回（H28.7.19）：お客様への発送物（通知書、パ
ンフレット等）の見直し
・第5回（H28.9.26）：国年保険料収納対策
・第6回（H28.10.17）：外部委託（厚生年金保険）
・第7回（H28.11.22）：コールセンター
・第8回（H29.1.17）：業務改善計画のこれまでの取
組及び各再生プロジェクト推進チームからの業務削
減提案に係る今後の取組
・第9回（H29.3.21）：業務削減会議の取組

・引き続き機構業務全般について審
議予定（原則、隔月開催）
・拠点ＰＴからの提案のうち実現する
提案の適切な工程管理及び提案を契
機として施策化したものを会議に提案
・業務削減会議において審議された提
案が、担当部署において業務見直し
につながっているか確認し、状況を適
宜会議に報告

14
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

２．業務改革①

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

16 事務の簡素化

・業務への影響や見直し後の事務処理について関
係部署へのヒアリングを実施
・障害基礎年金関係届書の一部について、障害年
金センターへの直送を開始（H28.10～）
・年金給付諸変更関係届書の一部について、中央
年金センターへの直送を開始（H29.1～）

・拠点との連携についてフォローアッ
プ

・H28.10～　障害年金にかか
る届書等の進達事務の一部
（53届書）
・H29.1～　老齢・遺族年金に
かかる届書等の進達事務の
一部（186届書）

17
事務のシステ
ム化

【事務処理の電子化】
・職員研修（H28.10～）
・業務・システム刷新の先行稼働（H29.1～）
【事蹟管理のシステム化】
・徴収事蹟のデータ化にかかる基本方針の作成
（H28.10）
・徴収事蹟のデータ化にかかる基本方針に関する
意見照会の実施（H29.2～）

【事蹟管理のシステム化】
・調達手続

-

○お客様サービスの向上

事務センター・年金事務所の多様
な業務のうち、事務処理工程を簡
素化できるもの又は電子化・システ
ム化が可能なものを精査し、事務
の省力化・効率化・適正化を図る

年金相
談の充
実

予約制の拡充

全国の年金事務所の相談窓口の
予約制を拡充し、事前にお客様の
年金記録や年金見込額試算等を
準備するとともに、過去の相談事蹟
を確認しておくことで、窓口の相談
対応がスムーズになり、より円滑か
つ丁寧なお客様対応を実現

・年金相談予約の実態調査の実施(H28.6)
・お客様アンケートの実施(H28.6)
・年金相談の予約制の拡充に関する実施計画案の
策定及び意見照会の実施(H28.8)
・関係団体等への周知広報（H28.9)
・実施計画の職員周知（H28.9)
・相談予約の実施要領の策定及び職員周知
（H28.9)
・年金相談の予約を全国の年金事務所に拡大
（H28.10～）
・予約相談にかかるフォローアップアンケートの実施
（H29.2）
・予約相談にかかるお客様アンケートの実施
（H29.2）
・予約管理システムの稼働（H29.2）

・全国の街角の年金相談センターで予
約制を段階的に実施（H29.4～）
・予約相談における好取組事例を踏
まえ、統一的なルールを導入（H29.4
～）

・予約率の向上
H28.7～9（平均）7.2%⇒H29.3
26.5％（+19.3％)

・お褒めのお言葉の件数
平成27年度1,123件（3月末）
うち、相談予約分（1件）
⇒平成28年度3,202件（3月
末）うち、相談予約分（200件）

18
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

２．業務改革①

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

19
チャネルの企
画管理体制の
確立

お客様サービスの充実を図るた
め、お客様チャネルを一元的に企
画・管理する部署を設置

・H28.4組織再編により、事業推進統括部（新設）を
お客様チャネルの企画管理体制の部署として設置

・お客様チャネルの企画・管理のあり
方を継続的に見直し
・マルチランゲージサービスの導入
（H29.10～）
・年金事務所等の配置見直しの検討
・チャネル戦略部署を新設

・H29.4組織再編により、市区
町村との連携強化のため、事
業推進統括部に市区町村連
携Ｇ（新設）を設置

20
事務所分室の
設置

お客様とのアクセスポイントを拡大
するなどお客様の利便性を向上さ
せる取組を実施

・年金事務所、分室、街角の年金相談センターのあ
り方、設置場所等について検討

・お客様窓口の設置箇所の整理

-

21
テレビ電話相
談の設置

現在、離島などの遠隔地に居住さ
れる方については、出張相談（月1
回程度）で年金相談を実施している
ところであるが、日時が限定されて
いるため、出張相談日に相談に行
けない場合でも、お近くの場所で相
談が受けられるように「テレビ電話
相談」を開設

・民間企業や官公庁における導入事例の確認及び
ヒアリングの実施
・情報提供依頼に基づく業者ヒアリングの実施
・市町村に対するアンケート実施（H28.12）

・モデル実施市町村の選定
・「テレビ電話相談」のモデル実施
（H29.10）

-

22
ねんきんネット
の拡充

お客様サービスの充実や事務の効
率化を図るため、ねんきんネットの
機能を拡充

・実施に向けたシステムへの影響調査を実施
・実施計画書の策定（H28.12）

・システム開発に向けた調達手続き
・システム開発

-

お客様
チャネル
の拡充

7
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

２．業務改革①

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

○人員配置の適正化

平成29年度定員配付におい
て、拠点間格差の是正を実
施。

年金事
務所の
適正配

置

業務量調査と
業務区分の明
確化
（派遣職員等
の活用）

・拠点の人員配置状況や職種（正
規・非正規）ごとの業務内容にばら
つきがあることから、業務量調査を
実施し、適正人員の配置及び業務
区分の明確化を行うための仕組み
を構築
・効率化・合理化策による人員効果
と業務量調査の結果を踏まえ、各
拠点に正規・非正規職員を適正に
配置
・更に、機構の基本計画を念頭に
置きつつ、将来にわたって人員計
画が立てられるよう継続的な適正
人員の配置を検討

・業務量調査実施計画書（年金事務所分）の決定
(H28.5)
・職員周知（H28.5)
・業務実態調査の実施（H28.6～）
・業務実態調査（年金事務所分）結果によるデータ
検証
・業務実態調査（年金事務所分）結果による業務量
算出（H28.11）
・年金事務所分の業務区分と適正人員の算出
（H28.12)
・業務量調査結果の職員周知（H29.1～）

・平成30年度においても、継続して拠
点間格差を是正（30.4）

・業務量調査実施計画書（事務センター分）の決定
(H28.3)
・職員周知（H28.3)
・業務実態調査の実施（H28.3～）
・実測（ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ)調査の実施（H28.6～）
・業務実態調査（事務センター分）結果によるデータ
検証
・業務実態調査（事務センター分）結果による業務
量算出(H28.9)
・事務センター分の業務区分と適正人員の算出
（H28.12)
・業務量調査結果の職員周知（H29.1～）

事務セ
ンターの
適正配

置

業務量調査と
業務区分の明

確化
（派遣職員等

の活用）

・平成30年度においても、継続して拠
点間格差を是正（30.4）

平成29年度定員配付におい
て、拠点間格差の是正を実
施。

23

24
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

３．業務改革②～ルールの設定・徹底

○ルールの設定

25

「５割」削減
に向けた新
ルールの策
定

「指示・依頼」の発出要件を見直し、
新ルールを策定

・「指示・依頼」の発出要件を見直す新ルールを策
定し、運用開始（H28.4～）
・「指示等実施要領」の一部改正・施行（H28.9）
・拠点への個別指導等に関するメール送付ルール
を明確化（H29.4）

・「指示」「事務連絡」の発出状況について継
続的に確認及び検証を実施

・H28.4に新ルール（指示等実施
要領）を策定

26

本部以外の
「指示・依頼」
発出権限の
廃止

ブロック本部・事務センターの「指
示・依頼」の発出権限を廃止し、発
出件数を削減

・ブロック本部及び事務センターの「指示・依頼」の
発出権限を廃止（H28.4～）
・地域代表年金事務所に「審査請求・訴訟対応用」
事務連絡の発出権限を付与（H29.4）

―

・H28.4に新ルール（指示等実施
要領）を策定

27
現場管理統
括部署によ
る事前審査

現場に近い現場管理統括部署が、
新ルールによる指示を発出前に審
査することによって、不要・不急の
発出を防止

・事業推進統括部品質管理室による事前審査開始
（H28.4～）
・「指示等実施要領」の一部改正・施行、見直し後の
ルールによる事前審査を実施（H28.9）（H29.1）
（H29.4）

・「指示」の発出状況と現場実態に関する継続
的な検証の実施及びその結果を本部担当部
署へのフィードバックを実施
（「指示」発出の平準化を図るため、 「指示」の
発出状況等について、本部担当部署への情
報提供を検討）

・H28.4より事業推進統括部品質
管理室による事前審査開始

28
「５割」達成
に向けた検
証

新ルールによる指示の発出件数を
確認し、「５割」削減の達成状況を
検証

・事業推進統括部品質管理室にて検証を開始
（H28.4～）
・第2四半期の削減状況を常勤役員会に報告
（H28.10）
・第3四半期の削減状況を常勤役員会に報告
（H29.2）
※第1四半期、第2四半期及び第3四半期に「５割」
削減達成

・５割削減状況について、四半期ごとに常勤
役員会へ報告（第４四半期分を報告予定）

・H28年度は、平成26年比▲66%
（指示▲83%、事務連絡▲40%）

29
マニュアル担
当部署の設
置

本部内に年金業務・年金制度に精
通した職員を配置したマニュアル担
当部署を設置し、マニュアル一元
化後の統一マニュアルのメンテナ
ンスを一括して管理

・マニュアル一元化ＰＴ要員の一部を先行異動し、マ
ニュアル一元化作業計画を決定（Ｈ28.1）
・再生プロジェクト推進室にマニュアル一元化ＰＴ体
制を確立（13名体制）（Ｈ28.4）
・事業推進統括部品質管理室に現行マニュアルを
管理する担当部署を設置（Ｈ28.4）
・統一業務マニュアル担当部署の体制確立・方針の
策定（人員、業務所掌）(H28.12)
・統一業務マニュアル管理体制を確立（H29.4）
・事業推進統括部品質管理室を統括管理部門に移
し、業務品質管理部に格上げ（H29.4）

・テレビ会議システムを利用した、統一業務マ
ニュアルのガイダンスを実施（H29.4～）

・職員の自己研鑽を行う環境整備として、e-
ラーニングによるマニュアル問題作成を検討

・H28.1よりマニュアル一元化ＰＴ
を立ち上げ（6名⇒H28.4より13名
体制）
・H28.4組織再編により、事業推
進統括部品質管理室（新設）に
現行マニュアルを管理する担当
部署（品質管理Ｇ）を設置
・H29.4組織再編により、業務品
質管理部（新設）に統一業務マ
ニュアル担当部署（業務品質管
理Ｇ）を設置

マニュア
ルの一元
化

「指示・依
頼」発出
件数の削
減

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

３．業務改革②～ルールの設定・徹底

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

30
マニュアル統
合作業の実
施

業務処理や入力方法など複数に分
かれたマニュアルの一元化作業を
進めるため、本部内にマニュアル
一元化ＰＴを設置し、マニュアル統
合作業を実施

・統一業務マニュアルの作成作業着手（Ｈ28.4）
・統一業務マニュアル案の意見照会の実施（5回実
施）
・統一業務マニュアルに関する地域部説明を実施
（H29.3）
・統一業務マニュアルによる運用開始（H29.4～）

・統一業務マニュアルへの修正意見（約
16,000件）の取込み

・統一業務マニュアルに記載され
ていない業務手順に関する意見
881件（うちお客様対応等に差異
がある手順27種類）について、93
件標準化、393件廃止、395件修
正意見や年金局等調整事項。
・H29.4より統一業務マニュアル
による運用開始

・地域差実態調査44種類、49件
（うちお客様対応等に差異がある
手順８種類）について、17件標準
化、30件廃止、2件検討中。

・旧ブロック本部発出の指示・依
頼23件（うちお客様対応等に差
異がある手順０件）について、12
件標準化、11件廃止。

・再作成した業務支援ツールについて、操作
手順の内容を順次マニュアルへ取込む作業
を実施

マニュア
ルの一元

化

標準化作業
（地域差の解
消）の実施

全国の拠点で、同じ処理手順で処
理を進めることができるよう、マニュ
アル内容の標準化を実施

・業務処理手順の地域差実態調査の実施（H28.3）
・業務支援ツールの検証の実施、システム担当部
署へツールの再作成を依頼（H28.3）
・過去のブロック本部発出分の「指示・依頼」等の点
検の実施（H28.6）
・業務処理手順の地域差実態調査結果について、
関係部署へ標準化の確認作業を依頼（H28.8）
・業務処理手順の地域差実態調査結果状況につい
て地域部に周知（H29.1)
・業務処理手順の地域差実態調査結果について、
関係部署の標準化の確認結果を踏まえ、統一業務
マニュアルへ取込み(H29.3)
・過去のブロック本部発出分の「指示・依頼」等につ
いて、関係部署の標準化の確認結果を踏まえ、統
一業務マニュアルへ取込み(H29.3)

31
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

３．業務改革②～ルールの設定・徹底

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

34

機構本部職
員が利用す
る要領に関
する管理体
制の検討

機構本部職員が利用する要領につ
いて、一元的な管理体制を検討

・本部現業部門の要領の管理体制の決定(H28.12)
・再生プロジェクト推進室内に本部現業部門の要領
整備のＰＴを設置（H28.12）
・本部現業部門の支払業務関係要領の整備作業着
手（H28.12)
・本部現業部門の再編に合わせて、要領の管理体
制の確立(H29.4～）
・本部現業部門の要領（障害年金業務関係）による
運用開始（H29.4)

・支払業務関係要領の作成作業

・支払業務関係要領案の意見照会の実施

H28.12より、再生プロジェクト推
進室内に本部現業部門の要領
整備のＰＴを設置（5名⇒H29.4よ
り10名体制）

「指示・依頼」
等に関する
総点検作業
の実施

必要な処理手順を全てマニュアル
化するため、過去の「指示・依頼」
等の取込漏れの点検を実施

・過去の本部発出分の「指示・依頼」等の点検の実
施（H28.4）
・国からの通知の点検の実施（H28.6）
・疑義照会の点検の実施（H28.6）
・過去のブロック本部発出分の「指示・依頼」等の点
検結果について、関係部署へ確認作業を依頼
（H28.8）
・本部発出分及び過去のブロック本部発出分の「指
示・依頼」文書の確認結果について地域部に周知
（H29.1)
・マニュアル改訂が必要と判断した過去の本部発出
分の「指示・依頼」文書について、関係部署の確認
結果を踏まえ、取込済(H29.3)
・マニュアル化の検討が必要と判断した過去のブ
ロック本部発出分の「指示・依頼」文書について、関
係部署の確認結果を踏まえ、取込済(H29.3)
・マニュアル掲載漏れの国からの通知について、取
込済(H29.3)
・マニュアル掲載漏れの疑義照会について、取込済
（H29.3)

-

・本部発出分16,103件のうち統一
業務マニュアルに取込が必要な
指示・文書は64件。64件のうち63
件は統一業務マニュアルに取込
済み、1件は刷新フェーズ１のマ
ニュアルをH29.4以降改訂予定。
・国の通知731件（機構発足前
638件、機構発足後93件）、疑義
照会回答24件（機構発足後）を統
一業務マニュアルに取込済み。

マニュア
ルの一元

化

マニュアルメ
ンテナンス手
法の確立

マニュアル内容の標準化を図って
いくためのメンテナンス手法を検討
し、基準を策定

・事業推進役の活動内容として、地域部を通じてマ
ニュアル改善提案を行うことを整理
・マニュアルメンテナンス手法について関係部署と
打合せを実施
・マニュアル電子化の実施計画案を策定
・マニュアル電子化の機能について意見照会を実
施（H28.12)
・マニュアル電子化の実施計画を確定
・マニュアル電子化の実施計画を拠点へ周知（Ｈ
29.2）
・統一マニュアルに関するメンテナンス基準の整
理、実施方針の策定
・統一マニュアルに関するメンテナンス基準の確定
（H29.4）

32

33

・業務処理要領管理等要領（仮称）を制定し、
マニュアルメンテナンス基準に基づき、統一業
務マニュアルの整備状況の点検を実施
（H29.4～）
・マニュアルインストラクター実施要領を制定
し、統一業務マニュアルのモニタリング等を実
施（H29.4～）
・統一業務マニュアルのメンテナンスを迅速に
行うため、マニュアルＷｅｂ化に向けた準備作
業を開始（H29.4～）
・新基準に基づくマニュアルメンテナンスの実
施

・H29.4より統一業務マニュアル
に関するメンテナンス基準による
運用開始

11
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

３．業務改革②～ルールの設定・徹底

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

○ルールの徹底

35
責任部署・責
任体制の確
立

確実なルール遵守の仕組みを構築
するため、ルールを徹底する責任
部署を明確化すると共に体制を確
立

・ルール徹底の責任部署及び責任体制を確立（地
域マネージャーの設置及び活動開始）（H28.4～）
・指示文書の理解度チェックの実施及び結果の検
証（H28.7）(H28.12) (H29.2)
・「指示等実施要領」の一部改正・施行、見直し後の
ルールの徹底（H28.9）
・理解度チェック未実施者等のフォローアップのた
めに、地域部へ拠点単位の職員数を情報提供
（H28.12）
・「指示等実施要領」の一部改正・施行（H29.1）
・理解度チェックに関する実施結果（第3四半期）を
常勤役員会に報告（H29.2）

・統一業務マニュアルの業務ルールの徹底が
図られているか継続的なフォローアップ

・指示文書又は統一業務マニュアルの内容に
ついて、継続的な理解度チェックの実施及び
結果の検証

・中央年金センター、障害年金センターの職員
に対して年金給付業務に関する理解度チェッ
クを実施

・H28.4組織再編により、ルール
徹底の責任部署を地域部と明確
化し、地域マネージャーをルール
徹底の責任者とする体制を確立

・理解度テストを２６回実施（平均
正答率は89.1％）

36
伝達担当者
の設置

確実なルール伝達の仕組みを構築
するため、各拠点の各課（室）・グ
ループに伝達担当者を設置

・拠点に伝達担当者を設置（H28.4～）
・「指示等実施要領」の一部改正・施行、見直し後の
ルールによる伝達業務の明確化（H28.9）
・「伝達担当者」の呼称を「ルール徹底担当者」へ変
更するなど「指示等実施要領」を一部改正・施行
（H29.4）

・ルール徹底への取組みとして、指示文書発
出部署からテレビ会議システムを活用した説
明を実施（H29.4～）

・H28.4より本部及び拠点に伝達
担当者を設置

・H29.4より「伝達担当者」を「ルー
ル徹底担当者」へ変更

37
情報発信
ルールの見
直し

ルールとして徹底すべき指示やそ
の他の連絡について、処理漏れが
発生しないよう、機構ＬＡＮポータル
への掲載方法など、情報発信方法
の見直しを実施

・再徹底が必要な過去の「指示・依頼」等の選別と
再徹底策の決定（H28.10）
・再徹底が必要な過去の「指示・依頼」等の周知の
指示文書発出(H28.12)
・機構ＬＡＮポータルへの掲載方法の見直しによる
情報発信の実施（H28.7）
・過去の「指示・依頼」のうち再徹底が必要なものに
かかる理解度チェックの実施（H29.1～H29.2)

・ルールとして徹底すべき指示の掲載や指示
内容を迅速に統一業務マニュアルに取込を行
うため、Ｗｅｂ化に向けた準備作業を開始
（H29.4～）

・H28.7より機構ＬＡＮポータルへ
の掲載方法の見直し

・H28.12に再徹底が必要な過去
の「指示・依頼」等の周知にかか
る指示文書発出

ルール徹
底を行う
責任部署
の明確化

処理漏れ
を発生さ
せない
ルール作
り

12
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

４．人事改革

○人事の体制

38

人事権の本
部一元化
（ブロック本
部人事の廃
止）

一般職等の人事異動権限はブロック
本部長に権限を委任しているため、
組織一体化に向けた職員意識の醸
成、一元的な若手人材の発掘登用
に支障があり、現行の人事権の地域
分散型では、人材の糾合に十分な舵
取りが難しいため、人事権を本部に
一元化

・H28.4組織再編により、人事・労務関係業務を本部に
統合
・人材育成を体系的に行うため、各地域別に実施して
いた研修を整理し、人材開発部に引き継ぎ
・有期雇用職員の採用事務を本部に集約し、全拠点
一律の取り扱いとすることにより、事務作業を効率化
・H28.10.1付で、本部一元化後初めての定期人事異
動を実施
・人事部による全拠点人事ヒアリングを半期ごとに実
施。
・H29年度研修計画を策定し、職員周知（H29.3）

・拠点との連携についてフォローアップ
・「人の顔を見た人事」の徹底
・研修の運用状況についてフォローアップ

・人事部門の本部一元化によ
りブロック本部から本部へ糾
合

・全拠点を対象に人事ヒアリ
ングを実施

○人事評価

39
役員への評
価の厳格化

役員の評価を厳格に実施
・H27年度上期評価（下期賞与）より厳格化 ・H29年度も引き続き厳格に実施

―

41
360度アセス
メントの導入

管理職に対する「マネジメントの質の
向上」と「行動の自己改善の促進」を
促すため、管理職を対象に、多面的
な視点（上司、同僚、部下）からのア
セスメントを実施

・H28年度のアセスメント対象者は本部部（室）長及び
拠点長として導入することを決定し、職員周知
（H28.3）
・360度アセスメントの実施を職員に周知し、被観察者
と観察者に対するアセスメントを実施（H28.9）
・アセスメント結果は、H28年度上期実績評価結果と
併せて対象者（被観察者）へフィードバック（H28.11～
12上旬）

・H29年度についても継続して実施（H29年
度以降の対象者について拡大を検討）

・H28年度は本部部（室）長及
び拠点長に対して実施

・降格（D評価の厳格化）の実
施

・能力改善プログラムの実施
信賞必罰
の人事評
価
（ 評 価 の
厳格化及
び 意 欲 ・
実 績 と も
に低い職
員への厳
正 な 対
処）

意欲・実績と
もに低い職
員への厳正
な対処

意欲と能力のある職員の業務に対
するモチベーションを下げる要因と
なっている「意欲実績ともに低い職
員」に対し、厳正に対処することによ
り組織が一体となって業務に取り組
める環境を構築

・降格基準を見直し（H28.3）、新基準による運用開始
（H28.4～）
・降格の実施（H28.7）
・降格基準の見直しに伴う人事管理規程の改正及び
評価結果の降給への反映に伴う職員給与規程の改
正（H28.10）
・低評価が続いている者への能力改善プログラムの
実施（H28.10～）
・能力改善プログラムの中間期における効果検証の
ためのアンケートを実施（H29.1）

・能力改善プログラムの効果検証
・H29年度 人事評価の厳正な運用
・H29年度 降格の厳正な対処

人事権の
本部一元

化
（ブロック
本部人事
の廃止）

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

４．人事改革

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

○人事制度の見直し

キャリア
パス・全
国異動

ルールの
提示

ゼネラリスト
と専門職の
キャリアパス
の提示

ゼネラリストの育成に重点が置か
れ、専門性の高い職員の育成を目
指したキャリアパスが設計されてい
ないため、職員一人一人が将来像を
描きにくく、目標をもったキャリア形成
や専門性の蓄積が行いにくいことか
ら、ゼネラリスト・スペシャリスト別の
キャリアパスを提示し、職員の意識
高揚を図る

・新たなキャリア形成に向けた取組の概要について職
員周知（H28.3）
・全国異動の新たなルールについて職員周知
（H28.3）
・「平成28年度職員意向調査」を実施し、新たな本拠
地登録、希望業務及び転居を伴う異動に配慮すべき
個別事情を確認
・新たなキャリア形成の全体像をキャリアパターン
（案）として職員周知（H28.6）
・専門職コースの詳細について職員周知（H28.7）
・専門職コースにかかる意向調査を実施（H28.7）
・専門職コース設置に伴い、人事管理規程を改正す
るとともに、専門職制度実施要領を制定（H28.10）
・上席年金給付専門職及び上席システム専門職を任
用（H28.10）
・上席年金給付専門職の登用時の研修（第1回定例
会）を人材開発部、事業推進統括部等と連携して実
施（H28.10）
・H29.4の登用に向けた年金給付専門職の募集を開
始（H28.10）
・年金給付専門職登用候補者を決定（Ｈ28.12）
・上席年金給付専門職第2回定例会を実施（H29.2）
・個別に検討・整理を行った機構職員のキャリア形成
の全体像について再整理を行い、全職員に対して明
確なキャリアパスを提示（H29.3）
・上席年金給付専門職を任用（H29.4）
・年金給付専門職を登用・配置（H29.4）
・システム専門職を任用（H29.4）

・H29年度に年金給付専門職、システム専
門職の募集を実施
・専門職の役割の充実・明確化

・H29.3にキャリア形成（キャリ
アパターン）の全体像を職員
に周知

・上席年金給付専門職を任用
（H28.10、Ｈ29.4）

・上席システム専門職を任用
（Ｈ28.10）

・年金給付専門職を登用・配
置（Ｈ29.4）

・システム専門職を任用（Ｈ
29.4）

役員を展望
できるキャリ
アパスの提
示

・外部機関や厚生労働省との人事交
流を含む長期的な人材育成プランを
提示するとともに、有能な人材につ
いては、役員やそれに準ずるポスト
を展望できるキャリアパスを提示し、
職員の意識高揚を図る
・今後の全国異動について、組織一
体化及び全国拠点網維持のため、
拠点相互間の異動に加え、本部拠
点間の人事異動を促進するととも
に、現行の全国異動ルールを見直し
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）
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日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

45

管理職への
若手登用の
促進（ライン
管理の見直
し）

フラット型組織とライン型組織の機能
特性に合わせた組織の見直しを行
い、拠点にライン型の組織を導入す
ることで、管理職の負担を軽減する
とともに、将来の管理職を育成する
ため、若手職員の早い段階から管理
職を意識させる仕組みを構築する

・新役職（課長代理・主任）の業務内容や任用基準の
検討を実施
・業務内容や任用基準について方針決定
・新役職（課長代理・主任）の設置基準、役割等につ
いて職員周知（H29.2）
・新役職（課長代理・主任）の設置に伴う人事管理規
程の改正及び課長代理等設置要領、主任指定要領
の新設（H29.4）
・課長代理の任用・配置（H29.4）
・主任の指定（H29.4）

・課長代理の任用・配置の拡大
・課長代理・主任の運用状況についてフォ
ローアップ

・課長代理を任用・配置
（H29.4）
※主任はH29.4以降、拠点長
が指定した都度、報告

46
役 職 と 資 格
の関係見直
し

本部ポストと拠点ポストに資格の格
差があり、拠点の優秀な者が上位職
にたどり着けない仕組みとなってい
ることから、国民接点重視の観点か
ら年金事務所長、事務センター長に
登用する人材は高く評価するため、
役職と資格の関係を見直す（これに
より本部・拠点の区分なく優秀な幹
部職員は、拠点長を経験）

・役職（ポスト）と資格（グレード）の関係整理
・資格引上げを行う拠点長ポスト案の策定
・職責手当の見直しについて方針決定
・組織見直しに伴う役職（ポスト）と資格（グレード）の
関係を整理し、職員周知（H29.2）
・G級・Ｍ３級幹部職員の職員周知（H29.4）
・職員給与規程の改正（H29.4）

・本部と拠点との役職と資格の関係を見直
し、拠点のG級ポストの拡大（～H32.4）

・H29.4に拠点のＧ級ポストを
8ポストに拡大

・H29.4より職責手当を見直し
※年金事務所長の例
（旧）9万円～9.5万円
                       （2段階）
（新）8.5万円～12.5万円
                       （6段階）

・管理職登用試験（一般試
験）の応募条件の見直し
（C2級（H27）C+以上⇒（H28）
B+以上、C1級（H27）B+以上
⇒（H28）A以上）

・管理職登用試験（一般試
験）の実施（H28.7）

・管理職登用試験（選抜試
験）の実施（H29.3)

キャリア
パス・全
国異動

ルールの
提示

管理職への
若手登用の
促進（管理職
登用ルール
の見直し）

・優秀な若手職員を早期から管理職
に登用し、強いリーダーシップを発揮
できる管理者を育成し、管理職全体
の質の向上を図る
・管理職登用時の全国異動条件を見
直し

・管理職登用時の全国異動条件を見直し、職員周知
（H28.3）
・管理職登用試験（一般試験）の受験対象者基準を見
直し、職員周知（H28.6）
　①より優秀な者を登用するため能力評価によ
　 　る応募条件の見直し
　②30歳代の若手登用の拡大
・新ルールによる管理職登用試験（一般試験）の実施
（H28.7）
・H28年度管理職登用候補者を決定（H28.12）
・新ルールによる管理職登用の開始（H29.１～）
・管理職登用試験（選抜試験）の受験対象者基準を見
直し、要領改正し職員周知（H29.2）
　○優秀な若手職員の登用拡大としてC1級を追加
・新ルールによる管理職登用試験（選抜試験）の実施
を職員周知（H29.2）
・管理職登用試験（選抜試験）の実施（H29.3）

・H29年度も管理職登用試験（一般試験・選
抜試験）を実施
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日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

48

若手・中堅・
管理職の研
修制度の充
実 （ 外 部 機
関、海外、学
校）

職員のキャリアパスに応じた効果的
な研修が構築されておらず、自らの
役割を自覚する機会が少ないことを
踏まえ、職員が希望とやりがいを
持ってスキル向上に努めるよう、多
様な研修制度を採用

49
管理職育成
プログラムの
導入

現在の業務スキル向上を中心とした
研修体系に加え、民間企業との人事
交流や体験学習を組み込み、直に
体験することにより管理者としての意
識を醸成するためのプログラムを導
入

50

働く意欲に結
びつく、メリ
ハリのつい
た評価と処
遇の実現

現行の評価分布は、5段階の中心
（Ｂ評価）にウエイトが集中しており、
能力を発揮しても、しなくても処遇に
差がつきにくい仕組みとなっているこ
とから、働く意欲に結びつくメリハリ
のある処遇を実現

51

成果とプロセ
スのバランス
のとれた評
価

公平、公正、納得性の高い人事評価
制度とするため、現行の人事評価体
系において問題とされる、評価項
目、評価方法を見直し

・人事評価制度（評価分布、評価結果の反映等）を見
直し、職員周知（H28.3）
・新制度による運用開始（H28.4～）
・評価者に対する研修の実施（H28.4～5）
・新制度による上期評価の作業開始（H28.9～）
・新制度による上期評価の決定、被評価者へフィード
バック（H28.12）
・制度の問題点や運用状況を把握するため人事評価
アンケートを実施（H29.1）

・評価に関する苦情対応の仕組みを検討
・新しい人事評価制度の運用状況について
フォローアップ

【評価分布の見直し】
・A評価25％→管理職・一般
職共通30％
・B評価60％以内→管理職
50％以内、C級55％以内、S
級60％以内
・CD評価10％以上→管理職
15％以上、C級10％以上、S
級5％以上

【評価結果の反映】
（昇給（C評価））
・管理職：昇給しない→▲1号
俸
・一般職：2号俸→1号俸

（賞与（S・D対比））
・管理職：1.3倍→1.5倍
・一般職：1.2倍→1.3倍

組織活性
化（お客
様のため
に努力す
る職員を
高く評価
するなど）

人材育成

新卒採用者
の人材育成
の充実

若手職員のキャリア形成は、採用後
8年間に年金事務所で主要4業務を
経験させることを原則としているが、
計画的な主要4業務の経験が徹底さ
れていない状況が見受けられること
や今後は早い段階で本部を経験さ
せることを踏まえ、採用初年度に主
要4業務を経験させることにより、職
員の成長を促進

・新キャリア形成の策定及び職員周知（H28.3）
・新入構員現場研修（新ジョブローテーション）の開始
（H28.4.28～）
・次月以降の研修において参考となる新入構員から
の意見等を拠点長等へ情報提供（H28.6～）
・新ジョブローテーションの効果検証のため新入構員
現場研修アンケートを実施（H28.10）
・アンケート結果を踏まえて見直したH29年度の新入
構員現場研修（新ジョブローテーション）の実施方針を
職員周知（H29.2）
・新入構員現場研修実施要領の改正（Ｈ29.4）

・新入構員現場研修のフォローアップ ・新入構員現場研修（新ジョ
ブローテーション）を実施

・H28年度研修計画を策定し、職員周知（H28.3）
・全国統一の研修制度を企画し、統一的・体系的な研
修体系を整備するため、人材開発部を設置（H28.4
～）
・民間企業への出向及び海外政府への職員派遣を新
たに実施するとともに、厚生労働省との人事交流を拡
大（H28.4～）
・外部研修実施要領を制定（H28.9）
・大学院への通学を新たに実施（H28.9～12）
・大学研究機関への出向を新たに実施（H28.10～）
・企業が開催する研修への参加（H28.12～）
・Ｈ29年度研修計画を策定し、職員周知（H29.3）

・海外派遣職員の社内公募の実施（Ｈ29.6
頃）
・運用状況についてフォローアップ

【H28.4～】
・民間企業への出向
・海外政府への職員派遣
・厚生労働省との人事交流を
拡大

【H28.9～12】
・大学院への通学

【H28.10～】
・大学研究機関への出向

【H28.12～】
・企業が開催する研修への参
加
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日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

・役職定年制度の位置づけや対象となる役職及び年
齢等を検討
・役職定年後の処遇について方針決定
・役職定年制度について職員周知（H28.11）
　（H28年度末は59歳役職定年）
・役職定年制度の導入に伴う人事管理規程の改正及
び役職定年制度実施要領の制定（H29.3）
・役職定年の実施（H29.3）

・役職定年となる年齢の引下げ（H29年度
末）

・役職定年の実施（H29.3）

・早期退職募集制度の導入に向けた検討を実施 ・早期退職募集制度の方針決定及び職員
周知
・諸規程の新設（H30.3）
・早期退職希望者の募集及び実施

-

53
諸手当のあ
り方の検討

全国拠点網維持のために全国異動
を促進する必要があることから、地
域調整手当等諸手当のあり方を検
討

54

管理職と一
般職との給
与逆転現象
の解消に向
けた見直し

時間外勤務手当を含めると一般職
の給与が容易に管理職を超える現
状が管理職への登用意欲を減退さ
せており、組織一体化の弊害要因と
なっていることから、一般職の時間
外勤務手当を含めた給与が容易に
管理職を超えないよう給与制度のあ
り方を検討

・本部の時間外勤務縮減へ
の取組を実施（H28.11～）
・時間外勤務縮減への取組を
全拠点へ拡大（H28.12～）
・Ｃ２課長に対する「役職等段
階別加算割合」の見直し
（10%→12%) (H28.12）

役職定年制
度と早期退
職募集制度
の導入

60歳定年まで管理職で勤務し続ける
ため高年齢化していることや、そのこ
とが優秀な若手職員の登用を阻害し
ており、定年まで保障されている職
場であるという認識が管理職の危機
感を失わせ、それにより管理職とし
てのパフォーマンスの低下などが見
られることから、管理職全体の若返
りを図り、優秀な若手職員を早期に
登用することにより、管理職の新陳
代謝を早め組織の活性化を図る

給与のあ
り方 の検
討

・時間外勤務管理及び給与制度のあり方の検討を実
施
・労務管理部が主体となり本部の時間外勤務縮減へ
の取組を実施（H28.11～）
・時間外勤務縮減への取組を全拠点へ拡大（H28.12
～）
・Ｃ２課長に対する「役職等段階別加算割合」の見直
し（H28.12）

・給与制度のあり方について、見直し案を
作成、方針決定
・就業規則改正手続き
・給与制度の見直し（H29年度以降順次実
施）

組織活性
化（お客
様のため
に努力す
る職員を
高く評価
するなど）

52
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

４．人事改革

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

55
位置付けの
明確化と育
成

特に年金事務所の窓口業務につい
てはスキル維持が必要であることか
ら、年金相談等の専門的業務につい
て非正規職員を無期転換し、業務ス
キルを確保するとともに、地域に根ざ
した職員として配置することにより、
業務の安定を確保

・無期化職員の位置づけや定員枠を検討
・非正規職員の業務範囲を整理し、新たな職種（年金
相談職員）の位置づけの方針決定
・年金相談職員の業務範囲等について職員周知し、
募集を開始（H28.9）
・年金相談職員への転換等にかかる選考の合格者を
決定（H28.11）
・年金相談職員の就業規則と給与規程の制定
（H29.1）
・年金相談職員を配置（H29.1～）

・H29年度も年金相談職員への転換等にか
かる選考を実施
・年金相談職員の定年再雇用制度の検討
・無期化職員の職種の拡大の検討

・年金相談職員を配置（H29.1
～）

56
評価の導入
と処遇の改
善

専任担当者として育成するほか、新
たな給与体系（月給）や人事評価を
導入し、処遇に反映させることにより
モチベーションの向上を図り、希望と
やりがいをもって業務に従事できる
環境を確保

・非正規職員の評価制度や処遇等の具体的検討を実
施し、年金相談職員の評価制度の導入や処遇等の
方針決定
・年金相談職員の処遇等について職員周知（H28.9）
・年金相談職員の人事評価実施要領の制定（H29.4）
・人事評価制度の運用開始（H29.4）

・昇給の実施（H30.7） ・月給制の導入
・人事評価の結果による昇給
制度の導入

57
長期的な女
性管理職比
率の設定

女性職員が長期的に機構で勤務す
るためのキャリアパスがイメージしづ
らい状況となっているため、女性の
管理職登用について、今後管理職と
なる年代の女性職員数と退職等によ
る減員を加味した長期的な目標値を
設定し、女性管理職の登用を推進

・女性役員の内部からの登用（H28.1.1付）
・H27年度の女性管理職比率の目標値（13%）を達成
（13.2%）
・H28年度の女性管理職比率の目標値（13.5%）を設定
し、労働局に提出（一般事業主行動計画の策定）及び
職員周知（H28.3）
・女性管理職比率を機構ＨＰに公表し、職員周知
（H28.4～）
・H29年度以降の女性管理職比率の目標値（15.5％）
を設定し、労働局に提出（一般事業主行動計画の策
定）及び職員周知（H29.3）

・女性管理職の登用促進についてフォロー
アップ

・女性管理職登用率
H28年度目標（Ｈ29.4.1）13.5%
⇒（実績）14.1%

非正規職
員の活性
化

女性の活
躍推進

活躍分野の
拡大と育成
プログラムの
確立

女性職員育成プログラムを策定し、
キャリアを継続できる取組（子育て支
援など）を推進し、女性職員の意識
改革を図る

・女性職員を長期的にサポートする専門チームを設
置（H28.4～）
・女性職員のための育成プログラム、研修計画の策
定（キャリアデザイン研修、女性リーダー研修、キャリ
ア面談）
・管理職ポストの検討を実施
・「平成28年度職員意向調査」において「子育て期間
申告」を開始
・キャリア面談の実施（H28.5～7）
・キャリアデザイン研修（第1回）の実施（H28.8～9）
・女性リーダー研修の実施（H28.10）
・キャリア面談（産休前・育休復帰時）の実施（H29.2
～）
・キャリアデザイン研修（第2回）の実施（H29.2）

・女性職員のための育成プログラムの実施
・専門職を活用した管理職ポストの拡大を
検討
・キャリア面談（節目年齢）の実施

【キャリア面談の実施】
・H28.5～7

【キャリアデザイン研修の実
施】
・8/26（東京会場）
・9/2（大阪会場）
・2/9‐10（東京会場）
・2/17（大阪会場）

【女性リーダー研修の実施】
・10/13～14（研修センター）

58
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

５．情報開示・共有の促進

○情報開示の促進

59
情報開示の
担当理事の
設置

・情報開示担当理事（特命担当）を設置（H28.1）

60
情報開示の
担当部署の
設置

・リスク統括部（新設）を情報開示担当部署として事務
分掌を整理（H28.4）

61
モニタリング
と監査の実
施

届書等の受付進捗管理システム、お
客様対応業務システムなどの各種
情報等をモニタリングし、問題点を早
期に把握する仕組みを構築するとと
もに、その情報に基づき監査を行う
ことで、事象を洗い出し

・リスク統括部（新設）においてモニタリングの運用開
始（H28.4～）

・運用状況についてフォローアップ ・各種情報等のモニタリング
を実施し、リスク管理委員会
へ状況報告

・各種情報のモニタリング結
果に基づき、監査を実施し、
潜在的リスクを洗い出すとと
もに、必要な対応策を実施

62
情報開示規
程の策定

国民の信頼を確保するため、機構の
情報開示の促進に向けた核となる
ルールとして、情報開示規程を新た
に定め、案件把握から開示までの手
続き等を明確化

63

「悪い知ら
せ」の報告を
促すルール
の確立

役職員は情報を適時適切に伝達・報
告する責務を有する旨を規程で明確
化

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

情報開示
の担当部
署と担当
理事の設
置

情報ルートの縦割りを排除するた
め、新たに情報開示担当理事及び
担当部署を設置

・引き続き、情報の把握・調査・情報開示を統
括

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

情報開示
ルールの
見直し・規
定化

・情報開示規程の制定・運用開始（H28.5.27制定・施
行）

・新規程に基づき運用
・運用状況についてフォローアップ

「悪い知ら
せ」の報
告を促す
ルールの
確立

モニタリン
グシステ
ムの構築
と監査機
能の活用

これまでの実績

・毎月の公表予定案件を把握
し、情報開示規程に基づく適
切な公表内容となっているか
等をチェック
・27年度の公表実績と28年度
の公表状況を比較し、公表案
件の漏れ・遅れがないかを
チェック
・常勤役員会にて前月以前の
公表実績及び当月、翌月の
公表予定案件の情報共有を
実施

・情報開示担当理事及びリス
ク統括部設置し、モニタリング
及び情報開示規程の運用を
担当
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

５．情報開示・共有の促進

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

○組織一体化のための情報共有の促進

64
責任体制の
明確化

本部と現場間の情報共有の促進の
ため、情報共有のキーマンとして地
域マネージャーを設置

・地域マネージャーの設置及び活動開始（H28.4～） ・運用状況についてフォローアップ ※「現場管理統括部署の設
置」を参照

65
ＴＶ会議シス
テムの導入

理念や方針が現場の隅々まで浸透
することで、役職員一体となって業務
に取り組む体制を構築し、組織として
の一体感を醸成するための情報共
有ツールとしてＴＶ会議システムを導
入

・ＴＶ会議システムを利用する会議体の洗い出し
・情報提供依頼に基づく業者ヒアリングの実施
・導入方針の決定
・ＴＶ会議システムの調達（H28.12）
・ＴＶ会議システムの導入準備にかかる職員周知
（H28.12）

・ＴＶ会議システムの利用開始（H29.4） ・H29.4.10より利用開始

66
報道発表事
項等の即日
伝達

報道発表事項、マスコミ等に取り上
げられた事項については、お客様か
らの照会対応を円滑に行えるよう原
則として即日、現場へ概要等を連絡

・報道発表事項等の即日伝達を開始（H28.1～） ・運用状況についてフォローアップ ・H28.1～29.3までに33件を周
知

67

現場からの
日次での業
務報告の実
施

現場（年金事務所及び事務セン
ター）における日々の業務状況を本
部が把握するため、日次での業務報
告を実施

・現場からの日次での業務報告を開始（H28.4～） ・運用状況についてフォローアップ ・日次での業務報告を実施
し、本部と現場間の情報連携
強化

68

本部内の情
報共有の責
任体制、ルー
ルの確立

組織一体となって業務に取組むよう
情報の集約化を図るため、本部内の
情報共有の責任部を経営企画部と
位置付け、主要課題等についての各
部の対処状況を常勤役員会に報告
する体制を確立

・経営企画部を責任部とした本部内の情報共有体制
を確立（H28.1～）

・運用状況についてフォローアップ ・本部内情報共有の取組を
ルール化（H28.1～）
・各部室が理事長・副理事長
と協議する際に経営企画部
職員が陪席（H28.1～）

本部と現
場間の情
報共有の
促進

現場から
の日次で
の業務報
告の実施

本部内の
情報共有
の徹底
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

５．情報開示・共有の促進

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２９．４．１現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定） これまでの実績

○厚生労働省との情報共有

69
共有体制の
確立

年金局と機構との間で問題を共有す
る意識の醸成を図るため、組織的に
継続して取組むべき課題の進捗管
理表を作成し共有するとともに、年金
局と機構の幹部による定例連絡会議
で報告

・組織的に継続して取組むべき課題の進捗管理表の
年金局との共有を開始（H27.10～）

・進捗管理表の共有を継続 ・毎週進捗管理表を共有
・定例連絡会議を原則として
隔週で開催（対面又は電話会
議）
・その他、特に報告すべき事
項を共有する場として会議を
活用

70

日常的な報
告・連絡・相
談ルールの
明確化

年金局と機構との間で問題を共有す
る意識の醸成を図るため、役員等幹
部を含めたそれぞれのレベルでの報
告・連絡・相談ルールを明確化

・役員等幹部を含めたそれぞれのレベルでの報告・連
絡・相談ルールを策定・実施（H27.10～）

・ルールに基づく共有体制を継続 ・カウンターパート表を作成
し、報告・相談等のルールを
明確化（進捗管理表にもカウ
ンターパートを記載）

71
人事交流の
拡大

年金局と機構との間で問題を共有す
る意識の醸成を図るため、年金局職
員と機構職員の相互の人事交流を
拡大

・年金局職員と機構職員の相互の人事交流の拡大を
実施（H27.10～）

・人事交流を継続的に実施 ※「若手・中堅・管理職の研
修制度の充実」を参照

厚生労働
省との情
報共有の
強化
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

Ｈ29.4.1 時点
１．組織改革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

H31年度
１２月 １月 ２月 ３月 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期

常勤役員会の設置 1 常勤役員会の設置

4

組織のスリム化・効率化
（現業部門の分離）
※詳細は「事務センターの
　業務集約」に記載

5

人事・労務関係業務の統
合

※詳細は「人事権の本部
　一元化」に記載

6 経理関係業務の統合

7
現場管理・支援関係業務
の
統合

　　※最速の実施を想定して設定したものであり、今後、関係機関との調整により、実施時期については変更があり得る。

本部・ブロック本部
の統合

日本年金機構再生プロジェクト工程表

事  項
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

○本部改革

本部組織の再編・
効率化

縦割りから横断的組織へ
の再編（事業企画部門と事
業推進部門の分離）

現場管理統括部署の設置

○ブロック本部のあり方の見直し　　　※Ｈ28.4.1付で本部とブロック本部を統合。（組織規程を改正）

2

3

  

常勤役員会の設置 【平成28年1月設置済】 
設置規程

の作成 

諸規程改正作業等 

ブロック本部経理担当者の異動 

ブロック本部労務担当者の異動 

現場管理統括部署の体制確立 

・ブロック本部支援機能の完全統合 

・ブロック本部間接業務人員の現場への配付 

  

諸規程等 

改正作業 

関係機関と

の調整 

組織の検討 

所掌事務・権限の整理 
事業企画部門と事業推進部門の再編 

・縦割り組織から横断的組織へ再編 

・担当理事及び関連人事の発令 

現場管理統括部署の設置 

・担当理事及び地域部長（仮称）、地域マネージャー（仮称）の発令 
  

レイアウト作成等 

ブロック本部人事担

当者の異動 

関係部署 

との調整 

他機関の調査 

現場 

ヒアリング 

新調達ルールの策定 

現場意見反映 

諸規程 

改正作業 

職員 

レイアウト作成等 

レイアウト作成等 

関係機関との調整 

職員周知 
文書の移管方法の検討 

ブロック本部の業務振り分けの検討 

ブロック本部現場管理・支援担当者の異動 

（ブロック本部機能の完全統合） 

諸規程等 

改正作業 

諸規程等 

改正作業 

職員周知 

組織の検討 

所掌事務・権限の整理 

関係機関

との調整 

職員周知 

定員の整理・配分 

所掌事務・権限の整理 
諸規程等 

改正作業 

関係機関

との調整 

既契約分の変更 

定員の整理・配分 

関係機関等への周知・広報 

移転先の決定 

本部の移転先・ブロック本部の場所の活用検討 

職員周知 

ブロック本部人事担当者の一部先行異動 

※ ２．業務改革①の「事務センターの業務集約」を参照 

事業推進体制（事業推進統括部・ 

地域部の連携等）の検証・見直し 

組織・ 

所掌事務

の検討 

諸規程 

改正作業 

検証・見直しを踏まえた組織の再編 

地域部・地域マネージャー・地域代表

年金事務所の検証・見直し 

組織・ 

所掌事務

の検討 

諸規程 

改正作業 

検証・見直しを踏まえた組織の再編 
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

Ｈ29.4.1 時点
２．業務改革①

H31年度
１２月 １月 ２月 ３月 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期

8 モデル事務所の設置

9 フルスペック体制の見直し

10
事務センターの広域集約
化
の促進

11
年金支払センター（仮称）
の設置
（本部現業部門の再編）

12
記録業務センター（仮称）
の設置

13
障害年金センター（仮称）
の設置

14
業務削減会議の設置及び
業務効率化の推進

15 非現業業務の外部委託化

16 事務の簡素化

17 事務のシステム化

　　※最速の実施を想定して設定したものであり、今後、関係機関との調整により、実施時期については変更があり得る。

日本年金機構再生プロジェクト工程表

事  項
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

○業務改革のための業務集約

年金事務所の
業務集約

事務センターの
業務集約

○業務の改廃・外部委託化・システム化

業務削減会議の
設置・運営

事務センターの集約 

（20拠点程度 ⇒ 8拠点程度） 

 モデル実施 

 （４拠点） 

システム等の影響調査 

29年度実施計画の策定 / 予算要求 

事務ｾﾝﾀｰの広域集約化の

実施方針の策定 

モデル実施の準備 

・事務の引継ぎ準備 

・事業所等へ周知広報 

モデル実施を踏まえた 

システム改修 

設置計画の策定              年金支払センター（仮称）の設置（本部現業部門の再編） 
レイアウト作成

経理（調達・旅費）関係業務にかかる外部委託開始 

事務処理の電子化（電子審査・決裁の開始、段階的に対象届を拡大） 

事務の簡素化（事務センター経由事務の廃止） 

事蹟管理のシステム化 

外部委託範囲（給

与・支払等）の検討 

調達仕様書の作成 調達手続 

マニュアル作成 職員研修 

マニュアル修正/職員周知 

徴収事蹟のデータ化・システム化の範

囲の検討 
調達手続 基本計画書の作成 

29年度予算要求 

事務処理工程の見直し

方針の策定 

          障害年金センター（仮称）の設置 

           ※  28年度中に先行して、本部（障害年金業務部）と一部の事務センター（障害年金担当）を集約 

実施方針/実施計画の策定 

モデル事務所の選定・格付けの検討 

集約後の適用徴収事務の検討 

年金局及び関係機関（協会けんぽ等）との調整 

対象事務所の選定 

・格付けの整理 

年金局、関係機関との調整 

28年度実施拠点の決定 周知広報 関係機関との調整 

30年度実施計画の策定 / 予算要求 

什器の移設等 工事等の調達準備 

関係機関との調整 / 周知広報 

31年度実施計画の策定 / 予算要求 

什器の移設等 工事等の調達準備 

関係機関との調整 / 周知広報 

移管業務の選定 
関係機関との調整 

設置計画の策定  
認定医の確保策の検討 関係機関との調整 周知広報 

業務見直し方針書 

策定(職員/委託区分) 

拠点ヒア

リング 

職員説明会 

関係機関への周知 

委託要領の作成 委託の調達手続 業者研修 

調達仕様書の作成 

29年度予算要求 委託手順書作成 

諸規程の改正/実施準備 

事務処理方法の検討 

周知広報 

レイアウト作成 

機器、什器の移設 

広域事務ｾﾝﾀｰの設計

監理・入居工事・移

設の調達準備 

レイアウト作成等 諸規程の改正/実施準備 

マニュアル作成/職員研修 

事務センターの集約 

（29拠点 ⇒ 20拠点程度） 

事務センターの集約 

（39拠点 ⇒ 29拠点） 

システム開発 

【設置時期の変更】年金支払センター（仮称）の設置（本部現業部門の再編） 

機能集約の本格実施 

（10拠点程度） 

機能集約の本格実施 

（対象拠点の拡大） 

体制強化実施

準備 

・什器の移設 

・事務引継ぎ 

・周知広報 

厚生年金徴収体制強化を段階的に実施 

（県代表事務所における専門部署の設置等） 

厚年・国年業務にかかる業務の効率化（事務処理工程の見直し・電話照会対応・返戻業務） 

年金給付業務にかかる業務の効率化を実施（役割分担の見直し） モデル実施 

紙台帳の移管方法の検討 関係機関との調整 
設置計画の策定  

事務処理方法の検討 諸規程の改正/実施準備 

周知広報 

レイアウト作成等           記録業務センター（仮称）の設置 

          ※ 28年度中に先行して、本部（年金記録管理室）と一部の事務センター（記録審査G）を集約 

          ※組織のスリム化のため、年金支払センターと記録業務センターを統合した中央年金センターをＨ29.1に設置 

業務量算出基準の作成/業務実態調査 

中央年金センターの適正人員の配置 

障害年金センターの適正人員の配置 

定員整理 

給与事務にかかる外部委託開始 

定員整理 

標準化の徹底 

調達手続 

      拠点等の業務の効率化・合理化を検討 

      拠点からの業務削減提案の施策化 

 機構の主要な業務を対象に見直しを検討 

（発送物、外部委託） 

目標等

の設定 

設置要綱・要領の策定 

事務局の設置及び議題の選定 

会議メンバー（外部有識

者等）の決定 

開

催

準

備 

本格実施の準備 

・什器の移設・事務引継ぎ・周知広報 

実施体制の検討/予算要求 

効率化方針の検討 

業務量算出基準の作成/業務実態調査 
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

Ｈ29.4.1 時点
２．業務改革①

H31年度
１２月 １月 ２月 ３月 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期

日本年金機構再生プロジェクト工程表

事  項
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

18 予約制の拡充

19
チャネルの企画管理体制
の確立

20 事務所分室の設置

21 テレビ電話相談の設置

22 ねんきんネットの拡充

23

業務量調査と業務区分の
明確化
（派遣職員等の活用）

24

業務量調査と業務区分の
明確化
（派遣職員等の活用）

　　※最速の実施を想定して設定したものであり、今後、関係機関との調整により、実施時期については変更があり得る。

年金相談の充実

お客様チャネルの
拡充

○人員配置の適正化

事務センターの
適正配置

年金事務所の
適正配置

○お客様サービスの向上

29年度予算要求 調達手続 

実施方法の検討 

機器の設置準備 

システム開発  

テレビ電話相談の開設（試行的に設置した上で拡充を検討） 

ねんきんネット 

事業所版の開設 
調達手続 

29年度予算要求 

年金局・外部機関との調整 

お客様チャネル

管理の一本化の

検討 

お客様チャネルの企画管理体制の部署を設置（お客様チャネル全般のあり方（コールセンターや年金相談センター等）を検討） 

広域事務センターの適正人員の配置（※広域集約化を実施する都度、適正人員の配置を検討） 

業務実態調査 業務量算出基準の作成 

事業指数等からの件数収集 

実測方法の整理 データ検証・再調査 

業務量算

出 
業務区分

と適正人

員の算出 
現場ヒアリング 

年金事務所の適正人員の配置 

（※事務所の機能集約等を実施する都度、適正人員の配置を検討） 

本部組織

再編の検

討 

本部組織

規程等の

改正準備 

年金事務所、分室、相談セン

ターのあり方を整理 

事務所分室（サテライト）

の設置場所の検討 

30年度予算要求 

設置場所の確保等 周知広報 
事務所分室（お客様窓口）の設置（段階的に拡大） 

TV電話相談マニュアル作成 モデル実施基本計画策定 モデル箇所の決定 

実施方法の検

討 

基本計画策定 

モデル実施の効果検証 / 実施方法等を検討 32年度予算要求の整理 

29年度予算要求 

29年度定

員配付と

人事異動

準備 

各拠点

の職種

別定員

の調整 

29年度定

員配付と

人事異動

準備 

相談予約制の実施方針

の策定 
お客様への周知広報 

の準備及び実施 予約制を拡充 

電話予約の方法の検討 
相談予約の手続き及び 

相談事務要領の策定 
研修 

年金事務所の窓口体制

の検討 

業務実態調査 業務量算出基準の作成 

事業指数等からの件数収集 

実測方法の整理 データ検証・再調査 

業務量 

算出 
業務区分

と適正人

員の算出 
現場ヒアリング 

各拠点

の職種

別定員

の調整 

ねんきんネット 

各種通知書等の再交付・再発行申請

機能の追加 

予約管理システムの稼働 

 全国の街角の年金相談センターで予約制を段階的に実施 

マルチランゲージサービスの導入（段階的に実施） 

工事等の調達準備 年金事務所等の再配置 

周知 

調達手続 

実施計画の策定/30年度予算要求 

実施計画の策定 
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

Ｈ29.4.1 時点
３．業務改革②～ルールの設定・徹底

H31年度
１２月 １月 ２月 ３月 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期

25
「５割」削減に向けた新ルー
ル
　の策定

26
本部以外の「指示・依頼」
発出権限の廃止

27
現場管理統括部署による
事前審査

28 「５割」達成に向けた検証

29 マニュアル担当部署の設置

30 マニュアル統合作業の実施

31
標準化作業（地域差の解消）
の実施

32
「指示・依頼」等に関する総
点検作業の実施

33
マニュアルメンテナンス
手法の確立

34
機構本部職員が利用する要
領に関する管理体制の検討

日本年金機構再生プロジェクト工程表

事  項
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

○ルールの設定

「指示・依頼」発出
件数の削減

マニュアルの一元
化

・ブロック本部・事務センターの発出権限廃止 

（地域ごとに必要な指示は、現場管理統括部署から発出） 

・発出権限廃止後の本部における発出方法の 

  検討 

・諸規程の改正 

・マニュアルメンテナンス部署とルール徹底部署の体制確立 

・一元化後のマニュアルの一元管理及びマニュアルメンテナンスの一括対応 

・統一業務マニュアルによる全国統一ルールの徹底の開始 

マニュアル一元化ＰＴの設置 

・マニュアルメンテナンス基準等の検討 

・マニュアルの検証内容及び検証方法の検討 

マニュアル一元化ＰＴの作業体制の検討・整理 

・マニュアルメンテナンス基準、サイクル等の策定 

・マニュアルの検証内容及び検証方法の策定 

地域差実態

調査の検討 

審査担当部署の審査基準・方法の策

定           

・新ルールの「指示（仮称）」発出前の事前審査（要件・内容・形式）の実施 

・新ルールの「業務連絡（仮称）」発出前の事前審査（要件のみ）の試験実施 

・新基準に基づくマニュアルメンテナンスの実施 
（※電子化の検討） 

・地域差実態調査の実施 

・調査結果の検証 

・マニュアル改訂対象となる処理手順の選別 

職員

招集 

周知 

・新ルールに基づく「指示（仮称）」の発出開始 

・新ルールに基づく「業務連絡（仮称）」の発出開始 

・旧ルールの「情報提供」を廃止 

ルール徹底すべき「指示」要件の定義 

諸規程の改正作業、様式の見直し 

処理手順に関する地域差の解消 

年金事務所・事務センターが使用するマニュアル・要領

に関する統合作業の計画策定 
統合されたマニュアルによる事務処理の実施 

マニュアル担当部署の設置 
・一元化前のマニュアルの管理 

職員

招集 

マニュアル担当部署の管理方法・体制の検討・整理 

管理状況の実

態調査方法の

検討 

機構発足後の「指示・依頼」、国からの通知、

疑義照会・回答の総点検の実施 
マニュアルへの取込み完了 

取込み対

象を選定 

マニュアルの標準化作業を実施 

マニュアルへの取込み作業を実施 

マニュアルと要領の統合作業を実施 

・管理状況の実態調査 

・管理部署の整理（Ｈ28.12末まで） 

現場管理統括部署による「指示（仮称）」発出状況等の検証 「５割」達成に向けた検証方法の策定          ※５割削減達成 

周知 

周知 

【時期の変更】要領管理部署の一本化 

       ・管理責任部署の明確化と管理要員の異動 

本部要領整備 

・支払業務関係、再裁定・時効特例関係、渉外業務関係 

本部要領による事務処理の実施（順次） 
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

Ｈ29.4.1 時点
３．業務改革②～ルールの設定・徹底

H31年度
１２月 １月 ２月 ３月 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期

日本年金機構再生プロジェクト工程表

事  項
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

35 責任部署・責任体制の確立

36 伝達担当者の設置

37 情報発信ルールの見直し

　　※最速の実施を想定して設定したものであり、今後、関係機関との調整により、実施時期については変更があり得る。

処理漏れを発生さ
せないルール作り

○ルールの徹底

ルール徹底を行う
責任部署の明確化

・伝達担当者にかかる担当業務の整理 

・職員のスキルチェックの実施方法の整理          
・伝達担当者の設置 

・職員に対するスキルチェックの実施 

・新ルールに基づく情報発信方法（機構ＬＡＮ等）の検討 

・機構ＬＡＮの一部改修 

・情報確認機能等の検討 システム開発の検討 ※３．業務改革②の「マニュアルメンテナンス手法の確立」を参照 機能向上にかかる方針整理 

・ルール徹底を行う責任部署の設置 

・地域マネージャー(仮称)の設置 

・地域マネージャー(仮称)にかかる担当業務の整理 

・指示・依頼伝達担当者にかかる担当業務の整理 

・諸規程の改正 

担当者への 

説明・周知 

新ルールに基づく情報発信方法の実施 

新ルールを元に、過去に発出された

「指示・依頼」「情報提供」を分割 

再徹底策

の検討 
徹底が不十分な過去の「指示・依頼」の確定・再徹底 

42

afosq
テキストボックス
a



機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

Ｈ29.4.1 時点
４．人事改革

H31年度
１２月 １月 ２月 ３月 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期

38
人事権の本部一元化
（ブロック本部人事の廃止）

39 役員への評価の厳格化

40
意欲・実績ともに低い職員
への厳正な対処

41 ３６０度アセスメントの導入

42
ゼネラリストと専門職のキャ
リアパスの提示

43
役員を展望できるキャリア
パスの提示

44
管理職登用ルールの見直
し

45
管理職への若手登用の促
進

46 役職と資格の関係見直し

　　※最速の実施を想定して設定したものであり、今後、関係機関との調整により、実施時期については変更があり得る。

○人事制度の見直し

キャリアパス・全国
異動ルールの提示

信賞必罰の人事評
価
（評価の厳格化及び
意欲・実績ともに低
い職員への厳正な
対処）

日本年金機構再生プロジェクト工程表

事  項
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

○人事の体制

○人事評価

人事権の本部一元化
（ブロック本部人事

の廃止）

役員評価の厳格化 

職員の人事評価の厳格化（対象者選定等）  

                                            人事異動 

再生プログラム、経過観察 

人事異動 

３６０度アセスメントの実施 実施概要の検討（対象範囲、集計・分析の外部委託による実施も含めた検討） 

・管理職の適格性を判断する指標としての活用 

・質の高いマネジメントを行う管理職の人材育成 

降格制度の 

見直し・職員周知 

再生プログラム、経過観察 

人事異動 

再生プログラム、経過観察 

人事異動 

専門コースの設置（実施） 

キャリアパスの策定、 

職員意向調査準備 

・ゼネラリストと専門職の 

 キャリアパス検討 

・役員を展望しうるキャリア 

 パスの検討 

・全国異動ルール問題点の解

消 意向調査 専門コースへの募集開始 

新キャリ

ア形成の

策定 

職員周知 

総合コース（人材育成の開始） 

枠等

検討 

・管理職登用時のルールの見直し 

 （全国異動条件の見直し） 
職員周知 

人事異動  ※組織の見直しにあわせ実施  所長、センター長の資格引上げ検討 人事異動作業 

・管理職登用関係諸規程及び要領の見直し 

・新設役職の具体的な業務内容の明確化 

・新役職登用基準の作成 

・ポスト数（定数）の整理 

管理職登用制度の見直し〔募集時

期：９月下旬～１０月上旬〕 

「課長代理」「主任」の新設〔平成２９年４月人事異動発令〕 候補者の選定・決定・人事異動の検討 

全国異動を条件としない 

管理職登用試験の実施 
全国異動を条件としない管理職登用（順次実施） 新管理職登用

ルールの策定 

若手職員の管理職登用（順次実施） 

ブロック本部の所掌権限を本部に集約 

・諸規程改正 
・文書及びデータ等移管準備 
・人事異動の考え方とツールの整備 
・ブロックにおける研修計画の見直し 
・有期雇用職員の採用方法の見直し 
・地方厚生局との人事交流に係る手順の 
 見直し 
・徴収職員に係る認可申請手順の見直し 

地方人事担当者の一部先行異動 

地方人事担当者の 

異動 

・文書等の 

 移管 

・有期職員の 

 本部採用開始 

対象者の拡大検討 

活用方法の検討 

採用 

エルダー職員の処遇の検討 採用 職員周知 

Ｈ28年度 

結果の検証 
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

Ｈ29.4.1 時点
４．人事改革

H31年度
１２月 １月 ２月 ３月 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期

日本年金機構再生プロジェクト工程表

事  項
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

47
新卒採用者の人材育成の
充実

48
若手・中堅・管理職の研修
制度の充実（外部機関、海
外、学校）

49
管理職育成プログラムの導
入

50
働く意欲に結びつく、メリハ
リのついた評価と処遇の実
現

51
成果とプロセスのバランス
のとれた評価

52
役職定年制度と早期退職
募集制度の導入

53 諸手当のあり方の検討

54
管理職と一般職との給与逆
転現象の解消に向けた見
直し

55 位置付けの明確化と育成

56 評価の導入と処遇の改善

57
長期的な女性管理職比率
の設定

58
活躍分野の拡大と育成プロ
グラムの確立

　　※最速の実施を想定して設定したものであり、今後、関係機関との調整により、実施時期については変更があり得る。

女性の活躍推進

人材育成

組織活性化（お客様
のために努力する
職員を高く評価する
など）

給与のあり方の検
討

非正規職員の活性
化

順次見直し 給与のあり方の検討 

キャリアパスの策定、職員意向調査準備 

・職務に応じた人事異動サイクルの検討 

新キャリア

形成の策定 
職員周知 新ジョブローテーション（人材育成の開始） 

・民間との人事交流のた 

 めの調整 

・民間企業が実施する研 

 修の契約事務の調整 

・中堅研修や管理職研修等カリキュラムの見直し 

・平成２８年研修計画の策定 

・他企業との人事交流先の候補先の選定 

・民間企業が実施する研修の選定(実施調整、調達) 

研修カリキュラムの見直し・追加 

民間企業との人事交流・民間企業が実施する研修への参加及び研修の追加 

平成２８年度上期評価の実施（以後半期ごとに実績・能力評価を実施） 

・評価制度の説明会、人事評価研修の実施 

 

 

新制度運用にかかる具体的検討、諸規程改正 

・管理職と一般職の評価指標を見直し、組織貢 

 献項目等、成果を挙げるためのプロセスの評価 

・中心化傾向を排除し、メリハリをつけた評価分布 

 の実現（賞与配分、評価分布の見直し等） 

間接業務システム改修手続き 

・組織及びポスト格付けの整理 

・制度導入・実施に向けた具体的工程の策定 

 （制度周知、募集スケジュール等） 

・諸規程の作成（各制度、退任後の専門職等） 

・役職定年後の処遇のあり方の検討 

役職定年制度 
〔年度末実施〕 

第1段 第2段 

早期退職募集制度〔年度途中募集、年度末実施〕 30'予算要求・制度の対象者の把握 

３１'新卒採用 

第3段 

無期化職員（地域限定職）の登用 
業務範囲、処遇、 

新評価制度の具体的検討 

就業規則改正手続き 

職員周知 

無期化職員（地域限

定職）選考 
※新評価制度による選考

を予定 

新評価制度の運用開始 

育成プログラムによる研修、キャリア面談の実施 

・女性職員の就業継続率の向上（離職率の低下） 

・女性管理職育成 

 

サポート専門部署（チーム）の検討 

育成プログラム実施要領の策定 

・キャリアデザイン研修（30歳頃） 

・キャリア面談（育休復帰時、35歳、40歳、45歳） 

・女性リーダー研修 

管理職ポストの具体的検討 サポート専門部署（チーム）の設置、ポスト拡大 

人事異動検討 

子育て期間申請制度の具体的検討、要領策定 

女性管理職１３％の達成・目標 

女性管理職比率の目標設定 

（平成29年度末以降） 

（事業主行動計画の策定） 

子育て期間申請制度の実施 

職員周知 

・公表 
事業主行動計画に基づいた取組 

新
評
価
運
用
開
始 

評価期間（上期） 評価分布 賞与 

評価期間（下期） 

（新）職員の海外派遣（予定） 

内部から女性役員への登用 

方向性 

の整理 

平成28年度末の目標値設定 

・事業主行動計画の策定 
職員周知 

・公表 

方向性 

の整理 
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

Ｈ29.4.1 時点
５．情報開示・共有の促進

H31年度
１２月 １月 ２月 ３月 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期 第Ⅱ四半期 第Ⅲ四半期 第Ⅳ四半期 第Ⅰ四半期

59 情報開示の担当理事の設置

60 情報開示の担当部署の設置

61 モニタリングと監査の実施

62 情報開示規程（仮称）の策定

63
隠蔽を防止するルールの確
立

64 責任体制の明確化

65 ＴＶ会議システムの導入

66 報道発表事項等の即日伝達

67
現場からの日次での業務報
告の実施

68
本部内の情報共有の責任体
制、ルールの確立

69 共有体制の確立

70
日常的な報告・連絡・相談
ルールの明確化

71 人事交流の拡大

　　※最速の実施を想定して設定したものであり、今後、関係機関との調整により、実施時期については変更があり得る。

○組織一体化のための情報共有の促進

日本年金機構再生プロジェクト工程表

事  項
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

○情報開示の促進

情報開示の担当部
署と担当理事の設置

モニタリングシステ
ムの構築と監査機能

の活用

情報開示ルールの
見直し・規定化

「悪い知らせ」の報告
を促すよう制度を見

直し

本部と現場間の情報
共有の促進

現場からの日次での
業務報告の実施

本部内の情報共有
の徹底

○厚生労働省との情報共有

厚生労働省との情報
共有の強化

モニタリング及び監査機能の活用の開始 
（※モニタリングの充実に向けたシステム化の検討） 

情報開示の担当理事の設置 

ＴＶ会議システムの導入 

報道発表事項等の即日伝達運用開始 

進捗管理表を作成し、年金局と機構の定例連絡会議で共有（実施中） 

幹部を含めたそれぞれのレベルでの日常的な報告・連絡・相談ルールの明確化（実施中） 

情報開示の担当部署の設置（平成28年４月～） 所掌事務・業務量の整 関係諸規程の改正 

モニタリング対象項目

の選定 

モニタリング及び監査の

実施手順書の作成 

組織再編に伴うお客様対

応業務システムへの影響

確認・対応 

情報開示規程（案）の策定 

情報開示規程（仮称）の制定、運用の開始 情報開示手順書（案）の

策定 

関係諸規程の改正 

情報開示規程（案）へのルールの取り込み、評価

ルールの見直し及び他の関係諸規程との関連確認 
情報開示規程（仮称）の制定、運用の開始 

地域マネージャー

（仮称）の業務内容、

配置人員、配置（駐

在）場所の整理 

地域マネー

ジャー（仮

称）業務手

順書作成 

地域マネー

ジャー（仮

称）任命予

定者への説

明会実施 

地域マネージャー（仮称）の設置 

他社事例等の調査 
使用用途、

業務要件の

整理 
業務要件の確定、基本計画書の作成等 

実施方法の整理 

実施内容の整理 
運用手順

書の作成 

「本部内情報共有

の取組」の制度化 

日次業務報告の開始 

運用開始（本部各部が理事長・副理事長協議を行う場合、原則経営企画部職員が陪席） 

所掌事務の

整理 

運用手順書

の周知 

（指示・依頼） 

人事交流の拡大（人事交流の未実施地方厚生局の解消、管理職クラスの人事交流の拡充） 
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加入状況の再確認を要する場合（２か月以内）

加入状況の再確認を要しない場合（１か月以内）

加入状況の再確認を要する場合（２か月以内）

加入状況の再確認を要しない場合（１か月以内）

加入状況の再確認を要する場合（２か月以内）

加入状況の再確認を要しない場合（１か月以内）

加入状況の再確認を要する場合（２か月以内）

加入状況の再確認を要しない場合（１か月以内）

障害基礎年金 ３か月以内

障害厚生年金 ３か月半以内

96.3% 96.6%

90.1%

95.0%

95.5%

95.9%

95.1%

91.7%

91.6%

94.1%

業務経費 平成30年度までに同５％程度に相当する額の削減
平成25年度比

年金相談：待ち時間（平均）
通常期：３０分以内 98.0% 99.0%

▲13.4%調達コスト ▲10.9%

100.0%

▲28.5%

▲1.4%

100.0%

一般管理費
平成30年度までに平成２５年度比で
１５％程度に相当する額の削減

平成25年度比

年度計画
項番

Ⅰ３.

下記目標日数の達成率９０％以上

平成２６年度

▲4.4%

老齢基礎年金

老齢厚生年金

遺族基礎年金

遺族厚生年金

97.2%

97.4%

97.7%

97.3%

96.7%

93.2%

94.5%

84.8%

Ⅰ１.（２）

船員保険収納率

年金給付：
サービス
スタンダード

92.1%

97.2%

Ⅱ２.

平成２７年度 平成２８年度

中期計画（定量的目標）に対する進捗状況
達成率

６０％台半ば 63.1% 63.4% 65.0%

項目 目標値

国民年金保険料現年度納付率

▲4.8%

請求書受付から
年金証書が
届くまでの
所要日数

（届書毎の内訳）

競争性のある契約が占める割合 80％以上 87.7% 82.8%

100.0%

▲15.7%

▲12.8%

▲5.6%

84.0%

混雑期：１時間以内

計画額の合計額の１０％以上を削減

100.0%

95.8%

92.9%

91.1%

＋0.6ポイント

国民年金保険料最終納付率 現年度納付率から５ポイント程度の伸び幅を確保することを目指す
平成24年度分保険料

＋8.8ポイント
平成25年度分保険料

＋9.2ポイント
平成26年度分保険料

＋9.1ポイント

厚生年金保険収納率 98.6% 98.8% 98.9%

口座振替実施率 前年度の当該率と同等以上の水準を確保することを目指す ＋0.1ポイント -0.6ポイント

コンビニエンスストア、インターネット
バンキング及びクレジットカードによ
る納付件数

毎年度の合計数が前年度の当該件数以上の水準を確保することを
目指す

　1,835万件 1,982万件 2,064万件

Ⅱ４.

98.0%

92.9% 94.1% 95.2%

Ⅰ２.（２） 前事業年度の当該率と同等以上の水準を確保することを目指す

Ⅰ６.（１）

コールセンター（ねんきんダイヤル）応答率 70%以上を維持することを目指す 83.7% 77.9% 81.6%

91.8%

96.3%

90.5%

95.6%

90.1%

協会管掌健康保険収納率 97.5% 97.8%

96.2%

91.7%
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機構の意思決定等の仕組み

○機構の事業運営全般に関わる方針・重要事項（日本年金機構法において規定）については、最高意思決定機関としての
「理事会」で意思決定を行っている。

○このほか、 平成２８年１月に「常勤役員会」を設置し、業務運営又は組織管理上の重要事項については、ここでの審議・
検討を踏まえ理事長が意思決定を行うとともに、役員間での情報共有を実施している。

○上記を基本としつつ、
・組織運営・業務運営の専門事項については「専門委員会」を設置し、理事長の意思決定を補完
・緊急的又は組織横断的な意思決定を要する事項については、理事長を本部長とする対策本部を設置し、

対策本部で意思決定
○また、業務運営の重要事項については、予め運営評議会を通じて国民の意見等を反映させるほか、専門委員会の中でも特

に専門性を求められる事項を審議するものにおいては、積極的に外部の専門家や有識者の参画を求めている。

【意思決定等の体系】

国民意見の反映等 日本年金機構

③運営評議会

業務削減会議※

監査報告会

－1－

① 理事会

【
④

主
な
専
門
委
員
会

】

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会※

ﾘｽｸ管理委員会

理事長

② 常勤役員会

ｻｰﾋﾞｽ・業務改善委員会

調達委員会※

契約監視委員会※

【
⑤

対
策
本
部

】

本部長（理事長）

緊急対策本部

災害対策本部

再生本部

情報管理対策本部

※外部有識者に参加いただいて
いる会議

・適用事業所の事業主
・被保険者
・年金給付の受給権者
・業務の適正な運営に関して

学識経験を有する者
で構成

＜参考資料４＞
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① 理事会の構成

議決事項 ：

(1)日本年金機構法（以下「法」という。）の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない事項（法第１３条第
２項（副理事長及び理事の任命）及び第１６条第４項（副理事長及び理事の解任）の認可を除く。）
（例：中期計画、年度計画等）

(2)法の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない事項（法第２４条（役員の兼職）の承認を除く。）
（例：財務諸表等）

(3)法の規定により厚生労働大臣への届出又は報告を行わなければならない事項
（例：役職員の給与等の支給基準、中期実績報告書等）

(4)基本方針及び重要な規程の制定及び改廃に関すること

(5)理事長に対する制裁に関すること

(6)その他理事長が必要と認める重要事項に関すること

設 置

議 長

構 成 員

開 催

招 集

: 平成２２年１月

： 理事長

： 副理事長、常勤理事、非常勤理事 ※オブザーバーとして監事が出席

： １か月に１回（定例）及び必要に応じて臨時

： 理事長が招集。監事は、必要があると認めた場合、理事長に対し招集を請求することができる。

位置付け：機構の最高意思決定機関（中期計画・年度計画・財務諸表、機構の事業運営全般に
関わる方針・重要事項等を決議）

－2－
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② 常勤役員会の構成

審議事項 ：
(1)理事会規程第６条に規定する理事会の議決事項及び理事長が決定する事項のうち、理事長が特に必要と認める

事項に関すること
(2)中期計画及び毎事業年度の年度計画に関すること
(3)組織の設置、廃止及び変更に係る重要事項に関すること
(4)予算の作成、執行及び決算に係る重要事項に関すること
(5)人事制度の新設、廃止及び変更に係る重要事項に関すること
(6)重要な新規事業又はお客様への影響が大きい事業に関すること
(7)業務運営又は組織管理に係る重要事項に関すること
(8)重大なコンプライアンス事案及び事件・事故・事務処理誤りに関すること
(9)その他理事長が必要と認める事項に関すること

設 置

議 長

構 成 員

開 催

招 集

: 平成２８年１月

： 理事長

： 副理事長、常勤理事、経営企画担当部署の長、人事管理担当部署の長及び予算担当部署の長
※オブザーバーとして監事が出席

： 毎週１回（定例）及び必要に応じて臨時

： 理事長が招集。理事長は、必要に応じて構成員以外の職員を招集

位置付け：業務運営又は組織管理上の重要事項に関し、迅速かつ戦略的な審議・検討又は方向づけ並びに
役員間の連絡、調整及び情報共有を行うとともに、理事長の意思決定を補完するもの。

－3－
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③ 運営評議会の構成

【運営評議会の機能・権限】
○機構の理事長は、次の事項について、あらかじめ運営評議会の意見を聴かなければならない。
（１）機構の中期計画及び毎事業年度の年度計画
（２）その他、理事長が必要と判断する業務運営に関する重要事項
○運営評議会は、理事長から求めがあったもののほか、幅広く改善意見を提案することができる。
○運営評議会は、理事長に対し、機構の業務運営の状況や提案した改善意見に対する対応状況について、
報告を求めることができる。

○理事長は、運営評議会から国に対する制度改善等の提案があった場合には、国に対し、当該提案について
報告を行うものとする。

設置： 平成２２年１月
座長： 委員の互選により選任

菊池馨実 （早稲田大学 法学学術院教授）

委員： 適用事業所の事業主、被保険者及び年金給付の受給権者並びに業務の適正な運営に関して学識経験を有する者のうちから理事長が委嘱（11名以内）
池田惠利子 （公益社団法人あい権利擁護支援ネット代表理事）
和泉昭子 （生活経済ジャーナリスト）
植西信博 （TOHO ヒューマンセンター常務理事・事務局長）
新谷信幸 （日本労働組合総連合会副事務局長）
嵩さやか （東北大学大学院法学研究科教授）
戸田博史 （第一三共株式会社社外取締役）
牧嶋博子 （株式会社TBS テレビ報道局解説室長）
若杉史夫 （一般社団法人全国年金受給者団体連合会会長）
若林正清 （全国社会保険労務士会連合会副会長）

開催： ３か月に１回程度

招集： 座長が招集

位置付け：日本年金機構法及び日本年金機構業務方法書の規定に基づき、被保険者、事業主、年金給付の
受給権者その他の関係者の意見を日本年金機構の業務運営に反映させることを目的とする。

－4－
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組織・業務運営の専門事項を審議し、重要な事項について理事長に建議（必要に応じて常勤役員会に報告）するとともに、
各種取組方針等を組織横断的に推進

コンプライアンス委員会 リスク管理委員会 サービス・業務改善委員会

設置 平成２２年１月 平成２２年１月 平成２２年１月

委員長（議長） 副理事長 理事長 理事長

構成員

常勤理事
コンプライアンス部長
監事（オブザーバー）

（外部委員）
堀 裕（弁護士）

副理事長
常勤理事
リスク統括部長
審議役
経営企画部長
事業推進統括部長
システム企画部長
情報管理対策室長
広報室長
監事（オブザーバー）

副理事長
常勤理事
審議役（委員長が指名する者）、経営企画担当部
長、広報室長、経営企画グループ長、リスク統括
部長、人事部長、人材開発部長、財務部長、事業
企画部長、相談・サービス推進部長、国民年金部
長、厚生年金保険部長、システム企画部長、年金
給付部長、事業推進統括部長
監事（オブザーバー）

審議事項等
コンプライアンス確保のための仕組み及び体
制並びにこれらの運用にかかる改善方策等の
審議

リスク管理のための仕組み及び体制並びにこれ
らの運用に係る改善方策等の審議

業務運営の改善施策、サービス推進施策の審議（
システム改修を伴う改善を含む）

開催頻度 原則2か月に1回 原則2か月に1回 原則1か月に1回

庶 務 コンプライアンス部 リスク統括部
相談・サービス推進部

事業企画部

④ 専門委員会等（１）

※専門委員会の構成員は、各種規程・細則において明記。

※この他、日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議、役員制裁審査委員会、職員制裁審査委員会等を設置。

－5－
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組織・業務運営の専門事項を審議し、重要な事項について理事長に建議（必要に応じて常勤役員会に報告）するとともに、
各種取組方針等を組織横断的に推進

調達委員会 契約監視委員会

設置 平成２２年１月 平成２２年１月

委員長（議長） 人事・会計部門担当理事
常勤監事

（委員の互選により選任）

構成員

調達部長、財務部長、コンプライアンス部長、事業企画部長、事

業推進統括部長、システム企画部長

監事（オブザーバー）

（外部委員）

※調達前の案件の審議を行うため非公開

非常勤監事

（外部委員）

浅岡 輝彦（弁護士）

石塚 達郎（公認会計士）

和泉澤 衞（東京経済大学 現代法学部教授、元公正取引委員会 官房総括

審議官）

審議事項等

調達案件の事前審査、調達計画の進行管理、競争参加資格停止
措置の審査

契約監視委員会が抽出した調達案件、契約に関する監査部の監査結果、５００
万円以上随意契約案件の事後審査等

＜抽出条件＞

①低入札価格調査

②一者入札

③落札率95%以上

④不落随意契約

開催頻度 原則1か月に2回 原則3か月に1回

庶 務 調達部 監事室

④ 専門委員会等（２）

－6－
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業務削減会議 監査報告会

設置 平成２８年１月 平成２７年５月

委員長（議長） 理事長 監査部長

構成員

副理事長

人事・会計部門担当理事、特命担当理事

経営企画部長、財務部長

監事（オブザーバー）

（外部委員）

厚生労働省年金局事業管理課長

厚生労働省年金局給付事業室長

和泉澤 衞（東京経済大学 現代法学部教授、元公正取引委員会

官房総括審議官）

原 英史（株式会社政策工房 代表取締役社長）

三木 雄信（ジャパン・フラッグシップ・プロジェクト株式会社 代表取

締役社長）

理事長

副理事長

常勤理事

審議役、経営企画部長、財務部長、リスク統括部長、人事部長、会計

・資産管理部長、事業推進統括部長、事務センター統括部長、システ

ム企画部長、南関東地域第1部長、情報管理対策室長、再生プロジェ

クト推進室長、人事企画室長

監事（オブザーバー）

（外部委員）

厚生労働省年金局システム室長

厚生労働省年金局監査室長

その他理事長が必要と認める者

審議事項等

機構の事業全般について、必要性や効果検証を行い、業務の効率化・
経費削減を図るため、以下の事項について審議
○事業規模が大きく早急に見直しが必要と思われる業務に関すること
○年金事務所の業務の効率化に関すること
○事務センターの業務の効率化に関すること
○その他業務の効率化・合理化に関すること

○年金事務所及び事務センター並びに本部各部室にかかる業務監査、
会計監査、システム及び情報セキュリティ監査の結果について、理事長へ
報告。
○上記監査結果に対して、本部関係部署に対する改善取組の指示及び
方針検討の要請、本部関係部署の改善取組状況の報告

開催頻度 原則2か月に1回 原則1か月に１回（1～2時間程度）

庶 務 経営企画部、財務部 監査部

④専門委員会等（３）
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緊急対策本部 災害対策本部

設置 平成２２年１月 平成２２年１月

本部長 理事長 理事長

構成員

副理事長

常勤理事

経営企画部長、法務・コンプライアンス部長、人事管理部長、事業企画

部長、品質管理部長、国民年金部長、厚生年金保険部長、システム統

括部長、基幹システム開発部長、給付企画部長

監事（オブザーバー）

※上記は不正アクセス事案緊急対策本部の例（役職は当時の名称）

副理事長

常勤理事

審議役、情報管理対策室長、経営企画部長、財務部長、リスク統括部長、

人事部長、労務管理部長、会計・資産管理部長、調達部長、事業企画部

長、国民年金部長、厚生年金保険部長、年金給付部長、事業推進統括部

長、事務センター統括部長、相談・サービス推進部長、システム企画部長、

システム運用部長、中央年金センター長、障害年金センター長、経営企画

部広報室長、経営企画部経営企画グループ長、リスク統括部リスク統括

グループ長

監事（オブザーバー）

審議事項等

業務運営又は組織に重大な影響を与えるリスクについての対応方針、
体制整備、具体的な対応方策その他的確に対応するために必要な事項

災害の状況等の情報のとりまとめ

災害応急対策の総括及び総合調整

厚生労働省等の関係機関との情報交換及び連絡調整

災害の状況、災害応急対策・復旧対策に関する広報

その他災害応急対策・復旧対策に関し必要な業務

開催頻度 本部長の判断 本部長の判断

庶 務 リスク統括部 リスク統括部

⑤対策本部（１）

－8－
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再生本部 情報管理対策本部

設置 平成２７年１０月 平成２７年１０月

本部長 理事長 理事長

構成員

副理事長

常勤理事

常勤監事

審議役、経営企画部長、財務部長、リスク統括部長、業務品質管理部

長、人事部長、人事企画室長、人材開発部長、会計・資産管理部長、

事業企画部長、国民年金部長、厚生年金保険部長、刷新プロジェクト

推進室長、事業推進統括部長、事務センター統括部長、相談・サービ

ス推進部長、年金給付部長、中央年金センター長、障害年金センター

長、南関東地域第一部長、近畿地域第一部長、システム企画部長、

経営管理監、経営企画部経営企画グループ長、南関東地域第一部事

業推進役、近畿地域第一部事業推進役、再生プロジェクト推進室長、

企画調整監、改革推進統括グループ長、人事改革グループ長、業務

改革第１グループ長、業務改革第２グループ長、業務改革第３グルー

プ長

副理事長

常勤理事

最高情報セキュリティアドバイザー、情報管理対策室長、審議役、経営

企画部長、広報室長、リスク統括部長、人事部長、人材開発部長、刷新

プロジェクト推進室長、事業推進統括部長、事務センター統括部長、相

談・サービス推進部長、南関東地域第一部長、システム企画部長、監査

部長、システムアドバイザー（高度専門職）

（アドバイザー）

厚生労働省年金局事業企画課長、システム室長、監査室長、事業管理

課長、大臣官房参事官、政策統括官付サイバーセキュリティ担当参事

官室サイバーセキュリティ対策官

（本部長が出席を求める者）

監事、経営管理監

審議事項等
再生プロジェクトの各改革事項について、取組の進捗状況を確認する
とともに必要な取組を検討・決定・推進する

業務改善計画（情報セキュリティ対策の強化）、情報セキュリティ対策推進
計画、情報セキュリティに関する研修・訓練、諸規程等の整備、緊急時の
対応方針の決定等

開催頻度 原則1か月に1回 原則1か月に2回

庶 務 再生プロジェクト推進室 情報管理対策室

⑤対策本部（２）
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＜参考資料５＞ 

日本年金機構における届書受付件数及び郵便物発送件数（概数） 

＜届書の受付件数＞ 

制度別 平成 27 年度 平成 28 年度 

厚生年金・船員保険適用、保険料関係 2,110 万件 2,055 万件 

国民年金関係 1,421 万件 1,461 万件 

年金記録関係 32 万件 26 万件 

年金給付関係 1,703 万件 1,618 万件 

合計 5,266 万件 5,160 万件 

 

＜郵便物の発送件数と誤送付数＞ 

 

うち
誤送付

うち
誤送付

うち
誤送付

うち
誤送付

うち
誤送付

うち
誤送付

6 ‐ 6 2 ‐ 2

0.0001% 0.0001% 0.0001% 0.0001%

54 ‐ 54 44 ‐ 44

0.0003% 0.0003% 0.0002% 0.0002%

26 64 90 14 78 92

0.0007% 0.0001% 0.0001% 0.0009% 0.0001% 0.0001%

‐ 4 4 ‐ 1 1

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

86 68 154 60 79 139

0.0003% 0.0000% 0.0000% 0.0002% 0.0000% 0.0000%

（注１）各種決定通知書、お客様への返戻・照会文書、納入告知書等

（注２）ねんきん定期便、振込通知書、扶養親族申告書、年金請求書等

　　※誤送付数の下段は発生率を示しており、小数点第五位で四捨五入しています。

（平成29年3月末現在）

平成27年度 平成28年度

職員 委託 合計 職員 委託

2,190万件

合計

本部、事務センター、年
金事務所で個別に発送
しているもの
（注１）

本部 431万件 ‐ 431万件 345万件 ‐ 345万件

年金事務所 2,085万件 ‐ 2,085万件 2,190万件 ‐

6,688万件

本部で一括して発送しているもの
（注２）

‐ 2億8,928万件 2億8,928万件 ‐ 2億7,935万件 2億7,935万件

事務センター 357万件 6,079万件 6,436万件 161万件 6,527万件

3億7,158万件

　　※件数は今後変動することがあります。

合計 2,873万件 3億5,007万件 3億7,880万件 2,696万件 3億4,462万件
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説明誤り
受付時の
書類管理
誤り

確認・決定
誤り

入力誤り
通知書等の
作成誤り

誤送付・
誤送信・
誤交付

受理後の
書類管理
誤り

（書類紛失）

事務処理
遅延

その他
（注） 合計

215 21 735 141 83 207 57 46 8 1,513

（機構職員） 140 13 656 70 79 121 44 39 5 1,167

（委託業者等） 60 1 43 71 4 85 6 1 0 271

（市区町村） 15 7 36 0 0 1 7 6 3 75

162 17 499 93 78 173 52 10 19 1,103

（機構職員） 108 11 417 47 67 78 42 4 18 792

（委託業者等） 39 4 49 46 11 94 0 1 1 245

（市区町村） 15 2 33 0 0 1 10 5 0 66
　　※件数は今後変動することがあります。

（注）報告時点で原因が特定できていないため、誤り区分が未分類のもの等

平成27年度・平成28年度　誤り区分別の事務処理誤り件数の比較（平成29年3月末現在）

平成27年度

平成28年度

誤り区分
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機密性２ 完全性２ 可用性２ （相談・サービス推進部）

設問４ 来訪された際の全体の
満足度はいかがですか？

設問１ 職員のマナーや態度はい
かがでしたか？

設問２ 窓口での説明はわかりや
すく、充分でしたか？

設問３ 所内の設備はいかがで
したか？また所内に清潔感はあ
りましたか？

設問５ 来訪された前の不安や
疑問は解消されましたか？

直近３年度の状況

１
※小数点以下を端数処理しているため、合計値等が異なる場合があります。

①お客様満足度調査の概要
年金事務所及び街角の年金相談センター（以下「年金事務所等」と言います。）に来訪されたお客様に対しアンケートを行いました。
なお、平成２８年度は、配布回収方式によるお客様の回答傾向の違いを把握するため、２回実施しました。

②アンケート配布件数 １５０，０４２件

③回答件数（回答率） ７４，２１７件 （４９．５％）

Ⅰー1 概要とアンケートの回答結果

Ⅰ 平成２８年度 年金事務所・年金相談センターお客様満足度調査（ＣＳ調査）
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機密性２ 完全性２ 可用性２ （相談・サービス推進部）

２

①親切・丁寧だった 41,401 件

②笑顔で対応 24,458 件

③身だしなみが整っていた 20,910 件

④質問しやすい雰囲気だった 31,103 件

⑤上から目線で高圧的 302 件

⑥丁寧さがない 155 件

⑦無愛想 142 件

⑧挨拶がない 63 件

⑨身だしなみが悪い（頭髪や服装が派手など） 128 件

⑩名札が見えない 85 件

⑪声が大きく、隣に聞こえそう（または隣の声が聞こえた） 300 件

⑫友達口調など馴れ馴れしい 108 件

⑬話の途中で遮られた 32 件

記入なし 838 件

合計 120,025 件

①説明が丁寧 33,207 件

②わかりやすい言葉で説明 30,866 件

③プラスワンの一言があった 10,550 件

④説明が早口 715 件

⑤説明に専門用語が多くわかりにくい 206 件

記入なし 1,702 件

合計 77,246 件

設問２－２ 上記設問の回答の理由であてはまるものをすべて選択してください。

設問１－２ 上記設問の回答の理由であてはまるものをすべて選択してください。

表１

表２

※小数点以下を端数処理しているため、合計値等が異なる場合があります。

表１－２

表２－２

①室内が明るい 26,153 件

②室温が適切 23,980 件

③清掃が行き届いている 18,838 件

④案内図等がわかりやすい 8,868 件

⑤掲示物が見やすい 6,479 件

⑥相談ブースが広い 8,197 件

⑦室内が暗い 533 件

⑧室温が暑い（寒い） 1,234 件

⑨床が汚い 93 件

⑩通路が狭い 143 件

⑪案内図等がわかりにくい 508 件

⑫掲示物が見えにくい（多すぎる） 220 件

⑬待合室のソファーが汚い 164 件

⑭相談ブースが狭い 386 件

⑮トイレが汚い 93 件

記入なし 8,161 件

合計 104,050 件

設問３－２ 上記設問の回答の理由であてはまるものをすべて選択してください。
表３－２

表３

表５表４

Ⅰー1 概要とアンケートの回答結果
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Ⅰー1 概要とアンケートの回答結果

Ⅰー２ 自由記入欄の主なご意見

１．予約制にかかるご意見・ご要望
・自由記入欄の記載内容で予約制にかかるご意見.・ご要望は３７３件であった。そのうち７０．５％にあたる２６３件が「予約のシステムが効率的」、「事前に相
談データを準備して貰えるので相談にスピードと正確性がある」、「予約は便利です」等の予約制への高評価のご意見で、２９．５％にあたる１１０件が「予約
制を知らなかった、便利なのでもっとＰＲするべきだ」、「時間の予約だけでなく、職員の指名もできるようにして欲しい」等の予約制の更なる改善を求めるご意
見であった。

２．年金事務所へのお礼
・前回（数年前）に来た時の対応とはだいぶ違ってきたと思います（よい方向）。気軽に聞けて大変よかったです。ありがとうございました。（お礼より）
・事前予約をして伺ったら、資料等を準備して頂いており、所要時間が短くて済みました。（お礼より）

３．年金事務所へのご意見・ご要望
・何回も足を運ぶ事のないように相手がわかるまで説明をして欲しい。（職員の応接態度に関するものより）
・最初の対応が少し不満。もう少し声かけが欲しい。（職員の応接態度に関するものより）
・相談混雑時には、一人一人の相談を素早くお願いします。（待ち時間に関するものより）
・駐車場が少ない。駐車場1台、1台の間隔が狭い。（施設の利用に関するものより）
・年金制度そのものが複雑でわかりにくい。一度説明を聞いたくらいでは理解できない。（その他より）

４．年金相談センターへのお礼
・近所に年金相談センターがあるので、色々相談が気軽に出来きて非常に満足です。（お礼より）
・いつも気持ちよく相談に乗っていただき、大変感謝しております。プラスαの説明をいただくことも多く、毎回勉強になっています。（お礼より）

５．年金相談センターへのご意見・ご要望
・答えが早口で言っていることがよくわからない。 噛み砕くように説明して欲しい。（職員の応接態度に関するものより）
・10年年金の関係で窓口が混雑すると予想されますので、体制の整備をお願いします。 （待ち時間に関するものより）
・街角の年金相談センターの全般の広報。今回迄センターの存在を知らなかった。（施設の利用に関するものより）

アンケート自由記入欄に記入いただいたお客様

全体 ： 22.3 ％（16,551/74,217） （内訳）複数回答があるため総件数は、21,815件 ・お礼 63.5 ％（13,855/21,815）
・ご意見・ご要望 36.5 ％ （7,960/21,815）

今後の対応
・職員のマナーや態度、窓口での説明について、「サービス推進の手引」の見直し、「研修教材への反映」、「機構内報月刊 VOICE」の活用等を行い職員の
応対品質の向上を図る。
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４

Ⅱ コールセンターお客様満足度調査（ＣＳ調査）
機密性２ 完全性２ 可用性２ （相談・サービス推進部）

Ⅱ－１ 概要とアンケートの回答結果

直近3年度の状況

表６ 表７ 表８

①お客様満足度調査の概要 コールセンター（「ねんきんダイヤル」）の応対品質の現状を把握するため、コールセンターに電話相談いただいたお客様に対しアンケートを行いました。

②アンケート送付件数 １３，２０６件

③回答件数（回答率） ７，２２８件（５４．７％）

56.2% 28.8% 13.3%

1.2%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満

設問２ オペレーターの接客マナーはいかがでしたか。

50.9% 32.2% 14.2%

1.9%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満

設問１ コールセンターを利用された際の全体的な
満足度はいかがでしたか。

設問５ 上記設問の回答の理由であてはまるものをすべて選択してください。

自由記入欄のご意見（抜粋）

1.お礼、お褒め、励まし
・予約をすすめられ良かったです。
スムーズに処理していただきました。

・日本年金機構のイメージが、変わった。
（良いイメージに変わった）

２．コールセンターへの苦情・要望
・問い合わせが、少し説明不足で
納得できない部分もあった。

・オペレーターの回答レベルを
平均化してほしい。

・電話がつながるのに時間がかかった。
・電話がつながってからオペレーターに
つながる迄待ち時間が長かった。

３．コールセンター以外への苦情・要望
・送付される資料は非常に判り難い。
改善を！

・問題点が解決しましたがネットで
ＰＲしては？Ｑ＆Ａを詳細に公開して
欲しい。

表１

表２

表３

表４

表５

今後の対応

「疑問が解消しなかった」、
「専門用語が多くわかりにくかった」
等の改善を要する事項について、
相談内容を分析のうえ
オペレーターに個別の指導を
行うとともに、コールセンター全体で
共有を図り研修を行う等、
応対品質の向上を図る。
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742.4億円 419.8億円 417.8億円 1,000.8億円 131.3億円

699.6億円 383.0億円 372.0億円 1,004.3億円 116.8億円

  42.8億円   36.8億円   45.8億円    ▲3.5億円   14.5億円

不用額：6.5億円   不用額：10.6億円   不用額：5.8億円 －   不用額：2.0億円

〇通知書等作成・発送業務委託の
　入札結果による減（1.5）等

〇年金業務システムに係る運用業
　務等の入札結果による減
　（6.0）等

〇事務機器の更改・保守にかかる
　入札結果による減（1.1）等 ー

〇施設整備等の入札結果による減
　（1.4）等

不用額：0.4億円 ー 不用額：1.3億円 ー   不用額：0.6億円

○徴収業務の事業運営に必要な経
　費（業務用車両の効率的な活
　用）（0.4）

ー
〇外部倉庫の契約方法の見直し
　（1.3） ー

〇外部倉庫の契約方法の見直し
　（0.4）等

不用額：35.9億円     不用額：26.2億円 不用額：38.7億円 ー 不用額：11.9億円

不用額：15.9億円     不用額：1.9億円 不用額：7.9億円 ー 不用額：9.2億円

〇法人登記情報を活用した適用調
　査に係る委託内容の見直し（訪
　問勧奨から文書勧奨への切り替
　え）による減（4.2）等

○年金業務システム構築のための
　記録管理システム等機能調査作
　業内容の確定による減（0.8）等

○年金事務所の賃借料の減
　（2.8）等

－

○地域部（旧ブロック本部）を本
　部に統合したことによる事務室
　借料の減（3.2）等

不用額：20.0億円     不用額：24.3億円 不用額：30.8億円 ー 不用額：2.7億円

〇納付書作成委託及び送付件数の
　減（2.5）等

○機器の保守延長等による実施時
　期の見直しによる減（16.2）等

○個人番号導入時期の延長による
　減（24.6）等

－

○建物等の改修時期の見直し
　（2.2）等

ー ー ー 不足額：▲3.5億円 ー

－ － －
○超過勤務手当等が予定を上回っ
　たことによる増（▲3.5） －

平成２８年度予算の執行(決算)状況【総括表】

業務経費 一般管理費

保険事業経費
（保険料）

オンラインシステム
（保険料）

年金相談等事業経費
（保険料）

人件費
（税）

物件費
（税）

　不用額：50.3億円  不用額：11.8億円

予算額

決算額

不用額
   （136.4億円）

不用額：125.4億円 不用額：11.0億円

　　①入札による減少
　　　　（24.9億円）

（ｲ）事業の延期、外的要因
　　による見直し等による
　　もの
　　 （75.8億円）

　　④人件費の減少
　　　　（▲3.5億円）

　　②事務の効率化
　　　　　（2.3億円）

　　③事業内容の変更等
　　　　（112.7億円）

（ｱ）機構の努力・精査に
　　よるもの
　　 （36.9億円）

　小計（①＋②＋③（ｱ））
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（単位：百万円）

予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 差（Ａ－Ｂ）

保険事業
経費 74,238 69,957 4,280

10,044 10,238 ▲ 194

1
適用対策の実施に必要な経費
（未加入者に対する届出勧奨等）

国民年金未加入者や国民年金への種別変更を要する者
に対するお知らせの作成・郵送経費及び住民基本台帳
ネットワークの使用料、年金制度の説明及び届出勧奨
（資格取得、口座振替、免除申請等）のため戸別訪問を行
う有期雇用職員の人件費

2,042 2,171 ▲ 129 ③事業内容見直
し等

・適用対策強化による職権適用対象者の増（▲2.5億円）
・旅費交通費等の減（0.8幾円）

2 国民年金の特定期間の届出促進に必要な経費

国民年金第3号被保険者の不整合期間を有する者に対す
る手続き周知、届書の印刷経費、封入封緘発送準備業務
委託費及び郵送経費、受付・相談対応に充てるための有
期雇用職員の人件費、電話相談体制（コールセンター）委
託に要する経費

913 766 148 ③事業内容見直
し等

・第3号被保険者の不整合期間勧奨に係る発送件数の減（0.8億円）
・コールセンター委託経費の減（0.6億円）

3 事務センターに必要な経費（国年適用）
国民年金適用の各種届書の入力、通知書作成及び発送
準備等業務の委託に要する経費、事務センター建物の賃
借料及び事務センターの広域集約化にかかる移転経費

3,075 3,005 70

4
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　  (国年適用）

年金事務所等において国民年金の適用関係業務を実施
するための帳票印刷経費や電話照会対応の外部委託経
費等の事業運営費等

4,014 4,296 ▲ 283 ③事業内容見直
し等

・郵便料金の割引率改定による増(▲3.7億円）

28,235 25,457 2,778

1
納付督励業務の委託に要する経費
（市場化テストによる取組み）

公共サービス改革法に基づき国民年金保険料の収納業
務を民間企業に委託するための経費 7,114 6,470 644 ③事業内容見直

し等
・国民年金保険料徴収に係る市場化事業の成功報酬の支払が当初の見込みを下回った
ことによる減（6.3億円）

2
免除等の勧奨に必要な経費
（免除等申請書の送付等）

免除等制度の周知や手続きの案内に必要な文書、申請
書等の印刷経費、郵送経費及び免除等申請書の作成委
託経費

658 634 24

3
国民年金保険料の収納対策に
必要な経費

国民年金の収納に係る制度周知、申請書、督促状等の
印刷、発送、郵送経費及び文書の封入封緘、電話・窓口
における納付督励業務や関係書類作成補助等を行う有
期雇用職員の人件費

8,894 6,923 1,971 ③事業内容見直
し等

・収納対策に係る経費の減（2.0億円）
・特定業務契約職員の雇用見直しによる減(10.6億円)

4 納付書の作成等に必要な経費
国民年金保険料の納付書、催告状等の帳票印刷経費、
郵送費、納付書の作成、印字及び封入封緘委託経費 6,485 6,359 125 ③事業内容見直

し等
・国民年金保険料徴収に係る納付書・各種通知書の発送件数の減（2.5億円）

5 事務センターに必要な経費（国年徴収）
国民年金徴収の各種届書の入力、通知書作成及び発送
準備等業務の委託に要する経費 963 1,079 ▲ 115 ③事業内容見直

し等
・外部委託契約（入力共同・パンチ）の品質向上を図ったことによる委託経費の増（▲1.2
億円）

6 国民年金事業の制度改正等に要する経費
保険料の免除等に係る遡及期間の見直し等の制度改正
事項等に対応するため、申請書の入力及び通知書等発
送に要する外部委託費

201 264 ▲ 64

7
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　 （国年徴収）

年金事務所等において国民年金の収納関係業務を実施
するための帳票印刷経費等の事業運営費等 3,920 3,728 192

②事務の効率化
③事業内容見直
し等

・国民年金保険料徴収に係る管理帳票の調達経費が不足したことによるもの（▲3.1億
円）
・業務用車両の効率的な使用（0.2億円）

ア．国民年金の適用業務に必要な経費

イ．国民年金の徴収業務に必要な経費

平成２８年度予算の執行(決算)状況

項 事項 事項の概要
平成２８年度

主な増減要因
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（単位：百万円）

予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 差（Ａ－Ｂ）

平成２８年度予算の執行(決算)状況

項 事項 事項の概要
平成２８年度

主な増減要因

保険事業
経費
（続き）

24,481 21,990 2,492

1
適用対象事業所の適用促進に必要な経費
（加入勧奨業務委託）

社会保険未加入事業所に対する加入勧奨業務に必要な
旅費、勧奨用チラシ等の印刷経費、郵送経費、文書・電
話による加入勧奨業務の外部委託経費

506 26 481 ③事業内容見直
し等

・対象事業所への適用促進に係る委託内容の見直し（訪問勧奨から文書勧奨への切り
替え）による減（4.0億円）

2
国税庁源泉義務者情報等を活用した適用調査
対象事業所対策に係る経費

国税情報等により把握した社会保険未加入事業所に対
する訪問による加入勧奨業務を行う有期雇用職員の人件
費及び文書による加入勧奨の外部委託費

7,480 5,742 1,738 ③事業内容見直
し等

・法人登記情報を活用した適用調査に係る委託内容の見直し（訪問勧奨から文書勧奨へ
の切り替え）による減（4.2億円）
・特定業務契約職員の雇用見直しによる減(11.2億円)

3 事務センターに必要な経費（厚年適用）
厚生年金適用の各種届書の入力、通知書作成及び発送
準備等業務の委託に要する経費、事務センター建物の賃
借料及び事務センターの広域集約化にかかる移転経費

8,080 8,401 ▲ 320 ③事業内容見直
し等

・外部委託契約（入力共同・パンチ）の品質向上を図ったことによる委託経費の増（▲5.5
億円）

4 算定基礎届等の事務処理に要する経費
標準報酬の定時決定を行うための算定基礎届等の印刷
経費、郵送経費、事業所向けの説明会会場賃借料、書類
の受付、入力業務等を行う派遣職員に必要な経費

1,141 1,608 ▲ 467 ③事業内容見直
し等

・算定業務派遣に係る人材派遣経費等の増（▲4.1億円）

5
厚生年金保険事業・協会管掌健康保険事業の
制度改正に必要な経費

短時間労働者への適用拡大等の法律改正事項に対応す
るため、届書の印刷経費や入力作業に係る外部委託経
費及び書類の受付、入力業務等を行う有期雇用職員に
必要な経費

108 103 5

6
短時間労働者の適用拡大に備えた事業所調査に必
要な経費

短時間労働者への適用拡大後の事業所調査を実施する
ために必要な経費 1,904 1,811 93

7
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　 （厚年適用）

年金事務所等において厚生年金保険等の適用関係業務
を実施するための帳票印刷経費等の事業運営費等 5,263 4,300 963 ③事業内容見直

し等
・厚生年金適用に係る管理帳票の調達経費が不足したことによる増（▲2.4億円）
･特定業務契約職員の雇用見直しによる減(13.2億円)

3,114 3,073 41

1
健康保険・厚生年金保険の保険料徴収対策に
必要な経費

厚生年金保険料の滞納処分に係る旅費、帳票類の印刷
経費、戸籍謄本の手数料等に要する経費 153 64 89

2
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　 （厚年徴収）

年金事務所等において厚生年金の徴収関係業務を実施
するための帳票印刷経費や滞納事業所から納付受託し
た証券を金融機関へ委託する経費等の事業運営費

2,961 3,009 ▲ 48

ウ．厚生年金保険等の適用業務に必要な経費

エ．厚生年金保険等の徴収業務に必要な経費
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（単位：百万円）

予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 差（Ａ－Ｂ）

平成２８年度予算の執行(決算)状況

項 事項 事項の概要
平成２８年度

主な増減要因

保険事業
経費
（続き）

8,363 9,199 ▲ 836

1 年金の裁定及び支払等給付事務に必要な経費

障害認定医への謝金、年金証書等の印刷経費、郵送経
費、年金支払いに係る源泉徴収票等の作成及び発送準
備委託経費、扶養親族等申告書のデータ入力業務等の
外部委託経費等の年金の裁定及び支払に要する経費

4,755 5,106 ▲ 350 ③事業内容見直
し等

・郵便料金の割引率改定による増（▲3.5億円）

2 事務センターに必要な経費（国年・厚年給付）
各種届書の入力、通知書作成及び発送準備等業務の委
託に要する経費 749 870 ▲ 121 ③事業内容見直

し等
・外部委託契約（入力共同）の品質向上を図ったことによる委託経費の増（▲1.2億円）

3
国民年金事業及び厚生年金保険事業の給付
事務等の制度改正に必要な経費

被用者年金一元化等の制度改正に対応するための通知
文書等の印刷経費、郵送経費、作成及び発送業務委託
経費、届書処理に係る外部委託費。年金相談対応に係る
有期雇用職員の人件費

567 1,002 ▲ 435 ③事業内容見直
し等

・期間短縮業務の実施のため、事務センターを増床したことによる賃借料の増（▲4.2億
円）

4
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　 （国年・厚年給付）

年金事務所等において年金給付業務を実施するための
帳票印刷経費等の事業運営費 2,292 2,221 71 ③事業内容見直

し等

・中央年金センターの賃借料及び入居工事の経費の増（▲1.7億円）
・全国集約等により障害年金システムの構築を延期したことによるシステム構築経費の
減（1.0億円）
・郵便料金の割引率改定による増（▲1.7億円）
・住基ネットにより生存確認をする方法に見直したことによる現況申告書調査事業の中止
（3.4億円）

オンライン
システム
経費

41,981 38,303 3,678

1 社会保険オンラインシステムの運用等に必要な経費
年金保険事業を適切に行うための社会保険オンライシス
テムの運用等に要する経費 37,549 34,683 2,866

①入札減
③事業内容見直
し等

・郵便物システムサーバー設備等の賃貸借・保守業務の入札結果による減（4.6億円）
・機器の保守延長等による実施時期の見直しによる減（16.2億円）

2 社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費
公的年金業務の業務・システム最適化計画に基づき、社
会保険オンラインシステムを見直すために要する経費 3,892 3,194 698

①入札減
③事業内容見直
し等

・年金業務システムに係る運用業務等の入札結果による減（6.0億円）
・年金業務システム構築のための記録管理システム等機能調査作業内容の確定による
減（0.8億円）

3 情報セキュリティ対策の強化に必要な経費
日本年金機構の不正アクセスによる情報流出事案を踏ま
えた情報セキュリティ対策強化に要する経費 539 425 114 ③事業内容見直

し等
・｢振る舞い検知ソフト｣搭載について専用端末の導入により効率化を図ったことによる経
費の減（1.1億円）

年金相談
等事業
経費

41,777 37,196 4,581

1
年金事務所等の相談施設に必要な経費
（相談窓口の設置・改修等）

年金事務所建物の賃借料、耐震補強工事を実施するた
めに一時移転をする際の移転料や賃借料等の年金相談
窓口の設置等に要する経費

3,119 2,451 668

①入札減
②事務の効率化
③事業内容見直
し等

・事務機器の更改・保守に係る入札結果による減（1.1億円）
・外部倉庫の契約方法の見直し（1.3億円）
・年金事務所の移転中止による年金事務所の賃借料の減（2.8億円）

2
年金事務所及び年金相談センター等における相談
対応経費

年金相談センター建物の賃借料、年金事務所、年金相談
センターにおける相談業務委託経費、臨時の出張相談所
の設置等に要する経費。

6,199 6,147 53

3
常に年金記録が確認できる仕組みに必要な経費
（「ねんきんネット」サービス）

いつでも年金記録が確認できるねんきんネットの利用促
進を図るためのシステム開発の企画等の支援経費等の
運営経費

105 81 24 ①入札減 ・委託業務の入札減（0.2億円）

キ．年金相談等に必要な経費

オ．年金給付業務に必要な経費

カ．社会保険オンラインシステムに必要な経費
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（単位：百万円）

予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 差（Ａ－Ｂ）

平成２８年度予算の執行(決算)状況

項 事項 事項の概要
平成２８年度

主な増減要因

年金相談
等事業
経費（続き）

4 ねんきん定期便に必要な経費
加入期間、保険料納付実績及び将来の年金給付に関す
る情報をわかりやすくお知らせするねんきん定期便の作
成、送付に必要な経費

6,032 6,017 15

5
コールセンターの運営、電話相談体制拡充に
必要な経費

コールセンター建物の賃借料、年金受給者等からの電話
相談、各種書類の送付依頼の受付等を行うコールセン
ター、ねんきん定期便等専用ダイヤルに要する経費

4,611 4,491 121 ③事業内容見直
し等

・ダイヤル経費（電話料金）の減（1.2億円）

6
被保険者記録提供及び年金振込通知書等に
必要な経費

年金請求書（事前送付）、年金振込通知書等の印刷経
費、郵送経費、作成及び発送準備委託経費等 6,237 5,305 933 ③事業内容見直

し等

・受給資格期間短縮の施行延期による年金請求書ターンアラウンドの送付時期が変更さ
れたことによる減（2.2億円）
・受給資格期間短縮の施行延期による派遣経費の減（6.1億円）

7
個人番号の円滑導入のための住民票コード収録
事業等に必要な経費

個人番号制度の利用開始に当たり、基礎年金番号と住民
票コードを紐付けるために要するリーフレット等作成経
費、登録勧奨作業業務委託経費、登録勧奨に係る郵送
経費等

2,868 130 2,738 ③事業内容見直
し等

・個人番号導入時期の延期による減（24.6億円）

8
住民基本台帳ネットワークを活用した住所変更届
等の省略に必要な経費

住所変更届等の提出を省略する上で必要な住基台帳
ネットワーク情報を活用するために要する情報提供手数
料等の経費

2,227 2,157 70

9
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　 （年金相談）

年金事務所等において年金相談業務を実施するための
物件費等の事業運営費等 10,378 10,417 ▲ 39

一般管理費 113,207 112,104 1,103

1 職員人件費 機構職員の基本給及び諸手当 100,080 100,425 ▲ 345 ④人件費の増加 ・超過勤務手当等が予定を上回ったことによる増（▲3.5億円）

2 施設整備費
機構が保有管理する年金事務所建物及び宿舎等の改修
等を行うために必要な経費 2,269 1,301 968 ①入札減

②事務の効率化

・施設整備費等の入札結果による減（1.4億円）
・建物等の改修等の時期を見直したことによる減（2.2億円）
・地域部（旧ブロック本部）を本部に統合したことによる事務室借料の減（3.2億円）

3 上記以外の物件費
機構の内部管理事務や各種会議等を実施するために必
要な経費（旅費、土地建物借料、雑役務費等） 10,858 10,378 480

②事務の効率化
③事業内容見直
し等

・地域部（旧ブロック本部）を本部に統合したことによる内部管理経費の減（1.5億円）
・研修旅費が当初の見込額を下回ったことによる減（1.1億円）
・インターネット接続環境構築の本格対応を平成29年度以降に延期したことによるイン
ターネット接続環境構築経費の減（3.7億円）
・各拠点への保管庫の設置やウイルスチェック用端末を導入したことによる経費の増（▲
3.7億円）

年金生活者
支援給付金
支給準備事
務費

年金生活者支援給付金を支給するための準備に必要な
作業に要する人件費及び物件費 2,408 -              2,408

総合計 273,610 257,560 16,051

ク．一般管理に必要な経費

※　金額については、端数処理の関係で合計に一致しない場合がある

ケ．年金生活者支援給付金支給準備事務費に必要な経費
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]

（単位：百万円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ）

保険事業
経費 68,408 61,718 70,811 63,941 74,238 69,957

10,577 9,382 9,520 9,601 10,044 10,238

1
適用対策の実施に必要な経費
（未加入者に対する届出勧奨等） 2,026 1,824 1,996 1,938 2,042 2,171

2 国民年金の特定期間の届出促進に必要な経費 3,138 1,914 1,677 1,645 913 766

3 事務センターに必要な経費（国年適用） 1,932 2,136 2,269 2,440 3,075 3,005

4
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　  (国年適用） 3,481 3,508 3,577 3,578 4,014 4,296

28,701 26,202 31,408 27,249 28,235 25,457

1
納付督励業務の委託に要する経費
（市場化テストによる取組み） 9,096 7,494 8,308 7,107 7,114 6,470

2
免除等の勧奨に必要な経費
（免除等申請書の送付等） 693 748 617 575 658 634

3 国民年金保険料の収納対策に必要な経費 6,773 6,990 9,839 8,036 8,894 6,923

4 納付書の作成等に必要な経費 7,152 6,460 7,646 6,577 6,485 6,359

5 事務センターに必要な経費（国年徴収） 390 392 592 820 963 1,079

6 国民年金事業の制度改正等に要する経費 190 228 94 91 201 264

7
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　 （国年徴収） 4,407 3,890 4,312 4,043 3,920 3,728

ア．国民年金の適用業務に必要な経費

イ．国民年金の徴収業務に必要な経費

平成２８年度

日本年金機構の予算・決算の推移

項 事項
平成２６年度 平成２７年度
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]

（単位：百万円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ）

平成２８年度

日本年金機構の予算・決算の推移

項 事項
平成２６年度 平成２７年度

保険事業
経費
（続き）

17,621 15,976 17,820 15,704 24,481 21,990

1
適用対象事業所の適用促進に必要な経費
（加入勧奨業務委託） 1,815 1,247 562 456 506 26

2
国税庁源泉義務者情報等を活用した適用調査
対象事業所対策に係る経費 3,231 2,249 4,397 2,171 7,480 5,742

3 事務センターに必要な経費（厚年適用） 6,122 6,339 6,849 6,728 8,080 8,401

4 算定基礎届等の事務処理に要する経費 1,038 1,240 1,099 1,429 1,141 1,608

5
厚生年金保険事業・協会管掌健康保険事業の
制度改正に必要な経費 158 117 213 211 108 103

6
短時間労働者の適用拡大に備えた事業所調査に必要
な経費 - - - - 1,904 1,811

7
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　 （厚年適用） 5,257 4,784 4,699 4,710 5,263 4,300

3,043 3,039 3,436 3,542 3,114 3,073

1
健康保険・厚生年金保険の保険料徴収対策に
必要な経費 172 187 153 71 153 64

2
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　 （厚年徴収） 2,870 2,851 3,284 3,471 2,961 3,009

ウ．厚生年金保険等の適用業務に必要な経費

エ．厚生年金保険等の徴収業務に必要な経費
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]

（単位：百万円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ）

平成２８年度

日本年金機構の予算・決算の推移

項 事項
平成２６年度 平成２７年度

保険事業
経費
（続き）

8,466 7,119 8,626 7,846 8,363 9,199

1 年金の裁定及び支払等給付事務に必要な経費 5,328 4,760 4,755 4,722 4,755 5,106

2 事務センターに必要な経費（国年・厚年給付） 618 622 686 850 749 870

3
国民年金事業及び厚生年金保険事業の給付
事務等の制度改正に必要な経費 114 51 1,051 456 567 1,002

4
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　 （国年・厚年給付） 2,407 1,686 2,134 1,818 2,292 2,221

オンライン
システム
経費

43,290 41,477 43,379 37,929 41,981 38,303

1 社会保険オンラインシステムの運用等に必要な経費 40,624 39,383 41,133 35,757 37,549 34,683

2 社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費 2,666 2,094 2,246 2,172 3,892 3,194

3 情報セキュリティ対策の強化に必要な経費 - - - - 539 425

年金相談
等事業
経費

41,952 37,677 42,994 37,050 41,777 37,196

1
年金事務所等の相談施設に必要な経費
（相談窓口の設置・改修等） 3,010 2,172 3,029 2,835 3,119 2,451

2
年金事務所及び年金相談センター等における相談
対応経費 6,510 6,009 6,399 6,167 6,199 6,147

3
常に年金記録が確認できる仕組みに必要な経費
（「ねんきんネット」サービス） 43 4 115 117 105 81

キ．年金相談等に必要な経費

オ．年金給付業務に必要な経費

カ．社会保険オンラインシステムに必要な経費
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]

（単位：百万円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ）

平成２８年度

日本年金機構の予算・決算の推移

項 事項
平成２６年度 平成２７年度

年金相談
等事業
経費（続き）

4 ねんきん定期便に必要な経費 6,778 5,759 6,283 6,040 6,032 6,017

5
コールセンターの運営、電話相談体制拡充に
必要な経費 5,887 4,584 5,506 4,614 4,611 4,491

6
被保険者記録提供及び年金振込通知書等に
必要な経費 5,355 5,107 7,741 4,777 6,237 5,305

7
個人番号の円滑導入のための住民票コード収録
事業等に必要な経費 - - 1,746 493 2,868 130

8
住民基本台帳ネットワークを活用した住所変更届
等の省略に必要な経費 2,394 2,172 2,209 2,129 2,227 2,157

9
その他（年金事務所等における事業運営費等）
　　　　 （年金相談） 11,975 11,870 9,968 9,877 10,378 10,417

年金記録
問題対策
経費

10,216 6,769 1,328 790 -                      -                      

一般管理費 119,073 114,584 118,375 114,854 113,207 112,104

1 職員人件費 100,802 99,778 103,630 100,247 100,080 100,425

2 施設整備費 7,363 5,518 4,921 3,333 2,269 1,301

3 上記以外の物件費 10,907 9,287 9,825 11,274 10,858 10,378

年金生活者
支援給付金
支給準備事
務費

-                      -                      -                      -                      2,408                 -                      

総合計 282,939 262,225 276,887 254,564 273,610 257,559

ク．年金記録問題対策に必要な経費

ケ．一般管理に必要な経費

コ．年金生活者支援給付金支給準備事務費に必要な経費
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平成２８事業年度

財 務 諸 表

第８期

自 平成２８年 ４ 月 １ 日

至 平成２９年 ３ 月３１日

日 本 年 金 機 構
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資産の部

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 44,290,009,985

保管納付受託証券 8,395,627,671

前払費用 6,532,454,021

未収入金 35,164,147

その他流動資産 80,878,799

流動資産合計 59,334,134,623

Ⅱ 固定資産

１有形固定資産

建物 47,549,152,956

減価償却累計額 △ 10,264,717,365 37,284,435,591

構築物 543,602,939

減価償却累計額 △ 314,044,014 229,558,925

車両運搬具 818,876,072

減価償却累計額 △ 745,379,755 73,496,317

工具器具備品 3,421,195,959

減価償却累計額 △ 2,030,951,160 1,390,244,799

土地 64,357,550,103

リース資産 21,564,837,472

減価償却累計額 △ 13,691,758,199 7,873,079,273

建設仮勘定 19,924,848

有形固定資産合計 111,228,289,856

２無形固定資産

ソフトウェア 14,622,029,988

電話加入権 7,755,000

リース資産 2,387,154,359

ソフトウェア仮勘定 704,799,465

無形固定資産合計 17,721,738,812

３投資その他の資産

41,375,894

敷金・保証金 9,619,390

投資その他の資産合計 50,995,284

固定資産合計 129,001,023,952

資産合計 188,335,158,575

貸 借 対 照 表
(平成２９年３月３１日)

（単位：円）

科 目 金 額

長期前払費用

1
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負債の部

Ⅰ 流動負債

未払金 21,444,257,435

リース債務 4,447,274,059

未払費用 3,753,575,644

未払消費税等 1,819,900

前受金 5,641,409

保険料等預り金 4,612,996,608

保険料等預り保管納付受託証券 8,395,627,671

預り金 501,044,325

流動負債合計 43,162,237,051

Ⅱ 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金 24,666,510,857

資産見返寄附金 791,183

建設仮勘定見返運営費交付金 724,724,313 25,392,026,353

長期リース債務 4,602,719,292

資産除去債務 3,098,377,273

固定負債合計 33,093,122,918

負債合計 76,255,359,969

純資産の部

Ⅰ 資本金

政府出資金 101,502,121,350

資本金合計 101,502,121,350

Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金 △ 452,117,236

損益外減価償却累計額（△） △ 10,571,053,796

損益外利息費用累計額（△） △ 265,417,920

資本剰余金合計 △ 11,288,588,952

Ⅲ 利益剰余金

国庫納付準備金 8,810,796,420

当期未処分利益 13,055,469,788

(うち当期総利益 ） (13,055,469,788)

利益剰余金合計 21,866,266,208

純資産合計 112,079,798,606

負債純資産合計 188,335,158,575

科 目 金 額

2
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（単位:円）

経常費用

業務経費

職員人件費 86,928,510,717

その他人件費 26,821,128,078

減価償却費 10,882,508,656

通信費 22,749,633,764

業務委託費 68,118,294,289

その他 20,284,901,086 235,784,976,590

一般管理費

役員報酬 185,138,252

職員人件費 13,339,850,542

その他人件費 298,224,916

減価償却費 1,383,229,919

業務委託費 2,102,101,512

土地建物借料 631,373,176

消耗品費 382,025,940

修繕費 566,250,532

その他 7,155,207,710 26,043,402,499

財務費用

支払利息 204,694,456 204,694,456

経常費用合計 262,033,073,545

経常収益

運営費交付金収益

機構運営費交付金収益 112,346,389,260

事業運営費交付金収益 155,241,113,814 267,587,503,074

施設使用料収入 354,556,654

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入 7,087,862,037

資産見返寄附金戻入 149,000 7,088,011,037

雑益 58,472,568

経常収益合計 275,088,543,333

経常利益 13,055,469,788

臨時損失

固定資産除却損 42,590,634

国庫納付金 2,016,638 44,607,272

臨時利益

資産見返運営費交付金戻入 44,607,272 44,607,272

当期純利益 13,055,469,788

当期総利益 13,055,469,788

損 益 計 算 書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

科 目 金 額

3
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（単位：円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

人件費支出 △ 127,221,840,356

その他の業務支出 △ 128,955,995,876

運営費交付金収入 270,869,973,000

その他の収入 372,856,017

小計 15,064,992,785

利息の支払額 △ 206,600,498

国庫納付金の支払額 △ 22,597,497,060

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 7,739,104,773

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資その他資産取得による支出有形固定資産の取得による支出 △ 1,142,148,677

19,156,323

無形固定資産の取得による支出 △ 3,014,983,321

敷金保証金の取得による支出 △ 336,800

敷金保証金の回収による収入 1,019,137

資産除去債務の履行による支出 △ 87,555,600

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,224,848,938

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △ 4,504,010,789

△ 116,166,878

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,620,177,667

Ⅳ 資金減少額 △ 16,584,131,378

Ⅴ 資金期首残高 56,261,144,755

Ⅵ 資金期末残高 39,677,013,377

キャッシュ・フロー計算書
（平成28年4月１日～平成29年3月31日）

項 目 金 額

有形固定資産の売却による収入

不要財産に係る国庫納付等による支出

4
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（単位：円）

Ⅰ 当期未処分利益 13,055,469,788

当期総利益 13,055,469,788

Ⅱ 利益処分額

国庫納付準備金 13,055,469,788 13,055,469,788

上記利益処分により、国庫納付準備金合計額は、21,866,266,208円となります。

利益の処分に関する書類

5
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（単位：円）

Ⅰ 業務費用

(1)損益計算書上の費用

業務費 235,784,976,590

一般管理費 26,043,402,499

財務費用 204,694,456

臨時損失 44,607,272 262,077,680,817

(2) (控除)自己収入等

施設使用料収入 △ 354,556,654

資産見返寄附金戻入 △ 149,000

雑益 △ 58,472,568 △ 413,178,222

業務費用合計 261,664,502,595

Ⅱ 損益外減価償却相当額 1,310,862,785

Ⅲ 損益外利息費用相当額 42,849,755

Ⅳ 損益外除売却差額相当額 △ 30,020

Ⅴ 引当外賞与見積額 △ 103,640,227

Ⅵ 引当外退職給付増加見積額 △ 5,971,485,322

Ⅶ 機会費用

国又は地方公共団体財産の無償

又は減額された使用料による

賃借取引の機会費用 83,279,715

政府出資の機会費用 59,472,158 142,751,873

Ⅷ （控除）法人税等及び国庫納付額 △ 2,016,638

Ⅸ 行政サービス実施コスト 257,083,794,801

行政サービス実施コスト計算書
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

6
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重要な会計方針及び財務諸表注記事項

[重要な会計方針]

１．機構運営費交付金収益及び事業運営費交付金収益の計上基準

業務達成基準を採用しております。

（会計方針の変更）

機構運営費交付金収益及び事業運営費交付金収益の計上基準については、

前事業年度まで期間進行基準を採用しておりましたが、「独立行政法人会計

基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（平成 27 年 1 月 27 日改訂）並び

に「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するＱ＆Ａ」

（平成 28 年 2 月改訂）の改訂に伴い、当事業年度より、業務達成基準を採

用しております。

なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響はありません。

２．減価償却の会計処理方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３ ～ ５０年

構築物 ２ ～ ５２年

車両運搬具 ２ ～ ６年

工具器具備品 ２ ～ ２０年

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８７）及び資産除去債

務に対応する特定の除去費用等（独立行政法人会計基準第９１）に係る減

価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控

除して表示しております。

（２）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、法人内利用ソフトウェアについては、法人内における利用可能期

間（２～５年）に基づいております。

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８７）の減価償却相当

額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示

79



8

しております。

（３）リース資産

リース資産の内容は、有形固定資産は工具器具備品、無形固定資産はソ

フトウェアであります。

リース期間を耐用年数とし残存価格を零とする定額法によっております。

３．賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与については、機構運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与

に係る引当金は計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与見積額は、独立

行政法人会計基準第８８に基づき計算された賞与引当金の当期増加額を計上

しております。

４．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方

法

退職一時金については、機構運営費交付金により財源措置がなされるため、

退職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額

は、独立行政法人会計基準第３８に基づき計算された退職一時金に係る退職

給付引当金の当期増加額を計上しております。

５．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

（１）国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の

機会費用の計算方法

近隣の地代や賃借料等を参考に計算しております。

（２）政府出資の機会費用の計算に使用した利率

１０年利付国債の平成２９年３月末利回りを参考に、0.065％で計算して

おります。

６．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
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[貸借対照表注記]

１．機構運営費交付金から充当されるべき当期末引当外賞与見積額は以下のと

おりです。

8,470,575,842 円

２．機構運営費交付金から翌期以降充当されるべき当期末引当外退職給付引当

金の見積額は以下のとおりです。

100,735,239,114 円

３．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

資金運用については、預金保険制度により全額保護される決済性預金に

限定し、また、資金調達については、機構運営費交付金及び事業運営費交

付金を財源としております。なお、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借

入を行うことができますが、当期は行っておりません。

(２)金融商品の時価等に関する事項

平成２９年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、次のとおりであります。

(単位：円)

貸借対照表

計上額(*)
時価(*) 差額

(1)現金及び預金

(2)未払金

(3)預り金

44,290,009,985

（21,444,257,435）

（5,114,040,933）

44,290,009,985

（21,444,257,435）

（5,114,040,933）

0

0

0

(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。

（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

（１）現金及び預金、（２）未払金、（３）預り金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことか

ら、当該帳簿価格によっております。

なお、（３）預り金には、保険料等預り金計上額を含んでおります。
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４．資産除去債務に係る会計処理

（１）当該資産除去債務の概要

賃借建物の原状回復義務、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

等にもとづき日本年金機構が所有する建物の解体時における除去費用につ

き資産除去債務を計上しております。

（２）当該資産除去債務の金額の算定方法

負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を

10 年～50 年と見積り、割引率は 0.068％～2.266％を使用しております。

（３）当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期 首 残 高 3,112,075,755 円

有形固定資産の取得に伴う増加額 231,536,728 円

時の経過による調整額 42,849,755 円

当期減少額 288,084,965 円

当期末残高 3,098,377,273 円

５．固定資産の減損の兆候

（１）沼館集合宿舎

① 固定資産の概要

用途 職員用宿舎建物

種類 建物

場所 青森県八戸市沼館２丁目３５番地１０

帳簿価格（平成２８年度期末） 36,167,992 円

② 認められた減損の兆候の概要

上記資産については、入居数が減少している状態が継続している

ことから、減損の兆候が認められる。

③ 減損の認識に至らなかった理由

上記資産については、使用目的に従った機能を現に有していること

から、減損を認識しない。

（２）南浦和寮

① 固定資産の概要

用途 職員用宿舎建物
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種類 建物

場所 埼玉県さいたま市南区辻１丁目４８１番地４

帳簿価格（平成２８年度期末） 11,475,000 円

② 認められた減損の兆候の概要

上記資産については、入居数が減少している状態が継続している

ことから、減損の兆候が認められる。

③ 減損の認識に至らなかった理由

上記資産については、使用目的に従った機能を現に有していること

から、減損を認識しない。

（３）城陽宿舎

① 固定資産の概要

用途 職員用宿舎建物

種類 建物

場所 京都府城陽市平川横道７３番地

帳簿価格（平成２８年度期末） 4,708,500 円

② 認められた減損の兆候の概要

上記資産については、入居数が減少している状態が継続している

ことから、減損の兆候が認められる。

③ 減損の認識に至らなかった理由

上記資産については、使用目的に従った機能を現に有していること

から、減損を認識しない。

（４）和歌山第１宿舎

① 固定資産の概要

用途 職員用宿舎建物

種類 建物

場所 和歌山県和歌山市西浜字下新堤内ノ坪９７４番地６

帳簿価格（平成２８年度期末） 54,476,242 円

② 認められた減損の兆候の概要

上記資産については、入居数が減少している状態が継続している
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ことから、減損の兆候が認められる。

③ 減損の認識に至らなかった理由

上記資産については、使用目的に従った機能を現に有していること

から、減損を認識しない。

６．不要財産に係る国庫納付等に関する注記

① 土地及び建物

② 幕張寮
388,461,810円

0円

388,461,810円

④

長期間継続的に入居者がいない状態であり、
今後も入居する見込みがなく、将来にわたり

業務を確実に実施する上で必要がなくなった

と認められるため。

⑤ 現物納付
⑥ －

⑦ －
(1)国庫納付額 388,461,810円

納付年月日 平成29年1月11日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －

⑨ 388,461,810円
⑩

国庫納付等の額

納付等年月日

不要財産となった理由

国庫納付等の方法
譲渡収入の額

控除費用

⑧

資産種類

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格
(2)減価償却
(3)帳簿価格

減資額
備考

① 土地及び建物

② 東久留米寮
273,666,734円

17,269,167円

256,397,567円

④

長期間継続的に入居者がいない状態であり、
今後も入居する見込みがなく、将来にわたり

業務を確実に実施する上で必要がなくなった

と認められるため。

⑤ 現物納付
⑥ －

⑦ －
(1)国庫納付額 256,397,567円

納付年月日 平成29年1月11日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －

⑨ 273,666,734円
⑩

不要財産となった理由

控除費用

⑧

国庫納付等の方法
譲渡収入の額

国庫納付等の額

納付等年月日

減資額
備考

資産種類

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格
(2)減価償却
(3)帳簿価格
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① 土地及び建物

② １区宿舎及び１区宿舎２

48,800,000円

4,250,001円

44,549,999円

④

長期間継続的に入居者がいない状態であり、

今後も入居する見込みがなく、将来にわたり

業務を確実に実施する上で必要がなくなった

と認められるため。

⑤ 現物納付
⑥ －

⑦ －
(1)国庫納付額 44,549,999円

納付年月日 平成29年1月11日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －
⑨ 48,800,000円

⑩

控除費用

⑧
国庫納付等の額

納付等年月日

減資額

備考

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格

(2)減価償却

(3)帳簿価格

不要財産となった理由

国庫納付等の方法
譲渡収入の額

資産種類

① 土地、建物及び構築物

② 桜宿舎

48,100,000円

8,415,001円

39,684,999円

④

長期間継続的に入居者がいない状態であり、

今後も入居する見込みがなく、将来にわたり

業務を確実に実施する上で必要がなくなった

と認められるため。

⑤ 現物納付
⑥ －

⑦ －
(1)国庫納付額 39,684,999円

納付年月日 平成29年1月11日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －
⑨ 48,100,000円

⑩

不要財産となった理由

国庫納付等の方法
譲渡収入の額

控除費用

⑧
国庫納付等の額

納付等年月日

減資額

備考

資産種類

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格

(2)減価償却

(3)帳簿価格
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① 土地、建物及び構築物

② 鷺山宿舎

25,100,000円

1,870,001円

23,229,999円

④

近隣にも入居可能な宿舎があり、当該宿舎に

集約することが可能で、将来にわたり業務を

確実に実施する上で必要がなくなったと認め

られるため。

⑤ 現物納付
⑥ －

⑦ －
(1)国庫納付額 23,229,999円

納付年月日 平成29年1月11日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －
⑨ 25,100,000円

⑩

控除費用

⑧
国庫納付等の額

納付等年月日

減資額

備考

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格

(2)減価償却

(3)帳簿価格

不要財産となった理由

国庫納付等の方法
譲渡収入の額

資産種類

① 土地、建物及び構築物

② 西原宿舎１号棟及び２号棟

57,600,000円

5,100,000円

52,500,000円

④

長期間継続的に入居者がいない状態であり、

今後も入居する見込みがなく、将来にわたり

業務を確実に実施する上で必要がなくなった

と認められるため。

⑤ 現物納付
⑥ －

⑦ －
(1)国庫納付額 52,500,000円

納付年月日 平成29年1月11日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －
⑨ 57,600,000円

⑩

不要財産となった理由

国庫納付等の方法
譲渡収入の額

控除費用

⑧
国庫納付等の額

納付等年月日

減資額

備考

資産種類

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格

(2)減価償却

(3)帳簿価格
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① 土地、建物及び構築物

② 群馬倉庫

43,000,000円

0円

43,000,000円

④

今後の資産活用の有効性が認められず、将来

にわたり業務を確実に実施する上で必要がな

くなったと認められるため。

⑤ 現物納付

⑥ －

⑦ －
(1)国庫納付額 43,000,000円

納付年月日 平成29年1月11日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －

⑨ 43,000,000円

⑩

控除費用

⑧
国庫納付等の額

納付等年月日

減資額

備考

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格

(2)減価償却

(3)帳簿価格

不要財産となった理由

国庫納付等の方法

譲渡収入の額

資産種類

① 土地、建物及び構築物

② 旧京都事務センター

415,090,000円

89,999円

415,000,001円

④

今後の資産活用の有効性が認められず、将来

にわたり業務を確実に実施する上で必要がな

くなったと認められるため。

⑤ 現物納付

⑥ －

⑦ －
(1)国庫納付額 415,000,001円

納付年月日 平成29年1月11日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －

⑨ 415,090,000円

⑩

不要財産となった理由

国庫納付等の方法

譲渡収入の額

控除費用

⑧
国庫納付等の額

納付等年月日

減資額

備考

資産種類

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格

(2)減価償却

(3)帳簿価格
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① 土地、建物及び構築物

② 兵庫事務センター熊内倉庫

172,899,000円

898,998円

172,000,002円

④

今後の資産活用の有効性が認められず、将来

にわたり業務を確実に実施する上で必要がな

くなったと認められるため。

⑤ 現物納付

⑥ －

⑦ －
(1)国庫納付額 172,000,002円

納付年月日 平成29年1月11日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －

⑨ 172,899,000円

⑩

控除費用

⑧
国庫納付等の額

納付等年月日

減資額

備考

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格

(2)減価償却

(3)帳簿価格

不要財産となった理由

国庫納付等の方法

譲渡収入の額

資産種類

① 土地、建物及び構築物

② 旧阿波半田年金事務所

51,084,020円

7,221,131円

43,862,889円

④

今後の資産活用の有効性が認められず、将来

にわたり業務を確実に実施する上で必要がな

くなったと認められるため。

⑤ 現物納付

⑥ －

⑦ －
(1)国庫納付額 43,862,889円

納付年月日 平成29年1月11日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －

⑨ 48,237,000円

⑩

不要財産となった理由

国庫納付等の方法

譲渡収入の額

控除費用

⑧
国庫納付等の額

納付等年月日

減資額

備考

資産種類

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格

(2)減価償却

(3)帳簿価格

88



17

① 土地

② 明石年金事務所

9,545,971円

0円

9,545,971円

④

土地収用法に基づく用地取得要請を受け、土

地の一部を売却しており、その売却資金を留

保しているため。

⑤ 現金納付

⑥ 13,053,040円

⑦ －
(1)国庫納付額 13,053,040円

納付年月日 平成29年1月12日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －

⑨ 9,545,971円

⑩

⑧
国庫納付等の額

納付等年月日

減資額

備考

不要財産となった理由

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格

(2)減価償却

(3)帳簿価格

国庫納付等の方法

譲渡収入の額

控除費用

資産種類

① 土地

② 一関年金事務所

558,437円

0円

558,437円

④

土地収用法に基づく用地取得要請を受け、土

地の一部を売却しており、その売却資金を留

保しているため。

⑤ 現金納付

⑥ 641,018円

⑦ －
(1)国庫納付額 641,018円

納付年月日 平成29年1月12日
(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －
(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －

⑨ 558,437円

⑩

減資額

備考

国庫納付等の額

納付等年月日

不要財産となった理由

国庫納付等の方法

譲渡収入の額

控除費用

⑧

資産種類

資産名称

③ 帳簿価格

(1)取得価格

(2)減価償却

(3)帳簿価格
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[損益計算書注記]

１．財源（国庫財源、保険料財源）ごとの事業損益は附属明細書「７．セグメ

ント情報」に記載しております。

なお、各事業損益は以下のとおりです。

事業運営費交付金（保険料財源）事業損益・・・ 12,347,867,599 円

機構運営費交付金（国庫財源）事業損益・・・ 294,572,967 円

共通 ・・・ 413,029,222 円

２．ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は△671,416,168 円であり、

当該影響額を除いた当期総利益は 13,726,885,956 円であります。

[キャッシュ・フロー計算書注記]

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金 44,290,009,985 円

保険料等預り金相当額 △4,612,996,608 円

資金期末残高 39,677,013,377 円

保険料等預り金相当額は、国庫に収納するために、被保険者等から一時

的に預っている現金及び預金であるため、資金の範囲から除いております。

① 土地

② 旧愛媛事務センター

78,410,040円

0円
78,410,040円

④

土地収用法に基づく用地取得要請を受け、土

地の一部を売却しており、その売却資金を留

保しているため。

⑤ 現金納付

⑥ 102,472,820円

⑦ －

(1)国庫納付額 102,472,820円

納付年月日 平成29年1月12日

(2)地方公共団体への払戻額 －

納付年月日 －

(3)その他民間等への払戻額 －

納付年月日 －
⑨ 78,410,040円

⑩

減資額

備考

国庫納付等の方法

譲渡収入の額

控除費用

⑧
国庫納付等の額

納付等年月日

③ 帳簿価格
(1)取得価格

(2)減価償却
(3)帳簿価格

不要財産となった理由

資産種類

資産名称
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２．重要な非資金取引

(1)ファイナンス・リースによる資産の取得 2,433,111,480 円

(2)重要な資産除去債務の計上

建物 231,536,728 円

(3)不要財産の現物による国庫納付又は払戻しによる資産の減少

1,478,687,266 円

[行政サービス実施コスト計算書注記]

引当外退職給付増加見積額のうち国からの出向役職員に係るもの

人数 62 名

期間中における純増加額 15,968,556 円

[重要な債務負担行為]

日本年金機構が金銭の納付を内容とする債務を負担する行為であって、当

該会計年度内に契約は結ぶが、実際の支出の全部または一部が翌期以降に支

払いを予定している債務負担行為額のうち主要なものを記載しております。

13,368,975,093 円

[固有の表示科目について]

保管納付受託証券

日本年金機構法第２７条に定める業務によって、保険料滞納分等を証券に

より納付することを受託した場合、国庫に納付するまでの間、当機構におい

て保管している証券等を表示しております。

保険料等預り金

日本年金機構法第２７条に定める業務によって、被保険者等から一時的に

預っており、すみやかに国庫に納付される現金及び預金を保険料等預り金と

して表示しております。
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保険料等預り保管納付受託証券

日本年金機構法第２７条に定める業務によって、保険料等納付義務者から

証券による保険料滞納分等を受託した場合、国庫に納付するまでの間、当機

構において保管している保管納付受託証券の見返勘定を保険料等預り保管納

付受託証券として表示しております。

機構運営費交付金

日本年金機構法第４４条第２項によって、国庫財源による交付金を機構運

営費交付金として表示しております。

事業運営費交付金

日本年金機構法第４４条第２項によって、保険料財源による交付金を事業

運営費交付金として表示しております。

国庫納付準備金

日本年金機構の財務及び会計に関する省令第５条の定めにより、日本年金

機構は、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、そ

の残余の額は、国庫納付準備金として整理しなければならないとされており

ます。

また、毎事業年度、上記省令による整理を行った後、厚生労働大臣の承認

を受けた金額を超える額の国庫納付準備金がある場合には、その超える部分

の額に相当する金額を国庫に納付しなければならないとされております。
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附 属 明 細 書

当期償却額 当期減損額

建 物 9,834,454,972 544,593,557 57,214,721 10,321,833,808 1,842,914,064 617,938,821 0 0 8,478,919,744

構 築 物 155,164,714 7,440,775 2,847,020 159,758,469 47,244,934 13,345,006 0 0 112,513,535

車 両 運 搬 具 662,591,403 0 0 662,591,403 589,095,292 56,650,259 0 0 73,496,111

工 具 器 具
備 品

2,850,014,207 395,247,852 28,471,336 3,216,790,723 1,835,334,936 434,370,541 0 0 1,381,455,787

リ ー ス
資 産

19,622,491,682 1,942,345,790 0 21,564,837,472 13,691,758,199 3,987,508,333 0 0 7,873,079,273

計 33,124,716,978 2,889,627,974 88,533,077 35,925,811,875 18,006,347,425 5,109,812,960 0 0 17,919,464,450

建 物 37,413,512,490 231,536,728 417,730,070 37,227,319,148 8,421,803,301 1,286,400,053 0 0 28,805,515,847 注１

構 築 物 384,974,225 0 1,129,755 383,844,470 266,799,080 21,036,044 0 0 117,045,390

車 両 運 搬 具 156,284,669 0 0 156,284,669 156,284,463 0 0 0 206

工 具 器 具
備 品

216,014,811 0 11,609,575 204,405,236 195,616,224 3,426,688 0 0 8,789,012

計 38,170,786,195 231,536,728 430,469,400 37,971,853,523 9,040,503,068 1,310,862,785 0 0 28,931,350,455

土 地 65,738,777,304 780,929 1,382,008,130 64,357,550,103 0 0 0 0 64,357,550,103

建 設 仮 勘 定 13,338,676 13,861,022 7,274,850 19,924,848 0 0 0 0 19,924,848

計 65,752,115,980 14,641,951 1,389,282,980 64,377,474,951 0 0 0 0 64,377,474,951

建 物 47,247,967,462 776,130,285 474,944,791 47,549,152,956 10,264,717,365 1,904,338,874 0 0 37,284,435,591

構 築 物 540,138,939 7,440,775 3,976,775 543,602,939 314,044,014 34,381,050 0 0 229,558,925

車 両 運 搬 具 818,876,072 0 0 818,876,072 745,379,755 56,650,259 0 0 73,496,317

工 具 器 具
備 品

3,066,029,018 395,247,852 40,080,911 3,421,195,959 2,030,951,160 437,797,229 0 0 1,390,244,799

土 地 65,738,777,304 780,929 1,382,008,130 64,357,550,103 0 0 0 0 64,357,550,103

リ ー ス
資 産

19,622,491,682 1,942,345,790 0 21,564,837,472 13,691,758,199 3,987,508,333 0 0 7,873,079,273

建 設 仮 勘 定 13,338,676 13,861,022 7,274,850 19,924,848 0 0 0 0 19,924,848

計 137,047,619,153 3,135,806,653 1,908,285,457 138,275,140,349 27,046,850,493 6,420,675,745 0 0 111,228,289,856

１ 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（独立行政法人会計基準「第８７ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第９１ 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）
及び減損損失累計額の明細 （単位：円）

資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

減価償却累計額 減損損失累計額
差引当期末

残高
摘要

有形固定資産
（償却費損益内）

有形固定資産
（償却費損益外）

非償却資産

有形固定
資産合計
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当期償却額 当期減損額

資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

減価償却累計額 減損損失累計額
差引当期末

残高
摘要

ソ フ ト
ウ ェ ア

30,195,401,002 3,047,086,266 950,646 33,241,536,622 18,619,506,634 5,966,100,949 0 0 14,622,029,988

リ ー ス
資 産

5,958,486,460 490,765,690 0 6,449,252,150 4,062,097,791 1,189,824,666 0 0 2,387,154,359

計 36,153,887,462 3,537,851,956 950,646 39,690,788,772 22,681,604,425 7,155,925,615 0 0 17,009,184,347

ソ フ ト
ウ ェ ア

1,530,550,728 0 0 1,530,550,728 1,530,550,728 0 0 0 0

計 1,530,550,728 0 0 1,530,550,728 1,530,550,728 0 0 0 0

電 話 加 入 権 7,755,000 0 0 7,755,000 0 0 0 0 7,755,000

ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
仮 勘 定

1,423,620,961 688,977,445 1,407,798,941 704,799,465 0 0 0 0 704,799,465

計 1,431,375,961 688,977,445 1,407,798,941 712,554,465 0 0 0 0 712,554,465

ソ フ ト
ウ ェ ア

31,725,951,730 3,047,086,266 950,646 34,772,087,350 20,150,057,362 5,966,100,949 0 0 14,622,029,988

電 話 加 入 権 7,755,000 0 0 7,755,000 0 0 0 0 7,755,000

リ ー ス
資 産

5,958,486,460 490,765,690 0 6,449,252,150 4,062,097,791 1,189,824,666 0 0 2,387,154,359

ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
仮 勘 定

1,423,620,961 688,977,445 1,407,798,941 704,799,465 0 0 0 0 704,799,465

計 39,115,814,151 4,226,829,401 1,408,749,587 41,933,893,965 24,212,155,153 7,155,925,615 0 0 17,721,738,812

長 期 前 払
費 用

0 41,375,894 0 41,375,894 0 0 0 0 41,375,894

敷 金 ・
保 証 金

11,117,830 336,800 1,835,240 9,619,390 0 0 0 0 9,619,390

計 11,117,830 41,712,694 1,835,240 50,995,284 0 0 0 0 50,995,284

注１ 建物の当期増加額のうち、資産除去債務に対応する除去費用の計上額は232百万円です。

無形固定資産
（償却費損益外）

非償却資産

無形固定
資産合計

投資その他
の資産

無形固定資産
（償却費損益内）
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２ 資産除去債務の明細
（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要

1,746,751,933 246,145,306 261,485,321 1,731,411,918 注１

1,161,150,885 23,890,223 26,599,644 1,158,441,464 注１

204,172,937 4,350,954 0 208,523,891 注１

3,112,075,755 274,386,483 288,084,965 3,098,377,273

注１ 独立行政法人会計基準「第９１ 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」における特定を受けています。

３ 資本金及び資本剰余金の明細
（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要

政府出資金 103,111,590,342 0 1,609,468,992 101,502,121,350 注１

計 103,111,590,342 0 1,609,468,992 101,502,121,350

資本剰余金

運営費交付金 18,159,582 336,800 1,835,240 16,661,142 注２

損益外固定資産
除売却差額

△ 428,263,479 △ 41,850,965 △ 1,336,066 △ 468,778,378 注３

計 △ 410,103,897 △ 41,514,165 499,174 △ 452,117,236

損益外減価償却累計額 △ 9,687,841,921 △ 1,310,862,785 △ 427,650,910 △ 10,571,053,796 注４

損益外利息費用累計額 △ 235,923,060 △ 42,849,755 △ 13,354,895 △ 265,417,920 注５

差引計 △ 10,333,868,878 △ 1,395,226,705 △ 440,506,631 △ 11,288,588,952

注１ 当期減少額は、不要財産に係る国庫納付によるものです。
注２ 当期増加額は、固定資産（敷金・保証金）の取得によるものです。

当期減少額は、固定資産（敷金・保証金）の減少によるものです。
注３ 当期増加額は、政府出資財産等の除却及び不要財産に係る国庫納付によるものです。

当期減少額は、政府出資財産等の売却によるものです。
注４ 当期減少額は、政府出資財産等の除却によるものです。
注５ 当期減少額は、資産除去債務の履行（原状回復義務等）によるものです。

４ 国庫納付準備金の明細
（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要

10,086,999,095 21,321,294,385 22,597,497,060 8,810,796,420 注１

注１ 当期増加額は、日本年金機構の財務及び会計に関する省令第５条の規定に従い、前期の利益処分において整理した額です。
当期減少額は、日本年金機構の財務及び会計に関する省令第６条の規定に従い、国庫に納付した額です。

国庫納付準備金

賃借建物の原状回復義務

建設工事に係る資材の再資源化等に
関する法律

賃借した土地のうえに建設した建物
等を除去する義務

区 分

計

区 分

資本金

資 本
剰余金

区 分
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５ 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

（１）運営費交付金債務の増減の明細
（単位：円）

運営費交付金
収益

資産見返運
営費交付金

建設仮勘定見返
運営費交付金

資本剰余金 小計

270,869,973,000 267,587,503,074 2,579,294,659 702,838,467 336,800 270,869,973,000 0

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細 （単位：円）

② 資産見返運営費交付金、建設仮勘定見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細 （単位：円）

振替額 主な使途 振替額 主な使途 振替額

2,065,502,741

建物附属設備
143,864,634円

構築物
3,781,159円

工具器具備品
290,680,743円

ソフトウェア
1,627,176,205円

688,977,445
ソフトウェア
仮勘定
688,977,445円

0

513,791,918

建物
34,990,788円

建物附属設備
358,463,285円

構築物
3,659,616円

工具器具備品
104,567,109円

ソフトウェア
12,111,120円

13,861,022
建設仮勘定

13,861,022円
336,800

2,579,294,659 702,838,467 336,800

（３）運営費交付金債務残高の明細
（単位：円）

0

敷金・保証金
336,800円

期首残高

0

－(期間進行基準を採用した業務は無い)0

期末残高

機構運営費交付金
（国庫財源）

事業運営費交付金
（保険料財源）

○損益計算書に計上した費用の額：
・業務経費

人件費 86,928,510,717円
・一般管理費

役員報酬 185,138,252円
人件費 13,339,850,542円
その他人件費 298,224,916円
その他 10,836,958,870円

・財務費用
支払利息 11,425,980円

○損益計算書に計上した費用の額：
・業務経費

その他人件費 26,821,128,078円
通信費 22,749,633,764円
業務委託費 68,118,294,289円
その他 20,284,901,086円

・財務費用
支払利息 193,268,476円

111,600,109,277

期間進行基準による振替額 0

交付金当期
交付額

当期振替額

－(費用進行基準を採用した業務は無い)

267,587,503,074

0

249,767,334,970

0

138,167,225,693

112,346,389,260

155,241,113,814

運営費交付金の主な使途
区 分 運営費交付金収益

費用 主な使途

－(資本剰余金への振替は無い)

使用見込み運営費交付金債務残高

費用進行基準による振替額

合計

・期間進行基準を採用した業務は無い。

・費用進行基準を採用した業務は無い。

0
・当該年度に交付された運営費交付金のうち資産見返運営費交付金及び資本剰余金に振替えたものを除き

全額を収益化したので、運営費交付金債務残高は無い。

業務達成基準による振替額

注 「５ 運営費交付金及び当期振替額等の明細」は、当事業年度より、「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」第81の適用に伴い、「独立行政
法人会計基準注解に関するＱ＆Ａ」の「Ｑ＆Ａ79-1 17」で示された新様式を用いております。

計

資産見返運営費交付金への振替 建設仮勘定見返運営交付金への振替 資本剰余金への振替

事業運営費交付金
（保険料財源)

セグメント

業務達成基準を採用した
業務に係る分

機構運営費交付金
（国庫財源）

期間進行基準を採用した
業務に係る分

費用進行基準を採用した
業務に係る分

合計

0

0

主な使途
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６ 役員及び職員の給与の明細

（単位：千円、人）

支給額 支給人員 支給額 支給人員

( 4,513 ）（ 4 ）（ 0 ）（ 0 ）

153,073 10 6,793 4

( 22,441,464 ）（ 9,588 ）（ 576 ）（ 3 ）

78,292,660 12,048 9,891,502 1,810

( 22,445,978 ）（ 9,592 ）（ 576 ）（ 3 ）

78,445,733 12,058 9,898,295 1,814

（注１）支給額は、千円未満切り捨てで表示しております。

（注２）支給人員数は、期中平均支給人員数を記載しております。

（注３）役員に対する報酬等の支給基準の概要

（注４）正規職員、准職員の給与及び退職手当の支給基準の概要

（注５）有期雇用契約職員等の給与基準の概要

及び「日本年金機構年金相談職員給与規程」に基づき支給しております。

（注６）報酬又は給与の支給額には、法定福利費（16,182,587,346円）を除いております。

（注７）（ ）は非常勤役員及び有期雇用契約職員等（エルダー職員、特定業務契約職員、特定業務
職員、アシスタント契約職員、アシスタント職員及び年金相談職員）に対するものであり
外数となっております。

区 分
報酬又は給与 退職手当

役 員

職 員

「日本年金機構エルダー職員給与規程」、「日本年金機構特定業務契約職員及び特定業務
職員給与規程」、「日本年金機構アシスタント契約職員及びアシスタント職員給与規程」

合 計

「日本年金機構役員報酬規程」及び「日本年金機構役員退職手当規程」に基づき支給して
おります。

「日本年金機構職員給与規程」及び「日本年金機構職員退職手当規程」に基づき支給して
おります。
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７ セグメント情報
（単位：円）

保険事業経費 69,302,193,246 0 0 69,302,193,246

オンラインシステム経費 41,371,665,942 0 0 41,371,665,942

年金相談等経費 37,572,035,000 0 0 37,572,035,000

年金記録問題対策経費 0 610,571,685 0 610,571,685

機構職員人件費 0 86,928,510,717 0 86,928,510,717

計 148,245,894,188 87,539,082,402 0 235,784,976,590

機構職員人件費 0 13,524,988,794 0 13,524,988,794

機構内部管理事務経費 0 12,518,413,705 0 12,518,413,705

計 0 26,043,402,499 0 26,043,402,499

148,245,894,188 113,582,484,901 0 261,828,379,089

193,268,476 11,425,980 0 204,694,456

148,439,162,664 113,593,910,881 0 262,033,073,545

155,241,113,814 112,346,389,260 0 267,587,503,074

5,545,916,449 1,542,094,588 0 7,088,011,037

0 0 413,029,222 413,029,222

160,787,030,263 113,888,483,848 413,029,222 275,088,543,333

12,347,867,599 294,572,967 413,029,222 13,055,469,788

14,967,860 29,639,412 0 44,607,272

14,967,860 29,639,412 0 44,607,272

14,967,860 29,639,412 0 44,607,272

14,967,860 29,639,412 0 44,607,272

12,347,867,599 294,572,967 413,029,222 13,055,469,788

12,347,867,599 294,572,967 413,029,222 13,055,469,788

148,454,130,524 113,623,550,293 0 262,077,680,817

0 0 △ 413,178,222 △ 413,178,222

148,454,130,524 113,623,550,293 △ 413,178,222 261,664,502,595

0 0 1,310,862,785 1,310,862,785

0 0 42,849,755 42,849,755

0 0 △ 30,020 △ 30,020

0 △ 103,640,227 0 △ 103,640,227

0 △ 5,971,485,322 0 △ 5,971,485,322

11,511,933 71,767,782 0 83,279,715

0 0 59,472,158 59,472,158

0 △ 2,016,638 0 △ 2,016,638

148,465,642,457 107,618,175,888 999,976,456 257,083,794,801

財務費用

計

事業収益

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金戻入

その他

（控除）自己収入

計

当期純損益

当期総損益

Ⅲ行政サービス実施コスト

業務費用

セグメント

事業運営費交付金
（保険料財源）

機構運営費交付金
（国庫財源）

共通 合計

Ⅰ事業費用、事業収益及び事業損益

Ⅱ臨時損益等

臨時損失

計

臨時利益

事業費用

業務経費

一般管理費

計

計

事業損益

損益計算書上の費用

業務費用合計

損益外減価償却相当額

損益外利息費用相当額

損益外除売却差額相当額

国又は地方公共団体財産の無償又は減額された

政府出資の機会費用

行政サービス実施コスト

引当外賞与見積額

引当外退職給付増加見積額

機会費用

使用料による貸借取引の機会費用

（控除）法人税等及び国庫納付額
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31,783,633,612 10,435,175,083 146,116,349,880 188,335,158,575

流動資産 6,343,278,605 189,175,416 52,801,680,602 59,334,134,623

前払費用 6,343,278,605 189,175,416 0 6,532,454,021

その他 0 0 52,801,680,602 52,801,680,602

固定資産 25,440,355,007 10,245,999,667 93,314,669,278 129,001,023,952

リース資産 9,491,252,109 768,981,523 0 10,260,233,632

ソフトウェア 13,765,940,257 856,089,731 0 14,622,029,988

長期前払費用 41,375,894 0 0 41,375,894

敷金・保証金 7,815,430 1,803,960 0 9,619,390

その他 2,133,971,317 8,619,124,453 93,314,669,278 104,067,765,048

（注）１．事業の種類の区分及び事業の内容は以下のとおりです。

事業種類のセグメントは、日本年金機構法第４４条第２項に定められた財源（国庫財源及び保険料財源）

ごとに区分しております。これは、年金業務等に投入された国庫財源及び保険料財源各々の使途内訳及び

損益を明らかにする必要があると考えていることによります。

事業運営費交付金事業 ： 保険料財源による事業運営費交付金により行われる事業。保険事業経費（国

民年金の適用、徴収、給付に関する業務及び厚生年金保険の適用、徴収、給

付に関する業務）、社会保険オンラインシステム事業経費（年金システムの

管理に関する業務）及び年金相談等事業経費（年金相談に関する業務）が含

まれております。

機構運営費交付金事業 ： 国庫財源による機構運営費交付金により行われる事業。 機構職員人件費

（日本年金機構の役員及び正規職員等にかかる人件費）及び機構内部管理

事務経費（日本年金機構の内部管理のための事務経費）が含まれておりま

す。

費のみを計上しています。

２．配賦不能である事業収益は運営費交付金収益以外の自己収入等であります。また、配賦不能である損益外減価

償却相当額、損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額相当額は、主に現物出資財産として受け入れた資産

から生じたコストであります。

３．配賦不能である資産は主に現物出資財産として受け入れた資産及び本部、拠点の現預金であります。

なお、年金記録問題対策経費（年金記録問題の対策に関する業務）に計上

されている事業費用は、前期末までに取得した固定資産にかかる減価償却

Ⅳ総資産
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１．国民の皆様へ

日本年金機構（以下「機構」という。）は、日本年金機構法（平成１９年法

律第１０９号）に基づき国（厚生労働大臣）から委任・委託を受け、公的年金

に係る一連の運営業務（適用・徴収・記録管理・相談・年金給付などに関する

事務）を担っており、お客様からの意見を反映しつつ提供するサービスの質の

向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透

明性の確保に努めることを理念として業務に当たっています。

機構が行うべき業務については、厚生労働大臣が定め機構に指示した中期目

標(平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までの５年間において機構

が達成すべき業務運営に関する目標)に基づき中期計画を策定しており、平成

２８年度においては、中期計画に基づき策定した平成２８年４月１日から平成

２９年３月３１日までの年度計画に基づき実施しました。

機構は、国庫又は保険料を財源とする運営費交付金を運営経費の財源として

いますが、平成２８年度の事業活動の結果は、当期総利益（交付金などの経常

収益から業務経費、一般管理費などの経常費用を差し引いた金額）が１３０億

５５百万円となりました。これは、入札によるコストの削減等が図られたこと

によるもの、当初見込んだ事業の業務量の見直し等によるものです。

平成２７年５月に不正アクセスによる情報流出事案が発生し、国民の皆様に

ご迷惑とご心配をお掛けしました。同年９月には厚生労働大臣より業務改善命

令が発せられ、同年１２月にセキュリティ対策や個人情報保護対策を含む業務

改善計画を厚生労働省へ提出しました。

平成２８年度は同計画への３年間の集中取組期間の初年度であり、同計画を

確実に実行、推進し、お客様の信頼回復に全役職員一丸となって取り組むため、

「再生元年‐自ら考え、自ら改革する‐」ことを目標とし、その実現を図るた

め、「日本年金機構再生プロジェクトの実行」「情報セキュリティ対策の強化」

「基幹業務の推進」を重点取組課題として着実に取り組んできました。

公的年金制度を執行するという緊張感、責任感、使命感にあふれ、国民の信

頼に答えられる組織として当機構を再生するため、不動の決意をもって努力し

てまいります。

２．基本情報

（１）機構の概要

① 機構の目的

機構は、日本年金機構法に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働

大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国

民年金事業に関し、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）及び国
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民年金法（昭和３４年法律第１４１号）の規定に基づく業務等を行うこと

により、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民

年金制度に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与

することを目的としています。（日本年金機構法第１条）

② 業務内容

機構は、日本年金機構法第１条の目的を達成するため国（厚生労働大臣）

から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務（適用・徴収・記

録管理・相談・年金給付などに関する事務）を担います。

③ 沿革

平成１９年７月 日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）公布

平成２２年１月 日本年金機構設立

④ 設立根拠法

日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）

⑤ 主務大臣（主務省所管課等)

厚生労働大臣（厚生労働省年金局事業企画課）
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⑥ 組織図 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

お客様相談室

監事 監事室

（標準的な組織）
年金事務所（全国３１２か所） 総務課

厚生年金適用調査課

厚生年金徴収課

国民年金課

システム部門 システム企画部

基幹システム開発部

システム運用部

近畿地域第一部

近畿地域第二部

中国地域部

四国地域部

九州地域第一部

九州地域第二部

北関東・信越地域第一部

北関東・信越地域第二部

南関東地域第一部

南関東地域第二部

中部地域第一部

中部地域第二部

中央年金センター

障害年金センター

事業推進部門（地域部担当） 北海道地域部

東北地域第一部

東北地域第二部

理事長
相談・サービス推進部

事業推進部門（年金給付担当） 年金給付部

給付業務調整室

障害年金業務改革室

刷新プロジェクト推進室

事業推進部門（統括担当） 事業推進統括部

品質管理室

事務センター統括部

事務センター（29か所）

調達部

事業企画部門 事業企画部

年金記録企画部

国民年金部

厚生年金保険部

人事・会計部門 人事部

人事企画室

人材開発部

労務管理部

会計・資産管理部

調査室

広報室

総務室

財務部

コンプライアンス部

リスク統括部

監査部

再生プロジェクト推進室

情報管理対策室

統括管理部門 経営企画部
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（２）本部及び地域代表年金事務所の住所（平成 29 年 3 月 31 日現在）

本部

東京都杉並区高井戸西３－５－２４

札幌西地域代表年金事務所

北海道札幌市中央区北３条西１１丁目２－１

仙台北地域代表年金事務所

宮城県仙台市青葉区宮町４－３－２１

盛岡地域代表年金事務所

岩手県盛岡市松尾町１７－１３

浦和地域代表年金事務所

埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－５－１

新潟東地域代表年金事務所

新潟県新潟市中央区新光町１－１６

新宿地域代表年金事務所

東京都新宿区大久保２－１２－１ 1・2・4階

横浜中地域代表年金事務所

神奈川県横浜市中区相生町２－２８

大曽根地域代表年金事務所

愛知県名古屋市東区東大曽根町２８－１

静岡地域代表年金事務所

静岡県静岡市駿河区中田２－７－５

大手前地域代表年金事務所

大阪府大阪市中央区久太郎町２－１－３０ 船場ダイヤモンドビル6～8階

三宮地域代表年金事務所

兵庫県神戸市中央区江戸町９３ 栄光ビル 3・4階

広島東地域代表年金事務所

広島県広島市中区基町１－２７

高松西地域代表年金事務所

香川県高松市錦町２－３－３

博多地域代表年金事務所

福岡県福岡市博多区博多駅東３－１５－２３

熊本西地域代表年金事務所

熊本県熊本市中央区千葉城町２－３７
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（３）資本金の状況

（単位：百万円）

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

政府出資金 103,112 0 1,609 101,502

資本金合計 103,112 0 1,609 101,502
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（４）役員の状況

（平成２９年３月３１日現在）

役 職 氏 名 就任年月日 主 な 経 歴

理事長 水島 藤一郎

平成 25年 1月 18 日

平成 26年 1月 1日（再任）

平成 28年 1月 1日（再任）

株式会社三井住友銀行 副頭取

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構 理事長

副理事長 清水 美智夫 平成 28年 1月 1日

厚生労働省 社会・援護局長

国立病院機構 副理事長

東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 特任教授

理事

【人事・会計部門担当】

木谷 豊
平成 26年 1月 1日

平成 28年 1月 1日（再任）

社会保険庁 福島社会保険事務局長

日本年金機構 研修部長

日本年金機構 人事管理部長

理事

【事業企画部門担当】

宮本 真司 平成 28年 1月 1日

厚生労働省 医薬食品局総務課長

厚生労働省 東北厚生局長

（役員出向）

理事

【事業推進部門

（統括担当）担当】

深田 修

平成 25年 1月 18 日

平成 26年 1月 1日（再任）

平成 28年 1月 1日（再任）

厚生労働省 医政局 総務課長

内閣官房 内閣審議官・新型インフルエンザ等対策室長

独立行政法人国立長寿医療研究センター 企画戦略室長

日本年金機構 理事（事業管理部門担当）

（役員出向）

理 事

【事業推進部門

（年金給付担当）担当】

大澤 範恭

平成 25年 1月 18 日

平成 26年 1月 1日（再任）

平成 28年 1月 1日（再任）

厚生労働省 老健局総務課長

日本年金機構 中部ブロック本部長

日本年金機構 理事（南関東ブロック本部担当/年金給付業務

部門担当/事業推進部門（東日本担当）担当）

（役員出向）

理事

【事業推進部門

（地域部担当）担当】

福原 元
平成 27年 4月 1日

平成 28年 1月 1日（再任）

株式会社伊勢丹 営業本部部長

日本年金機構 監査部長

日本年金機構 理事（特命担当/近畿ブロック本部担当/事業

推進部門（西日本担当）担当）

理事

【システム部門担当】

久島 広幸 平成 28年 1月 1日
IIJ-Ⅱ取締役

株式会社 IIJ イノベーションインスティテュ－ト 代表取締役社長
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役 職 氏 名 就任年月日 主 な 経 歴

理 事

【特命担当】

下山 恵子 平成 28年 1月 1日
日本年金機構 横浜中年金事務所長

日本年金機構 南関東ブロック本部 相談・給付支援部長

理事

【非常勤】

明石 洋一 平成 28年 1月 1日
日本鉄道労働組合連合会 会長

東京ステーション開発株式会社 代表取締役社長

理事

【非常勤】

大宅 映子
平成 26年 1月 1日

平成 28年 1月 1日（再任）

株式会社大宅映子事務所 代表取締役（現職）

公益財団法人大宅壮一文庫 理事長（現職）

西武ホールディングス株式会社 取締役（社外）（現職）

理事

【非常勤】

小幡 尚孝

平成 25年 4月 1日

平成 26年 1月 1日（再任）

平成 28年 1月 1日（再任）

株式会社東京三菱銀行 副頭取

三菱ＵＦＪリース株式会社 取締役会長（代表取締役）

三菱ＵＦＪリース株式会社 相談役（現職）

近鉄グループホールディングス株式会社取締役（社外）（現職）

理事

【非常勤】

川端 和治

平成 25年 4月 1日

平成 26年 1月 1日（再任）

平成 28年 1月 1日（再任）

弁護士（霞ヶ関総合法律事務所）（現職）

日本弁護士連合会副会長、第二東京弁護士会会長

ＮＫＳＪホールディングス株式会社 取締役、指名・報酬委員会委員長

監事 村田 恒子 平成 28年 1月 1日

パナソニック株式会社 ホームアプライアンス社法務・CSR 部長

文部科学省 生涯学習政策局生涯学習官（出向）

パナソニック株式会社リーガル本部理事

日本年金機構 理事（特命担当/近畿ブロック本部担当）

監事

【非常勤】

矢内 訓光 平成 28年 1月 1日
新日本有限責任監査法人 マルチナショナルクライアント部 部門長

新日本有限責任監査法人 第Ⅲ監査事業部 副事業部長

（５）常勤職員の状況

平成２８年度末における正規職員、准職員(アソシエイト職員を含む)は１１，

４８８人（前期末比１,５２１人減）、有期雇用契約職員７，６１５人（前期

末比４１３人増）、無期転換職員は２,６０６人（前期末比６６３人増）とな

っています。このうち国等からの出向者は５０人（前期末比８人増）、民間か

らの出向者は３人(前期末比１人増)です。平均年齢は４５．５歳となっていま

す。
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３．簡潔に要約された財務諸表

（１）貸借対照表 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

（単位：百万円）

資産の部 金額 負債の部 金額

流動資産

現金及び預金

保管納付受託証券

前払費用

その他

固定資産

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

５９，３３４

４４，２９０

８，３９６

６，５３２

１１６

１２９，００１

１１１，２２８

１７，７２２

５１

流動負債

未払金

リース債務

未払費用

保険料等預り金

保険料等預り保管納付受託証券

その他

固定負債

資産見返負債

長期リース債務

資産除去債務

４３，１６２

２１，４４４

４，４４７

３，７５４

４，６１３

８，３９６

５０９

３３，０９３

２５，３９２

４，６０３

３，０９８

負債合計 ７６，２５５

純資産の部 金額

資本金

政府出資金

資本剰余金

利益剰余金

１０１，５０２

１０１，５０２

△１１，２８９

２１，８６６

純資産合計 １１２，０８０

資産合計 １８８，３３５ 負債純資産合計 １８８，３３５
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（２）損益計算書 (自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日)

（単位：百万円）

科 目 金額

経常費用(A) ２６２，０３３

業務経費

人件費

減価償却費

通信費

業務委託費

その他

一般管理費

人件費

減価償却費

その他

財務費用

２３５，７８５

１１３，７５０

１０，８８３

２２，７５０

６８，１１８

２０，２８５

２６，０４３

１３，８２３

１，３８３

１０，８３７

２０５

経常収益(B) ２７５，０８９

運営費交付金収益

その他

２６７，５８８

７，５０１

臨時損失(C) ４５

臨時利益(D) ４５

当期総利益(B-A -C＋D) １３，０５５

（３）キャッシュ・フロー計算書 (自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日)

（単位：百万円）

項 目 金額

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー(A)

人件費支出

運営費交付金収入

その他収入・支出

△７，７３９

△１２７，２２２

２７０，８７０

△１５１，３８７

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △４，２２５

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △４，６２０

Ⅳ 資金減少額（D=A+B+C) △１６，５８４

Ⅴ 資金期首残高(E) ５６，２６１

Ⅵ 資金期末残高(F=D+E) ３９，６７７
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（４）行政サービス実施コスト計算書 (自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日)

（単位：百万円）

金額

Ⅰ 業務費用 ２６１，６６５

損益計算書上の費用

（控除）自己収入等

２６２，０７８

△４１３

（その他の行政サービス実施コスト）

Ⅱ 損益外減価償却相当額 １，３１１

Ⅲ 損益外利息費用相当額 ４３

Ⅳ 損益外除売却差額相当額 ０

Ⅴ 引当外賞与見積額 △１０４

Ⅵ 引当外退職給付増加見積額 △５，９７１

Ⅶ 機会費用 １４３

Ⅷ （控除）法人税等及び国庫納付額 △２

Ⅸ 行政サービス実施コスト ２５７，０８４

（５）財務諸表の科目の説明（主なもの）

① 貸借対照表

ア 現金及び預金

現金、預金

イ 保管納付受託証券

保険料滞納分等を証券により納付することを受託した場合、国庫納

付するまでの間、当機構において保管している証券等

ウ 前払費用

当期支払の土地建物借料等で翌期費用化するもの

エ 有形固定資産

土地、建物、工具器具備品など長期にわたって使用または利用する

有形の固定資産

オ 無形固定資産

ソフトウェア等

カ 投資その他の資産

敷金・保証金

キ 未払金

当期発生した人件費、業務費等のうち翌期支払のもの

ク リース債務

ファイナンス・リースにかかる債務のうち、翌期支払のもの
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ケ 未払費用

当期発生した給与、リースの支払利息等のうち翌期支払のもの

コ 保険料等預り金

年金保険料預り分で国庫へ納付するもの

サ 保険料等預り保管納付受託証券

保険料等納付義務者から証券による保険料滞納分等を受託した場合、

国庫に納付するまでの間、当機構において保管している保管納付受託

証券の見返勘定

シ 資産見返負債

運営費交付金等により資産を取得した場合、当該資産が減価償却に

より費用化されるまで経過的に運営費交付金を見返負債として計上す

るもの

ス 長期リース債務

ファイナンス・リースにかかる債務のうち、翌々期以降支払のもの

セ 資産除去債務

有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、

当該有形固定資産の除去に関して、法令又は契約で要求される法律上

の義務及びそれに準ずるもの

ソ 政府出資金

国からの出資金であり、機構の財産的基礎を構成するもの

タ 資本剰余金

損益外減価償却累計額（国から現物出資された固定資産等に係る減

価償却累計額）等を資本剰余金のマイナスとして計上しているもの

チ 利益剰余金

機構の業務に関連して発生した剰余金の累計額

② 損益計算書

ア 業務経費

年金事務所・事務センター等において、公的年金にかかる一連のサ

ービス提供に要する費用

イ 人件費

給与、賞与及び法定福利費等、機構の職員等に要する経費

ウ 減価償却費

業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用と

して配分する経費

エ 通信費
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郵便及び電話等に要する経費

オ 業務委託費

業務に要する運営委託経費

カ 一般管理費

本部等における管理業務に要する費用

キ 財務費用

ファイナンス・リースに係る支払利息

ク 運営費交付金収益

国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した収益

ケ その他

経常収益のその他は、運営費交付金収益以外の施設使用料、資産見

返負債戻入及びそのいずれにも属さない雑益の合計

③ キャッシュ・フロー計算書

ア 業務活動によるキャッシュ・フロー

機構の業務の実施に係る資金の状態を表し、運営費交付金収入、人

件費支出等が該当

イ 投資活動によるキャッシュ・フロー

将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金

の状態を表し、固定資産の取得・売却等による収入・支出が該当

ウ 財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リースに係るリース債務の返済が該当

④ 行政サービス実施コスト計算書

ア 業務費用

機構が実施する行政サービスコストのうち、機構の損益計算書に計

上される費用

イ 損益外減価償却相当額

国から現物出資された固定資産等に係る減価償却費相当額（損益計

算書には計上しておりませんが、累計額は貸借対照表に記載していま

す。）

ウ 損益外利息費用相当額

資産除去債務計上時の割引率を乗じて算定する、時の経過による資

産除去債務の調整額で、利息費用と同様の性格を有するもの（損益計

算書には計上しておりませんが、累計額は貸借対照表に記載していま

113



13

す。）

エ 損益外除売却差額相当額

国から現物出資された固定資産を除却あるいは売却したときの処分

価額と簿価との差額

オ 引当外賞与見積額

財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の賞与

引当金見積額の増加コスト（損益計算書には計上しておりませんが、

仮に引当てた場合に計上したであろう賞与引当金見積額を貸借対照表

に注記しています。）

カ 引当外退職給付増加見積額

財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の退職

給付引当金増加見積額（損益計算書には計上しておりませんが、仮に

引当てた場合に計上したであろう退職給付引当金見積額を貸借対照表

に注記しています。）

キ 機会費用

国または地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃

借した場合の本来負担すべき金額等

114



14

４． 財務情報

（１）財務諸表の概況

① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ・フロー

などの主要な財務データの分析（内容）

（経常費用）

平成２８年度の経常費用は２，６２０億３３百万円となっています。

機構の主たる事務事業（保険事業等）に要した業務経費は２，３５７億

８５百万円です。主たるものは、役職員や特定業務契約職員等の人件費

１，１３７億５０百万円、国民年金保険料納付書の作成及び発送準備業

務等の業務委託費６８１億１８百万円、ねんきん定期便送付の郵便代等

の通信費２２７億５０百万円です。機構の内部事務管理経費である一般

管理費は２６０億４３百万円であり、役職員等の人件費１３８億２３百

万円が主なものです。

（経常収益）

平成２８年度の経常収益は２，７５０億８９百万円となっています。

内訳は、運営費交付金収益が２，６７５億８８百万円（業務達成基準に

基づく運営費交付金債務の収益化等によるもの）、その他の収入が７５億

１百万円です。その他収入の内訳は、施設使用料収入が３億５５百万円、

資産見返運営費交付金戻入が７０億８８百万円、雑益が５８百万円であ

ります。

（当期総損益）

上記経常損益を計上した結果、平成２８年度の当期総利益は１３０億

５５百万円となっています。これは、入札によるコストの削減等による

もの、当初見込んだ事業の業務量の見直し等によるものであります。

なお、当期総利益と同額を国庫納付準備金と整理し、前払費用等厚生

労働大臣の承認を受けた金額を控除した額を、国庫に納付することにな

ります。

（資産）

平成２８年度末現在の資産合計は１，８８３億３５百万円で、前年比

２７５億１百万円の減少となっています。これは、主として現金及び預

金が１７１億４７百万円、保管納付受託証券が１２億６３百万円、ソフ

トウェアが減価償却により２９億１９百万円、有形・無形リース資産が
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減価償却により２７億４４百万円、承継固定資産が国庫納付により１５

億２１百万円減少したことなどによるものです。平成２８年度末現在の

資産は、現金及び預金４４２億９０百万円、保管納付受託証券８３億９

６百万円、前払費用６５億３２百万円、固定資産１，２９０億１百万円

が主なものです。現金及び預金の内訳は、翌期支払予定の未払金２１４

億４４百万円及び未払費用３７億５４百万円、被保険者等から一時的に

預った保険料等４６億１３百万円、大臣承認後に国庫に納付する預金が

主なものです。

固定資産の内訳は機構本部や年金事務所等の土地建物が主たるもので

す。なお当年度の固定資産新規取得（除く資産除去費用等相当額）は建

物５億４５百万円、ソフトウェア３０億４７百万円が主なものです。

（負債）

平成２８年度末現在の負債合計は７６２億５５百万円で、前年比１

５３億９５百万円の減少となっています。主として、未払金が７６億

２９百万円、保険料等預り金及び保管納付受託証券が１８億２６百万

円、長期リース債務が２６億９６百万円減少したことによります。

なお、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入を行うことは可能で

ありますが、平成２８年度の借入実績はございません。

（業務活動によるキャッシュ・フロー）

平成２８年度の業務活動によるキャッシュ・フローは△７７億３９百

万円となっています。

収入の主なものは運営費交付金収入２，７０８億７０百万円です。

その内訳は、機構運営費交付金（国庫財源）及び事業運営費交付金（保

険料財源）となっています。

支出の主なものは役職員や有期雇用職員等の人件費支出１，２７２億

２２百万円、業務経費や一般管理費支払によるその他の業務支出１，２

８９億５６百万円、国庫納付金の支払２２５億９７百万円です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

平成２８年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△４２億２５百

万円となっています。

これは有形・無形固定資産の取得、資産除去費用の支払等にともない

発生したものです。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成２８年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△４６億２０百

万円となっています。

これはオンラインシステム端末機等ファイナンス・リースにかかる

リース債務返済にともない発生したものです。

表 主要な財務データの経年比較 （単位：百万円）

区 分 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

経 常 費 用 281,269 261,094 256,595 255,129 262,033

経 常 収 益 323,798 290,693 276,523 276,450 275,089

当 期 総 利 益 42,530 29,598 19,928 21,321 13,055

資 産 (注２)242,656 224,338 219,254 215,836 188,335

負 債 (注２)94,166 87,078 94,511 91,650 76,255

利益剰余金（又は繰越欠損金） 51,798 42,230 30,803 31,408 21,866

業務活動によるキャッシュ・フロー 3,481 492 6,230 18,274 △7,739

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,641 △11,749 △9,432 △9,845 △4,225

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,088 △6,433 △3,397 △3,891 △4,620

資金期末残高 76,014 58,323 51,723 56,261 39,677

（注１）当機構の中期目標期間は、第 1 期が平成 21 年度から平成 25 年度、第２期が平成 26 年度から平成 30 年度で

す。

（注２）資産と負債の増加の主な要因は、24 年度にリース資産 137 億 76 百万円及びリース債務 126 億 88 百万円がそ

れぞれ増加したことによるものです。

② セグメント事業損益の分析（内容）

事業運営費交付金（保険料財源）の事業損益は１２３億４８百万円と

なっています。要因は入札によるコストの削減や業務量の見直し等によ

るものです。

機構運営費交付金（国庫財源）の事業損益は２億９５百万円となって

います。要因は入札によるコストの削減や業務量の見直し等によるもの

です。
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表 セグメント事業損益の経年比較 （単位：百万円）

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度

事業運営費交付金（保険料財源）

Ⅰ事業費用（注２） 107,372 118,302 135,702 139,580 148,439

Ⅱ事業収益 131,054 130,938 149,171 156,667 160,787

Ⅲ事業損益 23,682 12,636 13,470 17,087 12,348

機構運営費交付金（国庫財源）

Ⅰ事業費用（注２） 172,982 142,792 120,893 115,549 113,594

Ⅱ事業収益 191,414 159,276 127,005 119,119 113,888

Ⅲ事業損益 18,432 16,483 6,111 3,571 295

共通

Ⅰ事業費用 （注３）915 ― ― ― ―

Ⅱ事業収益 1,331 479 347 664 413

Ⅲ事業損益 416 479 347 664 413

（注１）当機構の中期目標期間は、第 1 期が平成 21 年度から平成 25 年度、第２期が平成 26 年度から平成 30 年度で

す。

（注２）事業費用は財務費用を含めた金額です。

（注３）24 年度の事業費用は雑損の金額です。

③ セグメント総資産の分析（内容）

事業運営費交付金（保険料財源）の総資産は３１７億円８４百万円

で、前年比４６億３５百万円の減少となっています。これは前払費用

及び長期前払費用が４億６４百万円増加したものの、リース資産が２

２億９３百万円、ソフトウェアが２０億６６百万円、その他の固定資

産が７億４０百万円減少したことによるものです。

また、主たる資産は、賃借料等の前払費用６３億４３百万円、リー

ス資産９４億９１百万円、ソフトウェア１３７億６６百万円、その他

の固定資産２１億３４百万円です。

機構運営費交付金（国庫財源）の総資産は１０４億３５百万円で、

前年比１９億９５百万円の減少となっています。これは前払費用が４

億９８百万円、リース資産が４億５１百万円、ソフトウェアが８億５

４百万円、その他の固定資産が１億９１百万円減少したことによるも

のです。
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また、主たる資産は、年金事務所等の賃借料の前払費用１億８９百

万円、リース資産７億６９百万円、ソフトウェア８億５６百万円、そ

の他固定資産８６億１９百万円です。

共通の総資産は１，４６１億１６百万円で、前年比２０８億７１百

万円の減少となっています。これは現金及び預金が１７１億４７百万

円、保管納付受託証券が１２億６４百万円、承継資産の国庫納付及び

現物出資された固定資産等が減価償却等により２４億６３百万円減少

したことによるものです。また、主たる資産は、現金及び預金４４２

億９０百万円、現物出資された固定資産等９３３億１５百万円です。

表 セグメント総資産の経年比較 （単位：百万円）

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度

事業運営費交付金（保険料財源）

総資産 27,200 30,844 39,448 36,419 31,784

流動資産 5,707 5,167 6,101 5,921 6,343

固定資産 21,493 25,677 33,347 30,498 25,440

機構運営費交付金（国庫財源）

総資産 11,434 12,817 12,614 12,430 10,435

流動資産 2,364 1,943 796 687 189

固定資産 9,070 10,873 11,818 11,743 10,246

共通

総資産 204,022 180,678 167,192 166,987 146,116

流動資産 103,640 81,818 70,191 71,209 52,802

固定資産 100,382 98,859 97,001 95,778 93,315

（注１）当機構の中期目標期間は、第 1 期が平成 21 年度から平成 25 年度、第２期が平成 26 年度から平成 30 年度で

す。

④ 行政サービス実施コスト計算書の分析（内容）

平成２８年度の行政サービス実施コストは２，５７０億８４百万円とな

っています。内訳は、損益計算書上の経常費用（業務経費・一般管理費・

財務費用）から自己収入等（経常収益－運営費交付金収益）を控除した金

額である業務費用２，６１６億６５百万円、国から現物出資された固定資

産等にかかる減価償却費相当額である損益外減価償却相当額１３億１１百

万円が主たるものです。
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表 行政サービス実施コストの経年比較 （単位：百万円）

区 分 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

業務費用 279,943 260,621 256,298 254,543 261,665

うち損益計算書上の費用 281,274 261,100 256,645 255,207 262,078

うち自己収入 △1,331 △479 △347 △664 △413

損益外減価償却等相当額 1,659 1,646 1,368 1,228 1,311

損益外利息費用相当額 46 49 45 49 43

損益外除売却差額相当額 11 7 3 △24 0

引当外賞与見積額 △510 793 △293 △298 △104

引当外退職給付増加見積額 4,695 △834 △3,957 １,106 △5,971

機会費用 816 890 473 76 143

（控除）法人税等及び国庫納付額 － － － － △2

行政サービス実施コスト 286,660 263,171 253,937 256,680 257,084

（注１）当機構の中期目標期間は、第 1 期が平成 21 年度から平成 25 年度、第２期が平成 26 年度から平成 30 年度で

す。

（２）施設等投資の状況（重要なもの）

該当ありません。
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（３）予算・決算の概況

（単位：百万円）

区 別
24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 備考

収入 337,849 330,673 295,306 295,331 282,939 282,941 276,887 277,161 273,610 271,281

運営費交付金 337,521 330,297 294,971 294,971 282,599 282,599 276,554 276,554 270,870 270,870

機構運営費交付金 201,014 193,791 160,792 160,792 128,950 128,950 119,370 119,370 112,874 112,874

事業運営費交付金 136,507 136,507 134,179 134,179 153,650 153,650 157,184 157,184 157,996 157,996

年金生活者支援給付金

支給準備事務取扱交付金
－ － － － － － － － 2,408 0 注２

その他の収入 328 375 335 360 340 342 333 607 333 411

支出 337,849 291,506 295,306 263,976 282,939 262,225 276,887 254,564 273,610 257,560

業務経費 227,304 193,635 191,168 163,929 163,866 147,641 158,512 139,710 157,996 145,456

保険事業経費 56,913 45,612 59,698 53,151 68,408 61,718 70,811 63,941 74,238 69,957 注３

ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ経費 40,177 37,033 35,154 32,500 43,290 41,477 43,379 37,929 41,981 38,303 注３

年金相談等経費 39,416 33,482 39,326 34,709 41,952 37,677 42,994 37,050 41,777 37,196 注３

年金記録問題対策経費 90,798 77,509 56,990 43,570 10,216 6,769 1,328 790 － －

年金生活者支援給付金

支給準備事務費
－ － － － － － － － 2,408 0 注２

一般管理費 110,545 97,870 104,138 100,047 119,073 114,584 118,375 114,854 113,207 112,104 注３

注１ 当機構の中期目標期間は、第 1 期が平成 21 年度から平成 25 年度、第２期が平成 26 年度から平成 30 年度です。

注２ 年金生活者支援給付金事業の実施が延期されたことによります。

注３ 入札によってコストの削減が図られたこと等によります。
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（４）経費削減及び効率化目標との関係

機構においては、中期目標期間の最終事業年度（平成３０年度）において、

平成２５年度予算を基準年度として、一般管理費（人件費、介護保険料徴収

等に係る義務的な経費及び特殊要因により増減する経費を除く）については

１５％程度、業務経費（年金記録問題対策経費、年金受給者に送付する源泉

徴収票送付等に係る義務的な経費及び特殊要因により増減する経費を除く）

については５％程度に相当する額を削減する目標を掲げており、これらの目

標の実現に向け、効率化の取組みを行っております。

５．事業の説明

（１）財源構造

平成２８年度における機構の財源は総額２，７３６億１０百万円でその内

訳は機構運営費交付金（国庫財源）１，１２８億７４百万円（財源の４１％）、

事業運営費交付金（保険料財源）１，５７９億９６百万円（財源の５８％）

年金生活者支援給付金支給準備事務取扱交付金２４億８百万円、その他自己

収入が３億３３百万円となっています。機構運営費交付金（国庫財源）及び

その他自己収入の合計収入の事業別内訳は、一般管理費で１，１３２億７百

万円となっています。事業運営費交付金（保険料財源）の事業別内訳は、保

険事業で７４２億３８百万円、オンラインシステム事業で４１９億８１百万

円、年金相談等事業で４１７億７７百万円となっています。また、年金生活

者支援給付金支給準備事務費で２４億８百万円となっております。

（２）事業の種類と内容等

ア 保険事業

保険事業は、国民の皆様の国民年金及び厚生年金保険への加入、加入に伴

う保険料の徴収、老齢・障害・遺族年金の給付等を行っています。事業の財

源は、事業費については事業運営費交付金収益７４２億３８百万円で、事業

に要した費用は６９９億５７百万円となっており、その差額は４２億８０百

万円で、入札等によりコストの削減が図られたこと等によるものです。

イ オンラインシステム事業

オンラインシステム事業は、国民年金及び厚生年金保険の的確な年金給付

等を行うため、記録管理・基礎年金番号管理システム、年金給付システムの

維持管理等を行っています。事業の財源は、事業費については事業運営費交

付金収益４１９億８１百万円で、事業に要した費用は３８３億３百万円とな
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っており、その差額は３６億７８百万円で、入札等によりコストの削減が図

られたこと等によるものです。

ウ 年金相談等事業

年金相談等事業は、年金事務所等での来訪相談やコールセンターでの年金

電話相談等を行うとともに、ねんきん定期便等の事業を行っています。事業

の財源は、事業費については事業運営費交付金収益４１７億７７百万円で、

事業に要した費用は３７１億９６百万円となっています。その差額は４５億

８１百万円で、入札等によりコストの削減が図られたこと等によるものです。

エ 年金生活者支援給付金支給準備事務事業

年金生活者支援給付金支給準備事務事業は、年金生活者支援給付金の支給

にかかる事務が機構に委託されたことから、これに必要な事務等の準備を行

うものです。なお、事業の実施が延期されたことにより、事業の収益及び要

した費用はありません。

６．年度計画に対する取組状況の概要

（１）提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

ア 国民年金の適用・収納対策

国民年金の適用（加入手続き）の促進については、住民基本台帳ネットワ

ークシステムにより把握した全ての２０歳到達者全員、３４歳及び４４歳到

達者のうち、基礎年金番号が付番されていない方及び資格喪失後、一定期間

（１２か月）資格取得がなされていない方に対して加入の届出勧奨を行いま

した。

また、国民年金保険料の納付率については、目標を達成するために策定し

た行動計画に基づき、未納者属性に応じた特別催告状の送付、市場化テスト

受託事業者との連携の強化、強制徴収の着実な実施、週次による徹底した進

捗管理に取り組んだことにより、「平成２８年度分保険料の現年度納付率」「平

成２７年度分保険料の平成２８年度末における納付率」「平成２６年度分保険

料の最終納付率」の全てにおいて目標を上回りました。

（平成２８年度の国民年金保険料の納付率については、集計作業中です。）

イ 厚生年金保険・健康保険等の適用・徴収対策

厚生年金保険等の適用促進対策については、行動計画において前年度実績を

上回る９３，０００事業所を適用目標として設定し、目標を大きく上回る１１
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５，０００事業所を適用することができました。また、徴収対策についても、

厚生年金保険等の収納率が前年度の実績を上回りました。

ウ 年金給付

年金給付のサービススタンダードの達成率については、全ての年金種別にお

いて目標とした９０％以上を維持することができました。

また、障害年金をめぐる諸課題に対応するため、「国民年金・厚生年金保険

精神の障害に係る等級判定ガイドライン」による等級判定の実施、研修の強化、

「障害年金請求キット」を全ての初回相談者にお渡しする対策等を前年度に引

き続き着実に実施するとともに、審査の適正性の向上及び体制集約による効率

化を図るため、平成２８年１０月に本部に障害年金センターを設置して本部及

び事務センターにおける当該業務の集約を段階的に実施し、平成２９年４月に

全国集約を完了しました。

エ 年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止のための対応

年金記録については、ねんきん定期便及びねんきんネットでの加入状況の確

認や、年金請求時のお客様からの年金記録に関する申出等を通じて、年金記録

の確認や未統合記録の基礎年金番号への統合を進めました。

また、ねんきん定期便、年金額改定通知（年金振込通知）書、年金請求書（タ

ーンアラウンド方式）を利用し、もれや誤りが無いかどうか年金記録の確認の

呼びかけを行うとともに、紙台帳とコンピュータ記録の突合せ事業のフォロー

アップとして、訂正通知未回答者へ訂正通知の再送付を行うなどの取組を実施

しました。

これらの取組の結果、未解明記録は、平成２８年３月の１，９８６万件から、

平成２９年３月時点で１，９５１万件（速報値）に減少しました。（平成２９

年３月時点の未統合記録の件数については、集計作業中です。）

オ 事務処理の正確性の確保

事務処理遅延、書類の紛失、誤送付・誤送信・誤交付の根絶を図るため、こ

れまでの取組に加えて「事務処理遅延・書類紛失・誤送付等防止チェックシー

ト」の改善、全職員に対する「事務処理誤り再発防止取組チェック」の実施、

「リスク対策通信」による事務処理誤り事例の分析と対策に関する定期的な周

知及び重点取組拠点の指定と状況管理を行いました。これらの取組の結果、事

務処理遅延の発生件数は大幅に減少しましたが、書類紛失、誤送付・誤送信・

誤交付については対前年比で減少しているものの、依然として一定数発生して

いることから、引き続き事務処理の正確性を確保するための取組を徹底してま
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いります。

カ 年金相談

年金事務所窓口での待ち時間については、平均待ち時間が１時間以上の事務

所は前年度に続き発生せず、３０分以上１時間未満の事務所も前年度は１か月

平均２か所でしたが今年度は発生せず、改善することができました。

サービスの向上と効率化を実施するため、平成２８年１０月から全ての年金

事務所で全日・全時間帯の年金相談の予約制を導入しました。特に受給資格期

間短縮のお客様の相談は、積極的に予約相談を利用していただくように案内し、

受給資格期間短縮用の予約相談対応ブースの増設対応を行うと共に、コールセ

ンターでの予約受付を開始するなど、予約相談の受付体制を整備しました。

また、安定した相談体制を強化するため、年金相談職員を、また複雑化する

年金相談に対応するため、上席年金給付専門職及び年金給付専門職を新たな職

種として設置しました。

（２）業務運営の効率化に関する事項

業務処理マニュアルの更なる合理化・効率化・標準化を進めるため、理事長

直轄の再生プロジェクト推進室内に設置したマニュアル一元化プロジェクト

チーム（PT）において、業務処理手順とオンライン入力手順をまとめるマニュ

アル一元化作業及び業務の標準化作業を行い、３２５種類の届書単位の構成と

し、平成２９年３月に統一業務マニュアルを完成させました。

また、外部有識者を含めた業務削減会議を９回開催し、お客様へのサービス

や利便性への影響を考慮した上で、事業規模が大きく早急に見直しが必要と考

えられる業務の見直し案を会議に諮り、審議結果を踏まえた改善を行いました。

調達における競争性・透明性の確保を図るため、価格を重視した競争入札に付

すことを徹底し、競争性のある契約の件数割合について、目標とした８０％の

水準を上回るとともに、年間調達計画額の削減率について、目標とした１０％

を上回りました。

（３）業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項

平成２７年５月に不正アクセスによる情報流出事案が発生し、情報セキュリ

ティ体制の不十分さだけでなく、ガバナンスの脆弱さ、組織としての一体感の

不足、リーダーシップの不足、ルールの不徹底など、構造的な諸問題が明らか

となり、同年９月に厚生労働大臣より業務改善命令が発せられました。同命令

に基づく業務改善計画について、日本年金機構再生本部及び情報管理対策本部

を立ち上げて検討を行い、同年１２月に厚生労働省へ提出し、平成２８年度は、
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同計画を着実に実行しました。具体的には、同計画の７１項目に及ぶ改革事項

のうち、６６項目について実施済みまたは一部着手し、残りの５項目について

も検討を開始しています。

ア 内部統制の有効性の確保

【組織改革】

組織改革については、「お客様との接点である現場を向いた本部づくり」、「本

部の現場力強化」、「経営資源管理機能の統合による組織の一体化及び効率化」、

「情報共有体制の更なる強化」を目指し、「常勤役員会」を設置して、経営上

重要な案件内容及び意思決定過程の共有を図るとともに、本部組織の再編・効

率化を実施しました。また、経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）管理機能の

統合による組織の一体化及び効率化を図るため、地方分散型組織であったブロ

ック本部を本部に統合するとともに、業務量調査の実施結果を踏まえ、ブロッ

ク本部の人員を現場に重点的に振り分け、本部スリム化と合わせて５６８人の

定員を年金事務所及び事務センターへシフトし、現場体制を強化しました。

【業務改革】

業務効率化・合理化については、「業務の集約」、「業務の効率化」、「お客様

チャネルの拡充」をテーマとし、障害年金業務の障害年金センターへの集約、

機構本部における年金給付関係業務、記録関係業務及び事務センター等におけ

る記録関係業務の中央年金センターへの集約、年金事務所の機能集約のモデル

実施等を行いました。また、ルールの設定・徹底については、「指示等の半減、

現場負担の軽減」、「業務ルールの設定・徹底、不統一の排除」をテーマとし、

マニュアル一元化プロジェクトチーム（PT）において、業務の標準化作業を行

い、平成２９年３月に統一業務マニュアルを完成させました。

上記の業務改善計画に基づく取組に加え、リスク管理・コンプライアンスの

確保や適正な監査の実施など、内部統制システムの構築に向けた取組について

は、「内部統制システム構築の基本方針」（業務方法書第１６条）に基づき、理

事会の統括の下、引き続き適正な実施に努めています。

イ 人事及び人材の育成

人事施策については、お客様のことを第一に考え、質の高いサービスを提供

できる人材の育成・強化を図るとともに、組織の一体化及び活性化に向け、広

範な人事改革を行いました。

具体的には、現場重視の幹部人事、管理職の活性化に加え、キャリアパスの

提示、専門職の設置、課長代理・主任の設置、能力・実績本位の人材登用、女
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性職員の管理職登用、有期雇用職員の無期雇用への転換など、職員のやりがい

の観点から人事施策を推進しました。

ウ 情報開示・共有の促進

情報開示の一元化を図るため、平成２８年１月に設置した情報開示担当理事

のもと、同年４月に情報の把握・調査・情報開示に至るまでの一連の対応を統

括する担当部署として「リスク統括部」を設置し、情報公開に係る責任体制を

整備しました。

エ 情報セキュリティ対策の強化

平成２７年５月に発生した不正アクセス事案に対応するため、組織面の対策

として、理事長直轄の推進部署として平成２７年１０月に情報管理対策室を設

置するとともに、理事長を本部長とする情報管理対策本部において、主に業務

改善計画等に係る機構の情報セキュリティの方針決定や進捗確認等を行ってき

たほか、外部機関による監査等で明らかになった課題に対し、対応策をまとめ、

進捗管理を行ってきました。

また、システム面の対策として、年金個人情報等専用共有フォルダの設置、

生体認証の導入による専用共有フォルダへのアクセス制限強化等を行うととも

に、業務運営上の対策として情報セキュリティポリシーの機動的な改正、全職

員を対象とした情報セキュリティ研修の強化等の取組を行いました。

外部委託先における個人情報の管理に対する取組として、入札参加条件を厳

格化するとともに、業務開始前、業務履行中、業務終了後の各段階における個

人情報の管理も再徹底しています。

国民の年金個人情報を最優先に守る観点から、引き続き情報セキュリティ対

策への対応体制を確立するとともに、全役職員に対する情報セキュリティ研修

の定期的・継続的な実施やインシデント対処手順に基づく訓練等、情報セキュ

リティ対策の強化に取り組んでいます。
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平成２８事業年度

決 算 報 告 書

第８期

自 平成２８年 ４ 月 １ 日

至 平成２９年 ３ 月３１日

日 本 年 金 機 構
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平成２８事業年度決算報告書

（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

（単位：円）

区 別 予算額 決算額 差 額 備 考

収入

運営費交付金

運営費交付金

事業運営費交付金

年金生活者支援給付金

支給準備事務取扱交付金

その他の収入

計

270,869,973,000

112,874,379,000

157,995,594,000

2,407,803,000

332,594,000

273,610,370,000

270,869,973,000

112,874,379,000

157,995,594,000

0

410,544,017

271,280,517,017

0

0

0

2,407,803,000

△ 77,950,017

2,329,852,983

年金生活者支援給付金事業が延期

になったことによる。

宿舎使用収入の増加等による。

支出

業務経費 157,995,594,000 145,455,723,253 12,539,870,747

保険事業経費 74,237,566,000 69,957,152,361 4,280,413,639 入札によるコストの削減が図られたこ

と等による。

オンラインシステム経費 41,981,106,000 38,303,016,129 3,678,089,871 入札によるコストの削減が図られたこ

と等による。

年金相談等経費 41,776,922,000 37,195,554,763 4,581,367,237 入札によるコストの削減が図られたこ

と等による。

一般管理費

年金生活者支援給付金

支給準備事務費

113,206,973,000

2,407,803,000

112,103,904,166

0

1,103,068,834

2,407,803,000

入札によるコストの削減が図られたこ

と等による。

年金生活者支援給付金事業が延期にな

ったことによる。

計 273,610,370,000 257,559,627,419 16,050,742,581

（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要は、以下のとおりです。

（１）損益計算書の業務経費の「職員人件費」は、決算報告書上は「一般管理費」に含まれております。

（２）損益計算書の「施設使用料収入」及び「雑益」は、決算報告書上は「その他の収入」に含まれております。
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監 査 報 告 書

理事長 水島 藤一郎 殿

私たち監事は、日本年金機構法第１２条第４項の規定に基づき、日本年金機構（以下「機構」）の

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの平成２８事業年度（第８期）の業務の状況及び財務

の状況について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法の概要

機構の監査にあたり、私たち監事が定めた監査方針及び監査計画等に従い、役員及び職員

（以下「役職員」）、監査部並びに会計監査人と意思疎通を図り、理事会その他重要な会議への

出席、役職員に対するヒアリング、重要な文書の閲覧、重要な財産の取得、処分及び管理の状

況についての調査、法令・規程等違反行為の有無、重要な業務上の事故等に関する報告聴取

を行い、検討を加えました。

また、決算担当部署等から財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利

益の処分に関する書類、行政サービス実施コスト計算書及びこれらの附属明細書）及び決算報

告書について報告聴取を行い、検討を加えました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。また、会計監査人から職務の遂行を適正に行うための監査体制について「監査

に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

２．監査の結果

（１）業務の状況

イ 平成２８事業年度（第８期）事業報告書は、厚生労働省年金局長通知（平成２２年６月１１日

付年発第５号「財務諸表に添付する事業報告書について」）に基づき、機構の状況を正しく示

しているものと認めます。

ロ 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められま

せん。

なお、事業報告書に記載のとおり、平成２７年５月に不正アクセスによる情報流出が発生し、

同年９月に厚生労働大臣より業務改善命令が発せられ、同年１２月に厚生労働省に提出・公

表した業務改善計画に基づき、日本年金機構再生プロジェクトとして、内部統制の有効性の

確保、情報開示・共有の促進及び情報セキュリティ対策の強化を柱とする改革に取り組んで

いることを確認しており、監事として引き続きその実施状況を監視してまいります。

（２）財務の状況

イ 財務諸表（利益の処分に関する書類を除く。）は、機構の財産の状況、損益の状況、キャッ

シュ・フローの状況、行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認めます。

ロ 利益の処分に関する書類は、法令に適合しているものと認めます。

ハ 決算報告書は、予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認めます。

ニ 会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

平成２９年６月１５日

監 事 村 田 恒 子

監 事 矢 内 訓 光
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